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１ 第８期介護保険事業（支援）計画の作成に向けて 

 

（１）基本指針の見直し 

   介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下

「基本指針」という。）は、先般、社会保障審議会介護保険部会において改正案をご

議論いただいたところである。 

   今後、委員の意見を踏まえた必要な修正を行った上で、法令審査やパブリックコ

メントを経て出来る限り早期に公布することを目指しているが、都道府県及び市町

村におかれては、見直しの基本的な考え方については、令和元年度 全国介護保険・

高齢者保健福祉担当課長会議資料も参考にしながら、この改正案をもとに第８期介

護保険事業（支援）計画（以下、「第８期計画」という。）の作成作業を進めていただ

きたい。参考資料１、２ 

   またその際、今後の第８期計画の作成に向けたスケジュールについてもご留意い

ただきたい。参考資料３、４ 

 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

   要介護状態にない高齢者の心身状況や社会参加状況を把握し、地域診断に資する

データを採取する調査として、令和元年 10 月に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

の調査票や手引き等を紹介して、実施をお願いしたところである。これを踏まえ、

多くの市町村では本調査を実施していると伺っている。また、本調査結果を「見え

る化」システムに登録する際に必要な地域診断支援情報送信ソフト（第８期対応版）

については、令和２年３月にリリースをご案内し、調査を実施した自治体には適宜、

「見える化」システムに登録いただいているところであり、感謝申し上げる。引き

続き、未送信の自治体におかれては、ご協力をお願いする。 

 

   介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、地方自治体によって調査対象とした高齢

者の状態等（調査対象母集団）が異なる可能性があることから単純に比較すること

には適さないが、「見える化」システムに登録した本調査結果（Ｅ指標）の一部（大

分類：「日常生活圏域ニーズ調査の結果」、中分類：「各種リスクを有する割合」又は

「その他」）に関しては、他の地方自治体と共通する母集団を抽出してグラフ化する

ことで比較ができるようにしたところである。 

   また、登録した必須項目とオプション項目について、回答項目別の回答割合を確

認することを可能とした。 

なお、「見える化」システムに登録されたデータを集計して、参照可能な平均値等

を算出し、本年８月末目処に「見える化」システム上に掲載することを予定してい

る。また、掲載した平均値等は、９月末まで適宜更新し、お知らせする予定として

いる。各地方自治体においては、調査結果をより多角的に分析し、特徴を把握する

上で、この平均値等は参考になると考えられるため、ご活用いただきたい。 

   これら調査結果や他の地方自治体との比較等については、各地域の一般介護予防

事業等の総合事業の効果測定や評価の実施、介護サービスの利用の見込みへの影響
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測定、地域支援事業に要する費用見込等を行う際の参考としていただきたい。 

 

（３）在宅介護実態調査 

   市町村が「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労の継続」に有効な介護

サービスのあり方を検討し、介護離職の観点も含めたサービス提供体制を検討する

に資する在宅介護実態調査については、多くの市町村に実施いただいたところであ

り、感謝申し上げる。調査結果の活用等の手引や、第８期計画に向けた「在宅介護

実態調査に係る Q＆A」、「「認定ソフト 2018」に対応した在宅介護実態調査の自動集

計ツール」については、厚生労働省ホームページでも公開しているので、必要に応

じて御参照いただきたい。  

   一方で、市町村の規模が小さいこと等により分析に十分必要なサンプル数を確保

することが困難だった市町村や調査自体を実施できなかった市町村があると伺って

いる。このため、令和２年度老人保健健康増進等事業による補助事業として、調査

結果を全国規模で集計・分析し、人口規模別など地域特性に分類した傾向や単独で

は行えない詳細な分析を行い、分析結果を８月中に地方自治体に対して情報提供す

ることを予定している。 

   本調査研究に関しては、協力依頼を本年６月にご連絡しており、多くの市町村か

ら在宅介護実態調査のデータ提供へのご協力等をいただいていると伺っており感謝

申し上げる。引き続き、本調査研究へのご協力をお願いする。 

また、各市町村においては、これら調査結果を活用し、介護離職防止の観点も踏

まえたサービス提供体制の構築に向けて検討されたい。 

 

（４）「見える化」システム等を活用した地域分析 

第８期計画を作成する前提として地域分析は欠かせないものである。「見える化」

システム等を活用し、基本的な給付分析の手順や計画作成へ活かす方法等を記した

手引きについては、厚生労働省ホームページに掲載している。各市町村におかれて

は、データに基づく課題分析を実施する際に、また都道府県におかれては、市町村

を支援する際に活用していただきたい。 

第８期計画の作成から、地域分析の状況を国でも把握することを目的に、「地域分

析・検討結果記入シート」等を下記（６）ウ（ア）の２回目のサービス見込量提出

時に併せて提出いただくこととした。国による地域分析の支援として、７月末から、

保険者を選択すると必要な直近のデータが反映される「地域分析・検討結果記入シ

ート」を「見える化」システムからダウンロードできるようにしたので、未実施の

市町村はこれを活用して分析いただきたい。 

 

（５）都道府県による市町村の地域分析支援について 

   都道府県においても、保険者機能強化推進交付金等の評価結果等を活用し、研修

やアドバイザー派遣等による市町村の地域分析支援をプッシュ型・伴走型で実施し

ていただくようお願いする。 
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（６）「見える化」システムの将来推計機能を用いた将来推計 

ア 将来推計機能について 

将来推計機能は、平成 30 年度～令和２年度の介護保険事業状況報告等に基づ

き、第８期計画にかかる保険者及び都道府県のサービス見込量及び第１号介護保

険料の推計作業を支援するものであり、基本的には第７期計画作成時に利用した

機能（選択した条件に応じた初期値が表示され、施策の検討結果等を反映させた

値を上書きすると保険料等が算出される）を踏襲している。今回（８．０次リリ

ース及び８．５次リリース）の主な改善事項は次のとおりである。 

   （ア）推計対象年度の追加 

      第８期計画においては 2025 年、2040 年のサービス需要の見込や、その間

の需要の推移を踏まえ、効果的、効率的に基盤整備を推進していく必要がある

ことから、2025 年、2030 年、2035 年、2040 年の要介護認定者数やサービス需

要を推計することとした。 

   （イ）推計式の伸び率の修正 

      ７期の将来推計機能における要介護認定率やサービス利用率は、これまで

の推移から算出した認定率や変化をもとに、その傾向が今後も続くと仮定し

て認定率、利用率を算出して推計することとしていたが、近年、年齢階級別

の要介護認定率に減少傾向が見られることなどを踏まえ、要介護認定率やサ

ービス利用率を伸ばさない（直近の率と同率）で推計するための選択肢を加

え、これをデフォルト（初期値）とした。 

   （ウ）第１号被保険者数の推計 

      ７期においては、第１号被保険者数の推計については、国立社会保障・人

口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」を利用して

推計いただく、または、保険者の独自データで推計していただいたところ。 

      ８期においては、推計人口と直近の第１号被保険者数のかい離を考慮し、

『「日本の地域別将来推計人口」を補正したデータ』とのかい離状況について

もデータも掲載するので、これも活用しつつ、保険者において適切に推計す

るようお願いしたい。 

   （エ）地域支援事業費の見込量推計機能 

      地域支援事業を一層推進するため、事業毎の事業費と、事業利用者数（訪

問介護相当サービス、訪問型サービス A、通所介護相当サービス、通所型サ

ービス Aのみ）を推計することとした。 

   （オ）介護人材推計の支援 

      介護人材の需要を推計するために必要な都道府県内のサービス見込量を出

力するとともに、都道府県の介護保険事業計画担当と介護人材担当が推計状

況を共有できるようにした。 

 

イ 将来推計機能のリリース予定 

    「見える化」システムの 8.0 次リリース（市町村推計機能）は本年７月 31 日を

予定しているが、これは保険者の第８期計画作成に向けた確定版推計ツールであ
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るので、速やかに推計に着手いただきたい。これに合わせて、推計ツールを用い

た推計方法に関する説明資料や動画をアップロードすることとしているので、保

険者及びその支援を行う都道府県においても内容を確認していただきたい。参考

資料５ 

    本年９月下旬に「見える化」システムの 8.5 次リリース（都道府県集計機能）

を予定しており、都道府県における集計機能の拡充や、介護人材推計に必要な都

道府県内のサービス見込量を出力する機能等の実装することとしている。参考資

料６ 

 

ウ サービス見込量等の全国集計について 

（ア）サービス見込量集計 

サービス見込量の全国集計は、本年９月末、12 月頃、令和３年３月下旬の３

回、実施することを予定している。 

保険者から都道府県への提出については、「見える化」システム内にサービ

ス見込量の推計結果を入力し、提出ボタンを押すことで行う。 

都道府県から国への提出について、都道府県は、保険者の提出内容を確認し、

全保険者分まとまったところで提出ボタンを押すことで行う。 

     なお、通信環境等の事情で「見える化」システムを使用できない保険者は、

「報告様式エクセルファイル」を都道府県へメール等で提出することができる。 

（イ）必要利用（入所）定員総数の集計 

必要利用（入所）定員総数の全国集計は、サービス見込量の集計と合わせて、

本年 12 月頃、令和３年３月下旬の２回、実施することを予定している。提出方

法は、保険者、都道府県とも「見える化」システムへ「第８期必要入所（利用）

定員、入居定員総数調査表」をアップロードにすることにより行う。 

なお、通信環境等の事情で「見える化」システムを使用できない保険者は、

調査表を都道府県へメール等で提出することができる。 

 

エ 保険料算定に必要な諸係数について 

各保険者において第８期保険料を算定するに当たって必要となる諸係数に

ついては、以下のとおりとする。 

① 第２号被保険者負担率（介護保険の国庫負担金の負担等に関する政令（平

成 10 年政令第 413 号）第５条） 

      令和３年度から５年度までの第２号被保険者負担率 27％  

      ※ 第１号被保険者の負担率は 23％ 

  ② 財政安定化基金拠出率（介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する

省令（平成 11 年厚生省令第 43 号。以下「納付金省令」という。）第４条） 

令和３年度から５年度までの財政安定化基金拠出率 100,000 分の 36 

ただし、財政安定化基金積立残額を勘案し、各都道府県が設定する拠出率

については、「０」となることを想定している。 

③ 保険料の収納下限率（納付金省令第１条の２） 
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保険料の収納下限率については、これまでと同様に、被保険者の規模に応

じて以下のとおりとする。 

・ 第１号被保険者数が１千人未満       94％ 

・ 第１号被保険者数が１千人以上１万人未満  93％ 

・ 第１号被保険者数が１万人以上       92％ 

     ※ 計画期間における第１号保険料の収納率（注）が上記収納下限率を下回

る場合、下回った分の保険料収納不足額については、最終年度の財政安定

化基金からの交付・貸付事業の対象とはならないことから、第７期計画期

間において財政安定化基金から既に貸付を受けている市町村、又は今後受

ける可能性のある市町村にあっては、特に留意されたい。 

（注）計画期間の初年度の４月１日から最終年度の 11 月 30 日までの保険料納期に納付

すべきものとして賦課された保険料の調査決定済額のうち、最終年度の 11 月 30 日

現在において収納された額の割合 

④ 基準所得金額（介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 143

条、第 143 条の２、第 143 条の３） 

       第８期の第１号介護保険料における基準所得金額については、現在、各保

険者に第１号被保険者の所得分布の調査を依頼しており（令和２年７月２日

付事務連絡）、その調査結果を踏まえて別途お示しする。 

⑤ 後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数に係る数

値（介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令（平成 12 年厚生省

令第 26 号）第５条及び第６条） 

後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数について

は、全国の年齢区分別被保険者数、要介護・要支援認定者数及び一人当たり

給付費の推計値と第１号被保険者の所得分布の調査の結果を踏まえて別途

お示しする。なお、後期高齢者加入割合補正係数については、制度の見直し

を予定していることにご留意いただきたい。 

※ 現時点で把握しているデータを基に算出した諸係数については、参考資料 13 でお示ししている

ので、参照されたい。 

 

（７）「介護離職ゼロ」の実現に向けたサービス基盤整備の推進 

   一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（平成 27 年 11 月 26 日一億

総活躍国民会議）において、2020 年代初頭までに、介護サービスが利用できずやむ

を得ず離職する者をなくすとともに、特別養護老人ホームに入所が必要であるにも

かかわらず自宅で待機している高齢者を解消することを目指し、介護サービスの基

盤整備を推進することとしている。 

   各自治体においては、地域の実情に応じて基盤整備を進めていただいているとこ

ろ、地域医療介護総合確保基金の支援対象として、令和２年度から介護離職ゼロ対象

サービスを整備する際にあわせて行う広域型特養等の大規模修繕や、特定施設入所

者生活介護の施設整備が追加されたところであり、第８期計画においても、特別養護

老人ホームの入所申込者や、介護離職者数を踏まえ、必要な基盤整備をサービス見込

5



量に盛り込むとともに、これら支援策を有効に活用して基盤整備に取り組んでいた

だきたい。参考資料７ 

 

  ＜参考＞都道府県別の介護離職者数 

平成 29 年就業構造基本調査  

第 58 表 男女，前職の離職時期，年齢，前職の離職理由別人口（転職就業者及

び離職非就業者（平成 24 年 10 月以降に前職を辞めた者））都道府県別 前職の

離職理由：10_介護・看護のため 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200532&tstat=000001107875&cycle=0&tclass1=000001107

879&tclass2=000001107880&stat_infid=000031729752 

 

（８）第７次医療計画の中間見直しとの整合性の確保 

  ア 適切なサービス量の見込み 

    医療計画と介護保険事業（支援）計画については、引き続き、病床機能の分化

及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介

護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、整合性を確

保することが重要である。 

    医療療養病床、指定介護療養型医療施設及び介護療養型老人保健施設から介護

医療院等への移行については、円滑な移行を促すため、第７期計画期間と同じく第

８期計画期間についても引き続き総量規制の対象外とする予定である。 

 

   ＜参考＞第 91 回介護保険部会（令和２年７月 27 日）資料２－２より抜粋 

   第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項 

    二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項 

     ２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

    （一）各年度における介護給付対象サービス（介護給付等対象サービスのう

ち介護給付に係るものをいう。以下同じ。）の種類ごとの量の見込み 

    イ 市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密

着型サービスの量の見込み 

      ～中略～ 

      なお、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利

用定員総数には、医療療養病床及び指定介護療養型医療施設がこれ

らの事業を行う施設等へ転換する場合における当該転換に伴う利用

定員の増加分は含まないものとする。 

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項 

   ２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

～中略～ 
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     なお、介護専用型特定施設入居者生活介護等に係る必要利用定員総数

（混合型特定施設の必要利用定員総数を定めた場合は、その必要利用定

員総数を含む。）及び介護保険施設に係る必要入所定員総数には、医療

療養病床及び指定介護療養型医療施設が介護専用型特定施設入居者生

活介護等を提供する施設、混合型特定施設又は介護保険施設（指定介護

療養型医療施設を除く。）に転換する場合、介護老人保健施設（平成十

八年七月一日から平成二十九年度末までに指定介護療養型医療施設及

び医療療養病床から転換して介護保健施設サービスの事業を行う施設

として許可を受けたものに限る。）が介護保険施設（介護医療院に限る。）

に転換する場合における当該転換に伴う利用定員又は入所定員の増加

分は含まないものとする。 

 

現在、都道府県においては、「第７次医療計画（中間見直し）及び第８期介護保

険事業（支援）計画の策定に係る医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型

医療施設からの転換意向の把握について（令和２年５月 20 日厚生労働省医政局地

域医療計画課、老健局介護保険計画課事務連絡）」に基づき、転換意向を把握して

いただいているところであるが、介護療養型医療施設の設置期限は 2024 年３月 31

日とされており、特に 2023 年４月１日の転換先が未定と回答した医療機関に対し

ては、当該期限までに計画的に移行等が行われるよう、面談等により個別に検討

状況を確認する等の支援をお願いしたい。 

 

また、追加的需要の算定部分に対応する第８期分のサービスの量の見込みを定

めるに当たっては、第７期と同様に、転換意向調査に基づき、市町村と都道府県が

連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有する医療機関又は指定介護療養

型医療施設の転換意向を把握し、医療療養病床については意向調査により把握し

た令和５年度末時点の介護保険対象サービスへの転換等の見込量を下限とし、指

定介護療養型医療施設については意向調査により把握した医療保険適用病床への

転換予定を除く全数に相当する数を追加的需要として見込むこととする。 

 

さらに、地域医療構想における 2025 年の療養病床の減少数から、令和５年度末

の数値を比例的に逆算して推計した減少数に相当する追加需要に満たない部分は、

都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て、見込み量を検討し、設定

することが重要である。 

 

その他の高齢化の動向に伴う需要増等については、第７期の介護サービス利用

実績に反映されていることから、第７期の傾向を第８期に伸ばすことで計上する

ことを基本とし、その際、在宅医療の追加的需要も参考とすること。参考資料８、

９ 

 

加えて、今般の新型コロナウイルス感染症の国内の感染状況等を考慮し、「第７
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次医療計画の中間見直し時期及び看護職員に係る医療計画上の検討について」（令

和２年５月12日地域医療計画課長通知）において、見直し後の医療計画の適用が、

令和４年度以降となったとしても差し支えないものとされたところであるが、第

８期介護保険事業計画を作成するための協議は令和２年度に行う必要があること

に留意されたい。この点については、医政局に確認済みである。 

 

  イ 保険料への影響を考慮した財政安定化基金による貸付の特例 

介護保険事業計画における見込みを上回る給付により１号保険料に不足等が生

じた場合に対応する仕組みとして、財政安定化基金がある。都道府県に設置された

財政安定化基金が所要額を貸し付け、保険者は次期計画期間に第１号保険料を財

源として償還することとなるが、想定外の介護医療院への移行等の急激な給付費

増などにより借り入れた場合、貸付金の償還期限が次の計画期間の最終年度の末

日であることから、次期計画期間の保険料額の大幅な増加につながる可能性があ

る。 

このため、保険者への財政支援として、基金への返済期間を３期計画期間とす

ること、また、貸付対象期間は、地域医療構想の目標が 2025 年であることから、

第９期（2024～2026 年度）までの時限措置とすることが、７月 27 日の介護保険部

会において了承されたところである。詳細については、追って示す予定である。参

考資料 10 

 

（９）国への報告と地方厚生局によるヒアリングについて 

   サービス見込量や保険料について、都道府県に対するヒアリングを国（地方厚生

局）が 10 月下旬に実施する予定である。都道府県におかれては、これに先立ち、下

記のような視点で保険者に対しヒアリングを実施していただきたい。詳細なフォー

マットは追ってお示しする。なお、サービス見込量等の全国集計に合わせて、９月

下旬時点の情報をもとにヒアリングいただくことが好ましい。 

  

１．現状の把握と分析 
(1) 第一号被保険者数の推計 

● 第一号被保険者数を適切に推計しているか。 

(2) 各種調査等の実施 

● 在宅介護実態調査を活用し課題分析し、在宅生活の継続等に有効なサー

ビス等を把握しているか。 

● 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を活用し課題分析し、総合事業の進

捗や介護予防事業の効果を把握する際の参考としているか。 

● 上記の調査を活用していない場合、その他の調査を活用して、介護保険

法第 117 条第５項に規定する情報を把握しているか。 

● 事業者の意向やサービス提供能力を調査等で把握しているか。 

● 高齢者やサービス利用者、家族等の介護者意向やニーズを調査等で把握

しているか。 
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(3) 様々な手段による現状把握 

  ● 第７期計画の要介護（支援）認定者数とサービス利用者数について、実

績を把握し、計画と実績がかい離している場合にはその要因を分析、整理し

ているか。 

● 「見える化」システムを活用して①認定率、②受給率及び③一人当たり

の給付費を分析し、当該地域の介護保険事業の特徴や課題を把握している

か。 

● 地域ケア会議等の個別事例検討等により抽出した地域の課題等を把握し

ているか。 

● 地域包括支援センター等と意見交換して課題分析し、地域のニーズ等を

把握しているか。 

● 協議体や医師、看護師、ケアマネジャーや地域支援コーディネーター等

の地域の医療・介護専門職と意見交換して課題分析し、地域のニーズ等を

把握しているか。 

２．計画の作成プロセス 

(1) 計画作成委員会等 

● 関係部局との協議、連携が行われているか。 

● 計画作成委員会等の構成メンバーに、利用者や利用者の家族、費用負担

者、公募の被保険者等が含まれているか。 

● 計画作成委員会等で、サービス提供体制の構築方針はどういう観点で議

論されているか。 

(2) 様々な観点を踏まえた施策反映 

● 要介護者の在宅生活の継続、介護者の就労継続等の観点を踏まえて施策

反映し、サービス量を見込んでいるか。 

● 協議の場での議論や療養病床からの転換意向の調査結果等、地域医療構

想の観点を踏まえて施策反映し、サービス量を見込んでいるか。 

● 在宅生活の限界点を引き上げるという視点で、例えば在宅生活における

必要なサービスに柔軟に対応しやすい看護小規模多機能型居宅介護等の地

理的配置バランスも勘案した整備などを考慮しながら、必要なサービスの

サービス量を見込んでいるか。 

３．計画への記載（予定）事項 

(1) 介護保険の保険者としての基本理念・方針は定められているか。 

(2)2025 年・2040 年を見据えた基盤整備、地域共生社会の実現に向けた取組等の

第８期計画において記載を充実する事項（案）（参考資料１）の項目について記

載が検討されているか。 

(3) 地域の実情に応じた介護予防・自立支援・重度化防止の取組と目標の設定に

ついて、第７期の実績や評価を踏まえて、分析・評価方法や公表方法を含め検

討できているか。 

(4) 給付適正化の取組と目標の設定について、(3)と同様の観点で検討できている

か。 
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(5) 各種介護サービスについて、ニーズを反映した的確なサービス量の見込量の

確保のための方針を定めているか。 

(6) サービス見込量に応じた人材は推計されているか。また、地域の特性を踏ま

えた人材の確保や資質の向上にどのように取り組んでいるのか。 

(7) 地域包括支援センターの機能や体制の強化について、具体的な取組を定めて

いるか。 

４．保険料の算定について 

(1) 第８期及び 2025 年度の介護保険料が適切な水準となっているか。 

 (2) 第７期期間中に財政安定化基金より借り入れを受けている（又は本年度に借

り入れが見込まれる）保険者については、第８期の保険料算定に際して、当該

借入金の償還分についても適切に見込まれているか。 

(3) 介護給付費準備基金の取崩し額や保険料予定収納率等について、適切に設定

しているか。 

 

２．保険者機能強化推進交付金等について 

 

（１）令和２年度保険者機能強化推進交付金等の実施 

①  保険者機能強化推進交付金等の積極的な活用 

各都道府県におかれては、管内市町村に係る自己点検結果の取りまとめなど、 

本交付金の事務の実施について特段のご配慮を賜り、厚くお礼を申し上げる。 

令和２年度は、引き続き、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の

取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施・推進できるよう、従来の

保険者機能強化推進交付金に加えて、新たに予防・健康づくりに資する取組に重

点化した介護保険保険者努力支援交付金を創設したところである。また、令和２

年度の交付金の内示については、各自治体が可能な限り早期に取組を実施するこ

とができるよう迅速化を図るため、今後直ちに行う予定である。 

その際には、前年度に本交付金を活用した各自治体の取組事例についても一部

ではあるがお示しする予定である。各都道府県及び市町村におかれては、それら

も参考にしながら本交付金を積極的に活用の上、高齢者の自立支援・重度化防止

等に向けた必要な取組を進めていただくとともに、新たな事業への積極的な展開

を含めて、各種取組の一層の強化をお願いしたい。 

 

②  令和２年度市町村保険者機能強化推進交付金等の使途範囲 

令和２年度からの本交付金に係る使途範囲については、本年５月 21 日付事務 

連絡参考資料 11 において詳細を周知したところであり、おおまかなイメージは以 

下のとおりである。 
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特に、今年度から市町村保険者機能強化推進交付金を市町村が行う一般会計事 

業（介護予防・健康づくり関係）へ充当できることとしたので、積極的な活用をお 

願いしたい。 

更に、今年度から創設した市町村介護保険保険者努力支援交付金の充当範囲に 

ついて、総合事業及び包括的支援事業（介護保険法第 115 条の 45 第２項第３号 

～６号）の一号保険料相当部分となっているが、その充当先として、今年度に新

規・拡充した事業のみに限定しているものではないのでご留意いただきたい。 

 

③  令和２年度市町村介護保険保険者努力支援交付金の交付要件 

令和２年度に創設した市町村介護保険保険者努力支援交付金の交付要件につ

いては、先述の使途範囲と併せて本年５月 21 日付事務連絡により詳細を周知済

みであり、そのおおまかなイメージは以下のとおりである。 
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    令和２年度の本交付金の内示に向けて、本年６月に所要見込額・交付要件等確 

認調べを各市町村に対し実施したところ、令和２年度における当初予算額が、令 

和元年度決算見込額又は当初予算額と比較して、要件２の第一号被保険者数の減 

少率を超えて減少している自治体が一部認められた。 

この場合、要件３の「新規・拡充事業の取組」を満たさなければ、評価指標によ 

る当該自治体の取組を評価した結果として、本来、受け取れる配分額が交付され 

ないことになる。 

来年度は、引き続き、交付要件の「事業規模の拡充要件」及び「新規事業の取組 

要件」の仕組みが継続する予定であるため、総合事業及び包括的支援事業（包括 

的・継続的ケアマネジメント支援事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体 

制整備事業及び認知症総合支援事業に限る）について、前年度実績ベースを上回 

る事業費を確保するなど、予防・健康づくりの取組の拡充を更に進めていただく 

よう、ご理解・ご協力をお願いしたい。 

なお、今後予定している令和３年度の本交付金の内示に向けては、所要見込額・ 

   要件確認等調べを実施する予定はなく、今般とりまとめた内容を踏まえることと 

するので、念のため申し添える。 

 

④ 評価指標による評価結果の更なる「見える化」の推進 

「新経済・財政再生計画 改革工程表 2019」（令和元年 12 月 19 日経済財政諮問

会議資料）において、本交付金については、「評価指標による評価結果を公表し、

取組状況の「見える化」を進める」とされたことを踏まえ、本年３月、各市町村

が他の市町村の評価結果を閲覧できるよう、「見える化」システムに、平成 30 年
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度及び令和元年度評価指標による評価結果を掲載した。 

また、各都道府県に対しても、地域分析と管内市町村への積極的な支援を期待

し、市町村と同様の評価結果データを情報提供したところである。 

今年度においては、市町村における地域分析に資するよう、更なる見える化を 

推進する観点から、市町村の指標ごとの点数獲得状況の公表について、各都道府 

県及び市町村とも調整を図りつつ進めていく予定である。 

 

⑤  評価結果等の分析及び検証 

今年度に市町村及び都道府県が実施する２カ年分（令和２年度及び３年度）の

評価指標による自己評価結果について、学識経験者、市町村及び都道府県職員等

から構成される検証委員会の意見等を踏まえて、分析、検証及び活用方策等に関

する検討を行う調査研究事業を実施することとしている。 

当該調査研究の過程で、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた市町村の取組 

や都道府県による市町村支援の取組状況、本交付金の活用・公表方法等の実態を 

把握するために、本年９月以降、各自治体に対しアンケート調査や実地調査を実 

施する予定としているので、各都道府県及び市町村においては、調査研究事業の 

実施について、特段のご協力をお願いしたい。参考資料 12 

 

（２）令和３年度保険者機能強化推進交付金等の実施 

令和３年度の本交付金の実施については、各自治体が次年度当初予算の編成に間 

に合わせるべく、本年８月に評価指標を周知し、11 月を目途に配分額を示す予定で

あるが、配分額決定までのスケジュールや各自治体の作業負担を考慮し、令和３年

度評価指標については、評価の時点も含めて令和２年度評価指標から大幅な変更は

行わない予定である。 

これに伴い、各自治体で行っていただく自己評価については、国に対する提出期 

日を本年９月中に設定させていただく予定である。令和２年度の自己評価から引き 

続きの作業となり大変恐縮ではあるが、高齢者の自立支援・重度化防止に資する取 

組の一層の推進のため、ご理解・ご協力をお願いしたい。 

なお、令和３年度交付金の自己評価において、新型コロナウイルス感染症予防や 

令和２年７月豪雨等の大規模災害の影響のため、予定どおり事業が実施できなかっ 

た場合の取扱いについては、令和２年度交付金と同様、令和４年度での評価点の減 

算調整は行わないこととするので、念のため申し添える。 

 

３．介護給付費財政調整交付金の見直しについて 

現行の調整交付金は、「第１号被保険者に占める後期高齢者の加入割合の違い」及

び「第１号被保険者の所得段階（１～９段階）別加入割合の差」といった、保険者

の責めによらない要因により生じる第１号保険料の水準格差を全国ベースで平準化

するために交付されるものである。 

現行の調整交付金は、各保険者の給付費に交付割合を乗じる形で保険者間の財政
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調整を行っている。調整交付金における後期高齢者の加入割合の違いに係る調整に

ついて、より精緻な調整を行う観点から、現行の要介護認定率により重み付けを行

う方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直すことを予定している。

その際、平成 30 年度の見直し（交付基準の年齢区分の細分化）の際の対応を踏まえ、

現行の調整交付金の交付割合からの激変緩和も併せて講じる予定である。具体的に

は、完全に介護給付費により重み付けを行う方法とするのは、令和６年度以降とし、

第８期計画期間（令和３年度～令和５年度）においては、各年度において要介護認

定率により重み付けした係数と介護給付費により重み付けした係数を２分の１ずつ

組み合わせることを予定している。 

また、年齢構成が若い保険者に対し、平成 30 年度の見直しと今回の見直しによる

影響が重なることを勘案し、今回の見直しにより調整交付金の交付額が増加する保

険者においては、見直しによる調整の範囲内で保険者として果たすべき役割に照ら

し個々の保険者に一定の取組を求めることを予定している。具体的には、給付費適

正化主要５事業（要介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修・福祉用具実態

調査、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）の実施（※1,2,3）を求める

こととし、令和２年度以降、３事業以上実施していない保険者については、今般の

見直しによる増加分の５％を減額（※4）することを予定している。また、当該基準

に該当しない場合であっても、令和３年３月から令和４年２月までのデータを用い

て、一人当たり給付費の外れ値（平均値＋２×標準偏差）に該当する保険者を特定

し、原発被災地、小規模保険者（被保険者数 3,000 人未満）を除く保険者について

は、第８期中に主要５事業のうち「ケアプラン点検」と「医療情報との突合・縦覧

点検」を含む３事業以上の実施（※1,2,3）を求めることとし、達成されなかった場

合は、第８期の最終年度に、今般の見直しによる増加分の５％を減額（※4）するこ

とを予定している。参考資料 13 

（※1）「要介護認定の適正化」については、新規、変更及び更新の認定調査の全てを市町村

職員が行っている場合は、実施しているものと見なす。 

（※2）「医療情報との突合・縦覧点検」及び「介護給付費通知」については、国保連に委託

することで実施可能。 

（※3）対象被保険者がいないため実施していない場合は、実施しているものと見なす。 

（※4）今回の見直しにより交付額が増加しない保険者に対しては、減額は行わないが同様

に給付費適正化の取組を求める。 
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会
介

護
保

険
部

会
（
第
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１
2
0
2
5
・
2
0
4
0
年
を
見
据
え
た
サ
ー
ビ
ス
基
盤
、
人
的
基
盤
の
整
備

○
2
0
2
5
・
2
0
4
0
年
を
見
据
え
、
地
域
ご
と
の
推
計
人
口
等
か
ら
導
か
れ
る
介
護
需
要
等
を
踏
ま
え
て
計
画
を
策
定

※
基
盤
整
備
を
検
討
す
る
際
、
介
護
離
職
ゼ
ロ
の
実
現
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
、
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
（
病
床
の
機
能
分
化
及
び
連
携
に
伴
い
生
じ
る
サ
ー

ビ
ス
必
要
量
に
関
す
る
整
合
性
の
確
保
）
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
旨
は
第
７
期
か
ら
記
載
。

※
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
設
置
期
限
（
2
0
2
3
年
度
末
）
ま
で
に
確
実
な
転
換
等
を
行
う
た
め
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
記
載
。

※
第
８
期
の
保
険
料
を
見
込
む
に
当
た
っ
て
は
直
近
（
2
0
2
0
年
４
月
サ
ー
ビ
ス
分
以
降
）
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

２
地
域
共
生
社
会
の
実
現

○
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
考
え
方
や
取
組
に
つ
い
て
記
載

３
介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
施
策
の
充
実
・
推
進
（
地
域
支
援
事
業
等
の
効
果
的
な
実
施
）

○
一

般
介

護
予

防
事

業
の

推
進

に
関

し
て

「
PD

CA
サ

イ
ク

ル
沿

っ
た

推
進

」
、

「
専

門
職

の
関

与
」
、

「
他

の
事

業
と

の
連

携
」
に

つ
い

て
記

載

○
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
に
つ
い
て
記
載

○
自

立
支

援
、

介
護

予
防

・
重

度
化

防
止

に
向

け
た

取
り

組
み

の
例

示
と

し
て

就
労

的
活

動
等

に
つ

い
て

記
載

○
総

合
事

業
の

対
象

者
や

単
価

の
弾

力
化

を
踏

ま
え

て
計

画
を

策
定

〇
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
等

を
活

用
し

た
施

策
の

充
実

・
推

進
に

つ
い

て
記

載
。

（
一

般
会

計
に

よ
る

介
護

予
防

等
に

資
す

る
独

自
事

業
等

に
つ

い
て

記
載

。
）

〇
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
つ

い
て

、
看

取
り

や
認

知
症

へ
の

対
応

強
化

等
の

観
点

を
踏

ま
え

て
記

載
〇

要
介

護
（
支

援
）
者

に
対

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

目
標

に
つ

い
て

は
国

で
示

す
指

標
を

参
考

に
計

画
に

記
載

○
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
推
進
に
あ
た
り
、
デ
ー
タ
の
利
活
用
を
進
め
る
こ
と
や
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
記
載

４
有
料
老
人
ホ
ー
ム
と
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住
宅
に
係
る
都
道
府
県
・
市
町
村
間
の
情
報
連
携
の
強
化

〇
住

宅
型

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
設

置
状

況
を

記
載

〇
整

備
に

当
た

っ
て

は
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
設

置
状

況
を

勘
案

し
て

計
画

を
策

定

５
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
を
踏
ま
え
た
認
知
症
施
策
の
推
進

○
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

に
沿

っ
て

、
認

知
症

の
人

が
で

き
る

限
り

地
域

の
よ

い
環

境
で

自
分

ら
し

く
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実
現

を
目

指
す

た
め

、
５

つ
の

柱
に

基
づ

き
記

載
。

（
普

及
啓

発
の

取
組

や
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

の
設

置
及

び
「
通

い
の

場
」
の

拡
充

等
に

つ
い

て
記

載
。

）
○
教
育
等
他
の
分
野
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
載

６
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
介
護
人
材
確
保
及
び
業
務
効
率
化
の
取
組
の
強
化

○
介

護
職

員
に

加
え

、
介

護
分

野
で

働
く
専

門
職

を
含

め
た

介
護

人
材

の
確

保
の

必
要

性
に

つ
い

て
記

載
〇

介
護

現
場

に
お

け
る

業
務

仕
分

け
や

ロ
ボ

ッ
ト

・
IC

T
の

活
用

、
元

気
高

齢
者

の
参

入
に

よ
る

業
務

改
善

な
ど

、
介

護
現

場
革

新
の

具
体

的
な

方
策

を
記

載
○

総
合

事
業

等
の

担
い

手
確

保
に

関
す

る
取

組
の

例
示

と
し

て
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ポ

イ
ン

ト
制

度
等

に
つ

い
て

記
載

○
要

介
護

認
定

を
行

う
体

制
の

計
画

的
な

整
備

を
行

う
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

〇
文

書
負

担
軽

減
に

向
け

た
具

体
的

な
取

組
を

記
載

７
災
害
や
感
染
症
対
策
に
係
る
体
制
整
備

○
近

年
の

災
害

発
生

状
況

や
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
流

行
を

踏
ま

え
、

こ
れ

ら
へ

の
備

え
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載

基
本
指
針
に
つ
い
て

第
８
期
計
画
に
お
い
て
記
載
を
充
実
す
る
事
項
（
案
）

1

■
第
8
期
の
基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
部
会
の
「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
つ
い
て
記

載
を
充
実
し
て
は
ど
う
か
。
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

2

構
成
等
の
見
直
し
案
（
第
9
0
回
部
会
か
ら
の
主
な
変
更
点
は
赤
字
で
記
載
）

※
見
直
し
の
方
針
案
の
ペ
ー
ジ
番
号
は
資
料
２
－
２
の
ペ
ー
ジ
に
対
応
。

基
本

的
事

項
見

直
し

の
方

針
案

前
文

●
20

40
年

を
見

据
え

た
サ

ー
ビ

ス
基

盤
、

人
的

基
盤

整
備

の
重

要
性

を
記

載
（

P2
）

第
一

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
確

保
及

び
事

業
実

施
に

関
す

る
基

本
的

事
項

一
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

基
本

的
理

念

１
自

立
支

援
、

介
護

予
防

・
重

度
化

防
止

の
推

進

２
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
・
強

化

３
在

宅
医

療
の

充
実

及
び

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
を

図
る

た
め

の
体

制
の

整
備

４
日

常
生

活
を

支
援

す
る

体
制

の
整

備

５
高

齢
者

の
住

ま
い

の
安

定
的

な
確

保

二
二

千
二

十
五

年
を

見
据

え
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

た
目

標

三
医

療
計

画
と

の
整

合
性

の
確

保

四
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
進

め
る

地
域

づ
く
り

と
地

域
ケ

ア
会

議
・

生
活

支
援

体
制

整
備

の
推

進

●
地

域
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
た

考
え

方
や

取
組

に
つ

い
て

記
載

（
P4

）

●
一

般
介

護
予

防
事

業
の

推
進

に
関

し
て

「
専

門
職

の
関

与
」
、

「
他

の
事

業
と

の
連

携
」
、

「
PD

CA
サ

イ
ク

ル
沿

っ
た

推
進

」
等

に
つ

い
て

記
載

（P
6）

●
高

齢
者

の
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的

実
施

に
つ

い
て

記
載

（
P6

）
●

自
立

支
援

、
介

護
予

防
・
重

度
化

防
止

に
向

け
た

取
り

組
み

の
例

示
と

し
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

や
就

労
的

活
動

に
つ

い
て

記
載

（
P6

）

●
事

業
全

体
の

取
組

趣
旨

・
目

的
に

つ
い

て
明

確
化

し
て

記
載

（
P8

）
●

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
を

進
め

る
中

で
、

看
取

り
、

認
知

症
関

係
、

感
染

症
や

災
害

時
対

応
の

取
組

を
強

化
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
（P

8）
●

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
を

推
進

す
る

た
め

に
、

市
町

村
は

、
関

係
部

局
と

連
携

す
る

こ
と

や
、

総
合

的
に

進
め

る
人

材
の

育
成

・
配

置
し

て
い

く
こ

と
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
（

P8
）

●
総

合
事

業
に

関
し

、
対

象
者

や
単

価
の

弾
力

化
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

記
載

（
P1

0）

●
生

活
面

に
困

難
を

抱
え

る
高

齢
者

に
対

し
て

、
住

ま
い

と
生

活
の

支
援

を
一

体
的

に
実

施
し

て
い

く
こ

と
の

必
要

性
に

つ
い

て
記

載
（P

11
）

●
20

40
年

を
見

据
え

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
（

P1
2）

●
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

も
、

市
町

村
が

進
め

る
地

域
づ

く
り

活
動

の
中

心
的

な
役

割
を

担
う

こ
と

を
記

載
（

P1
4）

●
介

護
保

険
事

業
運

営
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
○

計
画

に
お

い
て

具
体

の
記

載
又

は
作

業
を

要
す

る
内

容

17



基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

3

基
本

的
事

項
見

直
し

の
方

針
案

五
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

支
え

る
人

材
の

確
保

及
び

資
質

の
向

上

六
介

護
に

取
り

組
む

家
族

等
へ

の
支

援
の

充
実

七
認

知
症

施
策

の
推

進
１

認
知

症
へ

の
理

解
を

深
め

る
た

め
の

普
及

啓
発

２
認

知
症

の
容

体
に

応
じ

た
適

時
・適

切
な

医
療

及
び

介
護

等
の

提
供

３
若

年
性

認
知

症
施

策
の

強
化

４
認

知
症

の
人

の
介

護
者

へ
の

支
援

５
認

知
症

の
人

を
含

む
高

齢
者

に
や

さ
し

い
地

域
づ

く
り

６
認

知
症

の
人

や
そ

の
家

族
の

視
点

の
重

視

■
項

目
名

に
「
業

務
効

率
化

・
質

の
向

上
に

資
す

る
事

業
」追

加
●

ケ
ア

の
質

を
確

保
し

な
が

ら
必

要
な

サ
ー

ビ
ス

が
行

え
る

よ
う

、
業

務
の

効
率

化
に

取
り

組
ん

で
行

く
こ

と
の

必
要

性
に

つ
い

て
記

載
（P

14
）

●
都

道
府

県
は

広
域

的
な

立
場

か
ら

、
市

町
村

は
保

険
者

と
し

て
地

域
に

取
組

を
進

め
る

立
場

か
ら

、
介

護
人

材
確

保
に

当
た

っ
て

、
処

遇
改

善
や

、
若

年
層

、
中

高
年

齢
層

、
子

育
て

を
終

え
た

層
、

高
齢

者
層

な
ど

の
各

層
や

他
業

種
か

ら
の

新
規

参
入

の
促

進
、

離
職

し
た

介
護

福
祉

士
等

の
届

出
制

度
も

活
用

し
た

潜
在

的
人

材
の

復
職

・
再

就
職

支
援

、
離

職
防

止
・
定

着
促

進
の

た
め

の
働

き
や

す
い

環
境

の
整

備
、

介
護

の
仕

事
の

魅
力

向
上

、
外

国
人

介
護

人
材

の
受

入
れ

環
境

の
整

備
等

の
取

組
に

一
体

的
に

取
り

組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

旨
に

つ
い

て
記

載
（

P1
4）

●
介

護
現

場
に

お
け

る
業

務
仕

分
け

や
ロ

ボ
ッ

ト
・

IC
Tの

活
用

、
元

気
高

齢
者

の
参

入
に

よ
る

業
務

改
善

な
ど

、
介

護
現

場
革

新
の

取
組

を
進

め
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

（
P1

5）
●

介
護

現
場

革
新

の
取

組
の

周
知

広
報

を
進

め
、

介
護

職
場

の
イ

メ
ー

ジ
を

刷
新

し
て

い
く
こ

と
に

つ
い

て
記

載
（

P1
6）

●
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

関
し

て
、

現
在

の
3職

種
以

外
を

含
め

た
体

制
整

備
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
（

P1
5）

●
担

い
手

に
関

す
る

取
組

の
例

示
と

し
て

人
材

確
保

の
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ポ
イ

ン
ト

等
の

活
用

に
つ

い
て

記
載

（P
15

）

●
文

書
負

担
軽

減
に

向
け

、
国

、
都

道
府

県
、

市
町

村
、

関
係

団
体

等
が

そ
れ

ぞ
れ

役
割

を
果

た
し

な
が

ら
連

携
し

て
取

り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
旨

を
記

載
（

P1
6）

●
要

介
護

認
定

実
施

体
制

の
計

画
的

な
整

備
を

行
う

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
（

P1
6）

●
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

に
沿

っ
て

、
認

知
症

の
人

が
で

き
る

限
り

地
域

の
よ

い
環

境
で

自
分

ら
し

く
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実
現

を
目

指
す

た
め

、
５

つ
の

柱
に

沿
っ

て
施

策
を

進
め

る
こ

と
の

重
要

性
に

つ
い

て
（P

17
）

１
普

及
啓

発
・
本

人
発

信
支

援
２

予
防

３
医

療
・
ケ

ア
・
介

護
サ

ー
ビ

ス
・介

護
者

へ
の

支
援

４
認

知
症

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
推

進
・若

年
性

認
知

症
の

人
へ

の
支

援
・社

会
参

加
支

援
５

研
究

開
発

・
産

業
促

進
・
国

際
展

開
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

4

基
本

的
事

項
見

直
し

の
方

針
案

八
高

齢
者

虐
待

の
防

止

九
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

十
効

果
的

・
効

率
的

な
介

護
給

付
の

推
進

十
一

都
道

府
県

に
よ

る
市

町
村

支
援

等

十
二

市
町

村
相

互
間

の
連

携

十
三

介
護

保
険

制
度

の
立

案
及

び
運

用
に

関
す

る
PD

CA
サ

イ
ク

ル
の

推
進

新
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
等

の
活

用

新
災

害
や

感
染

症
対

策
に

係
る

体
制

整
備

●
第

８
期

か
ら

の
調

整
交

付
金

の
算

定
に

当
た

っ
て

介
護

給
付

の
適

正
化

事
業

の
取

組
状

況
を

勘
案

す
る

こ
と

を
記

載
（

P2
1）

■
項

目
を

統
合

●
介

護
人

材
の

確
保

や
生

産
性

の
向

上
に

関
す

る
都

道
府

県
に

よ
る

市
町

村
と

の
連

携
や

支
援

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

（
P2

2）
●

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

及
び

保
険

者
努

力
支

援
交

付
金

の
評

価
結

果
を

活
用

し
た

、
市

町
村

へ
の

き
め

細
か

い
支

援
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
（

P2
2）

●
市

町
村

相
互

間
の

連
携

に
よ

る
地

域
資

源
の

有
効

活
用

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

（
P2

2）
●

文
書

負
担

軽
減

な
ど

、
業

務
の

効
率

化
に

お
い

て
も

都
道

府
県

、
市

町
村

及
び

市
町

村
相

互
間

が
連

携
し

て
取

り
組

む
こ

と
の

重
要

性
を

記
載

（
P2

2）

●
国

、
県

に
よ

る
効

果
的

な
支

援
策

の
具

体
例

と
し

て
、

好
事

例
の

横
展

開
、

デ
ー

タ
を

有
効

活
用

す
る

た
め

の
環

境
整

備
を

記
載

（
P2

4）
●

都
道

府
県

に
よ

る
、

市
町

村
の

自
立

支
援

、
重

度
化

防
止

の
取

組
の

地
域

差
の

要
因

分
析

と
そ

れ
を

踏
ま

え
た

き
め

細
か

い
支

援
の

重
要

性
を

記
載

（P
24

）

■
保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
等
の
項
目
新
設

●
拡

充
さ

れ
た

交
付

金
を

活
用

し
た

高
齢

者
の

自
立

支
援

、
重

度
化

防
止

等
に

関
す

る
取

組
の

重
要

性
等

に
つ

い
て

記
載

（P
24

）

■
災
害
や
感
染
症
対
策
の
項
目
新
設

●
近

年
の

災
害

発
生

状
況

や
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
流

行
を

踏
ま

え
、

こ
れ

ら
へ

の
備

え
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
（

P2
6）

19



基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

5

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

第
二

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

作
成

に
関

す
る

事
項

第
三

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
作

成
に

関
す

る
事

項

一
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

関
す

る
基

本
的

事
項

一
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

基
本

的
事

項

１
基

本
理

念
、

達
成

し
よ

う
と

す
る

目
的

及
び

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
特

色
の

明
確

化
、

施
策

の
達

成
状

況
の

評
価

等
１

基
本

理
念

、
達

成
し

よ
う

と
す

る
目

的
及

び
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

特
色

の
明

確
化

、
施

策
の

達
成

状
況

の
評

価
等

●
介

護
報

酬
の

内
容

を
踏

ま
え

る
こ

と
を

追
記

【
市

（
P2

6）
・県

（
P6

4）
】

２
要

介
護

者
等

地
域

の
実

態
の

把
握

２
要

介
護

者
等

の
実

態
の

把
握

〇
20

40
年

も
見

据
え

た
中

長
期

的
な

人
口

構
造

の
変

化
の

見
通

し
を

踏
ま

え
て

計
画

を
策

定
【
市

（
P2

7）
・県

（
P6

6）
】

●
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
追

記
【市

（
P2

7）
】

（
一

）
被

保
険

者
の

現
状

と
見

込
み

（
二

）
保

険
給

付
の

実
績

把
握

と
分

析
■

項
目

名
を

「
保

険
給

付
や

地
域

支
援

事
業

の
実

態
把

握
と

分
析

」
に

修
正

●
介

護
予

防
に

関
す

る
も

の
等

を
含

め
デ

ー
タ

利
活

用
を

進
め

る
必

要
性

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P2

8）
】

●
自

治
体

に
お

け
る

デ
ー

タ
利

活
用

推
進

に
あ

た
っ

て
は

都
道

府
県

に
よ

る
支

援
も

重
要

で
あ

る
旨

記
載

【
県

（P
66

）
】

〇
デ

ー
タ

利
活

用
に

当
た

っ
て

個
人

情
報

の
取

扱
へ

の
配

慮
等

を
含

め
た

活
用

促
進

を
図

る
た

め
の

環
境

整
備

に
つ

い
て

計
画

に
記

載
【
市

（
P2

8）
】

（
三

）
調

査
の

実
施

○
介

護
離

職
防

止
の

観
点

か
ら

労
働

担
当

部
局

と
連

携
し

た
職

場
環

境
の

改
善

に
関

す
る

普
及

啓
発

等
の

取
組

を
計

画
に

記
載

【
市

（
P2

9）
】

（
四

）
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

課
題

の
検

討
●

就
労

的
活

動
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

追
記

【市
（

P2
9）

】

３
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
の

た
め

の
体

制
の

整
備

３
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

の
た

め
の

体
制

の
整

備
（
一

）
市

町
村

関
係

部
局

相
互

間
の

連
携

（
一

）
都

道
府

県
関

係
部

局
相

互
間

の
連

携
〇

庁
内

の
連

携
先

と
し

て
企

画
・総

務
部

局
、

交
通

部
局

を
計

画
に

記
載

【
市

（P
29

）
・
県

（
P6

7）
】

（
二

）
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

委
員

会
等

の
開

催
（
二

）
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
作

成
委

員
会

等
の

開
催

（
三

）
被

保
険

者
の

意
見

の
反

映
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

6

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

（
四

）
都

道
府

県
と

の
連

携
４

市
町

村
へ

の
支

援
〇

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

等
を

活
用

し
た

市
町

村
支

援
の

方
針

に
つ

い
て

計
画

に
記

載
【
県

（
P6

8）
】

○
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
等

を
活

用
し

た
取

組
に

つ
い

て
計

画
に

記
載

【
市

（P
31

）
】

〇
高

齢
者

向
け

住
ま

い
の

質
の

確
保

、
適

切
な

介
護

基
盤

整
備

の
た

め
の

都
道

府
県

と
市

町
村

と
の

連
携

強
化

の
内

容
等

に
つ

い
て

計
画

に
記

載
【市

（P
31

）
・
県

（
P6

9）
】

○
業

務
効

率
化

の
取

組
に

つ
い

て
計

画
に

記
載

【
市

（
P3

1）
・

県
（

P6
8）

】

○
市

町
村

の
デ

ー
タ

利
活

用
に

当
た

っ
て

、
個

人
情

報
の

取
扱

へ
の

配
慮

等
を

含
め

た
活

用
促

進
を

図
る

た
め

の
環

境
整

備
を

含
め

た
支

援
に

つ
い

て
計

画
に

記
載

【
県

（P
68

）
】

４
二

千
二

十
五

年
度

の
推

計
及

び
第

七
期

の
目

標
５

平
成

三
十

七
年

度
の

推
計

及
び

第
七

期
の

目
標

〇
20

40
年

度
の

推
計

を
計

画
に

記
載

【
市

（P
32

）
・
県

（
P6

9）
】

（
一

）
二

千
二

十
五

年
度

の
推

計
（
一

）
二

千
二

十
五

年
度

の
介

護
人

材
等

の
推

計
及

び
確

保
〇

20
40

年
度

の
推

計
を

計
画

に
記

載
【
市

（P
32

）
・
県

（
P6

9）
】

（
二

）
第

七
期

の
目

標
（
二

）
第

七
期

の
目

標
〇

第
八

期
の

目
標

に
変

更
【市

（
P3

2）
・
県

（
P7

0）
】

（
三

）
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改
善

５
目

標
の

達
成

状
況

の
点

検
、

調
査

及
び

評
価

等
並

び
に

公
表

６
目

標
の

達
成

状
況

の
点

検
、

調
査

及
び

評
価

等
並

び
に

公
表

●
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
等

の
評

価
を

活
用

し
た

PD
C

Aサ
イ

ク
ル

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P3

3）
・県

（
P7

1）
】

●
特

に
小

規
模

自
治

体
へ

の
き

め
細

か
い

支
援

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【
県

（P
71

）
】

６
日

常
生

活
圏

域
の

設
定

７
老

人
福

祉
圏

域
の

設
定

７
他

の
計

画
と

の
関

係
８

他
の

計
画

と
の

関
係

（
一

）
市

町
村

老
人

福
祉

計
画

と
の

一
体

性
（
一

）
都

道
府

県
老

人
福

祉
計

画
と

の
一

体
性

（
二

）
市

町
村

計
画

と
の

整
合

性
（
二

）
都

道
府

県
計

画
と

の
整

合
性

（
三

）
医

療
計

画
と

の
整

合
性

（
三

）
市

町
村

地
域

福
祉

計
画

と
の

調
和

（
四

）
都

道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
と

の
調

和
○

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
を

含
め

た
全

体
の

サ
ー

ビ
ス

の
見

込
み

量
の

策
定

【
市

（P
35

）
】

（
四

）
市

町
村

高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
と

の
調

和
（
五

）
都

道
府

県
高

齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

と
の

調
和
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7

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

（
五

）
市

町
村

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

と
の

調
和

（
六

）
都

道
府

県
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
と

の
調

和

（
六

）
市

町
村

障
害

福
祉

計
画

と
の

調
和

（
七

）
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
と

の
調

和

（
八

）
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
と

の
調

和

（
七

）
市

町
村

健
康

増
進

計
画

と
の

調
和

（
九

）
都

道
府

県
健

康
増

進
計

画
と

の
調

和

（
八

）
生

涯
活

躍
の

ま
ち

形
成

事
業

計
画

と
の

調
和

（
十

）
都

道
府

県
住

生
活

基
本

計
画

と
の

調
和

（
）
市

町
村

地
域

防
災

計
画

と
の

調
和

（
）
都

道
府

県
地

域
防

災
計

画
と

の
調

和
■
新
項
目
追
加

○
災

害
時

に
備

え
た

連
携

し
た

取
り

組
み

等
を

定
め

る
場

合
に

は
地

域
防

災
計

画
と

の
調

和
に

配
慮

す
る

【
市

（
P3

6）
・

県
（

P7
5）

】

（
）
市

町
村

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

行
動

計
画

と
の

調
和

（
）

都
道

府
県

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

行
動

計
画

と
の

調
和

■
新
項
目
追
加

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

を
踏

ま
え

、
感

染
症

に
備

え
た

取
り

組
み

等
を

定
め

る
場

合
に

は
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
行

動
計

画
と

の
調

和
に

配
慮

す
る

【
市

（
P3

7）
・
県

（
P7

5）
】

（
九

）
福

祉
人

材
確

保
指

針
を

踏
ま

え
た

取
組

（
十

一
）
福

祉
人

材
確

保
指

針
を

踏
ま

え
た

取
組

（
十

）
介

護
雇

用
管

理
改

善
等

計
画

を
踏

ま
え

た
取

組
（
十

二
）
介

護
雇

用
管

理
改

善
等

計
画

を
踏

ま
え

た
取

組

（
）
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

を
踏

ま
え

た
取

組
（

）
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

を
踏

ま
え

た
取

組
■
新
項
目
追
加

○
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

を
踏

ま
え

て
取

り
組

む
よ

う
努

め
る

こ
と

【
市

（
P3

8）
・
県

（P
76

）
】

８
そ

の
他

９
そ

の
他

（
一

）
計

画
期

間
と

作
成

の
時

期
（
一

）
計

画
期

間
と

作
成

の
時

期

（
二

）
公

表
と

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
普

及
啓

発
（
二

）
公

表
と

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
普

及
啓

発

二
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
基

本
的

記
載

事
項

二
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

基
本

的
記

載
事

項
１

日
常

生
活

圏
域

１
老

人
福

祉
圏

域

22



基
本
指
針
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構
成
に
つ
い
て

8

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

２
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

２
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

○
地

域
間

の
移

動
や

、
地

域
特

性
等

を
踏

ま
え

て
計

画
を

策
定

【
市

（
P3

9）
・
県

（
P7

7）
】

●
介

護
離

職
ゼ

ロ
実

現
に

向
け

た
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
含

む
都

市
部

で
の

着
実

な
介

護
基

盤
整

備
や

地
方

部
で

の
機

能
維

持
の

重
要

性
を

記
載

【
市

（
P3

9）
・県

（P
77

）
】

●
在

宅
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

を
図

る
観

点
か

ら
、

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

の
重

要
性

等
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P3

9）
】

（
一

）
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

（
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
う

ち
介

護
給

付
に

係
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

〇
整

備
に

当
た

っ
て

は
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
設

置
状

況
、

要
介

護
者

等
の

人
数

、
利

用
状

況
等

を
勘

案
し

て
計

画
を

策
定

【
市

（
P4

0）
・
県

（
P7

7）
】

（
二

）
各

年
度

に
お

け
る

予
防

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

（
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
う

ち
予

防
給

付
に

係
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

３
各

年
度

に
お

け
る

地
域

支
援

事
業

の
量

の
見

込
み

（
一

）
総

合
事

業
の

量
の

見
込

み
○

総
合

事
業

の
費

用
や

事
業

者
・
団

体
数

、
利

用
者

数
に

つ
い

て
見

込
む

よ
う

努
め

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
【市

（
P4

2）
】

○
市

町
村

の
判

断
に

よ
り

、
希

望
す

る
要

介
護

者
が

総
合

事
業

の
対

象
と

な
り

得
る

こ
と

に
留

意
す

る
旨

記
載

【
市

（
P4

2）
】

〇
一

般
介

護
予

防
事

業
に

つ
い

て
専

門
職

の
関

与
や

他
の

総
合

事
業

に
基

づ
く
事

業
等

と
の

連
携

方
針

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P4

2）
】

○
通

い
の

場
に

つ
い

て
、

国
の

目
標

を
勘

案
し

て
目

標
設

定
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

旨
記

載
【市

（
P4

2）
】

（
二

）
包

括
的

支
援

事
業

の
事

業
量

の
見

込
み

４
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常

生
活

の
支

援
、

要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
及

び
目

標
設

定

３
市

町
村

が
行

う
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常

生
活

の
支

援
、

要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
及

び
目

標
設

定
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市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

（
一

）
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常

生
活

の
支

援
、

要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く
は

悪
化

の
防

止
へ

の
取

組
及

び
目

標
設

定

（
一

）
市

町
村

が
行

う
、

被
保

険
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日

常
生

活
の

支
援

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
及

び
目

標
設

定

〇
要

介
護

（
支

援
）
者

に
対

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

目
標

に
つ

い
て

は
国

で
示

す
指

標
を

参
考

に
計

画
に

記
載

【
市

（
P4

5）
・
県

（
P8

0）
】

●
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

体
制

の
重

要
性

を
記

載
【
市

（
P4

4）
・
県

（
P8

0）
】

●
具

体
的

な
取

組
の

例
示

と
し

て
、

「
就

労
的

活
動

」
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P4

3）
】

●
総

合
事

業
に

係
る

都
道

府
県

に
よ

る
継

続
的

な
市

町
村

支
援

に
つ

い
て

記
載

【県
（

P8
0）

】
●

就
労

的
活

動
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

追
記

【市
（

P4
4）

】

●
要

介
護

高
齢

者
も

総
合

事
業

を
利

用
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
こ

と
に

留
意

【市
（

P4
4）

】

（
二

）
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
及

び
目

標
設

定
（
二

）
市

町
村

が
行

う
、

介
護

給
付

の
適

正
化

へ
の

取
組

へ
の

支
援

に
関

す
る

取
組

及
び

目
標

設
定

●
第

８
期

か
ら

の
調

整
交

付
金

の
算

定
に

当
た

っ
て

介
護

給
付

の
適

正
化

事
業

の
取

組
状

況
を

勘
案

す
る

こ
と

を
記

載
【
市

（
P4

5）
・
県

（
P8

0）
】

４
老

人
福

祉
圏

域
を

単
位

と
す

る
広

域
的

調
整

●
2
0
40

年
に

向
け

た
老

人
福

祉
圏

域
内

の
施

設
整

備
の

調
整

の
重

要
性

を
記

載
【
県

（P
81

）
】

５
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

と
の

整
合

性
の

確
保

三
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
任

意
記

載
事

項
三

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
任

意
記

載
事

項

１
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

た
め

重
点

的
に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
な

事
項

１
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

た
め

の
支

援
に

関
す

る
事

項

（
一

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

（
一

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

〇
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
つ

い
て

、
市

町
村

に
よ

る
看

取
り

に
関

す
る

取
組

や
、

地
域

に
お

け
る

認
知

症
の

方
へ

の
対

応
力

を
強

化
し

て
い

く
観

点
か

ら
の

取
組

等
の

重
要

性
や

都
道

府
県

に
よ

る
関

係
団

体
と

の
連

携
体

制
構

築
の

た
め

の
支

援
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
【

市
（

P4
6）

・
県

（
P8

2）
】

（
 

）
高

齢
者

の
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的

な
実

施
（
 

）
高

齢
者

の
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的

な
実

施
■

高
齢

者
の

保
健

事
業

と
介

護
予

防
の

一
体

的
な

実
施

に
つ

い
て

の
項

を
新

設
〇

高
齢

者
に

対
す

る
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的

な
実

施
に

関
す

る
具

体
的

な
取

り
組

み
（
支

援
）
方

針
を

記
載

【
市

（
P4

7）
・
県

（
P8

3）
】

（
二

）
認

知
症

施
策

の
推

進
↓

新
項

目
と

し
て

別
に

記
載

（
二

）
認

知
症

施
策

の
推

進
↓

新
項

目
と

し
て

別
に

記
載

（
三

）
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推

進
（
三

）
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推

進
●

具
体

的
な

取
組

の
例

示
と

し
て

、
「
就

労
的

活
動

」
等

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P4

8）
・
県

（
P8

3）
】

○
交

通
担

当
部

門
と

の
連

携
に

つ
い

て
記

載
【
市

（P
49

）
】
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

1
0

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

（
四

）
地

域
ケ

ア
会

議
の

推
進

（
四

）
地

域
ケ

ア
会

議
の

推
進

（
五

）
介

護
予

防
の

推
進

（
五

）
高

齢
者

の
居

住
安

定
に

係
る

施
策

と
の

連
携

（
六

）
高

齢
者

の
居

住
安

定
に

係
る

施
策

と
の

連
携

●
生

活
面

に
困

難
を

抱
え

る
高

齢
者

に
対

し
て

、
生

活
困

窮
者

対
策

や
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

現
行

の
取

組
と

も
連

携
し

な
が

ら
、

住
ま

い
と

生
活

の
支

援
を

一
体

的
に

実
施

し
て

い
く

こ
と

の
必

要
性

を
記

載
【
市

（
P5

0）
・県

（P
84

）
】

２
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
見

込
量

の
確

保
の

た
め

の
方

策
２

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改
善

を
図

る
た

め
の

事
業

に
関

す
る

事
項

●
中

長
期

的
に

高
齢

者
人

口
や

介
護

ニ
ー

ズ
を

見
据

え
た

整
備

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P5

1）
】

〇
人

口
減

少
も

見
据

え
た

既
存

施
設

の
有

効
活

用
等

、
効

率
的

な
施

設
・

サ
ー

ビ
ス

施
設

整
備

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P5

1）
】

（
一

）
関

係
者

の
意

見
の

反
映

（
一

）
介

護
保

険
施

設
そ

の
他

の
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

施
設

の
整

備
に

関
す

る
事

項

（
二

）
公

募
及

び
協

議
に

よ
る

事
業

者
の

指
定

（
二

）
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
に

係
る

計
画

に
関

す
る

事
項

（
三

）
都

道
府

県
が

行
う

事
業

者
の

指
定

へ
の

関
与

（
三

）
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
の

推
進

の
た

め
の

方
策

に
関

す
る

事
項

（
四

）
報

酬
の

独
自

設
定

（
五

）
人

材
の

確
保

及
び

資
質

の
向

上
↓

新
項

目
と

し
て

別
に

記
載

３
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

支
え

る
人

材
の

確
保

及
び

資
質

の
向

上
に

資
す

る
事

業
に

関
す

る
事

項
↓

新
項

目
と

し
て

別
に

記
載

３
各

年
度

に
お

け
る

地
域

支
援

事
業

に
要

す
る

費
用

の
額

及
び

そ
の

見
込

量
の

確
保

の
た

め
の

方
策

（
一

）
地

域
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
〇

総
合

事
業

の
単

価
の

弾
力

化
を

踏
ま

え
て

サ
ー

ビ
ス

単
価

を
設

定
【
市

（
P5

3）
】

（
二

）
総

合
事

業
の

う
ち

、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

、
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

、
そ

の
他

の
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
（
以

下
「
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の

総
合

事
業

」
と

い
う

。
）
の

種
類

ご
と

の
見

込
量

確
保

の
た

め
の

方
策

●
見

込
量

の
確

保
の

た
め

の
方

策
と

し
て

、
人

材
確

保
の

た
め

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ポ

イ
ン

ト
等

の
活

用
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P5

4）
】

●
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
追

記
【市

（
P5

3）
】

（
三

）
地

域
支

援
事

業
及

び
予

防
給

付
の

実
施

に
よ

る
介

護
予

防
の

達
成

状
況

の
点

検
及

び
評

価

（
四

）
総

合
事

業
の

実
施

状
況

の
調

査
、

分
析

及
び

評
価
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

1
1

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

並
び

に
そ

の
業

務
の

効
率

化
及

び
質

の
向

上
に

資
す

る
事

業
に

関
す

る
事

項

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

並
び

に
そ

の
業

務
の

効
率

化
及

び
質

の
向

上
に

資
す

る
事

業
に

関
す

る
事

項

■
新

項
目

追
加

【
市

県
】

●
介

護
職

に
限

ら
な

い
専

門
職

を
含

め
た

人
材

確
保

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【市
（

P5
5）

・
県

（P
87

）
】

●
要

介
護

認
定

を
行

う
体

制
の

計
画

的
な

整
備

を
行

う
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【市
（

P5
6）

】

●
担

い
手

確
保

の
た

め
の

取
組

と
し

て
、

人
材

確
保

の
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ポ
イ

ン
ト

等
の

活
用

に
つ

い
て

記
載

【
市

（
P5

5）
・
県

（
P8

7）
】

●
要

介
護

認
定

の
質

の
確

保
等

に
向

け
た

支
援

の
重

要
性

に
つ

い
て

記
載

【
県

（
P8

9）
】

〇
地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
（
介

護
人

材
分

）
を

活
用

し
た

IC
T
導

入
支

援
に

つ
い

て
記

載
【
県

（
P8

7）
】

〇
介

護
現

場
に

お
け

る
業

務
仕

分
け

や
ロ

ボ
ッ

ト
・
IC

T
の

活
用

、
元

気
高

齢
者

の
参

入
等

に
よ

る
業

務
改

善
な

ど
、

介
護

現
場

革
新

の
具

体
的

な
方

策
を

記
載

【
市

（
P5

6）
・

県
（

P8
8）

】

〇
介

護
現

場
革

新
の

取
組

の
周

知
広

報
を

進
め

、
介

護
現

場
の

イ
メ

ー
ジ

刷
新

の
具

体
的

な
方

策
を

記
載

【
市

（P
56

）
・
県

（
P8

8）
】

●
介

護
現

場
革

新
の

取
組

に
当

た
っ

て
は

、
関

係
者

の
協

働
の

下
、

業
務

効
率

化
に

取
り

組
む

モ
デ

ル
施

設
を

育
成

し
、

そ
の

地
域

の
モ

デ
ル

施
設

が
地

域
内

の
介

護
事

業
所

へ
先

進
的

な
取

組
を

伝
え

て
い

く
こ

と
の

重
要

性
を

記
載

【
市

（
P5

6）
・
県

（
P8

8）
】

〇
文

書
負

担
軽

減
に

向
け

た
具

体
的

な
取

組
を

記
載

【市
（

P5
6）

・
県

（
P8

9）
】

４
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び

地
域

支
援

事
業

の
円

滑
な

提
供

を
図

る
た

め
の

事
業

等
に

関
す

る
事

項
４

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
●

総
合

事
業

に
係

る
都

道
府

県
に

よ
る

継
続

的
な

市
町

村
支

援
に

つ
い

て
記

載
【県

（
P9

0）
】

（
一

）
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

（
二

）
総

合
事

業
●

要
介

護
者

が
総

合
事

業
を

利
用

す
る

際
の

給
付

と
事

業
を

組
み

合
わ

せ
た

適
切

な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P5

7）
】

（
三

）
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

、
適

切
な

運
営

及
び

評
価

■
項

目
名

に
「
体

制
の

強
化

」
を

追
加

【
市

】
●

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
強

化
の

重
要

性
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P5

8）
】

○
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

体
制

強
化

の
具

体
的

な
取

組
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P5

8）
】
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基
本
指
針
の
構
成
に
つ
い
て

1
2

市
町

村
都

道
府

県
見

直
し

の
方

針
案

認
知

症
施

策
の

推
進

認
知

症
施

策
の

推
進

■
新

項
目

追
加

【
市

県
】

○
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

等
を

踏
ま

え
、

普
及

啓
発

の
取

組
や

チ
ー

ム
オ

レ
ン

ジ
の

設
置

及
び

「
通

い
の

場
」の

拡
充

等
に

つ
い

て
記

載
【
市

（P
60

）
・
県

（
P9

0）
】

○
教

育
、

地
域

づ
く
り

等
他

の
分

野
の

関
連

施
策

と
の

連
携

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
記

載
【
市

（
P6

0）
】

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
て

い
な

い
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

住
宅

の
入

居
定

員
総

数

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
て

い
な

い
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

住
宅

の
入

居
定

員
総

数

■
新

項
目

追
加

【
市

県
】

〇
住

宅
型

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け
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（
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（
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介
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に
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（
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追
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】
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改
正

（
案

）
 

現
行

（
旧

）
 

 

二
十
一
世

紀
の

超
高

齢
社

会
に

お
け

る
介

護
問

題
の
解
決

を
図
る

た
め
、
国
民
の

共
同
連

帯

の
理
念
に

基
づ
き

、
要

介
護

者
等

を
社

会
全

体
で

支
援
す

る
仕
組

み
と
し

て
、
介
護

保
険
制

度

が
創
設
さ

れ
た
。
 

介
護
保
険

制
度

は
、
そ

の
創

設
か

ら
二

十
年
が

経
ち

、
介
護

サ
ー

ビ
ス
利

用
者
は

制
度
創

設

時
の
三
倍

を
超
え

、
五

百
五

十
万

人
に

達
し

て
お

り
、
介
護

サ
ー

ビ
ス
の

提
供
事

業
所
数

も
着

実
に
増
加

し
、
介

護
が

必
要

な
高

齢
者

の
生

活
の

支
え
と

し
て
定

着
、
発

展
し
て

き
て
い

る
。
 

総
人
口
が

減
少

に
転

じ
る

中
、

高
齢

者
数

は
今

後
も
増
加

し
、
高

齢
化
は

進
展
し

て
い
く

。

介
護
保
険

制
度
に

お
い

て
は

、
い

わ
ゆ

る
団

塊
の

世
代
全

て
が
七

十
五
歳

以
上
と

な
る
二

千
二

十
五
年
（
令

和
七

年
）
を

見
据

え
、
制

度
の

持
続

可
能
性
を

維
持

し
な
が

ら
、
高
齢

者
が
可

能

な
限
り
住

み
慣
れ

た
地

域
で

そ
の

有
す

る
能

力
に

応
じ
自

立
し
た

日
常
生

活
を
営

む
こ
と

を

可
能
と
し

て
い
く

た
め

、
限

り
あ

る
社

会
資

源
を

効
率
的

か
つ
効

果
的
に

活
用
し

な
が
ら

、
十

分
な
介
護

サ
ー
ビ

ス
の

確
保

の
み

に
留

ま
ら

ず
、
医

療
、
介

護
、
介

護
予
防
、
住
ま

い
及
び

自

立
し
た
日

常
生
活

の
支

援
が

包
括

的
に

確
保

さ
れ

る
体
制
（

以
下
「
地

域
包
括

ケ
ア

シ
ス
テ

ム

」
と
い
う

。
）
を

各
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

深
化

・
推
進

し
て
き

た
と
こ

ろ
で
あ

る
。

 

   

平
成
二
十

六
年

に
は

、
地

域
に

お
け

る
医

療
及

び
介
護
の

総
合
的

な
確
保

を
推
進

す
る
た

め

の
関
係
法

律
等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

二
十

六
年

法
律

第
八
十
三

号
。
以
下
「
平
成

二
十
六

年

の
法
改
正
」
と
い

う
。
）
に

よ
り

、
効

率
的

か
つ

質
の
高
い

医
療

提
供
体

制
を
構

築
す
る

た
め

の
医
療
制

度
改
革

と
一

体
的

に
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の
構

築
及
び

介
護
保

険
制
度

の
持

続
可
能
性

の
確
保

の
た

め
、
地

域
支

援
事

業
の

充
実

、
低
所
得
者

の
保
険

料
軽
減

の
強
化

、
予

防
給
付
の

う
ち
訪

問
介

護
及

び
通

所
介

護
の

地
域

支
援
事

業
へ
の

移
行
、
特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
へ
の
新

規
入
所

者
を

原
則

要
介

護
三

以
上

の
高

齢
者
に

限
定
す

る
こ
と

及
び
所

得
・
資

産
の

あ
る
人
の

利
用
者

負
担

の
見

直
し

等
を

一
体

的
に

行
う
介

護
保
険

制
度
の

改
革
が

行
わ
れ

た

と
こ
ろ
で

あ
る
。
 

ま
た
、
平
成
二

十
九

年
に

は
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ
ム

の
強
化

の
た
め

の
介
護

保
険
法

等

の
一
部
を

改
正
す

る
法

律
（

平
成

二
十

九
年

法
律

第
五
十

二
号
。
以
下
「
平

成
二
十

九
年
の

法

改
正
」
と
い

う
。
）
に

よ
り

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ
ム

の
深
化
・
推
進
及

び
介
護

保
険
制

度

の
持
続
可

能
性
の

確
保

の
た

め
、
保

険
者

機
能

の
強

化
等
に

よ
る

自
立
支

援
・
重
度

化
防
止

に

向
け
た
取

組
の
推

進
、
医

療
及

び
介

護
の

連
携

の
推
進

、
地

域
共

生
社
会

の
実
現

に
向
け

た
取

組
の
推
進

、
現
役

世
代

並
み

の
所

得
の

あ
る

者
の

利
用
者

負
担
割

合
の
見

直
し
及

び
介
護

納
付

金
に
お
け

る
総
報

酬
割

の
導

入
等

の
措

置
を

講
ず

る
こ
と

な
ど
の

介
護
保

険
制
度

の
見
直

し

が
行
わ
れ

た
と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

二
千
二
十

五
年

が
近

づ
く

中
で

、
更

に
そ

の
先

を
展

望
す
る

と
、
い
わ

ゆ
る
団

塊
ジ

ュ
ニ
ア

 

二
十
一
世

紀
の
超

高
齢

社
会

に
お

け
る

介
護

問
題

の
解

決
を

図
る

た
め
、
国
民
の

共
同
連

帯

の
理
念
に

基
づ
き

、
要

介
護

者
等

を
社

会
全

体
で

支
援

す
る

仕
組

み
と

し
て

、
介

護
保

険
制

度

が
創
設
さ

れ
た
。

 

介
護
保
険

制
度
は

、
そ

の
創

設
か

ら
十

七
年
が

経
ち

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

は
制

度
創

設

時
の
三
倍

を
超
え

、
五

百
万

人
に

達
し

て
お
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

事
業

所
数

も
着

実
に

増
加
し
、

介
護
が

必
要

な
高

齢
者

の
生

活
の

支
え

と
し

て
定

着
、

発
展
し

て
き
て

い
る
。

 

そ
の
一
方

、
二

千
二
十

五
年
（

平
成

三
十

七
年

）
に

は
い

わ
ゆ

る
団

塊
の

世
代

全
て
が
七

十

五
歳
以
上

と
な
る

ほ
か

、
二

千
四

十
年
（

平
成

五
十

二
年

）
に

は
い

わ
ゆ

る
団
塊

ジ
ュ
ニ

ア
世

代
が
六
十

五
歳
以

上
に

な
る

な
ど

、
人

口
の

高
齢

化
は

、
今

後
さ

ら
に
進

展
す
る

こ
と
が

見
込

ま
れ
て
い

る
。
一
方

、
七

十
五

歳
以

上
人

口
は

、
都

市
部

で
は

急
速

に
増

加
し
、
も

と
も
と

高

齢
者
人
口

の
多
い

地
方

で
も

緩
や

か
に

増
加

す
る

な
ど

、
各

地
域

の
状
況

は
異
な

っ
て
く

る
。
 

こ
う
し
た

中
、
介
護

保
険

制
度

の
持

続
可

能
性

を
維

持
し

な
が

ら
、
高

齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み
慣
れ

た
地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し

た
日

常
生

活
を
営

む
こ
と

を
可
能

と

し
て
い
く

た
め
に

は
、
限

り
あ

る
社

会
資

源
を

効
率

的
か

つ
効

果
的
に
活

用
し
な

が
ら

、
十

分

な
介
護
サ

ー
ビ
ス

の
確

保
の

み
に

留
ま

ら
ず

、
医

療
、
介

護
、
介

護
予
防
、
住
ま
い

及
び
自

立

し
た
日
常

生
活
の

支
援

が
包

括
的

に
確

保
さ

れ
る

体
制

（
以

下
「

地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
」

と
い
う
。

）
を
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
深

化
・

推
進

し
て
い

く
こ

と
が

重
要
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
平
成
二

十
六

年
に

は
、
医

療
法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
二

百
五

号
）
そ

の
他

の
関
係
法

律
の
改

正
に
よ

る
効

率
的

か
つ

質
の

高
い

医
療

提
供

体
制

を
構

築
す
る

た
め

の
医

療
制
度
改

革
と
一

体
的

に
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

及
び

介
護

保
険
制

度
の
持

続
可

能
性
の
確

保
の
た

め
、
地

域
支

援
事

業
の

充
実

、
低

所
得

者
の

保
険

料
軽

減
の
強

化
、
予
防
給

付
の
う
ち

訪
問
介

護
及

び
通

所
介

護
の

地
域

支
援

事
業

へ
の

移
行

、
特
別

養
護
老

人
ホ
ー

ム
へ

の
新
規
入

所
者
を

原
則

要
介

護
三

以
上

の
高

齢
者

に
限

定
す

る
こ

と
及
び

所
得
・
資
産
の

あ
る

人
の
利
用

者
負
担

の
見

直
し

等
を

一
体

的
に

行
う

介
護

保
険

制
度

の
改
革

が
行
わ

れ
た
と

こ

ろ
で
あ
る

。
 

 ま
た
、
平
成
二

十
九

年
に

は
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

強
化

の
た
め

の
介
護

保
険
法

等

の
一
部
を

改
正
す

る
法

律
（

平
成

二
十

九
年

法
律

第
五

十
二

号
）
に

よ
り
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ
ム
の

深
化
・
推

進
及

び
介

護
保

険
制

度
の

持
続

可
能

性
の

確
保
の
た

め
、
保
険

者
機
能

の

強
化
等
に

よ
る
自

立
支

援
・
重

度
化

防
止

に
向

け
た

取
組

の
推

進
、
医

療
及
び

介
護

の
連
携

の

推
進
、
地
域
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
た

取
組

の
推

進
、
現

役
世

代
並
み

の
所
得

の
あ
る

者
の

利
用
者
負

担
割
合

の
見

直
し

及
び

介
護

納
付

金
に

お
け

る
総

報
酬

割
の
導

入
等
の

措
置
を

講

ず
る
こ
と

な
ど
の

介
護

保
険

制
度

の
見

直
し

が
行

わ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ
る

。
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世
代
が
六

十
五
歳

以
上

と
な

る
二

千
四

十
年
（

令
和

二
十
二

年
）
に

向
け
、
総

人
口
・
現
役
世

代
人
口
が

減
少
す

る
中

で
、
高

齢
人

口
が

ピ
ー

ク
を
迎
え

る
と
と

も
に

、
介
護

ニ
ー

ズ
の
高

い

八
十
五
歳

以
上
人

口
が

急
速

に
増

加
す

る
こ

と
が

見
込
ま

れ
る
。
一
方

、
保
険
者

ご
と
の

介
護

サ
ー
ビ
ス

利
用
者

数
を

推
計

す
る

と
、
ピ

ー
ク

を
過

ぎ
減
少

に
転

じ
る
保

険
者
も

あ
る
が

、
都

市
部
を
中

心
に
二

千
四

十
年

ま
で

増
え

続
け

る
保

険
者
も

多
く
、
各
地
域

の
状
況

に
応
じ

た
介

護
サ
ー
ビ

ス
基
盤

の
整

備
が

重
要

で
あ

る
。
ま

た
、
世
帯

主
が
高

齢
者
の

単
独
世

帯
や
夫

婦
の

み
の
世
帯

の
増
加

、
認

知
症

の
人

の
増

加
も

見
込

ま
れ
る

な
ど
、
介
護

サ
ー
ビ

ス
需

要
が
更

に

増
加
・
多
様
化

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

一
方

、
現
役

世
代
の
減

少
が
顕

著
と
な

り
、
地
域
の

高
齢
者
介

護
を
支

え
る

人
的

基
盤

の
確

保
が

重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
指
針

は
、
こ

う
し

た
状

況
を

踏
ま

え
、
二

千
二

十
五
年

及
び

二
千
四

十
年

に
お
け
る

目

標
を
示
し

た
上
で

、
第

八
期

（
令

和
三

年
度

か
ら

令
和
五

年
度
ま

で
を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）

の
市
町
村

介
護
保

険
事

業
計

画
及

び
都

道
府

県
介

護
保
険

事
業
支

援
計
画

の
策
定

の
た
め

の

基
本
的
事

項
を
定

め
る

と
と

も
に

、
地

域
の

実
情

に
応
じ
た

介
護

給
付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス
（

介

護
給
付
又

は
予
防

給
付

に
係

る
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

を
い
う

。
第
一

の
十
一

、
第

二
の
三

の
４
（

一
）
及
び
第

三
の
二

の
５
を

除
き

、
以

下
同

じ
。
）
を

提
供
す
る

体
制
の

確
保
及

び
地
域

支
援

事
業
の
実

施
が
計

画
的

に
図

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
も

の
で
あ

る
。

 

        

 

こ
の
指
針

は
、
こ
れ

ら
の

介
護

保
険

制
度

改
革
を

踏
ま

え
、
二

千
二

十
五

年
（

平
成

三
十

七

年
）
に

お
け
る

目
標
を

示
し

た
上

で
、
第

七
期
（

平
成

三
十

年
度

か
ら

平
成

三
十

二
年

度
ま

で

を
い
う

。
以
下

同
じ

。
）
の

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
及

び
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援

計
画
の
策

定
の
た

め
の

基
本

的
事

項
を

定
め

る
と

と
も

に
、
地

域
の

実
情

に
応
じ

た
介
護

給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス
（

介
護

給
付

又
は

予
防

給
付

に
係

る
居

宅
サ

ー
ビ
ス
等

を
い
う

。
第

二
の

三

の
４
（
一
）
及

び
第
三

の
二

の
４

を
除

き
、
以

下
同

じ
。
）
を

提
供

す
る

体
制

の
確

保
及

び
地

域
支
援
事

業
の
実

施
が

計
画

的
に

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目
的
と

す
る
も

の
で
あ

る
。
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第
一
 
サ
ー
ビ

ス
提

供
体

制
の

確
保

及
び

事
業

実
施
に
関

す
る
基

本
的
事

項
 

 

一
 

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
基

本
的

理
念
 

 
 
 
 

 
市
町
村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
及
び

都
道

府
県
は

、
介

護
保
険

法
（
平

成
九
年
法

律
第

百
二

十
三

号
。

以
下

「
法

」
と
い

う
。
）

の
基
本

的
理
念

を
踏
ま

え
、

次
に
掲
げ

る
点

に
配

慮
し

て
、
介

護
給

付
等
対
象

サ
ー
ビ

ス
を
提

供
す
る

体
制
の

確
保

及
び
地
域

支
援

事
業

の
実

施
を

図
り

、
地

域
の

実
情

に
応
じ

て
、
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス

テ
ム
の
構

築
に

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
 

 
な
お

、
国

は
、
介

護
保

険
事

業
の

運
営

が
健
全

か
つ
円

滑
に
行

わ
れ
る

よ
う
保

健
医

療
サ
ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る
体

制
の
確

保
に
関

す
る
施

策
そ
の

他

必
要
な
各

般
の

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 
 
 

ま
た

、
今

後
高

齢
化

が
一

層
進

む
中

で
、
高
齢
者

の
地

域
で
の

生
活
を

支
え
る

地
域

包
括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム

は
、

地
域

共
生

社
会

（
高
齢

者
介
護

、
障
害

福
祉
、

児
童
福

祉
、

生
活
困
窮

者
支

援
な

ど
の

制
度
・
分

野
の

枠
や
、
「

支
え
る

側
」
、
「

支
え
ら

れ
る

側

」
と

い
う
従

来
の

関
係

を
超

え
て

、
人

と
人

、
人
と

社
会
が

つ
な

が
り
、
一

人
ひ
と

り

が
生
き
が

い
や

役
割

を
持

ち
、
助

け
合

い
な
が
ら

暮
ら
し

て
い
く

こ
と
の

で
き
る

包
摂

的
な
社
会

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
の

実
現

に
向
け

た
中
核

的
な

基
盤
と

な
り
得

る
も

の
で
あ
る

。
 

ま
た
、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
て

、
地

域
包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の

強
化
の

た

め
の
介
護

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
に

よ
り
社

会
福
祉

法
（

昭
和
二

十
六
年

法
律
第
四

十
五

号
）
が

改
正

さ
れ

、
地

域
住

民
と
行
政

な
ど
が
協

働
し
、
公
的

な
体
制

に
よ
る
支

援
と

あ
い

ま
っ

て
、
地

域
や

個
人
が
抱

え
る
生

活
課
題

を
解
決

し
て
い

く
こ

と
が
で
き

る
よ

う
、
「

我
が

事
・
丸

ご
と

」
の

包
括
的

な
支
援
体

制
を
整

備
す
る

こ
と

が
市
町
村

の
努

力
義

務
と

さ
れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

こ
れ
ま

で
、
介

護
保

険
制

度
に

お
い

て
も

、
地

域
包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
を

推
進
す

る

観
点
か
ら

、
共

生
型

サ
ー

ビ
ス

の
創

設
の

ほ
か

、
生
活

支
援
や
介

護
予
防

、
認

知
症
施

策
な
ど
の

地
域

づ
く

り
に

関
係

す
る

取
組

を
進
め

て
き
た

が
、
地

域
共
生

社
会
の

実
現

の
た
め
の

社
会

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る
法

律
（

令
和
二
年

法
律
五

十
二
号

。
以

下
「
令
和

二
年

の
法

改
正

」
と

い
う

。
）

に
お
い

て
は

、
二
千
四

十
年
を

見
据
え

て
、

ま
た
、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

を
目

指
し

て
、
地
域
住

民
の
複
雑

化
・
複

合
化

し
た
支

援
ニ
ー
ズ

に
対

応
す

る
市

町
村

の
包

括
的

な
支
援

体
制
の

構
築
の

支
援

、
地
域

の
特
性

に
応
じ
た

認
知

症
施

策
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

提
供
体

制
の
整

備
等
の

促
進

、
医
療
・
介
護

の
デ
ー
タ

基
盤

の
整

備
の

推
進

、
介

護
人

材
確
保

及
び
業

務
効
率

化
の
取

組
の
強

化
、

社
会
福
祉

連
携

推
進

法
人

の
創

設
な

ど
社

会
福
祉

法
等
に

基
づ
く

社
会
福

祉
基
盤

の

整
備
と
介

護
保

険
制

度
の

一
体

的
な
見

直
し
が
行

わ
れ
た

と
こ
ろ

で
あ
り

、
今

後
は
包

括
的
な
支

援
体

制
の

構
築

等
の
社

会
福

祉
基

盤
の

整
備
と

あ
わ
せ

て
介
護

保
険
制

度

に
基
づ
く

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
推

進
や
地

域
づ
く

り
等
に

一
体
的

に
取
り

組

む
こ
と
で

、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

を
図

っ
て
い

く
こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
 

第
一

 
サ

ー
ビ
ス

提
供
体

制
の

確
保

及
び

事
業

実
施

に
関

す
る

基
本

的
事

項
 

 
 
一
 
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス
テ

ム
の

基
本

的
理

念
 

市
町
村
（
特

別
区

を
含

む
。
以

下
同

じ
。
）
及

び
都

道
府

県
は

、
介

護
保
険

法
（
平

成

九
年
法
律

第
百
二

十
三

号
。
以

下
「

法
」
と

い
う

。
）
の

基
本

的
理
念
を

踏
ま
え
、
次
に

掲
げ
る
点

に
配
慮

し
て

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
体
制

の
確
保

及
び
地

域
支
援
事

業
の
実

施
を

図
り

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
地

域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
の
構

築
に
努
め

る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  
 な

お
、
国
は

、
介

護
保

険
事

業
の

運
営

が
健

全
か

つ
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う
保
健

医
療

サ
ー
ビ
ス

及
び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

体
制

の
確

保
に

関
す

る
施
策

そ
の
他

必
要

な
各
般
の

措
置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
 
  
  

      ま
た
、
地
域
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
て

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

強
化
の

た
め

の
介
護
保

険
法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

に
よ

り
社

会
福

祉
法
（

昭
和
二

十
六
年

法
律

第
四
十
五

号
）
が
改

正
さ

れ
、
地

域
住

民
と

行
政

な
ど

が
協

働
し

、
公

的
な

体
制

に
よ

る

支
援
と
あ

い
ま
っ

て
、
地

域
や

個
人

が
抱

え
る

生
活

課
題

を
解

決
し

て
い

く
こ
と

が
で
き

る
よ
う
、
「

我
が
事
・
丸

ご
と

」
の

包
括

的
な

支
援

体
制

を
整

備
す
る

こ
と

が
市

町
村

の

努
力
義
務

と
さ
れ

て
い

る
。
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-
 
5
 
-

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

は
、

高
齢

期
に

お
け

る
ケ

ア
が

念
頭

に
置

か
れ

て
い
る

が
、

必
要
な
支

援
を
地

域
の

中
で

包
括

的
に

提
供

し
、
地

域
で

の
自

立
し

た
生

活
を
支

援
す
る

と
い
う
考

え
方
は

、
障

害
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行
や

、
困

難
を

抱
え
る

地
域
の

子
ど
も

や
子
育
て

家
庭
に

対
す

る
支

援
等

に
も

応
用

す
る

こ
と

が
可

能
な

概
念
で

あ
る
。

 

 
 
 
  
 地

域
共
生

社
会
の

実
現

に
向

け
た
「

我
が

事
・
丸

ご
と

」
の

包
括

的
な

支
援
体

制
の
整

備
は
、
こ
の
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の
「

必
要

な
支

援
を

包
括

的
に
提

供
」
す
る
と

い

う
考
え
方

を
障
害

者
や

子
ど

も
等

へ
の

支
援

に
も

広
げ

た
も

の
で

あ
る

。
こ

れ
に

よ
り

、

高
齢
の
親

と
無
職

独
身

の
五

十
代

の
子

ど
も

が
同

居
し

て
い

る
世

帯
、
育

児
と
介

護
に
同

時
に
直
面

す
る
世

帯
等

、
課

題
が

複
合

化
し

て
い

て
高

齢
者

に
対

す
る
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス
テ
ム
だ

け
で
は

適
切

な
解

決
策

を
講

じ
る

こ
と

が
難

し
い

ケ
ー

ス
に
も

対
応
で

き
る

よ
う
に
す

る
も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

強
化

に
つ
な

が
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る

。
 

ま
た
、
地
域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

実
現

に
向

け
た

取
組

に
お

い
て
は

、
こ
れ

ま
で
も

、
生

活
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
や

協
議
体

が
中
心

と
な
り

、
サ
ー
ビ

ス
提
供

者
と

利
用

者
と

が
「

支
え

る
側

」
と
「
支

え
ら

れ
る

側
」
と

い
う

画
一

的
な
関
係

性
に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

高
齢

者
の

社
会

参
加

等
を

進
め
、
世

代
を
超

え
て

地
域
住
民

が
共
に

支
え

合
う

地
域

づ
く

り
を

進
め

て
き

て
い

る
が

、
地
域

共
生
社

会
は
、

同
様
の
考

え
方
を

発
展

さ
せ

、
障

害
者

、
子

ど
も

、
生

活
困

窮
者

等
を
含

む
地
域

の
あ
ら

ゆ
る
住
民

が
役
割

を
持

ち
、
支

え
合

い
な

が
ら

、
自

分
ら

し
く

活
躍
で
き

る
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
を
育
成

し
、
公

的
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
協

働
し

て
、
助

け
合

い
な

が
ら

暮
ら

す
こ

と
の

で
き
る
社

会
と
し

て
、

そ
の

実
現

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。
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１
 

自
立

支
援

、
介

護
予

防
・

重
度

化
防

止
の
推

進
 

介
護
保

険
制

度
は

、
高

齢
者

が
そ

の
有

す
る
能
力

に
応
じ

自
立
し

た
日
常

生
活
を

営

む
こ
と
が

で
き

る
よ

う
に

支
援

す
る

こ
と

や
、
要
介
護

状
態
又
は

要
支
援

状
態
（
以
下

「
要
介
護

状
態

等
」
と

い
う

。
）
と

な
る

こ
と

の
予
防

又
は
要
介

護
状
態

等
の
軽

減
若

し
く
は
悪

化
の

防
止

を
理

念
と

し
て

い
る

。
 

こ
の
た

め
、
住

民
や

事
業

者
な

ど
地

域
全

体
へ
の

自
立
支

援
・
介

護
予
防

に
関
す

る

普
及
啓
発

、
介

護
予

防
の

通
い

の
場

の
充

実
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
専

門
職
等

と
の

連
携
や
口

腔
機

能
向

上
や

低
栄

養
防

止
に

係
る
活

動
の
推

進
、
地

域
ケ
ア

会
議
の

多
職

種
連
携
に

よ
る

取
組

の
推

進
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

の
強
化

、
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
活

動
や
就
労

的
活

動
に

よ
る

高
齢

者
の

社
会

参
加
の

促
進
な

ど
、
地

域
の
実

態
や
状

況
に

応
じ
た
様

々
な

取
組

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

特
に
、
高

齢
者

が
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と
の

予
防
又

は
要
介

護
状
態

等
の
軽

減

若
し
く
は

悪
化

の
防

止
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
機
能

回
復
訓
練

等
の
高

齢
者
へ

の
ア

プ
ロ
ー
チ

だ
け

で
は

な
く

、
生

活
機

能
全

体
を
向

上
さ
せ

、
活
動

的
で
生

き
が
い

を
持

て
る
生
活

を
営

む
こ

と
の

で
き

る
生

活
環

境
の
調

整
及
び

地
域
づ

く
り
等

に
よ
り

、
高

齢
者
を
取

り
巻

く
環

境
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

も
含
め

た
、
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ

た
ア
プ

ロ
ー

チ
が
重
要

で
あ

る
。
こ

の
よ

う
な

効
果

的
な

ア
プ

ロ
ー
チ

を
実
践

す
る
た

め
、
地
域
に

お
け
る
保

健
師

、
管

理
栄

養
士

、
歯

科
衛

生
士

、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

専
門
職

等
の

幅
広
い
医

療
専

門
職

の
関

与
を

得
な

が
ら

、
高

齢
者
の

自
立
支
援

に
資
す

る
取
組

を
推

進
す
る
こ

と
で

、
要

介
護

状
態

等
に

な
っ

て
も

、
高
齢

者
が
生
き

が
い
を

持
っ
て

生
活

で
き
る
地

域
の

実
現

を
目

指
す

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
そ
の
際
に

は
、
多
様
な

サ
ー
ビ

ス
で
あ
る

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

や
、
地

域
ケ
ア
会

議
、
生
活

支
援
体

制
整
備

事
業

等
の
事
業

と
連

携
し

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
ま

た
、
効
果

的
・
効

率
的

な
取
組

と
な
る
よ

う
、
令

和
二

年
の

法
改

正
も

踏
ま

え
た

地
域
支

援
事
業

等
に
関

す
る
デ

ー
タ

や
ア
ウ
ト

カ
ム

指
標

含
む

評
価

指
標

を
活

用
す
る

と
と
も

に
、
好

事
例
に

つ
い
て

横
展

開
を
図
り

な
が

ら
、
P
D
CA

サ
イ

ク
ル

に
沿

っ
て
取

組
を
進

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る

。
な

お
、
介

護
予

防
を

進
め

る
に

当
た

っ
て
は
、
高

齢
者
の

心
身

の
状
態

が
自
立
、
フ

レ
イ
ル
、
要

支
援

、
要

介
護

、
ま

た
そ

の
状

態
が

可
変
で

あ
る
と

い
う
よ

う
に
、
連

続

的
に
捉
え

支
援

す
る
と

い
う

考
え

に
立

っ
て
行
わ

れ
る
こ

と
も
重

要
で
あ

る
。

 

加
え
て

、
医

療
保

険
制

度
の

適
正

か
つ

効
率
的
な

運
営
を

図
る
た

め
の
健

康
保
険

法

等
の
一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律
第

九
号

。
以
下
「

令
和
元

年
の

健
保
法

改
正
」
と

い
う

。
）
に

よ
る

改
正

後
の

介
護
保
険

法
等
に

基
づ
き

、
運
動

、
口

腔
、
栄

養
、
社

会
参

加
な

ど
の

観
点

か
ら

高
齢

者
の

保
健

事
業
と

介
護
予

防
の
一

体
的
な

実
施

を
推
進
し

、
高

齢
者

が
身

近
な

場
所

で
健

康
づ
く

り
に
参

加
で
き

、
ま
た

、
高

齢
者
の

フ
レ
イ
ル

状
態

を
把

握
し

た
上

で
、
適

切
な
医

療
サ
ー

ビ
ス
等
に

つ
な

げ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
疾

病
予

防
・

重
症

化
予

防
の

促
進

を
目
指

す
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

さ
ら
に

、
要

介
護

者
等

が
そ

の
能

力
に

応
じ
自
立

し
た
日

常
生
活

を
営
む

た
め
に

は

 
 

１
 

自
立
支

援
、

介
護

予
防

・
重

度
化

防
止

の
推

進
 

介
護
保
険

制
度

は
、
高

齢
者

が
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し

た
日
常

生
活
を

営

む
こ
と
が

で
き
る

よ
う

に
支

援
す

る
こ

と
や

、
要

介
護

状
態

又
は

要
支
援

状
態
（
以
下

「
要
介
護

状
態
等

」
と

い
う

。
）
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若

し
く
は

 
悪
化
の

防
止

を
理

念
と

し
て

い
る

。
 

こ
の
た
め

、
住

民
や

事
業

者
な

ど
地

域
全

体
へ

の
自

立
支

援
・
介

護
予
防

に
関
す

る

普
及
啓
発

、
介

護
予

防
の

通
い

の
場

の
充

実
、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
専

門
職
等

と
の

連
携
や
口

腔
機
能

向
上

や
低

栄
養

防
止

に
係

る
活

動
の

推
進

、
地

域
ケ
ア

会
議
の

多
職

種
連
携
に

よ
る
取

組
の

推
進

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

強
化

な
ど

、
地
域

の
実
態

や
状
況
に

応
じ
た

様
々

な
取

組
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  
 
  
 特

に
、
高
齢
者

が
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の
軽

減

若
し
く
は

悪
化
の

防
止

の
推

進
に

当
た

っ
て

は
、
機

能
回

復
訓

練
等

の
高

齢
者

へ
の

ア

プ
ロ
ー
チ

だ
け
で

は
な

く
、
生

活
機

能
全

体
を

向
上

さ
せ

、
活

動
的

で
生

き
が
い

を
持

て
る
生
活

を
営
む

こ
と

の
で

き
る

生
活

環
境

の
調

整
及

び
地

域
づ

く
り
等

に
よ
り

、
高

齢
者
を
取

り
巻
く

環
境

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
も

含
め

た
、
バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
ア
プ

ロ
ー

チ
が
重
要

で
あ
る

。
こ

の
よ

う
な

効
果

的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
を

実
践

す
る
た

め
、
地
域
に

お
け
る
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

等
を

活
用

し
、
高

齢
者

の
自

立
支

援
に

資
す

る

取
組
を
推

進
す
る

こ
と

で
、
要

介
護

状
態

等
に
な

っ
て

も
、
高

齢
者

が
生

き
が

い
を

持

っ
て
生
活

で
き
る

地
域

の
実

現
を

目
指

す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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、
要
介

護
者

等
に

対
す

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ
ョ
ン

に
係
る

サ
ー
ビ

ス
が
計

画
的
に

提
供

さ
れ
る
よ

う
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

・
強
化

 
高

齢
者

が
要

介
護

状
態

等
と

な
っ

て
も

、
自
分

の
意
思

で
自
分
ら

し
い
生

活
を
営

む

こ
と
を
可

能
と

す
る
「

高
齢

者
の

自
立

と
尊

厳
を

支
え
る

ケ
ア
」
を
確

立
す
る

こ
と
が

重
要
で
あ

る
。
 

そ
の
た

め
に

、
認

知
症

の
人

や
高

齢
者

が
環
境
変

化
の
影

響
を
受

け
や
す

い
こ
と

に

留
意
し
、
こ

れ
ら

の
者

が
要

介
護

状
態

等
と

な
っ

て
も

、
可
能
な

限
り
、
住
み

慣
れ
た

地
域
に
お

い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む
こ
と

が
で
き

る
よ
う

指
定
地

域
密
着

型

サ
ー
ビ
ス

等
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
や

在
宅

と
施
設

の
連
携

等
、
地

域
に
お

け
る
継

続
的

な
支
援
体

制
の

整
備

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

そ
の
際

、
重

度
の

要
介

護
者

、
単

身
又

は
夫
婦
の

み
の
高

齢
者
世

帯
及
び

認
知
症

の

人
の
増
加

、
働

き
な

が
ら

要
介

護
者

等
を

在
宅
で

介
護
し

て
い
る

家
族
等

の
就
労

継
続

や
負
担
軽

減
の

必
要

性
等

を
踏

ま
え

、
高

齢
者

の
日
常

生
活
全
般

を
毎
日

複
数
回

の
柔

軟
な
サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

り
支

え
る

こ
と

が
可
能

な
定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型

訪
問
介

護
看
護

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

及
び
看
護

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

等
の
普

及
に
当
た

っ
て

は
、
要

介
護

者
等

を
は

じ
め
地
域

の
住
民

や
サ
ー

ビ
ス
事

業
所
等

を
含

め
た
地
域

全
体

に
対

し
て

理
解

を
図

っ
て

い
く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

さ
ら
に

、
施

設
に

入
所

す
る

場
合

も
、
施
設
で

の
生
活

を
居
宅
で

の
生
活

に
近
い

も

の
と
し
、

高
齢

者
の

意
思

及
び

自
己

決
定

を
最
大

限
尊
重

す
る
こ

と
が
必

要
で
あ

る
。
 

２
 

介
護

給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
・

強
化
 

 
 
 
 高

齢
者
が
要

介
護

状
態

等
と

な
っ

て
も

、
自

分
の

意
思

で
自

分
ら

し
い
生
活

を
営
む

こ
と
を
可

能
と

す
る
「

高
齢

者
の

自
立

と
尊

厳
を

支
え

る
ケ

ア
」
を

確
立
す
る

こ
と
が

重
要
で
あ

る
。

 

 
 
 
 そ

の
た
め
に
、
認

知
症

の
人

や
高

齢
者

が
環

境
変

化
の

影
響

を
受

け
や
す
い

こ
と
に

留
意
し
、
こ

れ
ら

の
者

が
要

介
護

状
態

等
と

な
っ

て
も

、
可

能
な

限
り
、
住

み
慣
れ

た

地
域
に
お

い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
指

定
地

域
密
着

型

サ
ー
ビ
ス

等
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
や

在
宅

と
施

設
の

連
携

等
、
地

域
に
お

け
る
継

続
的

な
支
援
体

制
の

整
備

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
 そ

の
際
、
重
度

の
要

介
護

者
、
単

身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
及
び
認

知
症
の

人
の
増
加
、
働

き
な

が
ら

要
介

護
者

等
を

在
宅

で
介

護
し

て
い

る
家

族
等

の
就
労

継
続

や
負
担
軽

減
の

必
要

性
等

を
踏

ま
え

、
高

齢
者

の
日

常
生

活
全

般
を

毎
日

複
数
回

の
柔

軟
な
サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

り
支

え
る

こ
と

が
可

能
な

定
期

巡
回
・
随

時
対
応

型
訪
問

介

護
看
護
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

及
び
複

合
型

サ
ー

ビ
ス
等

の
普

及
に

当
た

っ
て

は
、
要
介
護

者
等

を
は

じ
め

地
域

の
住

民
や

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

を
含
め

た
地
域

全
体

に
対
し
て

理
解

を
図

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

さ
ら
に

、
施
設

に
入

所
す

る
場

合
も

、
施

設
で

の
生

活
を

居
宅

で
の

生
活

に
近
い

も

の
と
し
、

高
齢
者

の
意

思
及

び
自

己
決

定
を

最
大

限
尊

重
す

る
こ

と
。
 

３
 

在
宅

医
療

の
充

実
及

び
在

宅
医

療
・

介
護
連

携
を
図

る
た
め

の
体
制

の
整
備

 
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
必

要
と
な
る

在
宅
医

療
の
提

供
体
制

は
在
宅

医
療
を
受

け
る

患
者

の
生

活
の

場
で

あ
る

日
常
生

活
圏
域

で
の
整

備
が
必

要
で
あ

る

こ
と
か
ら

、
在

宅
医

療
及

び
介

護
が

円
滑

に
提
供

さ
れ
る

仕
組
み

の
構
築

の
た
め

、
国

又
は
都
道

府
県

の
支

援
の

も
と

、
市

町
村

が
主

体
と
な

っ
て
地
域

の
医
師

会
等
と

協
働

し
て
、
在

宅
医

療
の

実
施

に
係

る
体

制
の

整
備
や

、
在

宅
医
療
や

訪
問
看

護
を
担

う
人

材
の
確
保

・
養

成
を

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

今
後
、
医

療
ニ

ー
ズ

及
び

介
護

ニ
ー

ズ
を

併
せ
持

つ
慢
性

疾
患
又

は
認
知

症
等
の

高

齢
者
の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、
当

該
高
齢
者

が
、
可
能

な
限
り

、
住

み
慣
れ

た
地
域
に

お
い

て
継

続
し

て
日

常
生

活
を

営
む
こ

と
が
で

き
る
よ

う
、
市
町
村

は
、
入

退
院
支
援

、
日

常
の

療
養

支
援

、
急

変
時

の
対
応
、
看

取
り

、
認

知
症
の

対
応
力

強
化

、
感
染

症
や

災
害

時
対

応
等

の
様

々
な

局
面
に
お

い
て

、
地
域
に

お
け
る

在
宅
医

療
及

び
介
護
の

提
供

に
携

わ
る

者
そ

の
他

の
関

係
者
の

連
携
（
以
下
「

在
宅
医

療
・
介
護
連

携
」
と
い

う
。

）
を

推
進

す
る

た
め

の
体

制
の
整

備
を
図

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

そ
の
た

め
に

、
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師
、
看
護
職

員
、
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン

の
提
供
に

当
た

る
理

学
療

法
士

若
し

く
は

作
業
療

法
士
若

し
く
は

言
語
聴

覚
士

、
管
理

栄
養
士
又

は
歯

科
衛

生
士

等
の

医
療

関
係

職
種
と

社
会
福

祉
士
、
介
護

福
祉
士

、
介
護

支
援
専
門

員
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の
職
員

等
の
介

護
関
係

職
種
と

の
連
携

が
重

要
で
あ
り

、
市

町
村
が

、
主

体
と

な
っ

て
、
医

療
及
び

介
護
の
連

携
の
核

と
な
る

人
材

３
 

在
宅

医
療
の

充
実

及
び

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
を

図
る
た

め
の

体
制

の
整

備
 

 
 
 
 地

域
包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
必

要
と

な
る

在
宅

医
療

の
提

供
体
制
は

在
宅

医
療
を
受

け
る

患
者

の
生

活
の

場
で

あ
る

日
常

生
活

圏
域

で
の

整
備

が
必

要
で
あ

る

こ
と
か
ら

、
国

又
は

都
道

府
県

の
支

援
の

も
と

、
市

町
村

が
主

体
と
な
っ

て
地
域

の
医

師
会
等
と

協
働

し
て

、
在

宅
医

療
の

実
施

に
係

る
体

制
の

整
備

や
、
在

宅
医
療

や
訪
問

看
護
を
担

う
人

材
の

確
保

・
養

成
を

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  

今
後
、
医
療
ニ

ー
ズ

及
び

介
護

ニ
ー

ズ
を

併
せ

持
つ

慢
性

疾
患

又
は

認
知

症
等
の

高

齢
者
の
増

加
が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
当

該
高

齢
者

が
、
可

能
な
限
り

、
住

み
慣
れ

た
地
域
に

お
い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
市

町
村

は
、
退

院
支
援
、
日
常

の
療

養
支

援
、
急

変
時

の
対

応
、
看

取
り

等
の

様
々
な
局

面
に
お

い
て

、
地
域

に
お
け

る
在

宅
医

療
及

び
在

宅
介

護
の

提
供

に
携

わ
る

者
そ

の
他

の
関

係
者

の

連
携
（
以

下
「

在
宅

医
療
・
介
護

連
携

」
と

い
う

。
）
を

推
進

す
る
た
め

の
体
制

の
整

備
を
図
る

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
た
め

に
、
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

、
看

護
職

員
、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ
ョ

ン

の
提
供
に

当
た
る

理
学

療
法

士
若

し
く

は
作

業
療

法
士

若
し

く
は

言
語
聴

覚
士

、
管
理

栄
養
士
又

は
歯
科

衛
生

士
等

の
医

療
関

係
職

種
と

社
会

福
祉

士
、
介
護

福
祉
士

、
介
護

支
援
専
門

員
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

等
の

介
護

関
係

職
種
と

の
連

携
が

重

要
で
あ
り

、
市

町
村

が
主

体
と

な
っ

て
、
医

療
及

び
介

護
の

連
携

の
核

と
な

る
人

材
の
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の
育
成
を

図
り

つ
つ

、
地

域
の

医
師

会
等

と
協
働

し
在
宅

医
療
・
介
護

連
携

等
の
推
進

を
図
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
そ

の
際

に
は
、
医
療
や

介
護
・
健

康
づ
く

り
部
門

の
庁

内
連
携
を

密
に

す
る

と
と

も
に

、
取

組
を

総
合

的
に
進

め
る
人
材

を
育
成
・
配

置
し
て

い
く
こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

育
成
を
図

り
つ
つ

、
地

域
の

医
師

会
等

と
協

働
し

在
宅

医
療
・
介

護
連
携

の
推
進

を
図

る
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
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日
常

生
活

を
支

援
す

る
体

制
の

整
備

 
単

身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
、
認
知
症

の
人
の

増
加
に
対

応
し

、
地
域

サ
ロ

ン
の
開
催

、
見

守
り
・
安

否
確

認
、
外

出
支
援

、
買
い

物
・
調
理
・
掃
除

等
の
家

事
支

援
を
含
む

日
常

生
活

上
の

支
援

が
必

要
な

高
齢
者

が
、
住
み
慣
れ

た
地
域

で
安
心

し
て

在
宅
生
活

を
継

続
し

て
い

く
た

め
に

必
要

と
な
る

多
様
な

生
活
支

援
・
介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
を
整

備
し

て
い

く
た

め
に

、
市

町
村

が
中

心
と
な

っ
て
、
生

活
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
や

協
議
体

に
よ
る

地
域
の
ニ

ー
ズ
や

資
源
の

把
握

、
関

係
者
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
、
担

い
手

の
養
成
、
資

源
の
創
出

等
を
通

じ
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ

、
民
間
企

業
、
協

同
組

合
、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、
社

会
福
祉

法
人
等

の
生
活

支
援
・
介
護

予
防
サ
ー

ビ
ス

を
担

う
事

業
主

体
の

支
援

、
協

働
体
制

の
充
実
・
強
化

を
図
る

こ
と
が

重
要
で
あ

る
。
 

平
成
二

十
六

年
の

法
改

正
で

は
、
要

支
援
者
等

の
多
様

な
生
活
支

援
ニ
ー

ズ
に
対

応

す
る
た
め

、
平

成
三

十
年

四
月

よ
り

全
て

の
介
護

予
防
訪

問
介
護

及
び
介

護
予
防

通
所

介
護
が
介

護
予

防
・
日

常
生

活
支

援
総

合
事
業
（

以
下
「
総
合
事

業
」
と

い
う

。
）
へ

移
行
す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。
市

町
村

に
お

い
て
は

、
法

第
百
十
五

条
の
四

十
五
の

二
第

一
項
の
規

定
に

基
づ

き
公

表
す

る
厚

生
労

働
大
臣

が
定
め

る
指
針

等
（

以
下
「

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
と

い
う

。
）
や

好
事

例
の

提
供

等
を
参

考
に
、
地

域
支

援
事
業

の
活
用

は
も

ち
ろ
ん
の

こ
と

、
市

町
村

が
行

う
一

般
施

策
等
も

併
せ
な

が
ら
積

極
的
に

必
要
な

体
制

の
整
備
に

取
り

組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
ま

た
、
令

和
三
年
度

以
降
、
市
町

村
が
必

要
と
認
め

る
居

宅
要

介
護

被
保

険
者
に

つ
い
て
総

合
事
業

の
利
用

が
可
能

と
な
る

こ

と
及
び
総

合
事

業
の

サ
ー

ビ
ス

単
価
に

つ
い
て
国

の
定
め

る
額
を

勘
案
し

て
市
町

村

に
お
い
て

定
め

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

も
留
意

が
必
要

で
あ
る

。
 

４
 

日
常

生
活
を

支
援

す
る
体

制
の

整
備
 

 
 
 
 単

身
又
は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
、
認

知
症

の
人

の
増

加
に

対
応

し
、
地
域
サ

ロ

ン
の
開
催
、
見

守
り
・
安

否
確

認
、
外

出
支

援
、
買

い
物
・
調

理
・
掃
除
等

の
家
事

支

援
を
含
む

日
常

生
活

上
の

支
援

が
必

要
な

高
齢

者
が

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安
心

し
て

在
宅
生
活

を
継

続
し

て
い

く
た

め
に

必
要

と
な

る
多

様
な

生
活

支
援
・
介
護

予
防
サ

ー

ビ
ス
を
整

備
し

て
い

く
た

め
に

、
市

町
村

が
中

心
と

な
っ

て
、
生

活
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
や

協
議

体
に

よ
る

地
域

の
ニ

ー
ズ
や

資
源
の

把
握

、
関

係
者
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
、
担

い
手

の
養

成
、
資

源
の

創
出

等
を
通

じ
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ

、
民
間
企

業
、
協

同
組

合
、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、
社

会
福

祉
法

人
等

の
生

活
支

援
・
介

護

予
防
サ
ー

ビ
ス

を
担

う
事

業
主

体
の

支
援

、
協

働
体

制
の

充
実
・
強
化

を
図
る

こ
と
が

重
要
で
あ

る
。

 

平
成
二
十

六
年

の
法

改
正

で
は

、
要

支
援

者
等

の
多

様
な

生
活

支
援

ニ
ー

ズ
に
対

応

す
る
た
め

、
平

成
三

十
年

四
月

よ
り

全
て

の
介

護
予

防
訪

問
介

護
及

び
介

護
予
防

通
所

介
護
が
介

護
予
防
・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
（

以
下
「

総
合

事
業

」
と

い
う

。
）
へ

移
行
す
る

こ
と
と

さ
れ

た
。
市

町
村

に
お

い
て

は
、
法

第
百

十
五

条
の
四

十
五
の

二
第

一
項
の
規

定
に
基

づ
き

公
表

す
る

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

指
針

等
（

以
下
「

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
と

い
う

。
）
や

好
事

例
の

提
供

等
を

参
考

に
、
地

域
支

援
事
業

の
活
用

は
も

ち
ろ

ん
の

こ
と

、
市

町
村

が
行

う
一

般
施

策
等

も
併

せ
な

が
ら

積
極

的
に

必
要
な

体
制

の
整
備
に

取
り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

５
 

高
齢

者
の

住
ま

い
の

安
定

的
な

確
保

 
地

域
に

お
い

て
そ

れ
ぞ

れ
の

生
活

の
ニ

ー
ズ
に
あ

っ
た
住

ま
い
が

提
供
さ

れ
、
か
つ

、
そ
の

中
で

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し
な
が

ら
個
人

の
尊
厳

が
確
保

さ
れ
た

生
活

が
実
現
さ

れ
る

こ
と

が
、
保

健
、
医

療
、
介

護
等
の
サ

ー
ビ
ス
が

提
供
さ

れ
る
前

提
と

な
る
た
め

、
個

人
に

お
い

て
確

保
す

る
持

家
と
し

て
の
住

宅
や
賃

貸
住
宅

に
加
え

て
、

有
料
老
人

ホ
ー

ム
（

老
人

福
祉

法
（

昭
和

三
十

八
年
法

律
第
百
三

十
三
号

）
第

二
十
九

条
第
一
項

に
規

定
す

る
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
い
う

。
以

下
同
じ
。
）
や

サ
ー
ビ

ス
付
き

高
齢
者
向

け
住

宅
（

高
齢

者
の

居
住

の
安

定
確
保

に
関
す

る
法
律
（
平

成
十
三

年
法
律

第
二
十
六

号
）
第

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る
サ
ー

ビ
ス
付

き
高
齢

者
向
け

住
宅
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）
等

の
高

齢
者

向
け

住
ま

い
が
、
地

域
に
お

け
る

ニ
ー
ズ

に
応
じ

て
適

切
に
供
給

さ
れ

る
環

境
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
こ
れ

ら
の
住
ま

い
に
お

け
る
入

居
者

が
安
心
し

て
暮

ら
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
都

道
府
県

が
適
確
な

指
導
監

督
を
行

う
よ

う
努
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

  

５
 

高
齢

者
の
住

ま
い

の
安

定
的

な
確

保
 

 
 
 
 地

域
に
お
い

て
そ

れ
ぞ

れ
の

生
活

の
ニ

ー
ズ

に
あ

っ
た

住
ま

い
が

提
供
さ
れ
、
か
つ

、
そ

の
中
で

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

な
が

ら
個

人
の

尊
厳

が
確
保

さ
れ
た

生
活

が
実
現
さ

れ
る

こ
と

が
、
保

健
、
医

療
、
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
前

提
と

な
る
た
め

、
個

人
に

お
い

て
確

保
す

る
持

家
と

し
て

の
住

宅
や

賃
貸

住
宅

に
加
え

て
、

有
料
老
人

ホ
ー

ム
（

老
人

福
祉

法
（

昭
和

三
十

八
年

法
律

第
百

三
十

三
号

）
第

二
十

九

条
第
一
項

に
規

定
す

る
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
や

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢
者
向

け
住

宅
（

高
齢

者
の

居
住

の
安

定
確

保
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
三

年
法

律

第
二
十
六

号
）
第

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）
等

の
高

齢
者

向
け

住
ま

い
が

、
地

域
に

お
け

る
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

適

切
に
供
給

さ
れ

る
環

境
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

の
住

ま
い

に
お

け
る
入

居
者

が
安
心
し

て
暮
ら

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
都

道
府

県
が

適
確

な
指

導
監

督
を
行

う
よ

う
努
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
 ま

た
、
所

得
又

は
資

産
が

少
な

い
な

ど
、
地

域
で

の
生

活
が

困
難

と
な
っ
て

い
る
高

齢
者
を
対

象
に

、
空

家
の

活
用

等
に

よ
る

低
廉

な
家

賃
の

住
ま

い
の

確
保

や
、
適
切
な
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ま
た
、
生

活
困

窮
者

や
社

会
的

に
孤

立
す

る
高
齢

者
等
多

様
な
生

活
課
題

を
抱
え

る

高
齢
者
に

対
応

で
き

る
よ

う
、
養

護
老

人
ホ
ー
ム

や
軽
費

老
人
ホ

ー
ム
に

つ
い
て

、
地

域
の
実
情

に
応

じ
て

、
サ

ー
ビ

ス
量

の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

さ
ら
に

、
居

住
支

援
協

議
会

等
の

場
も

活
用
し
な

が
ら

、
生
活
に

困
難
を

抱
え
た

高

齢
者
等
に

対
す

る
住

ま
い

の
確

保
と

生
活

の
一
体

的
な
支

援
の
取

組
を
推

進
す
る

こ

と
や
、
低

廉
な

家
賃

の
住

ま
い

を
活

用
し

た
高
齢

者
の
居

住
の
確

保
を
図

る
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
 

ま
た
、
今

後
、
高

齢
者

人
口

や
人

口
構

成
の
変
化

に
伴
い

地
域
ご

と
に
介

護
需
要

も

異
な
っ
て

く
る

こ
と

か
ら

、
医

療
及

び
介

護
の
提

供
体
制

の
整
備

を
、
住
宅
や

居
住
に

係
る
施
策

と
の

連
携

も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
ご

と
の
将

来
の
姿
や

課
題
を

踏
ま
え

た
「

ま
ち
づ
く

り
」
の

一
環

と
し

て
位

置
付

け
て
い
く

と
い
う

視
点

を
明
確
に

し
て
い

く
こ

と
も
重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際

に
は

、
町

内
会

や
自

治
会

等
の

活
動
を
基

盤
と
し

た
既
存

の
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ

を
再
構
築

し
て

い
く

こ
と

は
も

と
よ

り
、
生

活
支
援
コ

ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地

域
支
え

合
い
推
進

員
）
の

活
用

や
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
、
民

間
事
業

者
等
の

地
域

の
様
々
な

活
動

主
体

と
の

協
力

に
よ

っ
て

、
地

域
包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
を

構
築
し

て
い

く
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。

 
 

生
活
支
援

体
制

の
確

保
等

に
も

留
意

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  

   

   

さ
ら
に

、
今
後

、
高

齢
者

人
口

や
人

口
構

成
の

変
化

に
伴

い
地

域
ご

と
に

介
護
需

要

も
異
な
っ

て
く
る

こ
と

か
ら

、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

の
整

備
を

、
住
宅

や
居
住

に
係
る
施

策
と
の

連
携

も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
ご

と
の

将
来

の
姿

や
課
題

を
踏
ま

え
た

「
ま
ち
づ

く
り

」
の

一
環

と
し

て
位

置
付

け
て

い
く

と
い

う
視

点
を

明
確

に
し

て
い

く

こ
と
も
重

要
で
あ

る
。

 

そ
の
際
に

は
、
町

内
会

や
自

治
会

等
の

活
動

を
基

盤
と

し
た

既
存

の
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ

を
再
構
築

し
て
い

く
こ

と
は

も
と

よ
り

、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地

域
支
え

合
い
推
進

員
）
の

活
用

や
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、
民

間
事
業

者
等
の

地
域

の
様
々
な

活
動
主

体
と

の
協

力
に

よ
っ

て
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築
し

て
い

く
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
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二
 

二
千

二
十

五
年
及

び
二

千
四

十
年

を
見

据
え

た
目
標

 
高

齢
者

の
自

立
と

尊
厳

を
支

え
る

ケ
ア

を
実
現
す

る
た
め

、
二
千

二
十
五

年
ま
で

の

間
に
、
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
地

域
包

括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム
を
構

築
す
る

こ
と
を

目
標

と
し
て
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
を

図
る
と

と
も
に

、
在
宅

医
療
・
介
護

連
携
の
推

進
、
認

知
症

施
策

や
生

活
支

援
サ
ー
ビ

ス
の
充

実
等
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス
テ

ム
の
構
築

に
向

け
た

方
策

に
取

り
組

む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

  ま
た
、
二

千
四

十
年

に
は

、
総

人
口
・
現

役
世
代
人

口
が
減

少
す

る
中
で
、
高
齢
人

口
が
ピ
ー

ク
を

迎
え

る
と

と
も

に
、
介

護
ニ
ー

ズ
の
高

い
八
十
五

歳
以
上

人
口
が

急
速

に
増
加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。
一

方
、
保

険
者
ご

と
の
介
護

サ
ー
ビ

ス
利
用

者
数

を
推
計
す

る
と

、
ピ

ー
ク

を
過

ぎ
減

少
に

転
じ
る

保
険
者

も
あ
る

が
、
都
市
部

を
中
心

に
二
千
四

十
年

ま
で

増
え

続
け

る
保

険
者

も
多
く

、
各

地
域
の
状

況
に
応

じ
た
介

護
サ

ー
ビ
ス
基

盤
の

整
備

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
第

六
期
（

平
成

二
十

六
年

度
か
ら
平

成
二
十

九
年
度

ま
で
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）
以

降
の

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計
画

を
地
域

包
括
ケ

ア
計
画

と
し
て

位
置

付
け
、
各
計

画
期

間
を

通
じ

て
二

千
二

十
五

年
ま

で
に
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス
テ
ム

を
段

階
的
に
構

築
す

る
と

と
も

に
、
二

千
四

十
年

を
見

据
え
介

護
サ
ー

ビ
ス
基

盤
を
計

画
的

に
整
備
す

る
こ

と
と

し
、

第
七

期
（

平
成

三
十
年

度
か
ら

令
和
二

年
度

ま
で

を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）
の

達
成

状
況

の
検

証
を

踏
ま

え
た

上
で

、
第
八
期

の
位
置

付
け
及

び
第

八
期
期
間

中
に

目
指

す
べ

き
姿

を
具

体
的

に
明
ら

か
に
し

な
が
ら

目
標
を

設
定

し
取

組
を
進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

二
 
二
千

二
十
五

年
を

見
据

え
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け
た
目

標
 

高
齢
者
の

自
立

と
尊

厳
を

支
え

る
ケ

ア
を

実
現

す
る

た
め

、
い

わ
ゆ

る
団

塊
の

世
代

全
て
が
七

十
五
歳

以
上

と
な

り
介

護
が

必
要

な
高

齢
者

が
急

速
に

増
加
す

る
こ
と

が

見
込
ま
れ

る
二
千

二
十

五
年
（

平
成

三
十

七
年

）
ま

で
の

間
に

、
各

地
域

の
実

情
に

応

じ
た
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

、
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ
ス

の
充
実

を
図

る
と

と
も

に
、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進
、
認
知

症
施
策

や
生
活
支

援
サ
ー

ビ
ス

の
充

実
等

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に
向

け
た
方

策

に
取
り
組

む
こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

      こ
の
た
め

、
第

六
期
（

平
成

二
十

六
年

度
か

ら
平

成
二

十
九

年
度

ま
で
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）
以

降
の

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
を

地
域

包
括

ケ
ア

計
画

と
し
て

位
置

付
け
、
二

千
二

十
五

年
（

平
成

三
十

七
年

）
ま

で
の

各
計

画
期

間
を

通
じ

て
地
域

包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
を

段
階

的
に

構
築

す
る

こ
と

と
し

、
第

六
期

の
達

成
状
況

の
検
証

を
踏

ま
え
た
上

で
、
第

七
期

の
位

置
付

け
及

び
第

七
期

期
間

中
に

目
指

す
べ

き
姿

を
具

体
的

に
明
ら
か

に
し
な

が
ら

目
標

を
設

定
し

取
組

を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。

 

三
 

医
療

計
画

と
の

整
合

性
の

確
保

 
平

成
三

十
年

度
以

降
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
、
都
道
府
県

介
護
保

険
事
業

支

援
計
画
及

び
医

療
計

画
（

医
療

法
第

三
十

条
の
四

第
一
項

に
規
定

す
る
医

療
計
画

を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
の

作
成
・
見

直
し

の
サ
イ
ク

ル
が
一

致
す
る

こ
と
と

な
る
。
病
床

の
機
能
の

分
化

及
び

連
携

の
推

進
に

よ
る

効
率
的

で
質
の

高
い
医

療
提
供

体
制
の

構

築
並
び
に

在
宅

医
療
・
介

護
の

充
実

等
の

地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
の
構

築
が
一

体
的

に
行
わ
れ

る
よ

う
、
こ

れ
ら

の
計

画
の

整
合

性
を

確
保
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
こ

の
た
め

、
都

道
府

県
や

市
町

村
の

医
療
・
介

護
担
当
者

等
の
関
係

者
に
よ

る
協
議

の
場

を
開
催
し

、
よ

り
緊

密
な

連
携

が
図

ら
れ

る
よ
う

な
体
制

整
備
を

図
っ
て

い
く
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

当
該
協

議
の

場
に

お
い

て
は

、
例

え
ば

、
各
都

道
府
県

に
お
い
て

地
域
医

療
構
想
（

医
療
法
第

三
十

条
の

四
第

二
項

第
七

号
に

規
定
す

る
将
来

の
医
療

提
供
体

制
に
関

す

る
構
想
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
が

策
定

さ
れ
て
い

る
こ
と

も
踏

ま
え
つ

つ
、
病
床

の

機
能
の
分

化
及

び
連

携
に

伴
い

生
じ

る
、
在
宅

医
療
等

の
新
た
な

サ
ー
ビ

ス
必
要

量
に

関
す
る
整

合
性

を
確

保
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

こ
と
か

ら
、
市

町
村
介

護
保
険

事
業
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体
的

に
行
わ
れ

る
よ
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こ

れ
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計

画
の

整
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性
を

確
保

す
る

こ
と
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重
要

で
あ
る

。
こ

の
た
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、
都
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府
県

や
市

町
村

の
医

療
・
介

護
担

当
者

等
の

関
係

者
に
よ

る
協
議

の
場

を
開
催
し

、
よ

り
緊

密
な

連
携

が
図

ら
れ

る
よ

う
な

体
制

整
備

を
図

っ
て

い
く
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

当
該
協
議

の
場

に
お

い
て

は
、
例

え
ば

、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

地
域

医
療
構
想
（
医

療
法
第
三

十
条
の

四
第

二
項

第
七

号
に

規
定

す
る

将
来

の
医

療
提

供
体
制

に
関
す

る

構
想
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
が

策
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
も

踏
ま

え
つ
つ
、
病
床
の

機

能
の
分
化

及
び
連

携
に

伴
い

生
じ

る
、
在

宅
医

療
等

の
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

必
要
量

に
関

す
る
整
合

性
を
確

保
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
市

町
村

介
護

保
険
事

業
計
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計
画
及
び

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
に

お
い
て

掲
げ
る

介
護
の

サ
ー
ビ

ス

の
見
込
量

と
、
医

療
計

画
に

お
い

て
掲

げ
る
在
宅

医
療
の

整
備
目

標
が
整

合
的
な

も
の

と
な
る
よ

う
、

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
の

協
議
を

行
う
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

画
及
び
都

道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

掲
げ

る
介

護
の
サ

ー
ビ
ス

の

見
込
量
と

、
医

療
計

画
に

お
い

て
掲

げ
る

在
宅

医
療

の
整

備
目

標
が

整
合

的
な
も

の
と

な
る
よ
う

、
必
要

な
事

項
に

つ
い

て
の

協
議
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
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四
 
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
進

め
る

地
域
づ

く
り
と

地
域
ケ

ア
会
議
・
生
活
支

援
体
制
整

備
の

推
進

 
市

町
村

は
、
介

護
保

険
事

業
の

運
営

を
核

と
し
な

が
ら

、
地
域
住

民
に
よ

る
多
様

な

活
動
の
展

開
を

含
む

、
地

域
に

お
け

る
保

健
医
療

サ
ー
ビ

ス
及
び

福
祉
サ

ー
ビ
ス

を
総

合
的
に
整

備
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
た

め
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

、
①
介

護
支
援
専

門
員
個

人
だ
け

で

な
く
、
地

域
住

民
や

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

に
対
し

て
介
護

予
防
や

自
立
支

援
に
関

す
る

理
解
を
促

し
、

地
域

で
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
が
行

わ
れ
る

環
境
を

作
る
こ

と
、

②
地
域
ケ

ア
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

を
通

じ
て

、
市
町

村
が
、
多

様
な
職

種
や
機

関
と

の
連
携
協

働
に

よ
る

地
域

包
括

支
援

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
構

築
を
進

め
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

ま
た
、
高

齢
者

や
そ

の
家

族
が

地
域

に
お

い
て
安

心
し
て

日
常
生

活
を
営

む
こ
と

が

で
き
る
よ

う
、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（
地
域

支
え
合
い

推
進
員

）
や

協
議
体

、
就
労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
就
労

的
活
動

支
援
員

）
が
中

心
と
な

り
、

サ
ー
ビ
ス

提
供

者
と

利
用

者
と

が
「

支
え

る
側
」
と
「
支

え
ら
れ

る
側
」
と

い
う
画

一

的
な
関
係

性
に

陥
る

こ
と

の
な

い
よ

う
高

齢
者
の

社
会
参

加
等
を

進
め

、
世
代

を
超
え

て
地
域
住

民
が

共
に

支
え

合
う

地
域

づ
く

り
を
市

町
村
が

進
め
て

い
く
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

さ
ら
に

、
住

宅
や

居
住

に
係

る
施

策
と

の
連
携
も

踏
ま
え

つ
つ
、
地
域

の
将
来

の
姿

を
踏
ま
え

た
「

ま
ち

づ
く

り
」
の

一
環

と
し
て
位

置
付
け

て
い
く

と
い
う

視
点
を

明
確

に
し
て
い

く
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。
 

こ
う
し

て
市

町
村

を
中

心
と

し
て

、
サ

ー
ビ
ス
提

供
者
、

多
様
な

専
門
職

や
機
関

、

地
域
住
民

等
が

地
域

の
課

題
を

共
有

し
、
資

源
開
発
、
政
策
形
成

に
つ
な

げ
、
情
報
通

信
技
術
（

以
下
「

Ｉ
Ｃ

Ｔ
」
と

い
う

。
）
等
の

活
用
も

図
り
つ
つ

、
地
域

づ
く
り

に
取

り
組
む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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こ
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要
で

あ
る

。
 

 さ
ら
に

、
住
宅

や
居

住
に

係
る

施
策

と
の

連
携

も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
の
将
来

の
姿

を
踏
ま
え

た
「

ま
ち

づ
く

り
」
の

一
環

と
し

て
位

置
付

け
て

い
く

と
い
う

視
点
を

明
確

に
し
て
い

く
こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

こ
う
し
て

市
町

村
を

中
心

と
し

て
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
、

多
様

な
専

門
職

や
機

関
、

地
域
住
民

等
が
地

域
の

課
題

を
共

有
し

、
資

源
開

発
、
政

策
形

成
に

つ
な

げ
、
情
報
通

信
技
術
（

以
下
「

Ｉ
Ｃ

Ｔ
」
と

い
う

。
）
等

の
活

用
も

図
り

つ
つ

、
地
域

づ
く
り

に
取

り
組
む
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
 

五
 

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

並
び

に
そ

の
業

務
の
効
率

化
及

び
質

の
向

上
に

資
す

る
事

業
 

地
域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
当

た
っ
て
は

、
介

護
給
付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

及

び
地
域
支

援
事

業
に

携
わ

る
質

の
高

い
人

材
を

、
安
定

的
に
確
保

す
る
た

め
の
取

組
を

講
じ
て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
加

え
て

、
少
子
高

齢
化
が
進

展
し
、
介
護

分
野
の

人
的
制
約

が
強

ま
る

中
、
ケ

ア
の

質
を

確
保
し
な

が
ら
必

要
な

サ
ー
ビ
ス

提
供
が

行
え

る
よ
う
に

す
る

た
め

、
業

務
の

効
率

化
及

び
質
の

向
上
に

取
り
組

ん
で
い

く
こ
と

が
不

可
欠
で
あ

る
。
 

こ
の
た

め
、
都

道
府

県
は

広
域

的
な

立
場

か
ら

、
市
町

村
は
保
険

者
と
し

て
地
域

で

取
組
を
進

め
る

立
場

か
ら

、
必

要
な

介
護

人
材
の

確
保
の

た
め
、
二
千

二
十
五

年
を
見

据
え
つ
つ

、
「

介
護

離
職

ゼ
ロ

」
の

実
現

に
向

け
た
介

護
サ
ー
ビ

ス
基
盤

の
整
備

に
伴

っ
て
必
要

と
な

る
人

材
の

確
保

に
向

け
、
総
合

的
な
取

組
を
推
進

す
る
こ

と
が
重

要
で

五
 
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

支
え

る
人

材
の

確
保

及
び

資
質

の
向

上
 

 
 
 
  

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

当
た

っ
て

は
、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

及

び
地
域
支

援
事
業

に
携

わ
る

質
の

高
い

人
材

を
、
安

定
的

に
確

保
す

る
た

め
の
取

組
を

講
じ
て
い

く
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  

  

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
は

、
広

域
的

な
立

場
か

ら
、
必

要
な

介
護

人
材

の
確

保
の

た

め
、
二
千

二
十

五
年
（

平
成

三
十

七
年

）
を

見
据

え
つ

つ
、
「

介
護

離
職

ゼ
ロ

」
の

実

現
に
向
け

た
介
護

サ
ー

ビ
ス

基
盤

の
整

備
に

伴
っ

て
、
二

千
二

十
年

代
初

頭
ま

で
に
必

要
と
な
る

人
材
の

確
保

に
向

け
、
地

域
の
関

係
者

と
と

も
に

、
介

護
の

仕
事

の
魅

力
の
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あ
る
。
 

 そ
の
際

に
は

、
地

域
の

関
係

者
と

と
も

に
、
処
遇
改

善
や
、
若
年

層
、
中
高

年
齢
層

、
子
育
て

を
終

え
た

層
、

高
齢

者
層

等
の

各
層
や

他
業
種

か
ら
の

新
規
参

入
の
促

進
、

離
職
し
た

介
護
福

祉
士

等
の

届
出

制
度

も
活

用
し

た
潜
在

的
人
材

の
復
職
・
再

就
職
支

援
、
離
職

防
止
・
定

着
促

進
の

た
め

の
働

き
や
す

い
環
境

の
整
備

、
介
護

の
仕

事
の
魅

力
向
上

、
外

国
人

介
護

人
材

の
受

入
れ

環
境

の
整

備
、
介
護
現
場

に
お
け

る
業
務

仕
分

け
や
ロ
ボ

ッ
ト
・
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
、
元

気
高
齢

者
の
参

入
に
よ
る

業
務
改

善
、
複
数
法

人
に
よ
る

協
同

組
合
の

推
進
等

に
よ

る
生

産
性
の

向
上
や

介
護
現

場
の
革

新
等
に

一

体
的
に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
認

知
症

施
策

の
総

合
的

な
推

進
に

当
た
っ

て
は

、
七
に
掲

げ
る
各

施
策
の

推

進
に
必
要

な
人

材
育

成
の

た
め

の
取

組
を

進
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

に
つ

い
て
は

、
そ
の

業
務
が
適

切
に
実

施
さ
れ

る

よ
う
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

評
価

の
結
果

に
基
づ

き
、
保

健
師
・
社
会

福
祉
士

・
主
任

介
護

支
援

専
門

員
の

ほ
か

、
三

職
種

以
外
の
専

門
職
や
事

務
職
の

配
置
も

含
め

、
必
要
な

体
制

を
検

討
し

、
そ

の
確

保
に

取
り
組

む
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
な

お
そ
の

際
、
地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
に
お

い
て
検

討
を
行

い
、
市

町
村

は
、
地

域
包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

の
意

見
を
踏

ま
え
て

職
員
体

制
の
検

討
を
行

う

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
 

さ
ら
に

地
域

支
援

事
業

を
充

実
さ

せ
る

た
め
、
地
域
に

お
い
て
生

活
支
援

コ
ー
デ

ィ

ネ
ー
タ
ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
等

の
養

成
を
進

め
る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
こ

の
場
合
、
市
町

村
に

お
い

て
も

、
都

道
府

県
と

連
携
し

な
が
ら
、
生
活
支

援
等

の
支
え

手
と
な
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

及
び

Ｎ
Ｐ

Ｏ
の

育
成

、
市
民

後
見
人
の

育
成

、
認
知

症
サ
ポ

ー
タ
ー
の

養
成

等
、
必

要
な

施
策

に
取

り
組
む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
そ

の
際

、
地
域

医
療
介
護

総
合

確
保

基
金
（

介
護

従
事

者
確
保
分

）
に

お
け
る
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
活

動
へ

の
ポ
イ
ン

ト
付

与
等

の
事

業
の

活
用

に
つ

い
て
も

検
討
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

生
活
支

援
等

の
担

い
手

に
つ

い
て

は
、
生
活
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
（
地
域

支
え

合
い
推
進

員
）
、
協

議
体
や

就
労

的
活

動
支

援
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
タ

ー
（
就

労
的

活
動
支

援
員
）
が

中
心

と
な

り
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

と
利

用
者
と

が
「
支

え
る
側

」
と
「

支
え

ら
れ
る
側

」
と

い
う

画
一

的
な

関
係

性
に

陥
る
こ

と
の
な

い
よ
う

元
気

高
齢
者
の

社
会

参
加
等
を

進
め

、
世

代
を

超
え

て
地

域
住

民
が
共

に
支
え

合
う
地

域
づ
く

り
を
市

町
村

が
進
め
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

加
え
て

、
生

産
年

齢
人

口
が

減
少

す
る

中
に
お
い

て
も

、
介
護
現

場
が
地

域
に
お

け

る
介
護
ニ

ー
ズ

に
応

え
、
介

護
人

材
が

利
用

者
や

家
族
か

ら
も
感

謝
さ
れ

、
や

り
が
い

を
持
っ
て

働
き

続
け

ら
れ

る
環

境
作

り
を

進
め
る

た
め
に

は
、
職

場
の
良

好
な
人

間
関

係
作
り
や

結
婚

や
出

産
、
子

育
て

を
続

け
な
が
ら

働
け
る

環
境
整

備
を
図

る
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
介

護
現

場
に

お
け

る
業

務
仕

分
け
や

介
護
ロ

ボ
ッ
ト

や
I
CT

の
活
用

、
元

向
上
、
多

様
な

人
材

の
確

保
・
育

成
、
生

産
性

の
向

上
を

通
じ

た
労
働
負

担
の
軽

減
を

柱
と
す
る

総
合
的

な
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
 そ

の
際
に
は

、
学

卒
者

・
中

高
年

齢
者

や
他

業
種

か
ら

の
新

規
参

入
促

進
の

取
組

、

離
職
し
た

介
護

福
祉

士
等

の
届

出
制

度
も

活
用

し
た

潜
在

的
有

資
格

者
等

の
復
職
・
再

就
職
支
援
、
都

道
府

県
福

祉
人

材
セ

ン
タ

ー
等

の
活

用
等

に
よ

る
多

様
な

人
材
の

参
入

促
進
、
キ
ャ
リ

ア
パ

ス
や

専
門

性
の

確
立

に
よ

る
資

質
の

向
上

、
介
護

ロ
ボ
ッ

ト
や
Ｉ

Ｃ
Ｔ
等
の

活
用

も
含

め
、
事

業
主

に
よ

る
雇

用
環

境
改

善
の

取
組

の
促
進
・
処

遇
改
善

等
に
よ
る

環
境

改
善

を
一

体
的

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
  

 

ま
た
、
認
知

症
施

策
の

総
合

的
な

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
七

に
掲

げ
る
各

施
策
の

推

進
に
必
要

な
人
材

育
成

の
た

め
の

取
組

を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

 
 
 
 地

域
包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

に
つ

い
て

は
、
そ

の
業

務
が

適
切

に
実
施

さ
れ
る

よ
う
、
地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
、
必

要
な
体

制
を
検

討
し

、
そ

の
確
保

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
な

お
そ

の
際

、
地

域
包
括

支
援
セ

ン

タ
ー
運
営

協
議

会
に

お
い

て
検

討
を

行
い

、
市

町
村

は
、
地

域
包

括
支
援

セ
ン
タ

ー
運

営
協
議
会

の
意

見
を

踏
ま

え
て

職
員

体
制

の
検

討
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。

 

 
 
 
  

 

さ
ら

に
地

域
支

援
事

業
を

充
実

さ
せ

る
た

め
、
地

域
に

お
い

て
生

活
支

援
コ
ー
デ

ィ

ネ
ー
タ
ー
（
地

域
支

え
合

い
推

進
員

）
の

養
成

を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ
の

場
合
、
市

町
村

に
お

い
て

も
、
都

道
府

県
と

連
携

し
な

が
ら

、
生

活
支
援

等
の
支

え
手

と
な
る
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

及
び

Ｎ
Ｐ

Ｏ
の

育
成

、
市

民
後

見
人

の
育

成
、
認
知
症

サ
ポ
ー

タ
ー
の
養

成
等
、

必
要

な
施

策
に

取
り

組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  

 

生
活
支
援

等
の

担
い

手
に

つ
い

て
は

、
高

齢
者

や
そ

の
家

族
が

地
域

に
お

い
て

安
心

し
て
日
常

生
活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

地

域
支
え
合

い
推
進

員
）
や

協
議

体
が

中
心

と
な

り
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

と
利
用

者
と

が

「
支
え
る

側
」
と
「

支
え

ら
れ

る
側

」
と

い
う

画
一

的
な

関
係

性
に
陥
る

こ
と
の

な
い

よ
う
高
齢

者
の
社

会
参

加
等

を
進

め
、
世

代
を

超
え

て
地

域
住

民
が

共
に

支
え
合

う
地

域
づ
く
り

を
市
町

村
が

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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気
高
齢
者

を
含

め
た

介
護

人
材

の
確

保
・
定

着
、
介
護

と
い
う
仕

事
の
魅

力
発
信

等
の

介
護
現
場

革
新

の
取

組
に

つ
い

て
、
地

域
の
実

情
に
応

じ
て
き
め

細
か
く

対
応
し

て
い

く
体
制
整

備
を

図
っ

た
上

で
、
都

道
府

県
と
市
町

村
と
が

連
携
し

な
が
ら

関
係
者

の
協

働
の
下
進

め
る

と
と

も
に

、
介

護
現

場
革

新
の
取

組
の
周

知
広
報

等
を
進

め
、
介
護
職

場
の
イ
メ

ー
ジ

を
刷

新
し

て
い

く
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
お

い
て

、
医

療
提
供

体
制
や
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス

テ
ム
の
構

築
に

向
け

た
計

画
等

の
立

案
、
評
価

等
に
携

わ
る
人
材

の
育
成

を
行
っ

て
い

く
こ
と
も

重
要

で
あ

る
。
 

業
務
の

効
率

化
の

観
点

か
ら

は
、
介

護
現

場
に

お
け
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
活
用
を

進
め
る

と

も
に
、
介
護

分
野

の
文

書
に

係
る

負
担

軽
減
を
図

っ
て
い

く
こ
と

が
重
要

で
あ
り

、
個

々
の
申
請

様
式
・
添

付
書

類
や

手
続

き
に

関
す
る

簡
素
化

、
様
式

例
の
活

用
に
よ

る
標

準
化
及
び

Ｉ
Ｃ

Ｔ
等

の
活

用
を

進
め

る
必

要
が
あ

る
国

、
都
道
府

県
、
市

町
村

、
関
係

団
体
等
が

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

果
た

し
な

が
ら
連

携
し
て

介
護
事

業
者
及

び
自
治

体

の
業
務
効

率
化

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
今

後
も

高
齢

者
の

増
加

に
伴

う
要

介
護
認

定
申
請

件
数
の

増
加
が

見
込
ま

れ

る
こ
と
等

か
ら

、
各

保
険

者
に

お
い

て
、
要
介

護
認
定

制
度
に

お
け
る

業
務
の
簡

素
化

等
も
踏
ま

え
な

が
ら
、
引

き
続

き
、
要

介
護
認

定
を
遅

滞
な
く
適

正
に
実

施
す
る

た
め

に
必
要
な

体
制
を

計
画

的
に
整

備
し

て
い

く
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

    

 

ま
た
、
今

後
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
お

い
て

、
医

療
提

供
体

制
や
地

域
包
括

ケ

ア
シ
ス
テ

ム
の
構

築
に

向
け

た
計

画
等

の
立

案
、
評

価
等

に
携

わ
る

人
材

の
育
成

を
行

っ
て
い
く

こ
と
も

重
要

で
あ

る
。
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六
 
介
護

に
取
り

組
む

家
族

等
へ

の
支

援
の

充
実

 
介

護
保

険
制

度
が

創
設

さ
れ

た
大

き
な

目
的
の
一

つ
は

、
高
齢
者

の
介
護

を
社
会

全

体
で
支
え

合
う

仕
組

み
を

設
け

る
こ

と
で

、
家

族
に
よ

る
過
度
な

介
護
負

担
を
軽

減
す

る
こ
と
に

あ
っ

た
。
 

制
度
の

創
設

と
そ

の
後

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
の
充
実

に
伴
い

、
家
族

の
負
担

は
軽
減

さ

れ
た
面
も

あ
る

が
、
今

な
お

、
介

護
サ

ー
ビ
ス
を

利
用
し

て
い
な

い
場
合

だ
け
で

な
く

利
用
し
て

い
る

場
合

で
も

、
多

く
の

家
族

は
何
ら

か
の
心

理
的
な

負
担
感

や
孤
立

感
を

有
し
て
お

り
、
特

に
、
認

知
症

の
人

を
介

護
し
て

い
る
家

族
の
場

合
に
こ

の
傾
向

が
強

い
。
 

ま
た
、
一

億
総

活
躍

社
会

の
実

現
の

観
点

か
ら

、
①

必
要
な
介
護

サ
ー
ビ

ス
の
確

保

を
図
る
と

と
も

に
、
②

家
族

の
柔

軟
な

働
き

方
の

確
保

、
働
く
家

族
等
に

対
す
る

相
談

・
支
援

の
充

実
を

図
る

こ
と

で
、
働

く
人

が
家

族
の
介

護
の
た
め

に
離
職

せ
ざ
る

を
得

な
い
状
況

を
防

ぎ
、
希

望
す

る
者

が
働

き
続
け
ら

れ
る
社

会
の
実

現
を
目

指
す
こ

と
と

さ
れ
て
い

る
。
 

こ
う
し

た
点

を
踏

ま
え

、
市

町
村

で
実

施
し
て
い

る
家
族

介
護
支

援
事
業

に
加
え

、

地
域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
土

日
祝

日
の

開
所
や

、
電
話

等
に
よ

る
相
談

体
制
の

拡

充
、
地
域

に
出

向
い

た
相

談
会

の
実

施
、
企

業
や
労
働

担
当
部
門

と
の
連

携
な
ど

、
地

域
の
実
情

を
踏

ま
え

、
家

族
等

に
対

す
る

相
談
・
支
援

体
制
の
強

化
を
図

る
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
 

六
 
介
護

に
取
り

組
む

家
族

等
へ

の
支

援
の

充
実
 

介
護
保
険

制
度

が
創

設
さ

れ
た

大
き

な
目

的
の

一
つ

は
、
高

齢
者

の
介
護

を
社
会

全

体
で
支
え

合
う
仕

組
み

を
設

け
る

こ
と

で
、
家

族
に

よ
る

過
度

な
介

護
負

担
を

軽
減

す

る
こ
と
に

あ
っ
た

。
 

制
度
の
創

設
と

そ
の

後
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
に

伴
い

、
家

族
の

負
担

は
軽
減

さ

れ
た
面
も

あ
る
が

、
今

な
お

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
な

い
場
合

だ
け
で

な
く

利
用
し
て

い
る
場

合
で

も
、
多

く
の

家
族

は
何

ら
か

の
心

理
的

な
負

担
感

や
孤

立
感

を

有
し
て
お

り
、
特

に
、
認

知
症

の
人

を
介

護
し

て
い

る
家

族
の

場
合

に
こ

の
傾

向
が

強

い
。

 

ま
た
、
一
億

総
活

躍
社

会
の

実
現

の
観

点
か

ら
、
①

必
要

な
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

確
保

を
図
る
と

と
も
に

、
②

家
族

の
柔

軟
な

働
き

方
の

確
保

、
働

く
家

族
等

に
対

す
る

相
談

・
支
援

の
充
実

を
図

る
こ

と
で

、
働

く
人

が
家

族
の

介
護

の
た

め
に

離
職

せ
ざ
る

を
得

な
い
状
況

を
防
ぎ

、
希

望
す

る
者

が
働

き
続

け
ら

れ
る

社
会

の
実

現
を

目
指

す
こ

と
と

さ
れ
て
い

る
。

 

こ
う
し
た

点
を

踏
ま

え
、
現

在
、
市

町
村

で
実

施
し

て
い

る
家

族
介

護
支

援
事
業

に

加
え
、
地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

土
日

祝
日

の
開

所
や

、
電

話
等

に
よ

る
相
談

体
制

の
拡
充

、
地
域

に
出

向
い

た
相

談
会

の
実

施
、
企

業
や

労
働

担
当

部
門
と

の
連
携

な
ど

、

地
域
の
実

情
を
踏

ま
え

、
家

族
等

に
対

す
る

相
談
・
支

援
体

制
の

強
化
を

図
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

七
 
認
知

症
施
策

の
推

進
 

認
知
症

施
策

に
つ

い
て

は
、
こ

れ
ま

で
「

認
知

症
施
策

推
進
総
合

戦
略
（

新
オ

レ
ン

ジ
プ
ラ
ン

）
」
に

基
づ

き
推

進
さ

れ
て

き
た

が
、
今
後

認
知
症
の

人
の
数

が
増
加

す
る

こ
と
が
見

込
ま

れ
て

い
る

こ
と
か

ら
、

さ
ら

に
強

力
に
施

策
を
推

進
し
て

い
く
た

め
、

令
和
元
年

六
月

十
八

日
、
認

知
症

施
策

推
進
関
係

閣
僚
会

議
に
お

い
て

認
知
症
施

策
推

進
大
綱
が

と
り

ま
と

め
ら

れ
た

。
 

認
知
症

施
策

推
進

大
綱

に
沿

っ
て

、
認

知
症
の

人
が
で

き
る
限
り

地
域
の

よ
い
環

境

で
自
分
ら

し
く

暮
ら

し
続

け
る

こ
と

が
で

き
る
社

会
の
実

現
を
目

指
す
た

め
、
次
の

１

か
ら
５
ま

で
に

掲
げ

る
柱

に
沿

っ
て

認
知

症
施
策

を
進
め

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
ま

た
、
こ

れ
ら
の

施
策

は
認

知
症

の
人
や

そ
の

家
族

の
意
見

も
踏
ま

え
て

推
進
す
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る

。
  

１
 

普
及

啓
発

・
本

人
発

信
支

援
 

認
知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
の

養
成

等
を

通
じ

た
認
知
症

に
関
す

る
理
解

促
進
や

相
談

先
の
周
知

、
認

知
症

の
人

本
人

か
ら

の
発

信
支
援

に
取
り

組
む
こ

と
。

 

２
 

予
防

 

認
知
症

に
係

る
適

切
な

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス
及
び

福
祉
サ

ー
ビ
ス

を
提
供

す
る

た
め
、
研

究
機

関
、
医

療
機

関
、
介

護
サ
ー

ビ
ス
事

業
者
等

と
連

携
し
、
認

知
症
の

予
防
に
関

す
る

調
査

研
究

を
推

進
す

る
こ

と
。
認
知
症

予
防
に
関

す
る
エ

ビ
デ
ン

ス

 
七
 
認

知
症
施

策
の
推

進
 

今
後
増
加

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

認
知

症
の

人
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
、
認
知

症
施
策
推

進
総
合

戦
略
（

以
下
「

新
オ

レ
ン

ジ
プ

ラ
ン

」
と

い
う

。
）
に

沿
っ

て
、
認

知
症
の
人

の
意
思

が
尊

重
さ

れ
、
で

き
る

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
の

よ
い

環
境
で

自
分

ら
し
く
暮

ら
し
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

社
会

を
目

指
し

た
取

組
と

し
て

、
次
に

掲
げ
る

認
知
症
施

策
を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
  

     
 
 １

 
認
知

症
へ
の

理
解

を
深

め
る

た
め

の
普

及
啓

発
 

 
 
 
  
 
  

認
知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
の

養
成

や
活

動
の

支
援

な
ど

、
社

会
全

体
で

認
知

症
の

人
を

支

え
る
基
盤

の
整
備

の
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

。
 

 
 
 ２

 
認
知

症
の
容

態
に

応
じ

た
適

時
・

適
切

な
医

療
及

び
介

護
等

の
提

供
 

 
 
 
  
 
  

早
期
診

断
・
早

期
対

応
を

軸
と

し
、
行

動
・
心

理
症

状
や

身
体

合
併

症
等
が
見

ら
れ

た
場
合
に

も
、
医

療
機

関
・
介

護
施

設
等

で
の

対
応

が
固

定
化

さ
れ

な
い

よ
う
に

、
退

院
・
退
所

後
も
そ

の
と

き
の

容
態

に
最

も
ふ

さ
わ

し
い

場
所

で
適

切
な
サ

ー
ビ
ス

が
提
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の
収
集
・
普

及
を

進
め

る
こ

と
。
認

知
症

に
関

す
る
正

し
い
知
識

と
理
解

に
基
づ

き

、
通
い
の

場
に

お
け

る
活

動
の

推
進

な
ど

、
予
防

を
含
め

た
認
知

症
へ
の

「
備
え

」

と
し
て
の

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
。
 

３
 

医
療

・
ケ

ア
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

・
介

護
者
へ

の
支
援
 

（
一
）
 

医
療

・
ケ

ア
（

早
期

発
見

・
早

期
対
応

）
 

認
知

機
能

低
下

の
あ

る
人
（

軽
度

認
知
障

害
を
含

む
）
や
認

知
症

の
人
に

対
し

て
、
早

期
発

見
・
早

期
対

応
が

行
え

る
よ

う
、
か
か
り

つ
け
医
、
地
域

包
括
支

援

セ
ン

タ
ー

、
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
、
認
知

症
初
期

集
中
支
援

チ
ー
ム

、
認

知

症
疾

患
医

療
セ

ン
タ

ー
等

の
更

な
る

質
の

向
上
や

連
携
の

強
化
を

推
進
す

る
こ

と
。
ま

た
、
医

療
従

事
者

の
認

知
症

対
応

力
向
上

の
た
め

の
取
組

を
推
進

す
る
こ

と
。
 

（
二
）
 

介
護

サ
ー

ビ
ス
 

認
知

症
の

人
に

対
し

て
、
そ

れ
ぞ

れ
の
状

況
に
応

じ
た
適

切
な
介

護
サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
基

盤
整
備

や
介
護

人
材
確

保
、
介

護
従
事

者
の

認
知

症
対

応
力

向
上

の
た

め
の

取
組

を
推
進

す
る
こ

と
。
 

（
三
）
 

介
護

者
へ

の
支

援
 

認
知

症
の

人
の

介
護

者
の

負
担

軽
減
や
生

活
と
介

護
の
両

立
が
図

れ
る
よ

う
、

認
知

症
の

人
及

び
そ

の
介

護
者

が
集

う
認

知
症
カ

フ
ェ
等

の
取
組

を
推
進

す
る

こ
と

。
 

４
 
認
知

症
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

推
進
・
若

年
性

認
知
症

の
人
へ
の

支
援
・
社
会

参
加
支

援
 

（
一
）
 

認
知

症
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

推
進
：
生

活
の
あ

ら
ゆ
る
場

面
で
、
認
知

症
に
な

っ
て
か

ら
も

で
き

る
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域
で
普

通
に
暮

ら
し
続

け
て
い

く
た
め

の
障
壁

を
減

ら
し

て
い

く
「

認
知

症
バ

リ
ア
フ
リ

ー
」
の

取
組
を

推
進
す

る
こ
と

。

ま
た
、
認

知
症

の
人

が
安

心
し

て
外

出
で

き
る
地

域
の
見

守
り
体

制
や
認

知
症
サ

ポ

ー
タ
ー

等
を

認
知

症
の

人
や

そ
の

家
族

の
支
援
ニ

ー
ズ
に

合
っ
た

具
体
的

な
支

援

に
つ
な

げ
る

仕
組

み
（

以
下
「

チ
ー

ム
オ

レ
ン
ジ

等
」
と

い
う
。
）
の
構

築
、
成
年

後
見
制

度
の

利
用

促
進

な
ど

を
地

域
に

お
け
る
支

援
体
制

の
整
備

を
推
進

す
る
こ

と
。
 

（
二
）
 
若

年
性

認
知

症
の

人
へ

の
支

援
：
若

年
性
認

知
症
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

の
充
実

等
に

よ
り

、
若

年
性

認
知

症
の

人
へ
の
支

援
を
推

進
す
る

こ
と
。

 

（
三
）
 

社
会

参
加

支
援
：
地

域
支

援
事

業
の
活

用
等
に

よ
り
、
認
知
症

の
人

の
社
会

参
加
活

動
を

促
進

す
る

こ
と

。
 

５
 

研
究

開
発

・
産

業
促

進
・

国
際

展
開
 

国
が
中

心
と

な
っ

て
、
地

方
公

共
団

体
と

連
携
し

な
が
ら

、
認
知

症
の
予

防
法
や

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、
介

護
モ

デ
ル

等
に
関
す

る
調
査

研
究
の

推
進
に

努
め
る

こ

と
。
ま
た

、
産

業
界

の
認

知
症

に
関

す
る

取
組
の

機
運
を

高
め
、
官

民
連
携

等
に
努

め
る
こ
と

。
国

際
交

流
に

努
め

る
こ

と
。
 

供
さ
れ
る

循
環
型

の
仕

組
み

を
構

築
す

る
た

め
、
必

要
な

医
療

及
び

介
護

等
が
適

切
に

提
供
さ
れ

る
体
制

整
備

、
医

療
及

び
介

護
等

に
携

わ
る

人
材

の
認

知
症
対

応
力
向

上
の

た
め
の
取

組
を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
全

て
の

市
町

村
に

設
置

さ
れ

て
い

る
認

知
症

初

期
集
中
支

援
チ
ー

ム
や

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
活

用
を

図
り

、
地
域

の
実
情

に
応

じ
た
体
制

整
備
を

推
進

す
る

こ
と

。
 

 
 
 ３

 
若
年

性
認
知

症
施

策
の

強
化
 

 
 
 
  
 
  

就
労
支

援
を

含
め

た
支

援
等

を
行

う
若

年
性

認
知

症
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー

を

配
置
す
る

な
ど
に

よ
り

、
若

年
性

認
知

症
の

人
の

相
談

支
援

、
関

係
者
の

連
携
の

た
め

の
体
制
整

備
、
居

場
所

づ
く

り
、
就

労
・
社

会
参

加
支

援
等

の
様

々
な
分

野
に
わ

た
る

支
援
を
総

合
的
に

講
じ

て
い

く
こ

と
。
 

 
 
 ４

 
認
知

症
の
人

の
介

護
者

へ
の

支
援
 

 
 
 
  
 
  

地
域
の

実
情

に
応

じ
た

認
知

症
カ

フ
ェ

等
の
設

置
を

推
進

し
、
認

知
症

の
人

の
介

護

者
の
精
神

的
・
身

体
的

負
担

を
軽

減
す

る
観

点
か

ら
の

支
援

や
、
介

護
者
の
生

活
と

介

護
の
両
立

を
支
援

す
る

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
。
 

 
 
 ５

 
認
知

症
の
人

を
含

む
高

齢
者

に
や

さ
し

い
地

域
づ

く
り
 

 
 
 
  
 
  

地
域
で

の
見

守
り

の
体

制
整

備
を

進
め

る
と

と
も

に
、
成

年
後

見
制

度
の
利
用

の
促

進
に
関
す

る
法
律
（

平
成

二
十

八
年

法
律

第
二

十
九

号
。
以

下
「

成
年

後
見
制

度
利
用

促
進
法
」

と
い
う

。
）

に
基

づ
く

権
利

擁
護

の
取

組
の

推
進

、
市

民
後
見

人
の
育

成
・

活
用
、
支

援
体
制

の
整

備
等

を
推

進
す

る
こ

と
。
 

 
 
 ６

 
認
知

症
の
人

や
そ

の
家

族
の

視
点

の
重

視
 

 
 
 
  
 
  

初
期
段

階
の

認
知

症
の

人
の

ニ
ー

ズ
把

握
や

生
き

が
い

支
援

な
ど

、
認

知
症

の
人

や

そ
の
家
族

の
視
点

を
重

視
し

た
取

組
を

進
め

る
こ

と
。
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-
 
1
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-

八
 
高
齢

者
虐
待

の
防

止
等

 
高

齢
者

虐
待

に
つ

い
て

は
、
高

齢
者

虐
待

の
防
止

、
高

齢
者
の
養

護
者
に

対
す
る

支

援
等
に
関

す
る

法
律
（

平
成

十
七

年
法

律
第
百
二

十
四
号

。
以
下
「
高
齢

者
虐

待
防
止

法
」
と
い

う
。
）
が

施
行

さ
れ

た
平

成
十

八
年
度

以
降
、
増
加
傾

向
に
あ

り
、
対

策
が

急
務
と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、
次

に
掲
げ

る
地
方

公
共
団
体

に
お
け

る
高
齢

者
虐

待
防
止
の

体
制

整
備

が
重

要
で

あ
る

。
 

１
 

広
報

・
普

及
啓

発
 

高
齢
者

虐
待

の
対

応
窓

口
と

な
る

部
局
（
相
談

通
報
窓

口
）
の
住

民
へ
の

周
知
徹

底

、
地
方

公
共

団
体

や
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
等

の
関
係

者
へ
の

虐
待
防

止
に
資

す
る

研
修
の
実

施
、
虐

待
防

止
に

関
す

る
制

度
等
に
つ

い
て
の

住
民
へ

の
啓
発

、
介

護
事
業

者
等
へ
の

高
齢

者
虐

待
防

止
法

等
に

つ
い

て
の
周

知
、
地
方
公
共

団
体
独

自
の
対

応
マ

ニ
ュ
ア
ル

等
の

作
成

な
ど

を
行

う
こ

と
。
 

２
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築
 

早
期
発

見
・
見

守
り

、
保

健
医

療
福

祉
サ

ー
ビ
ス

の
介
入

支
援
、
関
係
機

関
介

入
支

援
等
を
図

る
た

め
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

築
す
る

こ
と
。
 

３
 

行
政

機
関

連
携
 

成
年
後

見
制

度
の

市
町

村
長

申
立

て
、
警
察
署

長
に
対

す
る
援
助

要
請
等

、
措

置
を

採
る
た
め

に
必

要
な

居
室

の
確

保
等

に
関

す
る
関

係
行
政

機
関
等

と
の
連

携
、
調
整
を

図
る
こ
と

。
 

４
 

相
談

・
支

援
 

虐
待
を

行
っ

た
養

護
者

に
対

す
る

相
談

、
指
導

又
は
助

言
な
ど
を

行
う
こ

と
。
ま
た

、

発
生
し
た

虐
待

の
要

因
等

を
分

析
し

、
再

発
防
止

へ
取
り

組
む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

養
護
者

に
よ

る
高

齢
者

虐
待

の
主

な
発

生
要
因
に

つ
い
て

は
、
「

虐
待
者

の
介
護

疲

れ
・
介
護

ス
ト

レ
ス

」
、
「

虐
待

者
の

障
害
・
疾
病
」
と
な
っ
て

お
り
、
主
た
る

養
護

者
で
あ
る

家
族

の
不

安
や

悩
み

を
聞

き
助

言
等
を

行
う
相

談
機
能

の
強
化
・
支

援
体
制

の
充
実
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、
地

域
の

実
情
を
踏

ま
え
て

取
り
組

む
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
ま

た
、
養

介
護

施
設

従
事

者
等

に
よ

る
高
齢

者
虐
待

の
主
な

発
生
要

因
に
つ

い
て

は
、
「
教
育

知
識
・
介

護
技

術
等

に
関

す
る
問
題
」
、
「
職
員
の

ス
ト
レ

ス
や
感

情
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
の

問
題

」
と

な
っ

て
お

り
、
介
護

事
業
者

等
に
対
し

て
、
養

介
護

施
設
従

事
者
等
へ

の
研

修
や

ス
ト

レ
ス

対
策

を
適

切
に
行

う
よ
う

求
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。
 

八
 
高
齢

者
虐
待

の
防

止
等

 

高
齢
者
虐

待
に

つ
い

て
は

、
高

齢
者

虐
待

の
防

止
、
高

齢
者

の
養

護
者
に

対
す
る

支

援
等
に
関

す
る
法

律
（

平
成

十
七

年
法

律
第

百
二

十
四

号
。
以

下
「

高
齢

者
虐

待
防
止

法
」
と
い

う
。
）
が

施
行

さ
れ

た
平

成
十

八
年

度
以

降
、
増

加
傾

向
に
あ

り
、
対

策
が

急
務
と
な

っ
て
い

る
。
こ

の
た

め
、
次

に
掲

げ
る

地
方

公
共

団
体

に
お
け

る
高
齢

者
虐

待
防
止
の

体
制
整

備
が

重
要

で
あ

る
。
 

１
 

広
報

・
普
及

啓
発
 

高
齢

者
虐

待
の

対
応

窓
口

と
な

る
部

局
（

相
談

通
報

窓
口

）
の

住
民

へ
の

周
知
徹
底

、

地
方
公
共

団
体
や

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

関
係

者
へ

の
虐

待
防
止

に
資
す

る

研
修
の
実

施
、
虐

待
防

止
に

関
す

る
制

度
等

に
つ

い
て

の
住

民
へ

の
啓
発

、
介

護
事
業

者
等
へ
の

高
齢
者

虐
待

防
止

法
等

に
つ

い
て

の
周

知
、
地

方
公

共
団

体
独

自
の
対

応
マ

ニ
ュ
ア
ル

等
の
作

成
な

ど
を

行
う

こ
と

。
 

２
 

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
構

築
 

早
期
発
見
・
見

守
り

、
保

健
医

療
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

介
入

支
援

、
関

係
機

関
介

入
支

援
等
を
図

る
た
め

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
る

こ
と

。
 

３
 

行
政

機
関
連

携
 

成
年
後
見

制
度

の
市

町
村

長
申

立
て

、
警

察
署

長
に

対
す

る
援

助
要
請
等

、
措

置
を

採
る
た

め
に
必

要
な

居
室

の
確

保
等

に
関

す
る

関
係

行
政

機
関

等
と

の
連

携
、
調
整
を

図
る
こ
と

。
 

４
 

相
談

・
支
援

 

虐
待
を
行

っ
た

養
護

者
に

対
す

る
相

談
、
指

導
又

は
助

言
な

ど
を

行
う
こ

と
。
ま
た

、

発
生
し
た

虐
待
の

要
因

等
を

分
析

し
、

再
発

防
止

へ
取

り
組

む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

養
護
者
に

よ
る

高
齢

者
虐

待
の

主
な

発
生

要
因

に
つ

い
て

は
、
「

虐
待
者

の
介
護

疲

れ
・
介
護

ス
ト
レ

ス
」
、
「

虐
待

者
の

障
害
・
疾

病
」
と

な
っ

て
お
り
、
主
た
る

養
護

者
で
あ
る

家
族
の

不
安

や
悩

み
を

聞
き

助
言

等
を

行
う

相
談

機
能

の
強
化
・
支

援
体
制

の
充
実
が

求
め
ら

れ
て

お
り

、
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

て
取

り
組

む
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
ま

た
、
養

介
護

施
設

従
事

者
等
に

よ
る

高
齢

者
虐

待
の

主
な

発
生

要
因

に
つ

い
て

は
、
「
教
育

知
識
・
介

護
技

術
等

に
関

す
る

問
題

」
、
「

職
員

の
ス
ト
レ

ス
や
感

情
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
の
問

題
」
と

な
っ

て
お

り
、
介

護
事

業
者

等
に

対
し

て
、
養

介
護

施
設
従

事
者
等
へ

の
研
修

や
ス

ト
レ

ス
対

策
を

適
切

に
行

う
よ

う
求

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ

る
。

 

九
 
介
護

サ
ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

 
介

護
保

険
制

度
は

、
利

用
者

の
選

択
を

基
本
と
し

て
お
り

、
利
用

者
の
選

択
を
通

じ

て
サ
ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

が
進

む
こ

と
が

期
待
さ

れ
て
い

る
た
め

、
介

護
サ
ー

ビ
ス
情

報
の
公
表

制
度

は
、
利

用
者

の
選

択
を

通
じ
て
介

護
保
険

の
シ
ス

テ
ム
が

健
全
に

機
能

す
る
た
め

の
基

盤
と

な
る

も
の

で
あ

る
。
 

都
道
府

県
に

お
い

て
は

、
厚

生
労

働
省

が
運
用
し

て
い
る

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
公

表

九
 
介
護

サ
ー
ビ

ス
情

報
の

公
表
 

介
護
保
険

制
度

は
、
利

用
者

の
選

択
を

基
本

と
し

て
お

り
、
利

用
者

の
選

択
を
通

じ

て
サ
ー
ビ

ス
の
質

の
向

上
が

進
む

こ
と

が
期

待
さ

れ
て

い
る

た
め

、
介

護
サ
ー

ビ
ス
情

報
の
公
表

制
度
は

、
利

用
者

の
選

択
を

通
じ

て
介

護
保

険
の

シ
ス

テ
ム
が

健
全
に

機
能

す
る
た
め

の
基
盤

と
な

る
も

の
で

あ
る

。
 

都
道
府
県

に
お

い
て

は
、
厚

生
労

働
省

が
運

用
し

て
い

る
介

護
サ

ー
ビ
ス

情
報
公

表
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-
 
2
0
 
-

シ
ス
テ
ム
（

以
下
「

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

」
と
い

う
。
）
を
通
じ

て
、
各

介
護
事

業
所

・
施
設

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
を

公
表

し
て
い
る

が
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
情

報
の
公

表
制

度
が
適
切

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
必

要
な

人
材

の
養
成

等
の
体
制

整
備
を

図
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
市

町
村

に
お

い
て

は
、
情

報
公

表
シ
ス
テ

ム
が

、
介
護
が

必
要
に

な
っ
た

場

合
に
適
切

な
タ

イ
ミ

ン
グ

で
利

用
者

や
そ

の
家
族

等
に
認

知
さ
れ

る
よ
う

、
要

介
護
認

定
及
び
要

支
援

認
定

の
結

果
通

知
書

に
情

報
公
表

シ
ス
テ

ム
の
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を

記
載
す

る

等
周
知
し

て
い

く
と

と
も

に
、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ
ム

構
築
の

観
点

か
ら
、
高
齢
者

が
住
み
慣

れ
た

地
域

で
の

生
活

を
継

続
し

て
い
く

た
め
に

有
益
な

情
報
と

考
え
ら

れ

る
地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
配

食
や

見
守
り

等
の
生

活
支
援
・
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
の
情
報

に
つ

い
て

主
体

的
に

情
報

収
集

し
た
上

で
、
情
報
公
表

シ
ス
テ

ム
を
活

用
す

る
等
、
情

報
公

表
に

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
あ

わ
せ
て
、
指
定
地

域
密

着
型
サ

ー
ビ
ス
又

は
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー
ビ

ス
に
係

る
事
業

者
が

、
必
要

な
報
告

の
拒
否
等

を
行

い
、
都

道
府

県
知

事
か

ら
そ
の
報

告
等
を

命
ぜ
ら

れ
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、
そ
の

命
令

に
従

わ
な

い
場

合
、
都

道
府
県

か
ら
の

通
知
に
基

づ
い
て

、
当

該
事
業

者
の
指
定

の
取

消
し

又
は

効
力

の
停

止
等

適
切
な

対
応
を

行
う
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
利

用
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

の
指

標
と
し

て
、
同
時
に
、
介
護
人

材
の

確
保

に
向
け
た

取
組

の
一

環
と

し
て

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情
報

の
公
表
制

度
を
活

用
し

、
離
職

率
、
勤

務
時

間
、
シ

フ
ト

体
制

等
と

い
っ

た
介
護

従
事
者

に
関
す

る
情
報

の
公
表

の
推

進
に
努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

シ
ス
テ
ム
（
以
下
「

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）
を

通
じ

て
、
各

介
護
事

業
所

・
施
設

の
介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

を
公

表
し

て
い

る
が

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の
公

表
制

度
が
適
切

に
実
施

さ
れ

る
よ

う
、
必

要
な

人
材

の
養

成
等

の
体

制
整

備
を

図
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
市

町
村

に
お

い
て

は
、
情

報
公

表
シ

ス
テ

ム
が

、
介

護
が

必
要
に

な
っ
た

場

合
に
適
切

な
タ
イ

ミ
ン

グ
で

利
用

者
や

そ
の

家
族

等
に

認
知

さ
れ

る
よ
う

、
要

介
護
認

定
及
び
要

支
援
認

定
の

結
果

通
知

書
に

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

の
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を

記
載
す

る

等
周
知
し

て
い
く

と
と

も
に

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ
ム

構
築

の
観

点
か

ら
、
高

齢
者

が
住
み
慣

れ
た
地

域
で

の
生

活
を

継
続

し
て

い
く

た
め

に
有

益
な

情
報
と

考
え
ら

れ

る
地
域
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

配
食

や
見

守
り

等
の

生
活

支
援
・
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
の
情
報

に
つ
い

て
主

体
的

に
情

報
収

集
し

た
上

で
、
情

報
公

表
シ

ス
テ

ム
を
活

用
す

る
等
、
情

報
公

表
に

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
あ

わ
せ

て
、
指

定
地

域
密

着
型

サ

ー
ビ
ス
又

は
指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

事
業

者
が

、
必
要

な
報
告

の
拒
否
等

を
行
い

、
都

道
府

県
知

事
か

ら
そ

の
報

告
等

を
命

ぜ
ら

れ
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、
そ
の

命
令

に
従

わ
な

い
場

合
、
都

道
府

県
か

ら
の

通
知

に
基

づ
い
て

、
当

該
事
業

者
の
指
定

の
取
消

し
又

は
効

力
の

停
止

等
適

切
な

対
応

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
利

用
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

の
指

標
と

し
て

、
同

時
に

、
介

護
人

材
の

確
保

に
向
け
た

取
組
の

一
環

と
し

て
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

制
度
を
活

用
し

、
離
職

率
、
勤

務
時
間

、
シ

フ
ト

体
制

等
と

い
っ

た
介

護
従

事
者

に
関

す
る

情
報

の
公
表

の
推

進
に
努
め

る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
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-
 
2
1
 
-

十
 
効
果

的
・
効

率
的

な
介

護
給

付
の

推
進

 
二

千
二

十
五

年
や

、
二

千
四

十
年

も
見

据
え
つ
つ

、
引

き
続
き
、
高
齢
者

が
そ

の
有

す
る
能
力

に
応

じ
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む
こ

と
が
で

き
る
よ

う
支
援

す
る
こ

と

や
、
要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

、
要

介
護
状

態
等
の
軽

減
・
悪

化
の

防
止
と

い
っ
た
介

護
保

険
制

度
の

理
念

を
堅

持
し

、
質

が
高
く

必
要
な
サ

ー
ビ
ス

を
提
供

し
て

い
く
と
同

時
に

、
財

源
と

人
材

を
よ

り
重

点
的
・
効
率

的
に
活
用

す
る
仕

組
み
を

構
築

す
る
こ
と

に
よ

り
、
介

護
保

険
制

度
の

持
続
可
能

性
を
確

保
し
て

い
く
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。
 

  

効
果
的
・
効

率
的

な
介

護
給

付
を

推
進

す
る
た
め

に
は

、
介
護
給

付
を
必

要
と
す

る

受
給
者
を

適
切

に
認

定
し

、
受

給
者

が
真

に
必
要

と
す
る

過
不
足

の
な
い

サ
ー
ビ

ス
を

、
事
業

者
が

適
切

に
提

供
す

る
よ

う
促

す
こ

と
が

重
要
で

あ
り
、
こ
れ

に
よ
り

適
切
な

サ
ー
ビ
ス

提
供

の
確

保
と

そ
の

結
果

と
し

て
の
費

用
の
効

率
化
を

通
じ
た

介
護
給

付

の
適
正
化

を
図

る
こ

と
が

、
介

護
保

険
制

度
の
信

頼
感
を

高
め
、
持
続

可
能
な

介
護
保

険
制
度
の

構
築

に
資

す
る

も
の

で
あ

り
、
保
険

者
で
あ

る
市
町
村

及
び
都

道
府
県

に
お

け
る
た
ゆ

ま
ぬ

努
力

が
重

要
で

あ
る

。
 

都
道
府

県
は

、
市

町
村

等
の

関
係

者
か

ら
幅
広
く

意
見
及

び
事
情

を
聴
取

し
、
介
護

給
付
の
適

正
化

を
推

進
す

る
た

め
の

方
策

を
定
め

る
と
と

も
に
、
必
要

に
応
じ

て
市
町

村
に
対
し

、
実

施
上

の
技

術
的

事
項

に
つ

い
て
必

要
な
助

言
を
す

る
こ
と

に
よ
り

、
介

護
給
付
の

適
正

化
事

業
の

一
層

の
推

進
に

取
り
組

む
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
市

町
村

は
、
地

域
の

実
情

や
こ

れ
ま
で
の

介
護
給

付
の
適

正
化
の

取
組
を

踏

ま
え
、
実

施
す

る
具

体
的

な
取

組
の

内
容

及
び
実

施
方
法

と
そ
の

目
標
等

を
定
め

る
と

と
も
に
、

都
道

府
県

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合
会

（
以
下

「
国
保

連
合
会

」
と
い

う
。

）
の
適

正
化

シ
ス

テ
ム

等
を

活
用

し
な

が
ら

、
都
道
府

県
と
協
力

し
て
一

層
の
推

進
に

取
り
組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
こ

の
よ

う
な

観
点

も
踏

ま
え

、
第
八
期

か
ら
の

調
整
交
付

金
の
算

定
に
当

た

っ
て
は

、
介

護
給

付
の

適
正

化
事

業
の

取
組
状
況

を
勘
案

す
る
こ

と
と
し

た
と
こ

ろ
で

あ
る
。
 

十
 
効
果

的
・
効

率
的

な
介

護
給

付
の

推
進
 

い
わ
ゆ
る

団
塊

の
世

代
全

て
が

七
十

五
歳

以
上

と
な

る
二

千
二

十
五

年
（

平
成

三
十

七
年
）
や

、
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
が

六
十

五
歳

以
上

と
な

り
、
高

齢
者
数

が
ピ
ー

ク
を

迎
え
る
二

千
四
十

二
年
（

平
成

五
十

四
年

）
も

見
据

え
つ

つ
、
引

き
続

き
、
高

齢
者

が

そ
の
有
す

る
能
力

に
応

じ
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る
よ

う
支
援

す

る
こ
と
や

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
、
要

介
護

状
態

等
の
軽

減
・
悪
化
の

防
止
と
い

っ
た
介

護
保

険
制

度
の

理
念

を
堅

持
し

、
質

が
高

く
必

要
な
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
し
て
い

く
と
同

時
に

、
財

源
と

人
材

を
よ

り
重

点
的
・
効

率
的

に
活
用

す
る
仕

組
み

を
構
築
す

る
こ
と

に
よ

り
、
介

護
保

険
制

度
の

持
続

可
能

性
を

確
保

し
て

い
く

こ
と

が

重
要
で
あ

る
。

 

効
果
的
・
効
率

的
な

介
護

給
付

を
推

進
す

る
た

め
に

は
、
介

護
給

付
を
必

要
と
す

る

受
給
者
を

適
切
に

認
定

し
、
受

給
者

が
真

に
必

要
と

す
る

過
不

足
の

な
い

サ
ー
ビ

ス
を

、
事
業

者
が
適

切
に

提
供

す
る

よ
う

促
す

こ
と

が
重
要

で
あ

り
、
こ

れ
に

よ
り

適
切

な

サ
ー
ビ
ス

提
供
の

確
保

と
そ

の
結

果
と

し
て

の
費

用
の

効
率

化
を

通
じ
た

介
護
給

付

の
適
正
化

を
図
る

こ
と

が
、
介

護
保

険
制

度
の

信
頼

感
を

高
め

、
持

続
可
能
な

介
護
保

険
制
度
の

構
築
に

資
す

る
も

の
で

あ
り

、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

及
び
都

道
府
県

に
お

け
る
た
ゆ

ま
ぬ
努

力
が

重
要

で
あ

る
。
 

都
道
府
県

は
、
市

町
村

等
の

関
係

者
か

ら
幅

広
く

意
見

及
び

事
情

を
聴
取

し
、
介
護

給
付
の
適

正
化
を

推
進

す
る

た
め

の
方

策
を

定
め

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

て
市

町

村
に
対
し

、
実

施
上

の
技

術
的

事
項

に
つ

い
て

必
要

な
助

言
を

す
る
こ
と

に
よ
り

、
介

護
給
付
の

適
正
化

事
業

の
一

層
の

推
進

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
市
町
村

は
、
地

域
の

実
情

や
こ

れ
ま

で
の

介
護

給
付

の
適

正
化

の
取
組
を

踏

ま
え
、
実
施
す

る
具

体
的

な
取

組
の

内
容

及
び

実
施

方
法

と
そ

の
目

標
等

を
定
め

る
と

と
も
に
、

都
道
府

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

（
以

下
「

国
保

連
合
会

」
と
い

う
。

）
の
適

正
化
シ

ス
テ

ム
等

を
活

用
し

な
が

ら
、
都

道
府

県
と

協
力

し
て
一

層
の
推

進
に

取
り
組
む

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

十
一
 
都

道
府
県

に
よ

る
市

町
村

支
援
並

び
に

都
道
府
県
、
市
町

村
間
及

び
市
町

村
相
互

間

の
連
携

 
都

道
府

県
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

介
護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
を
提

供
す
る

体

制
の
確
保

及
び

地
域

支
援

事
業

の
実

施
に

関
す
る

市
町
村

の
方
針

を
尊
重

し
な
が

ら
、

市
町
村
へ

の
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

や
認

知
症
施

策
、
地

域
ケ
ア

会
議
の

実
施

等
地
域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

へ
向

け
た
取

組
の
支

援
、
広

域
的
観

点
か
ら

の
介

護
給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び

地
域

支
援

事
業
の

需
要
の

把
握
、
地
域

密
着
型

介
護
老

人
福
祉
施

設
又

は
指

定
介

護
老

人
福

祉
施

設
へ
の

入
所
を

必
要
と

す
る
高

齢
者
の

状

十
一

 
都

道
府
県

に
よ

る
市

町
村

支
援

等
 

 
 
 
  
  

都
道
府
県

は
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を
提

供
す
る

体

制
の
確
保

及
び
地

域
支

援
事

業
の

実
施

に
関

す
る

市
町

村
の

方
針

を
尊
重

し
な
が

ら
、

市
町
村
へ

の
在
宅

医
療
・
介

護
連

携
の

推
進

や
認

知
症

施
策

、
地

域
ケ
ア

会
議
の

実
施

等
地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
へ

向
け

た
取

組
の

支
援

、
広

域
的
観

点
か
ら

の
介

護
給
付
等

対
象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

需
要

の
把

握
、
地

域
密
着
型

介
護
老

人
福
祉
施

設
又
は

指
定

介
護

老
人

福
祉

施
設

へ
の

入
所

を
必

要
と

す
る
高

齢
者
の

状
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-
 
2
2
 
-

況
の
把
握

、
療

養
病

床
（

医
療

法
第

七
条

第
二
項

第
四
号

に
規
定

す
る
療

養
病
床

を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
を

有
す

る
医

療
機

関
に
入
院

し
て
い

る
高
齢

者
の
実

態
及
び

療
養

病
床
を
有

す
る

医
療

機
関

の
介

護
保

険
施

設
等
へ

の
転
換

の
予
定

等
に
関

す
る
調

査

の
実
施

、
介

護
人

材
の

確
保

や
生

産
性

向
上
の
取

組
に
関

す
る
市

町
村
と

の
連
携

や
支

援
、
複

数
の

市
町

村
に

よ
る

広
域

的
取

組
に

対
す

る
協
力

等
に
よ

り
、
市
町
村

に
お
け

る
介
護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
体
制

の
確
保

及
び
地

域
支
援

事
業
の

実

施
等
を
支

援
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

平
成
二

十
九

年
の

法
改

正
で

は
、
市

町
村
の
保

険
者
機

能
の
強
化

を
図
る

と
と
も

に

、
国
と

都
道

府
県

に
よ

る
重

層
的

な
支

援
を

行
う

た
め

、
都
道
府

県
に
よ

る
市
町

村
支

援
を
法
律

上
に

位
置

付
け

、
明

確
に

し
た

と
こ
ろ

で
あ
る

。
ま
た

、
こ
の

一
環

と
し
て

、
市
町

村
や

都
道

府
県

の
自

立
支

援
、
重

度
化

防
止
等

に
関
す
る

取
組
を

評
価
指

標
の

達
成
状
況

に
応

じ
て

支
援

す
る

交
付

金
と

し
て
保

険
者
機

能
強
化

推
進
交

付
金

を
創

設
し
、
ま

た
、
令

和
二

年
度

か
ら

は
さ

ら
に
介
護

保
険
保

険
者
努

力
支
援

交
付
金

を
創

設
し
て
そ

の
拡

充
を

図
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。
都
道
府

県
が
市
町

村
を
支

援
す
る

に
当

た
っ
て
は

、
こ

れ
ら
交

付
金

の
管

内
市

町
村
に
係

る
評
価

結
果
を

活
用
し

、
小

規
模
市

町
村
を
は

じ
め

、
市

町
村

の
取

組
状

況
を

踏
ま
え

た
き
め

細
か
い

支
援
を

行
い

、
地
域

全
体
の
底

上
げ

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

さ
ら
に

、
介

護
保

険
制

度
へ

の
信

頼
を

維
持
し
て

い
く
観

点
か
ら

も
、
介
護
給

付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
（

介
護

給
付

又
は

予
防

給
付
に
係

る
居
宅

サ
ー
ビ

ス
等
の

う
ち

、
指
定

地
域
密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
指

定
地

域
密

着
型
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
を
除

い
た
も

の

を
い
う
。
）
を

提
供

す
る

事
業

者
に

つ
い

て
、
利
用
者

か
ら
良
質

な
事
業

者
が
選

択
さ

れ
る
よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、
悪

質
な

事
業
者
に

は
厳
格

に
対
応

し
て
い

く
こ
と

が
必

要
で
あ
る

こ
と

か
ら

、
事

業
者

の
指

導
監

督
等
に

つ
い
て

は
、
都

道
府
県

と
保
険

者
で

あ
る
市
町

村
が

十
分

に
連

携
を

し
て

、
対

応
し
て

い
く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

市
町
村

相
互

間
の

連
携

に
関

し
て

は
、
地
域
の

資
源
を

有
効
に
活

用
す
る

た
め
に

も

、
地
域
の

実
情

に
応

じ
て

、
近

隣
の

市
町

村
と
連

携
し
て

在
宅
医

療
・
介

護
連

携
や
介

護
予
防
の

推
進

、
認

知
症

施
策

や
生

活
支

援
・
介
護
予

防
サ
ー
ビ

ス
の
充

実
等
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
取

り
組

む
と

と
も
に

、
要

介
護
者
等

の
実
態

に
関
す

る
調

査
の
共
同

実
施

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
の

共
同
作

成
、
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー

ビ
ス
の
共

同
利

用
等

の
広

域
的

取
組

を
推

進
す
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
そ
の

際
、
複

数
の
市
町

村
に

よ
る

広
域

的
取

組
が

各
市

町
村
の

責
任
を

不
明
確

に
し
な

い
よ
う

留

意
す
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

業
務
の

効
率

化
の

取
組

に
お

い
て

も
都

道
府
県
に

よ
る
市

町
村
支

援
並
び

に
都
道

府
県
、
市

町
村

及
び

市
町

村
相

互
間

の
連

携
が
重

要
で

あ
り
、
好

事
例
の

展
開
や

地
域

で
共
同
し

た
取

組
等

に
よ

り
、
介

護
現

場
に
お
け

る
I
CT

の
活
用

等
や
介

護
分
野

の
文

書
に
係
る

負
担

軽
減

の
取

組
等

を
進

め
、
介

護
事
業
者

及
び
自
治

体
の
業

務
効
率

化
に

取
り
組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

況
の
把
握

、
療

養
病

床
（

医
療

法
第

七
条

第
二

項
第

四
号

に
規

定
す

る
療

養
病
床

を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
を

有
す

る
医

療
機

関
に

入
院

し
て
い

る
高

齢
者

の
実

態
及

び
療

養

病
床
を
有

す
る
医

療
機

関
の

介
護

保
険

施
設

等
へ

の
転

換
の

予
定

等
に
関

す
る
調

査

の
実
施

、
複
数

の
市

町
村

に
よ

る
広

域
的

取
組

に
対

す
る

協
力

等
に
よ
り

、
市

町
村
に

お
け
る
介

護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

体
制

の
確

保
及

び
地
域

支
援
事

業

の
実
施
を

支
援
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
  

 ま
た
、
平
成

二
十

九
年

の
法

改
正

で
は

、
市

町
村

の
保

険
者

機
能

の
強

化
を
図
る

と

と
も
に

、
国
と

都
道

府
県

に
よ

る
重

層
的

な
支

援
を

行
う

た
め

、
都

道
府
県
に

よ
る
市

町
村
支
援

を
法
律

上
に

位
置

付
け

、
明

確
に

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

 
 
 
  
  

 

      

さ
ら
に

、
介
護

保
険

制
度

へ
の
信

頼
を

維
持

し
て

い
く

観
点

か
ら

も
、
介

護
給

付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
を

提
供

す
る

事
業

者
に

つ
い

て
、
利

用
者

か
ら

良
質

な
事

業
者
が

選
択

さ
れ
る
よ

う
に
す

る
と

と
も

に
、
悪

質
な

事
業

者
に

は
厳

格
に

対
応

し
て

い
く
こ

と
が

必
要
で
あ

る
こ
と

か
ら

、
事

業
者

の
指

導
監

督
等

に
つ

い
て

は
、
都

道
府
県
と

保
険
者

で
あ
る
市

町
村
が

十
分

に
連

携
を

し
て

、
対

応
し

て
い

く
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
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-
 
2
3
 
-

 
 

十
二

 
市

町
村
相

互
間

の
連

携
 

介
護
保
険

事
業

の
運

営
主

体
で

あ
る

市
町

村
は

、
住

民
に

最
も

身
近

な
基

礎
的
な

地

方
公
共
団

体
と
し

て
、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

水
準

の
向
上

を
図

る
責
務
を

有
す
る

が
、
地

域
の

資
源

を
有

効
に

活
用

す
る

た
め
に

も
、
地

域
の

実
情

に

応
じ
て
、

近
隣
の

市
町

村
と

連
携

し
て

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
や

介
護
予

防
の
推

進
、

認
知
症
施

策
や
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

等
地

域
包

括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム

の
構
築
に

取
り
組

む
と

と
も

に
、

要
介

護
者

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査
の

共
同
実

施
、

市
町
村
介

護
保
険

事
業

計
画

の
共

同
作

成
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
共
同

利
用

等
の
広
域

的
取
組

を
推

進
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
複

数

の
市
町
村

に
よ
る

広
域

的
取

組
が

各
市

町
村

の
責

任
を

不
明

確
に

し
な
い

よ
う
留

意

す
る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
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-
 
2
4
 
-

十
二
 
介

護
保
険

制
度

の
立

案
及

び
運

用
に

関
す

る
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル

の
推
進

 
高

齢
者

の
自
立

支
援

や
重

度
化

防
止

の
取

組
を
推

進
す
る

た
め
に

は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク
ル
を

活
用

し
て

市
町

村
の

保
険

者
機

能
及
び

都
道
府

県
の
保

険
者
支

援
の
機

能

を
強
化
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

の
た
め
、
平
成
二
十

九
年
の

法
改
正

に
よ

り
、
市
町
村

及
び

都
道

府
県

が
、
地

域
課

題
を
分
析

し
、
地
域
の

実
情
に

則
し
て
、
高

齢
者
の
自

立
支

援
や

重
度

化
防

止
の

取
組

に
関
す

る
目
標

を
計
画

に
記
載

す
る
と

と

も
に
、
目

標
に

対
す

る
実

績
評

価
を

行
う

こ
と
及

び
評
価

結
果
を

公
表
す

る
よ
う

努
め

る
こ
と
が

定
め

ら
れ

た
。
あ

わ
せ

て
、
当

該
実

績
評
価

に
つ
い
て

は
、
市

町
村

は
都
道

府
県
に
結

果
を

報
告

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
は
管

内
市
町
村

に
係
る

評
価
結

果
と

併
せ
て
厚

生
労

働
大

臣
に

結
果

を
報

告
す

る
こ
と

と
さ
れ

た
。
 

厚
生
労

働
省
（

地
方

厚
生
（

支
）
局

を
含

む
。
）
に
お

い
て
は
、
こ
う
し

た
仕
組

み

も
活
用
し

、
報

告
さ

れ
た

市
町

村
及

び
都

道
府
県

に
お
け

る
実
績

評
価

や
、
保

険
者
機

能
強
化
推

進
交

付
金

等
の

評
価

結
果
も

含
む
地
方

公
共
団

体
の
取

組
状
況

の
分
析

や

好
事
例
の

横
展

開
、
デ

ー
タ

を
有

効
活

用
す
る
た

め
の
環

境
整
備

を
行
う

な
ど

Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク

ル
を

通
じ

て
、
よ

り
効

果
的

な
市
町
村

及
び
都

道
府
県

に
対
す

る
支
援

策
等

を
検
討
し

、
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

と
す
る

。
都

道
府
県
に

お
い
て

は
、
市
町
村

に
お
け
る

高
齢

者
の

自
立

支
援

や
重

度
化

防
止
の

取
組
の

地
域
差

に
つ
い

て
、
要
因
分

析
を
行
い

、
支

援
を

確
実

に
行

う
こ

と
が

必
要
で

あ
り

、
市
町
村

が
目
指

す
べ
き

こ
と

、

取
り
組
む

べ
き

こ
と

を
示

す
と

と
も

に
、
小

規
模
自
治

体
を
は
じ

め
、
市
町
村

へ
の
き

め
細
か
い

支
援

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

十
三

 
介

護
保
険

制
度

の
立

案
及

び
運

用
に

関
す

る
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
の

推
進
 

高
齢
者
の

自
立

支
援

や
重

度
化

防
止

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

に
は

、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク
ル
を

活
用
し

て
市

町
村

の
保

険
者

機
能

及
び

都
道

府
県

の
保

険
者
支

援
の
機

能

を
強
化
し

て
い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
平

成
二

十
九

年
の

法
改
正

に
よ

り
、
市
町
村

及
び

都
道

府
県

が
、
地

域
課

題
を

分
析

し
、
地

域
の

実
情
に

則
し
て
、
高

齢
者
の
自

立
支
援

や
重

度
化

防
止

の
取

組
に

関
す

る
目

標
を

計
画

に
記

載
す

る
と

と

も
に
、
目
標
に

対
す

る
実

績
評

価
を

行
う

こ
と

及
び

評
価

結
果

を
公

表
す

る
よ
う

努
め

る
こ
と
が

定
め
ら

れ
た

。
あ

わ
せ

て
、
当

該
実

績
評

価
に

つ
い

て
は
、
市

町
村

は
都
道

府
県
に
結

果
を
報

告
す

る
と

と
も

に
、
都

道
府

県
は

管
内

市
町

村
に

係
る

評
価
結

果
と

併
せ
て
厚

生
労
働

大
臣

に
結

果
を

報
告

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。
 

厚
生
労
働

省
（

地
方

厚
生
（

支
）
局

を
含

む
。
）
に

お
い

て
は

、
こ
う
し

た
仕
組

み

も
活
用
し

、
報

告
さ

れ
た

市
町

村
及

び
都

道
府

県
に

お
け

る
実

績
評

価
も

含
む
地

方
公

共
団
体
の

取
組
状

況
を

分
析

し
、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

通
じ

て
、
よ

り
効

果
的

な
市

町
村
及
び

都
道
府

県
に

対
す

る
支

援
策

等
を

検
討

し
、
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

と

す
る
。

 
 
 
 
 

十
三
 
保

険
者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

等
の

活
用
 

高
齢
化

が
進

展
し

、
総

人
口
・
現

役
世

代
人
口
が

減
少
す

る
中
で

、
地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス
テ
ム

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
制

度
の

持
続
可
能

性
を
維
持

す
る
た

め
、
保
険
者

機
能
を
強

化
す

べ
く

、
平

成
二

十
九

年
の

法
改
正

に
よ
り

、
保
険

者
が
地

域
の
課

題
を

分
析
し
て

、
自

立
支

援
、

重
度

化
防

止
に

取
り
組

む
こ
と

が
制
度

化
さ
れ

た
。

 

こ
れ
を

受
け

て
、
平

成
三

十
年

度
よ

り
市

町
村
や

都
道
府

県
の
様

々
な
取

組
の
達

成

状
況
を
評

価
で

き
る

よ
う

客
観

的
な

指
標

を
設
定

し
、
市
町
村
や

都
道
府

県
の
高

齢
者

の
自
立
支

援
、
重

度
化

防
止

等
に

関
す

る
取

組
を

推
進
す

る
た
め

の
保
険

者
機
能

強
化

推
進
交
付

金
が

創
設

さ
れ

た
。
 

ま
た
、
令

和
二

年
度

に
は

、
保

険
者

に
よ

る
介
護

予
防
及

び
重
度

化
防
止

に
関
す

る

取
組
に
つ

い
て

更
な

る
推

進
を

図
る

た
め

、
新

た
な
予

防
・
健
康

づ
く
り

に
資
す

る
取

組
に
重
点

化
し

た
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援
交

付
金
が

創
設
さ

れ
た
。

 

こ
う
し

た
仕

組
み

に
よ

り
、
市

町
村

及
び

都
道
府

県
に
お

い
て
、
地
域

課
題
へ

の
問

題
意
識
が

高
ま

り
、
地

域
の

特
性

に
応

じ
た
様
々

な
取
組

が
進
め

ら
れ
て

い
く
と

と
も

に
、
こ

う
し

た
取

組
が

自
治

体
の

間
で

共
有
さ
れ

、
よ

り
効
果
的

な
取
組

に
発
展

さ
れ

て
い
く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。
 

都
道
府

県
及

び
市

町
村

に
お

い
て

は
、
保
険

者
機
能
強

化
推
進
交

付
金
等

を
活
用

し

（
新
設
）
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-
 
2
5
 
-

て
、
高

齢
者

の
自

立
支

援
・
重
度

化
防

止
等

に
向

け
た
必

要
な
取

組
を
進

め
る
と

と
も

に
、
新

た
な

事
業

へ
の

積
極

的
な

展
開

を
含
め
て

、
各

種
取
組
の

一
層
の

強
化
を

図
る

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
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-
 
2
6
 
-

十
四
 
災

害
・
感

染
症

対
策

に
係

る
体

制
整

備
 

近
年
の

災
害

の
発

生
状

況
や

、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感

染
症
の

流
行
を

踏
ま
え

、

都
道
府
県

及
び

市
町

村
に

お
い

て
は

、
次

の
取
組

を
行
う

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

１
 
介
護

事
業

所
等

と
連

携
し

防
災

や
感

染
症
対

策
に
つ

い
て
の

周
知
啓

発
、
研

修
、

訓
練
を

実
施

す
る

こ
と

 

２
 
関
係

部
局

と
連

携
し

て
、
介

護
事

業
所
等

に
お
け
る

災
害
や

感
染
症

の
発
生

時
に

必
要
な

物
資
に

つ
い

て
の

備
蓄
・
調

達
・
輸
送

体
制

を
あ
ら
か
じ

め
整
備

す
る
こ

と
 

３
 
都
道

府
県

、
市

町
村

、
関

係
団

体
が

連
携
し

た
災

害
・
感

染
症

発
生

時
の

支
援

・

応
援
体

制
を

構
築

す
る

こ
と
 

な
お
、
平

時
か

ら
I
CT

を
活

用
し

た
会

議
の
実
施

等
に
よ

る
業
務

の
オ
ン

ラ
イ
ン

化

を
推
進
す

る
こ

と
は

、
災

害
・

感
染

症
対

策
と
し

て
も
重

要
で
あ

る
。

 

（
新
設
）

 

第
二
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

作
成

に
関

す
る
事

項
 

一
 
市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

関
す

る
基
本

的
事
項

 
１

 
基

本
理

念
、

達
成

し
よ

う
と

す
る

目
的

及
び

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
特

色
の

明
確

化
、
施
策

の
達

成
状

況
の

評
価

等
 

今
後
、
大

都
市

や
そ

の
周

辺
都

市
、
地

方
都

市
、
中
山

間
地
域
等
、
地
域
に

よ
っ
て

高
齢

化
の

状
況

及
び

そ
れ

に
伴

う
介

護
需

要
も

異
な

っ
て

く
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た
め
、
各

市
町

村
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域
が

目
指
す
べ

き
方
向

性
を
明

確
に

し
、
地

域
の

特
性

を
活

か
し

た
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム

を
深
化
・
推

進
し
て

い
く
こ

と
が
求
め

ら
れ

て
い

る
。
 

こ
の
た

め
、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

は
、
介
護

保
険
制

度
の
基
本

的
理
念

や
介
護

報

酬
の
内
容

を
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、
各

々
の
市

町
村
に

お
け
る
地

域
的
条

件
や
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ

ム
の

深
化
・
推

進
の

た
め

の
地
域

づ
く
り

の
方
向

性
を
勘

案
し
て

、
第

一
の
趣
旨

に
沿

っ
た

基
本

理
念

を
定

め
、
達
成

し
よ
う

と
す
る
目

的
及
び

地
域
の

実
情

に
応

じ
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
特

色
を

明
確

に
し

た
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
を
作

成
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

具
体
的

に
は

、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

に
お
い
て

は
、
①
そ
れ
ぞ

れ
の
地

域
の
実

態

把
握
・
課

題
分

析
を

行
い

、
②

実
態

把
握
・
課
題
分

析
を
踏

ま
え
、
地
域
に

お
け
る

共

通
の
目
標

を
設

定
し

、
関

係
者

間
で

共
有

す
る
と

と
も
に

、
そ
の

達
成
に

向
け
た

具
体

的
な
計
画

を
作

成
し

、
③

こ
の

計
画

に
基

づ
き

、
地
域

の
介
護
資

源
の
発

掘
や
基

盤
整

備
、
多
職

種
連

携
の

推
進

、
効

率
的

な
サ

ー
ビ
ス

提
供
も

含
め
、
自
立
支

援
や

介
護
予

防
に
向
け

た
様

々
な

取
組

を
推

進
し

て
、
④
こ

れ
ら
の

様
々
な
取

組
の
実

績
を
評

価
し

た
上
で

、
計

画
に

つ
い

て
必

要
な

見
直

し
を
行
う

、
と

い
う
取
組

を
繰
り

返
し
行

い
保

険
者
機
能

を
強

化
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
こ

の
目

標
及

び
施

策
を

地
域

の
実

情
に
即

し
た
実

効
性
の

あ
る
内

容
の
も

の

と
す
る
た

め
に

は
、
定

期
的

に
施

策
の

実
施
状
況

や
目
標

の
達
成

状
況
に

関
す
る

調
査

、
分
析
及

び
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
に

つ
い
て

公
表
し

、
地
域

住
民
等

を
含
め

て
周

第
二

 
市

町
村
介

護
保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

関
す

る
事

項
 

 
 
一
 
市

町
村
介

護
保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

関
す

る
基

本
的

事
項
 

 
 
 
 １

 
基
本
理

念
、
達

成
し

よ
う

と
す

る
目

的
及

び
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

特
色
の
明

確
化

、
施
策
の

達
成
状

況
の

評
価

等
 

 
 
 
  
 
  

今
後
、
大

都
市

や
そ

の
周

辺
都

市
、
地

方
都

市
、
中

山
間

地
域

等
、
地
域

に
よ
っ

て

高
齢

化
の

状
況

及
び

そ
れ

に
伴

う
介

護
需

要
も

異
な

っ
て

く
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た
め
、
各
市
町

村
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

が
目

指
す

べ
き
方
向

性
を
明

確
に

し
、
地

域
の
特

性
を

活
か

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
深

化
・
推

進
し
て

い
く

こ

と
が
求
め

ら
れ
て

い
る

。
 

 
 
 
  
 
  

こ
の
た

め
、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

は
、
介

護
保

険
制

度
の

基
本

的
理

念
を
踏

ま
え

る
と
と
も

に
、
各

々
の

市
町

村
に

お
け

る
地

域
的

条
件

や
地

域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
の

深
化
・
推
進
の

た
め

の
地

域
づ

く
り

の
方

向
性

を
勘

案
し

て
、
第

一
の
趣

旨
に

沿
っ

た

基
本
理
念

を
定
め

、
達

成
し

よ
う

と
す

る
目

的
及

び
地

域
の

実
情

に
応
じ

た
地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
特

色
を

明
確

に
し

た
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
 

 
 
 
  
 
  

具
体
的

に
は

、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

に
お

い
て

は
、
①

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
の

実
態

把
握
・
課
題

分
析

を
行

い
、
②
実

態
把

握
・
課

題
分

析
を

踏
ま

え
、
地

域
に

お
け

る
共

通
の
目
標

を
設
定

し
、
関

係
者

間
で

共
有

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
達

成
に

向
け
た

具
体

的
な
計
画

を
作
成

し
、
③

こ
の

計
画

に
基

づ
き

、
地

域
の

介
護

資
源

の
発

掘
や

基
盤

整

備
、
多

職
種
連

携
の

推
進

、
効

率
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
も

含
め

、
自

立
支
援
や

介
護
予

防
に
向
け

た
様
々

な
取

組
を

推
進

し
て

、
④

こ
れ

ら
の

様
々

な
取

組
の

実
績

を
評

価
し

た
上
で

、
計
画

に
つ

い
て

必
要

な
見

直
し

を
行

う
、
と

い
う

取
組

を
繰
り

返
し
行

い
保

険
者
機
能

を
強
化

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
こ
の
目

標
及

び
施

策
を

地
域

の
実

情
に

即
し

た
実

効
性

の
あ

る
内

容
の
も

の

と
す
る
た

め
に
は

、
定

期
的

に
施

策
の

実
施

状
況

や
目

標
の

達
成

状
況
に

関
す
る

調
査

、
分
析
及

び
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
公

表
し

、
地

域
住
民
等

を
含
め

て
周
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-
 
2
7
 
-

知
し
て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

知
し
て
い

く
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

２
 
要
介

護
者

等
地

域
の

実
態

の
把

握
 

市
町
村

は
、

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の
策
定

に
当
た

り
、
次

の
取
組

に
よ
り

、

現
状

を
も

と
に

将
来

の
人

口
構

造
の

変
化

等
に

よ
り

見
込

ん
だ

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の
量
に

加
え

、
こ

れ
に

施
策

を
反

映
す

る
た
め

、
介

護
保
険
事

業
計
画

作
成
委

員
会

等
の
場
に

お
い

て
、
地

域
ケ

ア
会

議
や

生
活

支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー
（
地
域

支
え
合

い
推
進
員

）
及

び
協

議
体
、
就

労
的

活
動

支
援
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
タ

ー
（
就

労
的

活
動
支

援
員
）
の
活

動
に

よ
り

把
握

さ
れ

た
地

域
課
題
や

(三
)に

掲
げ
る

調
査
の

結
果
等

に
基

づ
き
、
幅

広
い

地
域

の
関

係
者

に
お

い
て

十
分
な

議
論
を

行
い
、
議
論

を
通
じ

て
地
域

の
関
係
者

の
共

通
理

解
を

形
成

し
な

が
ら

、
市

町
村
介

護
保
険
事

業
計
画

を
作
成

す
る

よ
う
に
努

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

そ
の
際

、
二

千
四

十
年

ま
で

の
保

険
者

ご
と
の
介

護
サ
ー

ビ
ス
利

用
者
数

を
推
計

す

る
と
、
ピ

ー
ク

を
過

ぎ
減

少
に

転
じ

る
保

険
者
も

あ
る
一

方
、
都

市
部
を

中
心
に

二
千

四
十
年
ま

で
増

え
続

け
る

保
険

者
も

多
い

こ
と
か

ら
、
こ
う
し
た

状
況
を

見
据
え

、
各

市
町
村
に

お
け

る
中

長
期

的
な

人
口

構
造

の
変
化

の
見
通

し
等
を

勘
案
し

て
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
。

 

 
 

２
 
要
介

護
者
等

地
域

の
実

態
の

把
握
 

市
町
村
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
策

定
に

当
た

り
、

次
の

取
組

に
よ
り

、

現
状

を
も

と
に

将
来

の
人

口
構

造
の

変
化

等
に

よ
り

見
込

ん
だ

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の
量
に

加
え

、
こ

れ
に

施
策

を
反

映
す

る
た

め
、
介

護
保

険
事

業
計
画

作
成
委

員
会

等
の
場
に

お
い
て

、
地

域
ケ

ア
会

議
や

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

地
域

支
え

合

い
推
進
員

）
及

び
協

議
体

の
活

動
に

よ
り

把
握

さ
れ

た
地

域
課

題
や
(
三

)
に

掲
げ

る
調

査
の
結
果

等
に
基

づ
き

、
幅

広
い

地
域

の
関

係
者

に
お

い
て

十
分

な
議
論

を
行
い

、
議

論
を
通
じ

て
地
域

の
関

係
者

の
共

通
理

解
を

形
成

し
な

が
ら

、
市

町
村
介

護
保
険

事
業

計
画
を
作

成
す
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
一

) 
被

保
険

者
の

現
状

と
見

込
み
 

市
町
村

は
、
自

ら
が

有
す

る
人

口
推

計
や

各
種
人

口
統
計

等
を
活

用
し

、
市
町

村
介

護
保
険
事

業
計

画
作

成
時

に
お

け
る

人
口

構
造

、
被
保

険
者
数
、
要
介
護

者
数

、
要
支

援
者
数

、
認

知
症

高
齢

者
数

等
を

定
め

る
と

と
も

に
、
現
状
の
人

口
構
造

等
を
踏

ま
え

、
計
画

期
間

中
の

各
年

度
及

び
将

来
的

な
被

保
険

者
数

、
総
合
事

業
及
び

予
防
給

付
の

実
施
状
況

を
勘

案
し

た
要

介
護

者
等

の
数

等
の
見

込
み
を

定
め
る

よ
う
努

め
る
も

の

と
す
る
。

 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
算

定
の

考
え
方
を

示
す
こ

と
が
重

要
で
あ

る
と
と

も

に
、
医
療

保
険

適
用

の
療

養
病

床
（

以
下
「
医

療
療
養

病
床
」
と

い
う
。
）
か

ら
の
転

換
に
よ
る

影
響

も
勘

案
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
生

活
機

能
の

低
下

し
た

高
齢

者
の

状
況

、
地
域

の
医
療
サ

ー
ビ
ス

や
高
齢

者

の
持
家
の

状
況

等
も

把
握

、
分

析
し

、
計

画
の

適
切
な

箇
所
で
示

す
こ
と

が
望
ま

し
い

。
 

 
 

(
一
)
 
被
保

険
者

の
現

状
と

見
込

み
 

市
町
村
は

、
自

ら
が

有
す

る
人

口
推
計

や
各

種
人

口
統

計
等

を
活

用
し

、
市

町
村

介

護
保
険
事

業
計
画

作
成

時
に

お
け

る
人

口
構

造
、
被

保
険

者
数

、
要
介
護

者
数

、
要
支

援
者
数

、
認
知

症
高

齢
者

数
等

を
定

め
る

と
と

も
に

、
現

状
の

人
口

構
造

等
を
踏

ま
え

、

計
画
期
間

中
の
各

年
度

及
び

将
来

的
な

被
保

険
者

数
、
総

合
事

業
及

び
予

防
給
付

の
実

施
状
況
を

勘
案
し

た
要

介
護

者
等

の
数

等
の

見
込

み
を

定
め

る
よ

う
努
め

る
も
の

と

す
る
。

 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
そ

の
算

定
の

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で
あ

る
と
と

も

に
、
医
療

保
険

適
用

の
療

養
病

床
（

以
下
「

医
療

療
養

病
床

」
と

い
う
。
）
か

ら
の
転

換
に
よ
る

影
響
も

勘
案

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
生
活

機
能

の
低

下
し

た
高

齢
者

の
状

況
、
地

域
の

医
療

サ
ー

ビ
ス

や
高

齢
者

の
持
家
の

状
況
等

も
把

握
、
分

析
し

、
計

画
の

適
切

な
箇

所
で

示
す

こ
と

が
望
ま

し
い

。 

(
二

) 
保

険
給

付
や

地
域

支
援

事
業
の

実
績

把
握

と
分
析
 

市
町
村

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成
時

に
お
け

る
介
護

給
付
等

対
象
サ

ー

ビ
ス
の
種

類
ご

と
の

量
、
介

護
給

付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
の

利
用
の

状
況
等

を
適
切

に
定

め
る
た
め

、
要

介
護

者
等

の
人

数
や

保
険

給
付
の

実
績

、
地
域
支

援
事
業

の
利
用

状
況

に
つ
い
て

、
介

護
保

険
事

業
状

況
報

告
、
地

域
包
括

ケ
ア
「
見
え

る
化
」
シ

ス
テ
ム

を

は
じ
め
と

す
る

各
種

調
査

報
告

や
分

析
シ

ス
テ
ム

を
活
用

す
る
こ

と
に
よ

り
、
要
介
護

認
定
や
一

人
当

た
り

の
介

護
給

付
等

状
況

、
施

設
サ
ー

ビ
ス
と
居

宅
サ
ー

ビ
ス
の

割
合

そ
の
他
の

介
護

保
険

事
業

の
実

態
を

他
の

市
町
村

と
比
較

し
つ
つ

分
析
を

行
い

、
そ
れ

 
 

(
二
)
 
保
険

給
付

の
実

績
把

握
と

分
析
 

市
町
村
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

時
に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー

ビ
ス
の
種

類
ご
と

の
量

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

状
況
等

を
適
切

に
定

め
る
た
め

、
要

介
護

者
等

の
人

数
や

保
険

給
付

の
実

績
に

つ
い

て
、
介

護
保
険

事
業
状

況
報
告
、
地
域

包
括

ケ
ア
「

見
え

る
化

」
シ

ス
テ

ム
を

は
じ

め
と

す
る
各

種
調
査

報
告

や
分
析
シ

ス
テ
ム

を
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
要

介
護

認
定

や
一

人
当
た

り
の
介

護
給

付
等
状
況

、
施

設
サ

ー
ビ

ス
と

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
割

合
そ

の
他

の
介

護
保

険
事
業

の
実

態
を
他
の

市
町
村

と
比

較
し

つ
つ

分
析

を
行

い
、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

に
お

け
る
保

険
給

54



 
-
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-

ぞ
れ
の
地

域
に

お
け

る
保

険
給

付
等
の

動
向
や
そ

の
特
徴

の
把
握

に
努
め

る
も
の

と

す
る
。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
平

成
二

十
九

年
の

法
改
正

で
は

、
国
か
ら

提
供
さ

れ
た

介
護

レ
セ
プ
ト

や
要

介
護

認
定

情
報

の
デ

ー
タ

を
分
析

し
た
上

で
、
そ

の
結
果

を
勘
案

し
て

、
計
画
を

作
成

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
が

定
め
ら

れ
、
令
和
二
年

の
法
改

正
で
は

、
こ

れ
ら
の
デ

ー
タ

に
、
高

齢
者

の
状

態
や

提
供
さ
れ

る
具
体

的
な
介

護
サ
ー

ビ
ス
の

内
容

に
関
す
る

情
報

が
加

え
ら

れ
る

と
と

も
に

、
地

域
支
援

事
業
の
実

施
に
当

た
り

、
関
連

デ
ー
タ
の

活
用
を

行
う

よ
う

努
め

る
こ

と
が

定
め

ら
れ
た

。
今
後

各
市
町

村
に
お

い
て

、
個
人

情
報

の
取

扱
い

に
も

配
慮

し
つ

つ
関
連
デ

ー
タ
の

活
用
促

進
を
図

る
た
め

の
環

境
整
備
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

更
に

求
め

ら
れ
る

。
 

な
お
、
認

知
症

ケ
ア

パ
ス

を
作

成
の

上
、
市
町

村
介
護

保
険
事
業

計
画
に

反
映
す

る

こ
と
が
求

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
作

成
過

程
に
お

い
て
、
認

知
症
の

人
の
サ

ー
ビ

ス
等
の
利

用
状

況
や

国
民

健
康

保
険

及
び

後
期
高

齢
者
医

療
制
度

の
被
保

険
者
の

う

ち
認
知
症

を
主

た
る

理
由

と
し

て
入

院
し

て
い
る

者
の
把

握
と
分

析
を
行

う
こ
と

が

望
ま
し
い

。
 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
市

町
村

介
護

保
険
事
業

計
画
作

成
時
に

お
け
る

介
護
給

付

等
対
象
サ

ー
ビ

ス
に
係

る
課

題
の

分
析

及
び
評
価

の
結
果

を
介
護

保
険
事

業
計
画

作

成
委
員
会

等
の

場
に

お
い

て
示

す
と

と
も

に
、
そ
の
意

見
を
踏
ま

え
て

、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
を
定

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
第

七
期

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
及
び

市
町
村

老
人
福

祉
計
画
（
老

人
福

祉
法
第
二

十
条

の
八

第
一

項
に

規
定

す
る

市
町
村

老
人
福

祉
計
画

を
い
う

。
以

下
同
じ

。
）
の

作
成

又
は

推
進

に
係

る
課

題
を

分
析
し
、
か
つ

、
評
価
し

て
、
そ

の
結
果

を
第

八
期
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

作
成

に
活
用

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

付
の
動
向

や
そ
の

特
徴

の
把

握
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
 
  
 
  
 
  

平
成
二
十

九
年

の
法

改
正

で
は
、
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
国

か
ら

提
供

さ
れ

た
デ

ー

タ
を
分
析

し
た
上

で
、
そ

の
結

果
を

勘
案

し
て

、
計

画
を

作
成

す
る

よ
う

努
め
る

こ
と

が
定
め
ら

れ
た

。
 

   

 

 

な
お
、
認
知

症
ケ

ア
パ

ス
を

作
成

の
上

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
に

反
映
す

る

こ
と
が
求

め
ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
そ

の
作

成
過

程
に

お
い

て
、
認

知
症
の

人
の
サ

ー
ビ

ス
等
の
利

用
状
況

や
国

民
健

康
保

険
及

び
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

の
被
保

険
者
の

う

ち
認
知
症

を
主
た

る
理

由
と

し
て

入
院

し
て

い
る

者
の

把
握

と
分

析
を
行

う
こ
と

が

望
ま
し
い

。
 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

時
に

お
け
る

介
護
給

付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

に
係

る
課

題
の

分
析

及
び

評
価

の
結

果
を
介

護
保

険
事

業
計

画
作

成
委
員
会

等
の
場

に
お

い
て

示
す

と
と

も
に

、
そ

の
意

見
を

踏
ま

え
て

、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
第
六

期
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

及
び

市
町

村
老

人
福

祉
計

画
（

老
人

福

祉
法
第
二

十
条
の

八
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

老
人

福
祉

計
画

を
い
う

。
以
下

同

じ
。
）
の
作
成

又
は

推
進

に
係

る
課

題
を

分
析

し
、
か

つ
、
評

価
し

て
、
そ
の
結

果
を

第
七
期

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

(
三

) 
調

査
の

実
施

 

市
町
村

は
、
被

保
険

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に
関

す
る
意

向
等
を

把
握
す

る
と
と

も

に
、
自

ら
が

定
め

る
区

域
ご
と

に
被

保
険

者
の
心

身
の
状

況
、
そ

の
置
か

れ
て
い

る
環

境
そ
の
他

の
事

情
等

、
要

介
護

者
等

の
実

態
に
関

す
る
調

査
（
以

下
「
各

種
調
査

等
」

と
い
う
。
）
の

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
な

お
、
そ
の
際
は

、
特
に

、
介

護
予
防

・
日
常
生

活
圏

域
ニ

ー
ズ

調
査

を
活

用
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
要

介
護

状
態

等
に

あ
る

家
族

を
介

護
す
る

た
め
離

職
す
る

こ
と
（

以
下
「
介

護
離
職
」
と

い
う

。
）
を

防
止

す
る

観
点

か
ら
、
働

き
な
が

ら
介

護
に
取

り
組
む

家
族

等
や
、
今

後
の

仕
事

と
介

護
の

両
立

に
不

安
や
悩

み
を
持

つ
就
業

者
の
実

情
等
の

把
握

に
努
め
る

な
ど

調
査

方
法

等
の

工
夫

を
図

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
場

合
、
調

査
の

時
期

、
方

法
等

を
示

す
と
と

も
に

、
広
域
連

合
等
に

お
け
る

複

数
の
市
町

村
に

よ
る

共
同

実
施

に
つ

い
て

は
、
そ
の
取

組
等
を
盛

り
込
む

よ
う
努

め
る

も
の
と
す

る
。
ま

た
、
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
管
内

市
町
村
や

広
域
連

合
等
に

お
い

て
各
種
調

査
等

の
実

施
が

円
滑

に
進

む
よ

う
、
必
要
に

応
じ
て
助

言
や
広

域
的
な

支
援

(
三

) 
調

査
の
実

施
 

市
町
村
は

、
被

保
険

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
意

向
等

を
把

握
す

る
と
と

も

に
、
自

ら
が
定

め
る

区
域

ご
と

に
被

保
険

者
の

心
身

の
状

況
、
そ

の
置
か

れ
て
い

る
環

境
そ
の
他

の
事
情

等
、

要
介

護
者

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

（
以

下
「
各

種
調

査
等

」

と
い
う
。
）
の

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
な

お
、
そ

の
際

は
、
特
に

、
介

護
予
防

・
日
常
生

活
圏
域

ニ
ー

ズ
調

査
を

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
要

介
護

状
態

等
に

あ
る

家
族

を
介

護
す

る
た

め
離

職
す

る
こ

と
（

以
下
「
介

護
離
職
」
と

い
う

。
）
を

防
止

す
る

観
点

か
ら

、
働

き
な

が
ら

介
護

に
取

り
組
む

家
族

等
や
、
今
後
の

仕
事

と
介

護
の

両
立

に
不

安
や

悩
み

を
持

つ
就

業
者

の
実

情
等
の

把
握

に
努
め
る

な
ど
調

査
方

法
等

の
工

夫
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
場
合

、
調

査
の

時
期

、
方

法
等

を
示

す
と

と
も

に
、
広

域
連

合
等
に

お
け
る

複

数
の
市
町

村
に
よ

る
共

同
実

施
に

つ
い

て
は

、
そ

の
取

組
等

を
盛

り
込
む

よ
う
努

め
る

も
の
と
す

る
。
ま

た
、
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
管

内
市

町
村

や
広
域
連

合
等
に

お
い

て
各
種
調

査
等
の

実
施

が
円

滑
に

進
む

よ
う

、
必

要
に

応
じ

て
助

言
や
広

域
的
な

支
援
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等
を
行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

さ
ら
に

、
こ

れ
ら

の
調

査
に

よ
り

定
量

的
に
把
握

さ
れ
た

心
身
の

状
況
が

低
下
し

た

被
保
険
者

の
状

況
や

働
き

な
が

ら
介

護
に

取
り
組

む
家
族

の
状
況

等
を
参

考
と
し

て
、

生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス

や
介

護
予

防
事

業
の

充
実
等

の
取
組

、
介
護

離
職
の

防
止
を

含
む

家
族
等
へ

の
支

援
の

観
点

を
踏

ま
え

た
介

護
サ
ー

ビ
ス
の

整
備
や

介
護
離

職
防
止

の

観
点
か
ら

労
働

担
当

部
局

と
連

携
し

た
職

場
環
境

の
改
善

に
関
す

る
普
及

啓
発

等
の

取
組
を
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
定

め
る
と

と
も
に

、
そ
れ

ら
の
取

組
を
勘

案
し

て
要
介
護

者
等

の
人

数
や

サ
ー

ビ
ス

量
の

見
込
み

を
定
め

る
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

そ
の
際

に
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
作
成

委
員
会

等
の
場

に
お
い

て
、
幅
広

い
関
係
者

と
十

分
に

議
論

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

等
を
行
う

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
こ

れ
ら

の
調

査
に

よ
り

定
量

的
に

把
握

さ
れ

た
心

身
の

状
況
が

低
下
し

た

被
保
険
者

の
状
況

や
働

き
な

が
ら

介
護

に
取

り
組

む
家

族
の

状
況

等
を
参

考
と
し

て
、

生
活
支
援

サ
ー
ビ

ス
や

介
護

予
防

事
業

の
充

実
等

の
取

組
、
介

護
離

職
の

防
止
を

含
む

家
族
等
へ

の
支
援

の
観

点
を

踏
ま

え
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
整

備
等

の
取
組

を
市
町

村

介
護
保
険

事
業
計

画
に

定
め

る
と

と
も

に
、
そ

れ
ら

の
取

組
を

勘
案

し
て

要
介
護

者
等

の
人
数
や

サ
ー
ビ

ス
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  

そ
の
際
に

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

委
員

会
等

の
場

に
お
い

て
、
幅
広

い
関
係
者

と
十
分

に
議

論
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
四

) 
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

課
題

の
検

討
 

市
町
村

は
、
地

域
ケ

ア
会

議
に

お
け

る
個

別
事
例

の
検
討

に
お
い

て
行
う

課
題
分

析

や
ケ
ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
の

積
み

重
ね

を
通
じ

て
、
地
域
に
共

通
す
る

課
題
や

有
効

な
支
援
策

を
明

ら
か

に
し

、
地

域
に

不
足

す
る
資

源
の
開

発
や
有

効
な
支

援
策
の

普
遍

化
等
に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
さ
ら

に
、
生
活

支
援
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（
地

域
支

え
合

い
推

進
員

）
及

び
協

議
体

、
就
労

的
活
動
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー
（
就

労
的

活
動

支
援

員
）
が

把
握

し
て

い
る
高

齢
者
の

生
活
支

援
等
の

ニ
ー
ズ

や
各

種
調
査
等

の
結

果
と

照
ら

し
合

わ
せ

な
が

ら
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
へ
反

映
さ

せ
て
い
く

な
ど

に
よ

り
、

具
体

的
な

行
政

施
策
に

つ
な
げ

て
い
く

こ
と
が

望
ま
し

い
。
 

(
四

) 
地

域
ケ
ア

会
議

等
に

お
け

る
課

題
の

検
討
 

市
町
村
は

、
地

域
ケ

ア
会

議
に

お
け

る
個

別
事

例
の

検
討

に
お

い
て

行
う

課
題
分

析

や
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

支
援

の
積

み
重

ね
を

通
じ

て
、
地

域
に

共
通

す
る

課
題
や

有
効

な
支
援
策

を
明
ら

か
に

し
、
地

域
に

不
足

す
る

資
源

の
開

発
や

有
効

な
支

援
策
の

普
遍

化
等
に
つ

い
て
検

討
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
さ

ら
に

、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー

タ
ー
（

地
域
支

え
合

い
推

進
員

）
や

協
議

体
が

把
握

し
て

い
る

高
齢

者
の

生
活

支
援

等

の
ニ
ー
ズ

や
各
種

調
査

等
の

結
果

と
照

ら
し

合
わ

せ
な

が
ら

、
市

町
村
介

護
保
険

事
業

計
画
へ
反

映
さ
せ

て
い

く
な

ど
に

よ
り

、
具

体
的

な
行

政
施

策
に

つ
な
げ

て
い
く

こ
と

が
望
ま
し

い
。

 

３
 
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

作
成

の
た
め

の
体
制

の
整
備

 
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
す

る
に
当
た

っ
て
は

、
次
に

掲
げ
る

体
制
整

備

を
図
る
と

と
も

に
、
現

に
保

健
医

療
サ

ー
ビ
ス
又

は
福
祉

サ
ー
ビ

ス
を
利

用
し
て

い
る

要
介
護
者

及
び

そ
の

家
族

等
を

は
じ

め
被

保
険
者

の
意
見

を
反
映

さ
せ
る

た
め
に

必

要
な
措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。
 

ま
た
、
関

係
部

局
・
課

相
互

間
と

連
携

し
て
作
成

に
取
り

組
む
た

め
の
体

制
の
整

備

に
関
す
る

状
況

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
作

成
委
員

会
等
の

開
催
の

経
緯

、
市
町

村
介
護
保

険
事

業
計

画
作

成
委

員
会

や
被

保
険
者

等
の
意

見
を
反

映
さ
せ

る
た
め

に

講
じ
た
措

置
の

内
容

、
都

道
府

県
と

の
連

携
の
状

況
等
を

市
町
村

介
護
保

険
事
業

計
画

に
示
す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
複

数
の

市
町

村
に

よ
る

市
町

村
介

護
保
険

事
業
計

画
の
共

同
作
成

に
取
り

組

ん
だ
場
合

は
、

そ
の

趣
旨

等
を

盛
り

込
む

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

３
 

市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
の

た
め

の
体

制
の

整
備
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
を

作
成

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

体
制
整

備

を
図
る
と

と
も
に

、
現

に
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

要
介
護
者

及
び
そ

の
家

族
等

を
は

じ
め

被
保

険
者

の
意

見
を

反
映

さ
せ
る

た
め
に

必

要
な
措
置

を
講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

ま
た
、
関
係

部
局
・
課

相
互

間
と

連
携

し
て

作
成

に
取

り
組

む
た

め
の
体

制
の
整

備

に
関
す
る

状
況

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

委
員

会
等

の
開
催
の

経
緯

、
市
町

村
介
護
保

険
事
業

計
画

作
成

委
員

会
や

被
保

険
者

等
の

意
見

を
反

映
さ
せ

る
た
め

に

講
じ
た
措

置
の
内

容
、
都

道
府

県
と

の
連

携
の

状
況

等
を

市
町

村
介

護
保

険
事
業

計
画

に
示
す
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
複
数
の

市
町

村
に

よ
る

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

共
同

作
成

に
取
り

組

ん
だ
場
合

は
、
そ

の
趣

旨
等

を
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
(
一

)
 

市
町

村
関

係
部

局
相

互
間

の
連

携
 

計
画
の

検
討

、
立

案
及

び
推

進
は

、
地

域
包
括

ケ
ア
シ

ス
テ
ム
構

築
の
推

進
に
向

け

て
極
め
て

重
要

な
過

程
で

あ
り

、
庁

内
一

丸
と

な
っ
て

取
り
組
む

よ
う
努

め
る
こ

と
が

望
ま
し
い

。
具

体
的

に
は

、
介

護
保

険
担

当
部
局
・
課
は

、
企
画
・
総
務

部
局

、
障
害

福
祉
部
局

等
の

民
生

担
当

部
局

、
保

健
医

療
担

当
部
局

、
住
宅
担

当
部
局

、
労

働
担
当

部
局
、
地

域
振

興
担

当
部

局
、
農

林
水

産
担
当
部

局
、
教
育

担
当

部
局
、
防

災
担
当

部

(
一

) 
市

町
村
関

係
部

局
相

互
間

の
連

携
 

計
画
の
検

討
、
立

案
及

び
推

進
は

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の
推

進
に
向

け

て
極
め
て

重
要
な

過
程

で
あ

り
、
庁

内
一

丸
と

な
っ

て
取

り
組

む
よ

う
努

め
る
こ

と
が

望
ま
し
い
。
具

体
的

に
は

、
介

護
保

険
担

当
部

局
・
課

は
、
障

害
福

祉
部

局
等
の

民
生

担
当
部
局
、
保

健
医

療
担

当
部

局
、
住

宅
担

当
部

局
、
労

働
担

当
部

局
、
地

域
振

興
担

当
部
局
、
農
林

水
産

担
当

部
局

、
教

育
担

当
部

局
、
防

災
担

当
部

局
等
の

関
係
部

局
と
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局
、
交

通
担

当
部

局
等

の
関

係
部

局
と

連
携

す
る

こ
と
が

で
き
る

体
制
を

整
備
す

る
と

と
も
に

、
計

画
の

検
討

、
立

案
及

び
推

進
に
当
た

っ
て
は

相
互
に

連
絡
を

取
り
問

題
意

識
を
共
有

し
、
協

力
し

て
必

要
な

施
策

に
取
り
組

む
よ
う

努
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
 必

要
に

応
じ

て
、
例

え
ば

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム
の

構
築
に

向
け
た

庁
内
全

体

の
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

を
設

置
し

、
そ

の
中

で
計
画

の
策
定
に

向
け
た

議
論
を

行
う

こ
と
等
も

考
え

ら
れ

る
。
 

連
携
す
る

こ
と
が

で
き

る
体

制
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
計

画
の

検
討

、
立
案

及
び
推

進
に
当
た

っ
て
は

相
互

に
連

絡
を

取
り

問
題

意
識

を
共

有
し

、
協

力
し
て

必
要
な

施
策

に
取
り
組

む
よ
う

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 必
要
に
応

じ
て

、
例

え
ば

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
向

け
た

庁
内
全

体

の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

チ
ー

ム
を

設
置

し
、
そ

の
中

で
計

画
の

策
定

に
向

け
た

議
論
を

行
う

こ
と
等
も

考
え
ら

れ
る

。
 

 
(
二

)
 

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
作

成
委
員

会
等
の

開
催
 

介
護
保

険
事

業
の

運
営

及
び

地
域

包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の

構
築
に

つ
い
て

は
、
幅
広

い
関
係
者

の
協

力
を

得
て

、
地

域
の

課
題

や
目
指

す
べ
き

方
向
性

を
共
有

し
、
地
域
の

実
情
に
応

じ
た

も
の

と
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
学

識
経

験
者

、
保

健
医

療
関

係
者
、
福

祉
関
係

者
、
被

保
険
者

代
表
者

（
第
一
号

被
保

険
者

及
び

第
二

号
被

保
険

者
を
代

表
す
る

者
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）

、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

、
費
用
負

担
関
係

者
等
の

幅
広

い
関
係
者

の
意

見
を

反
映

す
る

こ
と

が
必

要
で
あ

る
。
こ
の
た
め

、
こ

う
し
た

幅
広
い

関
係
者
か

ら
構

成
さ

れ
る

市
町

村
介

護
保

険
事
業

計
画
作

成
委
員

会
等
を

開
催
し

て

意
見
集
約

を
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

の
場
合
に

お
い
て
は

、
事

務
を
効

率
的
に

処
理
す
る

た
め

、
既

存
の

審
議

会
等

を
活

用
し
て

も
差
し

支
え
な

い
。

 

な
お
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
す
る

過
程
で

は
、
そ

の
他
の

専
門
家

及

び
関
係
者

の
意

見
の

反
映

並
び

に
情

報
の

公
開
に

も
配
慮

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

(
二

) 
市

町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
作

成
委

員
会

等
の

開
催
 

介
護
保
険

事
業

の
運

営
及

び
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
つ

い
て

は
、
幅
広

い
関
係
者

の
協
力

を
得

て
、
地

域
の

課
題

や
目

指
す

べ
き

方
向

性
を
共
有

し
、
地
域
の

実
情
に
応

じ
た
も

の
と

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
学

識
経

験
者

、
保

健
医

療
関

係
者

、
福

祉
関

係
者

、
被

保
険
者

代
表
者

（
第
一
号

被
保
険

者
及

び
第

二
号

被
保

険
者

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、
介
護

給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
、
費

用
負

担
関
係

者
等
の

幅
広

い
関
係
者

の
意
見

を
反

映
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
こ

の
た

め
、
こ

う
し
た

幅
広
い

関
係
者
か

ら
構
成

さ
れ

る
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

委
員

会
等
を

開
催
し

て

意
見
集
約

を
す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
事

務
を
効

率
的
に

処
理
す
る

た
め
、

既
存

の
審

議
会

等
を

活
用

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。
 

な
お
、
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
を

作
成

す
る

過
程

で
は

、
そ

の
他
の

専
門
家

及

び
関
係
者

の
意
見

の
反

映
並

び
に

情
報

の
公

開
に

も
配

慮
す

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

(
三

) 
被

保
険

者
の

意
見

の
反

映
 

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
よ

り
示

さ
れ
る
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
量

の
水
準
が

保
険

料
率

の
水

準
に

も
影

響
を

与
え
る

こ
と
に

鑑
み
、
市
町

村
は
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業

計
画

を
作

成
し

よ
う

と
す

る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ

め
、
被
保
険

者
の
意

見
を
反
映

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず
る

も
の
と

さ
れ
て

い
る
。

 

こ
の
た

め
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成
委

員
会
等

を
設
置

す
る
に

当
た
っ

て

は
、
公

募
そ

の
他

の
適

切
な

方
法

に
よ

る
被

保
険

者
代
表

者
の
参

加
に
配

慮
す
る

こ
と

。
 ま

た
、
被

保
険

者
と

し
て

の
地

域
住

民
の

意
見
を

反
映
さ

せ
る
た

め
、
地
域
に

お
け

る
聞
き
取

り
調

査
の

実
施

、
公

聴
会

の
開

催
、
自
治

会
を
単
位
と

す
る
懇

談
会
の

開
催

等
の
工
夫

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
三

) 
被

保
険
者

の
意

見
の

反
映
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

よ
り

示
さ

れ
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の
量

の
水
準
が

保
険
料

率
の

水
準

に
も

影
響

を
与

え
る

こ
と

に
鑑

み
、
市
町

村
は
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
を

作
成

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
あ

ら
か

じ
め
、
被
保
険

者
の
意

見
を
反
映

さ
せ
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る
。
 

こ
の
た
め

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

作
成

委
員

会
等

を
設

置
す

る
に

当
た
っ

て

は
、
公

募
そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
る

被
保

険
者

代
表

者
の

参
加

に
配

慮
す
る

こ
と

。
 ま

た
、
被
保

険
者

と
し

て
の

地
域

住
民

の
意

見
を

反
映

さ
せ

る
た

め
、
地

域
に

お
け

る
聞
き
取

り
調
査

の
実

施
、
公

聴
会

の
開

催
、
自

治
会

を
単

位
と

す
る
懇

談
会
の

開
催

等
の
工
夫

を
図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
四

) 
都

道
府

県
と

の
連

携
 

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
す

る
過
程
で

は
、
市
町
村
と

都
道
府

県
と
の

間

の
連
携
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

具
体
的

に
は

、
都

道
府

県
は

市
町

村
介

護
保
険
事

業
計
画

の
作
成

上
の
技

術
的
事

項

に
つ
い
て

の
必

要
な

助
言

を
行

う
こ

と
や

、
介

護
給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

を
提
供

す
る

た
め
の
施

設
の

整
備

等
に

関
す

る
広

域
的

調
整
を

図
る
役

割
を
有

し
て
い

る
こ
と

か

(
四

) 
都

道
府
県

と
の

連
携
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
を

作
成

す
る

過
程

で
は

、
市

町
村

と
都

道
府

県
と
の

間

の
連
携
を

図
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

具
体
的
に

は
、
都

道
府

県
は

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の

作
成

上
の
技

術
的
事

項

に
つ
い
て

の
必
要

な
助

言
を

行
う

こ
と

や
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提
供

す
る

た
め
の
施

設
の
整

備
等

に
関

す
る

広
域

的
調

整
を

図
る

役
割

を
有

し
て

い
る

こ
と

か
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ら
、
市
町

村
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
を

作
成
す

る
に
当

た
っ
て

は
、
都
道
府

県
と
意
見

を
交

換
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
第

一
の

三
を

踏
ま

え
、
市

町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
を
策

定
す
る

に
当
た

っ

て
は
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
だ
け

で
な
く

、
都
道

府
県
が

定
め
る

地
域

医
療
構
想

を
含

む
医

療
計

画
と

の
整

合
性

を
図
る

こ
と
が

重
要
で

あ
り

、
協
議

の
場
で

の
協
議
等

を
通

し
て

市
町

村
と

都
道

府
県

と
の
間

の
連
携

を
図
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。
 

加
え
て

、
都

道
府

県
の

支
援

や
助

言
を

踏
ま
え
な

が
ら

、
保
険
者

機
能
強

化
推
進

交

付
金
等
の

評
価

結
果

を
活

用
し

て
、
市

町
村
の

実
情
及

び
地
域
課

題
を
分

析
す
る

こ
と

や
、
高

齢
者

の
自

立
支

援
及

び
重

度
化

防
止

に
向

け
た
必

要
な
取

組
を
進

め
て
い

く
こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
 

業
務
の

効
率

化
の

観
点

に
お

い
て

も
市

町
村
は
都

道
府
県

と
連
携

し
な
が

ら
、
個
々

の
申
請
様

式
・
添

付
書

類
や

手
続

き
に

関
す
る
簡

素
化

、
様
式
例

の
活
用

に
よ
る

標
準

化
及
び

IC
T
等

の
活

用
を

進
め

、
介

護
事

業
者

及
び
自

治
体
の
業

務
効
率

化
に
取

り
組

む
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き
高

齢
者
向

け
住
宅

が
増
加

し
、
多
様

な
介
護
ニ

ー
ズ

の
受

け
皿

と
な

っ
て

い
る

状
況
を

踏
ま
え

、
将
来

に
必
要

な
介
護

サ
ー

ビ
ス
基
盤

の
整

備
量

の
見

込
み

を
適

切
に

定
め
る

た
め

、
都
道
府

県
と
連

携
し
て

こ
れ

ら
の
設
置

状
況

等
必

要
な

情
報

を
積

極
的

に
把
握

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

さ
ら
に

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム
及

び
サ
ー

ビ
ス
付
き

高
齢
者

向
け
住

宅
の
質

の
確
保

を

図
る
こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等
の

提
供
状

況
の
把

握
や
要

介
護
認

定
の

過
程
等
で

未
届

け
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
を

確
認
し

た
場
合

は
、
積

極
的
に

都
道
府

県
に

情
報
提
供

す
る
と

と
も

に
、

介
護

サ
ー

ビ
ス
相
談

員
を
積

極
的
に

活
用
す

る
こ
と

。
 

ら
、
市
町

村
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
す

る
に

当
た
っ
て

は
、
都
道
府

県
と
意
見

を
交
換

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
第
一

の
三

を
踏

ま
え

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
策

定
す
る

に
当
た

っ

て
は
、
都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
だ

け
で

な
く

、
都

道
府

県
が

定
め
る

地
域

医
療
構
想

を
含
む

医
療

計
画

と
の

整
合

性
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
協
議

の
場
で

の
協
議
等

を
通
し

て
市

町
村

と
都

道
府

県
と

の
間

の
連

携
を

図
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。
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４
 

二
千

二
十

五
年

度
及

び
二

千
四

十
年

度
の
推

計
並
び

に
第
八

期
の
目

標
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
て

自
立
し

た
日
常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
地

域
に
お

い
て
必
要

な
サ
ー

ビ
ス
が

提
供

さ
れ
る
体

制
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

介
護
需

要
の
ピ
ー

ク
時
を

視
野
に

入
れ

な
が
ら
二

千
二

十
五

年
度

の
介

護
需

要
、
サ
ー

ビ
ス
の

種
類
ご
と

の
量
の

見
込
み

や
そ

の
た
め
に

必
要

な
保

険
料

水
準
を

推
計

し
、
持

続
可
能

な
介
護
保

険
制
度

と
す
る

た
め

の
中
長
期

的
な

視
点

に
立

っ
た

市
町

村
介

護
保
険

事
業
計

画
の
策

定
が
重

要
で
あ

る

（
介
護
需

要
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量
の

見
込
み

は
、
二

千
四
十

年
度
に

つ
い

て
も
推
計

す
る
）

。
 

ま
た
、
介

護
保

険
施

設
に

つ
い

て
は

、
重

度
の

要
介
護

者
に
重
点

を
置
き

、
施

設
に

入
所
し
た

場
合

は
施
設

で
の

生
活

を
居

宅
で
の
生

活
に
近

い
も
の

と
し
て

い
く
と

と

も
に
、
こ

れ
ら

と
併

せ
て

、
高

齢
者

の
多

様
な
ニ

ー
ズ
に

対
応
す

る
た
め

、
サ

ー
ビ
ス

付
き
高
齢

者
向

け
住

宅
や

介
護

を
受

け
な

が
ら
住

み
続
け

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う

な

住
ま
い
の

普
及

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
よ

う
な

観
点

を
踏

ま
え

、
次

の
そ

れ
ぞ
れ
に

つ
い
て

地
域
の

実
情
に

応
じ
て

市

町
村
介
護

保
険

事
業

計
画

を
定

め
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

 
 

４
 

二
千
二

十
五

年
度

の
推

計
及

び
第

七
期

の
目

標
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
て

自
立
し

た
日
常
生

活
を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
地

域
に

お
い

て
必

要
な

サ
ー

ビ
ス
が

提
供

さ
れ
る
体

制
を
整

備
す

る
と

と
も

に
、
地

域
の

介
護

需
要

の
ピ

ー
ク

時
を

視
野

に
入
れ

な
が
ら
二

千
二
十

五
年

度
（

平
成

三
十

七
年

度
）
の

介
護

需
要

、
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご

と
の
量
の

見
込
み

や
そ

の
た

め
に

必
要

な
保

険
料

水
準
を

推
計

し
、
持

続
可

能
な

介
護

保
険
制
度

と
す
る

た
め

の
中

長
期

的
な

視
点

に
立

っ
た

市
町

村
介

護
保
険

事
業
計

画

の
策
定
が

重
要
で

あ
る

。
 

 ま
た
、
介

護
保

険
施

設
に

つ
い

て
は

、
重

度
の

要
介

護
者

に
重

点
を

置
き

、
施

設
に

入
所
し
た

場
合
は

施
設

で
の

生
活

を
居

宅
で

の
生

活
に

近
い

も
の

と
し
て

い
く
と

と

も
に
、
こ

れ
ら

と
併

せ
て

、
高

齢
者

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る
た
め

、
サ

ー
ビ
ス

付
き
高
齢

者
向
け

住
宅

や
介

護
を

受
け

な
が

ら
住

み
続
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

住
ま
い
の

普
及
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
よ
う

な
観

点
を

踏
ま

え
、
次

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
地

域
の

実
情
に

応
じ
て

市

町
村
介
護

保
険
事

業
計

画
を

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
二

千
二

十
五

年
度

及
び

二
千

四
十

年
度
の

推
計

 

市
町
村

は
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

量
、
保

険
給
付

に
要
す

る

費
用
の
額

、
地

域
支

援
事

業
の

量
、
地

域
支
援

事
業
に

要
す
る
費

用
の
額

及
び
保

険
料

の
水
準
に

関
す

る
中

長
期

的
な

推
計

を
行

い
、
示
す
よ

う
努
め
る

も
の
と

す
る
（
介
護

給
付
等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

及
び
地

域
支
援

事
業
の

量
は

、
二
千

四
十
年

度
に
つ
い

て
も

推
計

す
る

。
）

。
 

そ
の
際

に
は

、
第

一
の

三
を

踏
ま

え
、
都
道
府

県
が
定

め
る
地
域

医
療
構

想
を
含

む

医
療
計
画

と
の

整
合

性
を

図
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

 
(一

) 
二

千
二
十

五
年

度
の

推
計
 

市
町
村
は

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
、
保

険
給
付

に
要
す

る

費
用
の
額

、
地

域
支

援
事

業
の

量
、
地

域
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の
額

及
び

保
険

料

の
水
準

に
関
す

る
中

長
期

的
な

推
計

を
行

い
、

示
す

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る
。
 

  そ
の
際
に

は
、
第

一
の

三
を

踏
ま

え
、
都

道
府

県
が

定
め

る
地

域
医

療
構

想
を
含

む

医
療
計
画

と
の
整

合
性

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
二

) 
第

八
期

の
目

標
 

市
町
村

は
、
(一

)の
推

計
を

踏
ま

え
て
第

八
期
の

保
険

料
を
定
め

、
地

域
包
括

ケ
ア

シ
ス
テ
ム

の
深

化
・
推

進
に

向
け

た
第

八
期
以
降

の
各
計

画
期
間

を
通
じ

た
段
階

的
な

充
実
の
方

針
及

び
そ

の
中

で
の
第

八
期
の

位
置
付

け
を
明

ら
か
に

す
る
と

と
も
に

、
第

八
期
の
具

体
的

な
施

策
に

よ
り

目
指

す
目

標
を
定

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

そ
の
際

に
は

、
そ

の
地

域
の

特
色

を
具

体
的
に
反

映
し
た

目
標
と

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

 
 

(二
) 

第
七
期

の
目

標
 

市
町
村
は

、
(一

)の
推

計
を

踏
ま

え
て
第

七
期
の

保
険

料
を

定
め

、
地

域
包

括
ケ

ア

シ
ス
テ
ム

の
深
化
・
推

進
に

向
け

た
第

七
期
以

降
の

各
計

画
期

間
を

通
じ

た
段

階
的

な

充
実
の
方

針
及
び

そ
の

中
で

の
第

七
期
の

位
置

付
け

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、
第

七
期

の
具

体
的

な
施

策
に

よ
り

目
指

す
目

標
を

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際
に

は
、
そ

の
地

域
の

特
色

を
具

体
的

に
反

映
し

た
目

標
と

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。
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５
 

目
標

の
達

成
状

況
の

点
検

、
調

査
及

び
評
価

等
並
び

に
公
表
 

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
各

年
度
に

お
い
て
、
そ
の

達
成
状

況
を

点
検
し
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
対

策
を

実
施
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
地

域
に

お
け

る
日
常
生

活
の
継

続
の
状

況
、
在
宅
と

施
設

の
サ
ー
ビ

ス
の

量
の

均
衡

等
の

市
町

村
介

護
保
険

事
業
計

画
の
達

成
状
況

を
分
析

し
、

か
つ
、
評

価
す

る
た

め
の

項
目

を
設

定
す

る
等
の

工
夫
を

図
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

 
こ
の
た

め
、
平

成
二

十
九

年
の

法
改

正
で
は
、
市

町
村
は
、
各

年
度
に

お
い
て
、
市

町
村
介
護

保
険

事
業

計
画

に
被

保
険

者
の

地
域
に

お
け
る

自
立
し

た
日
常

生
活
の

支

援
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護
状

態
等
の

軽
減
若

し
く
は

悪
化

の
防
止
及

び
介

護
給

付
の

適
正

化
に

関
し

、
市

町
村
が

取
り
組
む

べ
き
施

策
に
関

す
る

事
項
及
び

当
該

施
策

に
掲

げ
る

目
標

に
関

す
る
事

項
を
記

載
す
る

と
と
も

に
、
施
策
の

実
施
状
況

及
び

目
標

の
達

成
状

況
に

関
す

る
調
査

及
び
分

析
を
し

、
市

町
村
介

護
保
険

事
業
計
画

の
実

績
に

関
す

る
評

価
を

行
い

、
評

価
の
結

果
に
つ
い

て
公
表

す
る
よ

う
努

め
る
こ
と

が
定

め
ら

れ
た

。
 

な
お
、
評

価
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
保

険
者
機

能
強
化
推

進
交
付

金
等
の

評

価
結
果
を

活
用

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

こ
う
し

た
評

価
を

踏
ま

え
て

、
必

要
が

あ
る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

は
、
次
期
市

町
村

介
護
保
険

事
業

計
画

に
反

映
す

る
な

ど
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

 
な
お

、
要

支
援

者
等

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ
い

て
、
市

町
村
が

計
画
期

間
中

の
取
組

、
費

用
等

の
結

果
に

つ
い

て
検

証
し

、
第
八
期

以
降
の
計

画
に
つ

な
げ
て

い
く

こ
と
。
具

体
的

に
は

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考
に

し
な
が

ら
、
関

係
者
間

で
議
論

し
つ

つ
、
評
価

し
、

結
果

を
共

有
し

て
い

く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

 
 

５
 
目
標

の
達
成

状
況

の
点

検
、

調
査

及
び

評
価

等
並

び
に

公
表
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

つ
い

て
は

、
各

年
度

に
お

い
て

、
そ

の
達
成
状

況
を

点
検
し
、

そ
の
結

果
に

基
づ

い
て

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
地

域
に

お
け

る
日

常
生

活
の

継
続

の
状

況
、
在
宅
と

施
設

の
サ
ー
ビ

ス
の
量

の
均

衡
等

の
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
達

成
状
況

を
分
析

し
、

か
つ
、
評

価
す
る

た
め

の
項

目
を

設
定

す
る

等
の

工
夫

を
図

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

特
に

、
平
成

二
十

九
年

の
法

改
正

で
は

、
市

町
村

は
、
各

年
度

に
お

い
て

、
市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
に

被
保

険
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日

常
生
活

の
支
援

、
要

介
護
状
態

等
と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く
は

悪
化
の

防

止
及
び
介

護
給
付

の
適

正
化

に
関

し
、
市

町
村

が
取

り
組

む
べ

き
施

策
に

関
す
る

事
項

及
び
当
該

施
策
に

掲
げ

る
目

標
に

関
す

る
事

項
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
施
策

の
実
施

状
況
及
び

目
標
の

達
成

状
況

に
関

す
る

調
査

及
び

分
析

を
し

、
市

町
村
介

護
保
険

事
業

計
画
の
実

績
に
関

す
る

評
価

を
行

い
、
評

価
の

結
果

に
つ

い
て

公
表

す
る

よ
う
努

め
る

こ
と
が
定

め
ら
れ

た
。

 

  こ
う
し
た

評
価

を
踏

ま
え

て
、
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、
次
期
市

町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
に

反
映

す
る

な
ど

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

な
お
、
要
支

援
者

等
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

つ
い

て
、
市

町
村

が
計

画
期
間

中

の
取
組

、
費
用

等
の

結
果

に
つ

い
て

検
証

し
、
第

七
期

以
降

の
計

画
に

つ
な

げ
て

い
く

こ
と
。
具

体
的

に
は

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考

に
し

な
が

ら
、
関

係
者
間

で
議
論

し
つ

つ
、
評
価

し
、
結

果
を

共
有

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

６
 

日
常

生
活

圏
域

の
設

定
 

市
町
村

は
、
地

理
的

条
件

、
人

口
、
交

通
事

情
そ
の

他
の
社

会
的

条
件
、
介

護
給
付

等
対
象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
の
整

備
の
状

況
そ
の

他
の
条

件
を
総

合

的
に
勘
案

し
て

、
各

市
町

村
の

高
齢

化
の

ピ
ー
ク

時
ま
で

に
目
指

す
べ
き

地
域
包

括
ケ

ア
シ
ス
テ

ム
を

構
築

す
る

区
域

を
念

頭
に

お
い
て

、
例

え
ば
中
学

校
区
単

位
等

、
地
域

の
実
情
に

応
じ

た
日

常
生

活
圏

域
を

定
め

る
こ
と

。
 

ま
た
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
定

め
る
日

常
生
活

圏
域
は

、
市
町

村
計

画
（

地
域
に
お

け
る

医
療

及
び

介
護

の
総

合
的

な
確
保

の
促
進

に
関
す

る
法
律
（
平

成
元
年

法
律
第
六

十
四

号
。
以

下
「

医
療

介
護

総
合
確
保

法
」
と

い
う
。
）
第

五
条
第

一
項
に

規
定
す
る

市
町

村
計

画
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を
作

成
す
る
場

合
に
当

該
計
画

に
記

載
さ
れ
る

市
町

村
医

療
介

護
総

合
確

保
区

域
（

医
療
介

護
総
合
確

保
法
第

五
条
第

二
項

第
一
号
に

規
定

す
る

医
療

介
護

総
合

確
保

区
域
を

い
う

。
）
と
整

合
性
が

図
ら
れ

た
も

の
と
す
る

こ
と

。
 

な
お
、
日

常
生

活
圏

域
の

設
定

に
つ

い
て

は
、
自
治
会

や
町
内
会

な
ど
既

存
コ
ミ

ュ

ニ
テ
ィ
の

活
動

に
も

配
慮

し
て

定
め

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

６
 

日
常

生
活
圏

域
の

設
定
 

市
町
村
は
、
地

理
的

条
件

、
人

口
、
交

通
事

情
そ

の
他

の
社

会
的

条
件
、
介

護
給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

施
設

の
整

備
の

状
況

そ
の

他
の
条

件
を
総

合

的
に
勘
案

し
て

、
各

市
町

村
の

高
齢

化
の

ピ
ー

ク
時

ま
で

に
目

指
す

べ
き

地
域
包

括
ケ

ア
シ
ス
テ

ム
を
構

築
す

る
区

域
を

念
頭

に
お

い
て

、
例

え
ば

中
学

校
区
単

位
等

、
地
域

の
実
情
に

応
じ
た

日
常

生
活

圏
域

を
定

め
る

こ
と

。
 

ま
た
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
定

め
る

日
常

生
活

圏
域

は
、
市
町

村
計

画
（

地
域
に
お

け
る
医

療
及

び
介

護
の

総
合

的
な

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法
律
（
平

成
元
年

法
律
第
六

十
四
号

。
以

下
「

医
療

介
護

総
合

確
保

法
」
と

い
う

。
）
第

五
条
第

一
項
に

規
定
す

る
市
町

村
計

画
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を

作
成

す
る

場
合

に
当

該
計
画

に
記

載
さ
れ
る

市
町
村

医
療

介
護

総
合

確
保

区
域
（

医
療

介
護

総
合

確
保

法
第

五
条
第

二
項

第
一
号
に

規
定
す

る
医

療
介

護
総

合
確

保
区

域
を

い
う

。
）
と

整
合

性
が

図
ら
れ

た
も

の
と
す
る

こ
と
。

 

な
お
、
日
常

生
活

圏
域

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
自

治
会

や
町

内
会

な
ど
既

存
コ
ミ

ュ

ニ
テ
ィ
の

活
動
に

も
配

慮
し

て
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
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他
の

計
画

と
の

関
係

 
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

は
、
市

町
村
老
人

福
祉
計

画
と
一
体

の
も
の

と
し
て

作

成
さ
れ

、
市

町
村

計
画

と
の

整
合

性
が

確
保

さ
れ

た
も
の

と
し
、
市
町

村
地
域

福
祉
計

画
（
社

会
福

祉
法

第
百

七
条

第
一

項
に

規
定

す
る

市
町
村

地
域
福

祉
計
画

を
い
う

。
以

下
同
じ
。
）
、
市

町
村

高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
（
高
齢

者
の

居
住
の

安
定
確

保
に

関
す
る
法

律
第

四
条

の
二

第
一

項
に

規
定

す
る
市

町
村
高

齢
者
居

住
安
定

確
保
計

画

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
、
市

町
村

賃
貸

住
宅
供

給
促
進

計
画
（

住
宅
確

保
要
配

慮
者

に
対
す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る
法

律
（

平
成
十
九

年
法
律

第
百
十

二
号

）
第
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

賃
貸

住
宅

供
給
促

進
計
画

を
い
う

。
以

下
同
じ

。
）
、
市

町
村

障
害

福
祉

計
画
（

障
害

者
の

日
常
生

活
及
び

社
会

生
活
を

総
合
的

に
支

援
す
る
た

め
の

法
律
（

平
成

十
七

年
法

律
第
百
二

十
三
号

。
以
下
「
障
害

者
総

合
支
援

法
」
と
い

う
。

）
第

八
十

八
条

第
一

項
に

規
定
す

る
市
町

村
障
害

福
祉
計

画
を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）
、
市

町
村

健
康

増
進

計
画
（
健
康

増
進
法
（
平
成

十
四
年

法
律
第

百
三

号
）
第
八

条
第

二
項

に
規

定
す

る
市

町
村

健
康
増

進
計
画

を
い
う

。
）
又
は
生

涯
活
躍

の
ま
ち
形

成
事

業
計

画
（

地
域

再
生

法
（

平
成

十
七
年

法
律
第
二

十
四
号

）
第

十
七
条

の
十
四
第

一
項

に
規

定
す

る
生

涯
活

躍
の

ま
ち
形

成
事
業

計
画
を

い
う
。

以
下
同

じ
。

）
そ
の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
計

画
で

あ
っ
て

要
介
護

者
等
の

保
健
、
医
療

、
福
祉

又
は
居
住

に
関

す
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
調
和

が
保
た

れ
た
も

の
と
す

る
こ
と

。
 

ま
た
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て
は

、
こ

れ
ら
の
計

画
と
の

関
係
に

つ

い
て
盛
り

込
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

７
 

他
の

計
画
と

の
関

係
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
は

、
市

町
村

老
人

福
祉

計
画

と
一

体
の

も
の

と
し
て

作

成
さ
れ

、
市
町

村
計

画
と

の
整

合
性

が
確

保
さ

れ
た

も
の

と
し

、
市

町
村
地
域

福
祉
計

画
（
社

会
福
祉

法
第

百
七

条
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

地
域

福
祉
計
画

を
い
う

。
以

下
同
じ
。
）
、
市

町
村

高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
（

高
齢

者
の

居
住
の

安
定
確

保
に

関
す
る
法

律
第
四

条
の

二
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

高
齢

者
居

住
安
定

確
保
計

画

を
い
う
。
以
下

同
じ

。
）
、
市

町
村

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画
（

住
宅
確

保
要
配

慮
者

に
対
す
る

賃
貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
九

年
法
律

第
百
十

二
号

）
第
六

条
第
一

項
に

規
定

す
る

市
町

村
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）
、
市

町
村
障

害
福

祉
計

画
（

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活
を

総
合
的

に
支

援
す
る
た

め
の
法

律
（

平
成

十
七

年
法

律
第

百
二

十
三

号
。
以

下
「

障
害

者
総

合
支
援

法
」
と
い

う
。
）

第
八

十
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

障
害

福
祉
計

画
を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）
、
市

町
村

健
康

増
進

計
画
（

健
康

増
進

法
（

平
成

十
四
年

法
律
第

百
三

号
）
第
八

条
第

二
項

に
規

定
す

る
市

町
村

健
康

増
進

計
画

を
い

う
。
）
又
は
生

涯
活
躍

の
ま
ち
形

成
事
業

計
画
（

地
域

再
生

法
（

平
成

十
七

年
法

律
第

二
十

四
号

）
第

十
七
条

の
十
四
第

一
項
に

規
定

す
る

生
涯

活
躍

の
ま

ち
形

成
事

業
計

画
を

い
う
。

以
下

同
じ

。

）
そ
の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
計

画
で

あ
っ

て
要

介
護

者
等

の
保

健
、
医
療

、
福
祉

又
は
居
住

に
関
す

る
事

項
を

定
め

る
も

の
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と
す

る
こ
と

。
 

ま
た
、
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
計

画
と
の

関
係
に

つ

い
て
盛
り

込
む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
市

町
村

老
人

福
祉

計
画

と
の

一
体

性
 

市
町
村

老
人

福
祉

計
画

は
、
老

人
に

対
し

、
そ

の
心
身

の
健
康
の

保
持
及

び
生
活

の

安
定
の
た

め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
よ
う

、
要

介
護
者
等

に
対
す

る
介
護

給
付

等
対
象
サ

ー
ビ

ス
及

び
介

護
予

防
事

業
の

提
供
の

ほ
か

、
地
域
住

民
等
に

よ
る
自

主
的

活
動
等
と

し
て

実
施

さ
れ

る
介

護
予

防
の

取
組

、
認
知

症
等
の
予

防
の
た

め
の
サ

ー
ビ

ス
の
提
供

、
独

り
暮

ら
し

の
老

人
の

生
活

の
支
援

の
た
め

の
サ
ー

ビ
ス
の

提
供
等

も
含

め
、
地

域
に

お
け

る
老

人
を

対
象

と
す

る
福

祉
サ

ー
ビ
ス

の
全
般

に
わ
た

る
供
給

体
制

の
確
保
に

関
す

る
計

画
と

し
て

作
成

さ
れ

る
も
の

で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ
い

て
は
、
市

町
村

老
人
福

祉
計
画

と

一
体
の
も

の
と

し
て

作
成

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
一

) 
市

町
村
老

人
福

祉
計

画
と

の
一

体
性
 

市
町
村
老

人
福

祉
計

画
は

、
老

人
に

対
し

、
そ

の
心

身
の

健
康

の
保

持
及

び
生
活

の

安
定
の
た

め
に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

よ
う

、
要

介
護

者
等

に
対
す

る
介
護

給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

及
び

介
護

予
防

事
業
の

提
供

の
ほ

か
、
地

域
住

民
等

に
よ

る
自

主
的

活
動
等
と

し
て
実

施
さ

れ
る

介
護

予
防

の
取

組
、
認

知
症

等
の

予
防

の
た

め
の
サ

ー
ビ

ス
の
提
供

、
独

り
暮

ら
し

の
老

人
の

生
活

の
支

援
の

た
め

の
サ

ー
ビ

ス
の

提
供
等

も
含

め
、
地

域
に
お

け
る

老
人

を
対

象
と

す
る

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
全

般
に

わ
た

る
供
給

体
制

の
確
保
に

関
す
る

計
画

と
し

て
作

成
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
 

こ
の
た
め

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
市

町
村

老
人
福

祉
計
画

と

一
体
の
も

の
と
し

て
作

成
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
二

) 
市

町
村

計
画

と
の

整
合

性
 

地
域
に

お
い

て
効

率
的

か
つ

質
の

高
い

医
療
提
供

体
制
を

構
築
す

る
と
と

も
に
地

域
包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る
こ

と
を
通
じ

、
地

域
に
お
い

て
医
療

及
び
介

護
の

サ
ー
ビ
ス

を
総

合
的

に
確

保
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

こ
の
た

め
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ
い

て
は

、
市
町
村

計
画
と

の
整
合

性

の
確
保
を

図
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

(
二

) 
市

町
村
計

画
と

の
整

合
性
 

地
域
に
お

い
て

効
率

的
か

つ
質

の
高

い
医

療
提

供
体

制
を

構
築

す
る

と
と

も
に
地

域
包
括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
こ

と
を

通
じ

、
地

域
に

お
い

て
医
療

及
び
介

護
の

サ
ー
ビ
ス

を
総
合

的
に

確
保

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
市

町
村

計
画
と

の
整
合

性

の
確
保
を

図
る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 
(
三

)
 

市
町

村
地

域
福

祉
計

画
等
と

の
調

和
 

(
三

) 
市

町
村
地

域
福

祉
計

画
と

の
調

和
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介
護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び

地
域

支
援
事
業

等
の
公

的
な
サ

ー
ビ
ス

と
地
域

に
お
け
る

様
々

な
主

体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
重
層

的
に
組

み
合
わ

せ
る
こ

と
に
よ

っ

て
、
要
介

護
者

等
の

生
活

全
般

の
課

題
を

解
決
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

特
に
、

要
介

護
者

等
や

世
帯

が
抱

え
る

課
題
は
近

年
複
雑

化
・
複

合
化
し

て
お
り

、

要
介
護
者

等
の

生
活

全
般

の
課

題
を

解
決

す
る
た

め
に
は

、
障
害

者
そ
の

他
の
者

の
福

祉
に
関
す

る
施

策
と

の
有

機
的

な
連

携
を

図
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
と
と

も
に

、
地
域

の
あ
ら
ゆ

る
住

民
が

役
割

を
持

ち
、
支

え
合

い
な
が
ら

、
自
分
ら

し
く
活

躍
で
き

る
コ

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を

育
成

し
、
公

的
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
協
働

し
て
、
助
け

合
い

な
が
ら
暮

ら
す
こ
と

の
で

き
る

地
域

共
生

社
会

を
実

現
す
る

こ
と
が

必
要
で

あ
る
。

 

こ
の
た

め
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ
い

て
は

、
地
域
に

お
い
て

様
々
な

提

供
主
体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
、
連

携
さ
せ

る
市
町

村
地
域
福

祉
計
画

と
調
和

が
保

た
れ
た
も

の
と

す
る

こ
と

。
そ

の
際

、
市

町
村

地
域
福

祉
計
画
は

、
地
域

に
お

け
る
高

齢
者
、
障

害
者

、
児

童
等

の
福

祉
に

関
し

、
共

通
し
て

取
り
組
む

べ
き
事

項
を
定

め
る

計
画
と
し

て
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

に
留
意

す
る
こ

と
。
 

な
お
、
令

和
二

年
の

法
改

正
に

お
い

て
、
地
域

住
民
の

複
雑
化
・
複
合
化

し
た

ニ
ー

ズ
に
対
応

す
る

た
め

、
相

談
支

援
、
参

加
支

援
、
地
域

づ
く
り
に

向
け
た

支
援
を

一
体

的
に
実
施

す
る

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
が
市

町
村
が

社
会
福

祉
法
に

基
づ
き

実

施
で
き
る

事
業

と
し

て
創

設
さ

れ
た

。
重

層
的

支
援
体

制
整
備
事

業
を
実

施
す
る

場
合

に
は
、
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

実
施

計
画
（
社
会

福
祉
法
第

百
六
条

の
五

第
一
項

に
規
定
す

る
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

実
施
計

画
を
い

う
。
）
と
の

整
合
性

に
も
留

意
す
る
と

と
も

に
、
３

の
地

域
支

援
事

業
の

量
の

見
込
み

に
つ
い

て
は

、
重
層

的
支
援

体
制
整
備

事
業
に

お
け

る
介

護
に

係
る

事
業
分
を

含
め

て
見
込
む

こ
と

。
 

介
護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
等

の
公

的
な

サ
ー

ビ
ス

と
地
域

に
お
け
る

様
々
な

主
体

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

重
層

的
に

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ

っ

て
、
要
介

護
者
等

の
生

活
全

般
の

課
題

を
解

決
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

特
に
、
要

介
護

者
等

や
世

帯
が

抱
え

る
課

題
は

近
年

複
雑

化
・

複
合

化
し

て
お
り

、

要
介
護
者

等
の
生

活
全

般
の

課
題

を
解

決
す

る
た

め
に

は
、
障

害
者

そ
の

他
の
者

の
福

祉
に
関
す

る
施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
と
と

も
に

、
地
域

の
あ
ら
ゆ

る
住
民

が
役

割
を

持
ち

、
支

え
合

い
な

が
ら

、
自

分
ら

し
く
活

躍
で
き

る
コ

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
育

成
し

、
公

的
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
協

働
し

て
、
助

け
合
い
な

が
ら
暮

ら
す
こ
と

の
で
き

る
地

域
共

生
社

会
を

実
現

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。
 

こ
の
た
め

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
地

域
に

お
い

て
様

々
な

提

供
主
体
に

よ
る
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

、
連

携
さ

せ
る

市
町

村
地

域
福

祉
計
画

と
調
和

が
保

た
れ
た
も

の
と
す

る
こ

と
。
そ

の
際

、
市

町
村

地
域

福
祉

計
画

は
、
地
域

に
お

け
る
高

齢
者
、
障

害
者

、
児

童
等

の
福

祉
に

関
し

、
共

通
し

て
取

り
組

む
べ
き
事

項
を
定

め
る

計
画
と
し

て
位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

(
四

) 
市

町
村

高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
と

の
調
和
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居

住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な
連

携
を
図

り
つ
つ

包
括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
に
つ

い
て

は
、
サ
ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

、
有

料
老
人

ホ
ー
ム
、
軽

費
老
人

ホ
ー
ム
、
養

護
老
人
ホ

ー
ム

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

そ
の
他

の
高
齢

者
に
対

す
る
賃

貸
住
宅

及
び

老
人
ホ
ー

ム
（

以
下

「
高

齢
者

に
対

す
る

賃
貸
住

宅
及
び

老
人
ホ

ー
ム
」

と
い
う

。
）

の
供
給
の

目
標

等
を

定
め

る
市

町
村

高
齢

者
居
住

安
定
確

保
計
画

と
調
和

が
保
た

れ

た
も
の
と

し
、
そ

の
策

定
に

当
た

っ
て

は
、
住

宅
担
当

部
局
を
は

じ
め
と

し
た
関

係
部

局
と
連
携

を
図

る
よ

う
努

め
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
地

域
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

と
の
適

切
な
連

携
を
図

る
観
点

か
ら
、
高

齢
者
に
対

す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
が
供

給
さ
れ

る
に
当

た
っ
て

は
、
市
町
村

の
介
護
保

険
担

当
部

局
に

お
い

て
も

関
与

を
図
る

な
ど

、
高
齢
者

の
居
住

等
に
関

す
る

施
策
に
も

積
極

的
に

関
与

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

 
 

(四
) 

市
町
村
高

齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

と
の

調
和
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居
住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
包

括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
に
つ

い
て

は
、
サ
ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
養

護
老
人
ホ

ー
ム

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

そ
の

他
の

高
齢

者
に

対
す

る
賃

貸
住
宅

及
び

老
人
ホ
ー

ム
（
以

下
「

高
齢

者
に

対
す

る
賃

貸
住

宅
及

び
老

人
ホ

ー
ム
」

と
い
う

。
）

の
供
給
の

目
標
等

を
定

め
る

市
町

村
高

齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

と
調
和

が
保
た

れ

た
も
の
と

し
、
そ

の
策

定
に

当
た

っ
て

は
、
住

宅
担

当
部

局
を

は
じ

め
と

し
た
関

係
部

局
と
連
携

を
図
る

よ
う

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
地
域

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
と

の
適

切
な

連
携

を
図

る
観
点

か
ら

、
高

齢
者
に
対

す
る
賃

貸
住

宅
及

び
老

人
ホ

ー
ム

が
供

給
さ

れ
る

に
当

た
っ
て

は
、
市
町
村

の
介
護
保

険
担
当

部
局

に
お

い
て

も
関

与
を

図
る

な
ど

、
高

齢
者

の
居

住
等

に
関

す
る

施
策
に
も

積
極
的

に
関

与
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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(
五

) 
市

町
村

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

と
の

調
和
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居

住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な
連

携
を
図

り
つ
つ

包
括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
に
つ

い
て

は
、
高

齢
者

等
の

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸
住

宅
の
供

給
の
目

標
等
を

定
め

る
市
町
村

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

と
調

和
が
保

た
れ
た

も
の
と

し
、
住
宅
担

当
部
局

を
は
じ
め

と
し

た
関

係
部

局
と

連
携

を
図

る
よ
う

努
め
る

こ
と
。

 

(
五

) 
市

町
村
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
と

の
調

和
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居
住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
包

括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
に
つ

い
て

は
、
高

齢
者
等

の
住

宅
確

保
要

配
慮

者
に

対
す

る
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
目

標
等
を

定
め

る
市
町
村

賃
貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と

し
、
住
宅
担

当
部
局

を
は
じ
め

と
し
た

関
係

部
局

と
連

携
を

図
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。
 

(
六

) 
市

町
村

障
害

福
祉

計
画

と
の

調
和
 

市
町
村

障
害

福
祉

計
画

に
お

い
て

は
、
高
齢
者

を
含
む

障
害
者
の

自
立
支

援
の
観

点

か
ら
、
精

神
科

病
院

か
ら

地
域

生
活

へ
の

移
行
を

進
め
る

こ
と
と

さ
れ
て

お
り

、
高
齢

の
障
害
者

が
地

域
生

活
へ

移
行

し
、

並
び

に
地
域

生
活
を

維
持
及

び
継
続

す
る
た

め
、

介
護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
等

を
必

要
に

応
じ
て

提
供
し

て
い
く

こ
と
も

重
要
で

あ

る
。
こ

の
た

め
に

は
高

齢
者

だ
け

に
と

ど
ま
ら
ず

、
精

神
障
害
に

も
対
応

し
た
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

こ
と

が
必

要
で
あ

る
。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
に
つ

い
て
は

、
市

町
村
障

害
福

祉
計
画
と

の
調

和
が

保
た

れ
た

も
の

と
す

る
と
と

も
に

、
都
道
府

県
障
害

福
祉
計

画
（

障
害
者
総

合
支

援
法

第
八

十
九

条
第

一
項

に
規
定

す
る
都

道
府
県

障
害
福

祉
計
画

を

い
う
。
以

下
同

じ
。
）
に

定
め

ら
れ

た
、
高

齢
者
を

含
む
入

院
中

の
精
神

障
害
者

の
地

域
生
活
へ

の
移

行
に

係
る

成
果

目
標

の
達

成
に
向

け
た
地

域
の
体

制
整
備

等
の
取

組

に
留
意
す

る
こ

と
。
 

(
六

) 
市

町
村
障

害
福

祉
計

画
と

の
調

和
 

市
町
村
障

害
福

祉
計

画
に

お
い

て
は

、
高

齢
者

を
含

む
障

害
者

の
自

立
支

援
の
観

点

か
ら
、
精
神
科

病
院

か
ら

地
域

生
活

へ
の

移
行

を
進

め
る

こ
と

と
さ
れ
て

お
り

、
高
齢

の
障
害
者

が
地
域

生
活

へ
移

行
し

、
並

び
に

地
域

生
活

を
維

持
及

び
継
続

す
る
た

め
、

介
護
給
付

等
対
象

サ
ー

ビ
ス

等
を

必
要

に
応

じ
て

提
供

し
て

い
く

こ
と

も
重

要
で

あ

る
。
こ

の
た
め

に
は

高
齢

者
だ

け
に

と
ど

ま
ら

ず
、
精

神
障

害
に

も
対
応

し
た
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム

を
構

築
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

こ
う
し
た

観
点

か
ら

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
市

町
村
障

害
福

祉
計
画
と

の
調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
障
害

福
祉
計

画
（

障
害
者
総

合
支
援

法
第

八
十

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県

障
害
福

祉
計
画

を

い
う
。
以
下

同
じ

。
）
に

定
め

ら
れ

た
、
高

齢
者

を
含

む
入

院
中

の
精
神

障
害
者

の
地

域
生
活
へ

の
移
行

に
係

る
成

果
目

標
の

達
成

に
向

け
た

地
域

の
体

制
整
備

等
の
取

組

に
留
意
す

る
こ
と

。
 

(
七

) 
市

町
村

健
康

増
進

計
画

と
の

調
和
 

少
子
高

齢
化

が
進

む
中

で
、
健

康
寿

命
を

延
伸
し

、
要

介
護
状
態

等
と
な

る
こ
と

の

予
防
又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪
化

の
防
止

を
図
る

こ
と
は

、
重

要
で
あ

る
。
 

こ
の
た

め
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ
い

て
は

、
高
齢
者

の
健
康

に
焦
点

を

当
て
た
取

組
等

住
民

の
健

康
の

増
進

の
推

進
に
関

す
る
施

策
と
の

連
携
が

重
要
で

あ

り
、
市

町
村

健
康

増
進

計
画

が
定

め
ら

れ
て
い
る

場
合
に

は
、
当

該
計
画

と
の
調

和
に

配
慮
す
る

こ
と

。
 

(
七

) 
市

町
村
健

康
増

進
計

画
と

の
調

和
 

少
子
高
齢

化
が

進
む

中
で

、
健

康
寿

命
を

延
伸

し
、
要

介
護

状
態

等
と
な

る
こ
と

の

予
防
又
は

要
介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
を

図
る

こ
と

は
、
重

要
で

あ

る
。

 

こ
の
た
め

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
つ

い
て

は
、
高

齢
者

の
健
康

に
焦
点

を

当
て
た
取

組
等
住

民
の

健
康

の
増

進
の

推
進

に
関

す
る

施
策

と
の

連
携
が

重
要
で

あ

り
、
市

町
村
健

康
増

進
計

画
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
に

は
、
当

該
計
画

と
の
調

和
に

配
慮
す
る

こ
と
。

 

(
八

) 
生

涯
活

躍
の

ま
ち

形
成

事
業

計
画

と
の

調
和
 

生
涯
活

躍
の

ま
ち

形
成

事
業

を
実

施
す

る
市
町
村

は
、
生
涯
活
躍

の
ま
ち

形
成
事

業

計
画
を
作

成
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
当

該
計
画
に

は
、
介
護

サ
ー
ビ

ス
提
供

体
制

の
確
保
の

た
め

の
施

策
等

を
記

載
す

る
こ

と
が
で

き
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
た
め

、
当

該
計
画
を

定
め

る
場

合
に

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
と
の

調
和
に

配
慮
す

る
こ

と
。
 

(
八

) 
生

涯
活
躍

の
ま

ち
形

成
事

業
計

画
と

の
調

和
 

生
涯
活
躍

の
ま

ち
形

成
事

業
を

実
施

す
る

市
町

村
は

、
生

涯
活

躍
の

ま
ち

形
成
事

業

計
画
を
作

成
す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
当

該
計

画
に

は
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
提
供

体
制

の
確
保
の

た
め
の

施
策

等
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
た
め

、
当

該
計
画
を

定
め
る

場
合

に
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

と
の

調
和
に

配
慮
す

る
こ

と
。

 

（
九

）
 
市

町
村

地
域

防
災

計
画

（
災

害
対

策
基

本
法

（
昭

和
三

十
六

年
法

律
第

二
百

二

十
三
号

）
第

二
条
第

一
項

第
十

号
ロ
に

規
定

す
る

市
町
村

地
域
防

災
計
画

を
い
う

。
以

（
新
設
）
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下
同
じ
。

）
と

の
調

和
 

災
害
時

に
要

介
護

高
齢

者
等

が
適

切
に

避
難
で
き

る
よ
う

、
市
町

村
の
防

災
部
局

が

避
難
行
動

要
支

援
者

名
簿

の
作

成
及

び
活

用
や

、
福
祉

避
難
所
の

指
定
等

の
取
り

組
み

を
進
め
る

際
に

は
、
介

護
保

険
担

当
部

局
も
連
携

し
て
取

り
組
む

必
要
が

あ
る

。
ま
た

、
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
、
災

害
時
に

備
え
た

防
災
部
局

と
の

連
携
し

た
取
組
等

を
定

め
る

場
合

に
は

、
市

町
村

地
域

防
災
計

画
と
の
調

和
に
配

慮
す
る

こ
と

。
 

（
十

）
 
市

町
村

行
動

計
画

（
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
二

十

四
年

法
律

第
三

十
一

号
）

第
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村
行

動
計

画
を

い
う

。

以
下
同
じ

。
）
と

の
調

和
 

市
町
村

行
動

計
画

に
お

い
て

は
、
新

型
イ
ン
フ

ル
エ
ン

ザ
等
の
感

染
症
の

感
染
拡

大

防
止
の
取

り
組

み
や

各
発

生
段

階
に

お
け

る
市
町

村
が
実

施
す
る

対
策
な

ど
が
定

め

ら
れ
て
お

り
、
高

齢
者

等
へ

の
支

援
に

つ
い
て
も

定
め
ら

れ
て
い

る
。
今
般
の

新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

を
踏

ま
え

、
市
町

村
介
護

保
険
事

業
計
画

に
お
い

て
、

新
型
イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
感

染
症

に
備

え
た
取

組
等
を

定
め
る

場
合
に

は
、
市
町
村

行
動
計
画

と
の

調
和

に
配

慮
す

る
こ

と
。
 

（
新
設
）

 

(
十

一
)
 

社
会

福
祉

事
業

に
従

事
す

る
者

の
確

保
を

図
る

た
め

の
措

置
に

関
す

る
基

本

的
な
指

針
（

社
会

福
祉

法
第

八
十

九
条

第
一
項
に

規
定
す

る
基
本

指
針
を

い
う

。
以

下
「
福

祉
人

材
確

保
指

針
」
と

い
う

。
）

を
踏
ま

え
た
取

組
 

介
護
保

険
制

度
が

国
民

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
る
よ
う

十
分
機

能
し
て

い
く
た

め
に
は

、

福
祉
・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

担
う

人
材

の
安

定
的
な

確
保
が

重
要
で

あ
る

。
こ
う

し
た
観

点
か
ら

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

、
介

護
人
材
確

保
策
を

定
め
る

場
合

に
あ
っ
て

は
、

福
祉

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

仕
事
が

魅
力
あ

る
職
業

と
し
て

認
知
さ

れ
、

今
後
さ
ら

に
拡

大
す

る
福

祉
・
介

護
ニ

ー
ズ
に
対

応
で
き

る
質
の

高
い
人

材
の
確

保
の

た
め
の
取

組
の

指
針

で
あ

る
福

祉
人

材
確

保
指
針

を
踏
ま

え
、
地

域
の
実

情
に
応

じ
、

重
点
的
に

取
り

組
む

事
項

を
明

確
に

す
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

(
九

) 
社

会
福
祉

事
業

に
従

事
す

る
者

の
確
保

を
図

る
た

め
の

措
置

に
関

す
る

基
本

的

な
指
針
（
社
会

福
祉

法
第

八
十

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

基
本

指
針
を
い

う
。
以
下

「
福
祉
人

材
確

保
指

針
」

と
い

う
。

）
を

踏
ま

え
た

取
組
 

介
護
保
険

制
度

が
国

民
の

ニ
ー

ズ
に

応
え

る
よ

う
十

分
機

能
し

て
い

く
た

め
に
は

、

福
祉
・
介
護
サ

ー
ビ

ス
を

担
う

人
材

の
安

定
的

な
確

保
が

重
要

で
あ
る

。
こ
う

し
た
観

点
か
ら

、
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
、
介

護
人

材
確

保
策
を

定
め
る

場
合

に
あ
っ
て

は
、
福

祉
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
仕

事
が

魅
力

あ
る

職
業

と
し
て

認
知
さ

れ
、

今
後
さ
ら

に
拡
大

す
る

福
祉
・
介

護
ニ

ー
ズ

に
対

応
で

き
る

質
の

高
い
人

材
の
確

保
の

た
め
の
取

組
の
指

針
で

あ
る

福
祉

人
材

確
保

指
針

を
踏
ま

え
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

、

重
点
的
に

取
り
組

む
事

項
を

明
確

に
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

(
十
二

) 
介
護

雇
用

管
理

改
善

等
計

画
（

介
護
労
働

者
の
雇

用
管

理
の
改

善
等
に

関
す
る

法
律
（

平
成

四
年

法
律

第
六

十
三

号
）
第

六
条

第
一
項

に
規
定
す

る
介
護

雇
用
管

理

改
善
等

計
画

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
踏
ま
え

た
取
組
 

介
護
労

働
者

が
意

欲
と

誇
り

を
も

っ
て

魅
力
あ
る

職
場
で

そ
の
能

力
を
発

揮
し
て

働
く
こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
等

の
た
め

、
介

護
労
働
者

の
雇
用

管
理
の

改
善

並
び
に
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
す

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し
た

観
点
か

ら
、

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
、
介
護

人
材
確

保
策
を
定

め
る
場

合
に
あ

っ
て

は
、
介

護
雇

用
管

理
改

善
等

計
画

に
定

め
る

介
護

労
働
者

の
雇
用

管
理
の

改
善
の

促
進

並
び
に
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
図

る
た

め
に
講

じ
よ
う

と
す
る

施
策
の

基
本
と

な

る
べ
き
事

項
を

踏
ま

え
る

よ
う

努
め

る
も

の
と
す

る
。
 

(
十

) 
介

護
雇
用

管
理

改
善

等
計

画
（

介
護

労
働

者
の

雇
用

管
理

の
改

善
等
に
関

す
る
法

律
（
平

成
四
年

法
律

第
六

十
三

号
）
第

六
条

第
一

項
に

規
定

す
る

介
護
雇

用
管
理

改

善
等
計
画

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
踏

ま
え

た
取

組
 

介
護
労
働

者
が

意
欲

と
誇

り
を

も
っ

て
魅

力
あ

る
職

場
で

そ
の

能
力

を
発

揮
し
て

働
く
こ
と

が
で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

等
の

た
め

、
介

護
労

働
者

の
雇
用

管
理
の

改
善

並
び
に
能

力
の
開

発
及

び
向
上

を
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

こ
う

し
た

観
点

か
ら

、

市
町
村
介

護
保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

、
介

護
人

材
確

保
策

を
定

め
る
場

合
に
あ

っ
て

は
、
介

護
雇
用

管
理

改
善

等
計

画
に

定
め

る
介

護
労

働
者

の
雇

用
管

理
の

改
善
の

促
進

並
び
に
能

力
の
開

発
及

び
向

上
を

図
る

た
め

に
講

じ
よ

う
と

す
る

施
策
の

基
本
と

な

る
べ
き
事

項
を
踏

ま
え

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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（
十
三
）

 
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

を
踏

ま
え
た

取
組
 

認
知
症

施
策

に
お

い
て

は
、
認

知
症

の
発

症
を
遅

ら
せ

、
認
知
症

に
な
っ

て
も
希

望

を
持
っ
て

日
常

生
活

を
過

ご
せ

る
社

会
を

目
指
し

、
認

知
症
の
人

や
そ
の

家
族
の

意
見

も
踏
ま
え

て
、
「

共
生

」
と
「

予
防

」
の

施
策
を

推
進
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る
（
認

知
症
施
策

推
進
大

綱
に

お
い

て
、
「

共
生

」
と

は
、
認
知

症
の
人

が
、
尊
厳

と
希
望

を

持
っ
て
認

知
症

と
と

も
に

生
き

る
、
ま

た
、
認

知
症
が

あ
っ
て
も

な
く
て

も
同
じ

社
会

で
と
も
に

生
き

る
、
と

い
う

意
味

で
あ

り
、
「

予
防
」
と
は

、
「

認
知
症

に
な
ら

な
い

」

と
い
う
意

味
で

は
な

く
、
「

認
知

症
に

な
る

の
を

遅
ら
せ

る
」
「

認
知
症

に
な
っ

て
も

進
行
を
緩

や
か

に
す

る
」

と
い

う
意

味
で

あ
る
。

）
。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計

画
に
お

い
て
、
認
知

症
施
策

を
定

め
る
場
合

に
あ

っ
て
は

、
認

知
症

施
策

推
進
大
綱

の
基
本

的
な
考

え
方

を
踏
ま
え

る
よ

う
努
め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
新
設
）

 

８
 

そ
の

他
 

(
一

) 
計

画
期

間
と

作
成

の
時

期
 

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

は
、
概

ね
三
年
を

通
じ
財

政
の
均
衡

を
保
つ

も
の
で

な

け
れ
ば
な

ら
な

い
も

の
と

さ
れ

る
保

険
料

の
算
定

の
基
礎

と
な
る

介
護
給

付
等
対

象

サ
ー
ビ
ス

及
び

地
域

支
援

事
業

の
量

の
見

込
み
等

に
つ
い

て
定
め

る
も
の

で
あ
る

こ

と
か
ら
、

三
年

を
一

期
と

し
て

作
成

す
る

。
 

第
八
期

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

つ
い
て
は

、
令

和
三
年
度

か
ら

令
和
五
年

度

ま
で
を
期

間
と

し
て

、
令

和
二

年
度
中

に
作
成
す

る
こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
 

８
 

そ
の

他
 

(
一

) 
計

画
期
間

と
作

成
の

時
期
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
は

、
概

ね
三

年
を

通
じ

財
政

の
均

衡
を

保
つ

も
の
で

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

も
の

と
さ

れ
る

保
険

料
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

介
護

給
付

等
対

象

サ
ー
ビ
ス

及
び
地

域
支

援
事

業
の

量
の

見
込

み
等

に
つ

い
て

定
め

る
も
の

で
あ
る

こ

と
か
ら
、

三
年
を

一
期

と
し

て
作

成
す

る
。
 

第
七
期

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

つ
い

て
は

、
平

成
三

十
年

度
か

ら
平

成
三

十

二
年
度

ま
で
を

期
間

と
し

て
、
平

成
二

十
九

年
度

中
に

作
成

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

(
二

) 
公

表
と

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
普

及
啓
発
 

市
町
村

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作
成

し
た
と

き
は
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ

を
都
道
府

県
知

事
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

ま
た
、
介

護
保

険
制

度
の

健
全

か
つ

円
滑

な
運
営

を
図
る

た
め
に

は
、
国
民
の

理
解

及
び
協
力

を
得

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
か
ら

、
市

町
村
は
、
被
保

険
者
と

し
て
の

地
域
住
民

に
対

し
、
介

護
保

険
事

業
に

関
す

る
情

報
（

介
護
保
険

制
度
の

基
本
的

理
念

を
含
む

。
）
及

び
施

策
の

実
施

状
況

や
目

標
の
達

成
状
況

の
情
報

の
提
供

に
努
め

る
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
通
じ
て

構
築
す

る
地
域

包
括
ケ

ア
シ
ス

テ

ム
は
、
地

域
住

民
、

介
護

従
事

者
、

介
護

サ
ー
ビ

ス
事
業

者
、
民

間
企
業

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

地
域
の
諸

団
体

等
に

よ
り

支
え

ら
れ

る
も

の
で
あ

る
こ
と

か
ら
、
様
々

な
経
路

や
手
法

に
よ
り

、
そ

の
地

域
の

現
状

や
特

性
、
地

域
が

目
指
す

方
向
や
そ

の
た
め

の
取
組

に
対

す
る
理
解

が
関

係
者

間
で

共
有

で
き

る
よ

う
、
当
該
計

画
及
び
各

年
度
に

お
け
る

当
該

計
画
の
達

成
状

況
な

ど
の

公
表

方
法

を
工

夫
し
な

が
ら

、
様
々
な

経
路
や

方
法
に

よ
り

こ
れ
ら
の

関
係

者
に

よ
る

多
様

か
つ

積
極

的
な
取

組
を
進

め
る
た

め
の
普

及
啓
発

を

図
る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
二

) 
公

表
と
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

普
及

啓
発
 

市
町
村
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、
こ
れ

を
都
道
府

県
知
事

に
提

出
す

る
こ

と
。
 

ま
た
、
介
護

保
険

制
度

の
健

全
か

つ
円

滑
な

運
営

を
図

る
た

め
に

は
、
国
民
の

理
解

及
び
協
力

を
得
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
市

町
村

は
、
被

保
険
者
と

し
て
の

地
域
住
民

に
対
し

、
介

護
保

険
事

業
に

関
す

る
情

報
（

介
護

保
険

制
度
の

基
本
的

理
念

を
含
む

。
）
及

び
施

策
の

実
施

状
況

や
目

標
の

達
成

状
況

の
情

報
の

提
供

に
努

め
る

こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
 

さ
ら
に

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
通

じ
て

構
築

す
る

地
域

包
括
ケ

ア
シ
ス

テ

ム
は
、
地

域
住
民

、
介

護
従

事
者

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

、
民

間
企
業

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

地
域
の
諸

団
体
等

に
よ

り
支

え
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
様

々
な
経
路

や
手
法

に
よ
り

、
そ
の

地
域

の
現

状
や

特
性

、
地

域
が

目
指

す
方

向
や

そ
の

た
め

の
取
組

に
対

す
る
理
解

が
関
係

者
間

で
共

有
で

き
る

よ
う

、
当

該
計

画
及

び
各

年
度
に

お
け
る

当
該

計
画
の
達

成
状
況

な
ど

の
公

表
方

法
を

工
夫

し
な

が
ら

、
様

々
な

経
路
や

方
法
に

よ
り

こ
れ
ら
の

関
係
者

に
よ

る
多

様
か

つ
積

極
的

な
取

組
を

進
め

る
た

め
の
普

及
啓
発

を

図
る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
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二
 
市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
基

本
的

記
載

事
項

 
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

定
め
る
こ

と
と
さ

れ
た
事

項
は

、
次
に

掲
げ

る
項
と
す

る
。
 

二
 
市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
基

本
的

記
載

事
項
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
た

事
項

は
、
次
に

掲
げ

る
事
項
と

す
る
。

 

１
 

日
常

生
活

圏
域

 
一

の
６

を
踏

ま
え

、
日

常
生

活
圏

域
の

範
囲
、
各
日
常

生
活
圏
域

の
状
況

等
を
定

め

る
こ
と
。

 

 
 

１
 
日
常

生
活
圏

域
 

一
の
６
を

踏
ま

え
、
日

常
生

活
圏

域
の

範
囲

、
各

日
常

生
活

圏
域

の
状
況

等
を
定

め

る
こ
と
。

 

２
 

各
年

度
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー
ビ

ス
の
種

類
ご
と

の
量
の

見
込
み

 
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ
ス
の

種
類
ご

と
の
量

の
見
込

み
に
つ

い
て
は

、
市

町
村

に
お

け
る

高
齢

者
人

口
の

動
向

、
介

護
給
付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

の
給

付
の
実
績

を
分

析
し

、
か

つ
、
評

価
す

る
な
ど
第

二
の
一

の
２
に

掲
げ
る

事
項
を

踏
ま

え
た
上
で

、
法

第
百

十
六

条
第

二
項

第
二

号
に
基

づ
く
参

酌
標
準
（
市

町
村
介

護
保
険

事
業
計
画

に
お

い
て

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

量
の
見

込
み
を

定

め
る
に
当

た
っ

て
参

酌
す

べ
き

標
準

と
し

て
別
表

に
掲
げ

る
も
の

を
い
う

。
）
を
参
考

と
し
て
、

次
の

区
分

に
よ

り
定

め
る

こ
と

。
 

な
お
、
要

介
護

者
等

の
数

の
見

込
み

を
定

め
る
際

に
は

、
各
年
度

に
お
け

る
高
齢

者

人
口
の
動

向
、
総

合
事

業
及

び
予

防
給

付
の
実
施

状
況
及

び
見
込

ま
れ
る

効
果
を

勘
案

し
て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

定
め

る
こ

と
が
必

要
で
あ

る
。
 

 ま
た
、
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
際
に

は
、
サ
ー
ビ
ス

利
用
に

際
し
た

地

域
間
の
移

動
や

、
住

民
の

サ
ー

ビ
ス

利
用

の
在
り

方
も
含

め
た
地

域
特
性

や
都
道

府
県

に
よ
る
老

人
福

祉
圏

域
内

の
広

域
調

整
を

踏
ま
え

る
こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
 

「
介
護

離
職

ゼ
ロ

」
の

実
現

に
向

け
て

、
特
に

都
市
部

で
は
高
齢

者
人
口

増
加
に

備

え
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
従

来
か

ら
の
介
護

サ
ー
ビ

ス
に
加

え
、
特
定
施

設
入
居

者
生
活
介

護
も

含
め

た
効

果
的

な
介

護
基

盤
整
備

を
行
う

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
そ
の

際
、

有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
の
高
齢

者
向
け

住
ま
い

の
設

置
状
況
を

把
握

す
る

ほ
か

、
所

得
の

多
寡

に
よ
り

入
居
先

の
確
保

が
困
難

に
な
る

こ
と

が
な
い
よ

う
留

意
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
一
方
、
人
口
減
少

が
見
込

ま
れ
る

地
域

で
は
、
関

係
サ

ー
ビ

ス
の

連
携

や
既

存
施

設
の
有

効
活
用

等
の
工

夫
に
よ

り
、
必
要
な

介
護
サ
ー

ビ
ス

の
機

能
を

地
域

に
残

す
こ

と
を
考

え
る
必

要
が
あ

る
。
老
朽
化

し
た
施

設
の
建
て

替
え

や
必

要
な

修
繕

を
計

画
的

に
行
う

と
と
も

に
、
中

長
期
的

な
人
口

構
造

の
変
化
の

見
通

し
を

踏
ま

え
な

が
ら

、
必

要
な
介

護
サ
ー

ビ
ス
が

提
供
さ

れ
る
よ

う
、

地
域
医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

を
活

用
し

な
が
ら

、
地

域
を
支
え

る
と
い

う
視

点
で
整

備
を
進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

在
宅
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

を
図
る

観
点

か
ら

、
例

え
ば
在

宅
生
活
に

お
け
る

必
要
な

サ

ー
ビ
ス
に

柔
軟

に
対

応
し

や
す

い
地

域
密

着
型
サ

ー
ビ
ス

の
地
理

的
配
置

バ
ラ
ン

ス

も
勘
案
し

た
整

備
な

ど
を

考
慮

し
な

が
ら

、
必

要
な
サ

ー
ビ
ス
の

種
類
ご

と
の
量

の
見

込
を
定
め

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。
 

２
 

各
年

度
に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見
込
み
 

各
年

度
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
に

つ

い
て
は

、
市
町

村
に

お
け

る
高

齢
者

人
口

の
動

向
、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

の
給

付
の
実
績

を
分
析

し
、
か

つ
、
評

価
す

る
な

ど
第

二
の

一
の

２
に

掲
げ
る

事
項
を

踏
ま

え
た
上
で

、
法

第
百

十
六

条
第

二
項

第
二

号
に

基
づ

く
参

酌
標

準
（

市
町
村
介

護
保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る
に
当

た
っ
て

参
酌

す
べ

き
標

準
と

し
て

別
表

に
掲

げ
る

も
の

を
い
う

。
）
を
参
考

と
し
て
、

次
の
区

分
に

よ
り

定
め

る
こ

と
。
 

な
お
、
要
介

護
者

等
の

数
の

見
込

み
を

定
め

る
際

に
は

、
各

年
度

に
お
け

る
高
齢

者

人
口
の
動

向
、
総

合
事

業
（

総
合

事
業

に
移

行
す

る
前

の
介

護
予

防
事
業

を
含

む
。

）

及
び
予
防

給
付
の

実
施

状
況

及
び

見
込

ま
れ

る
効

果
を

勘
案

し
て

、
地

域
の
実

情
に
応

じ
て
定
め

る
こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
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さ
ら
に

、
地

域
で

作
成

し
た

認
知

症
ケ

ア
パ
ス
及

び
認
知

症
の
人

を
含
む

精
神
科

病

院
か
ら
の

退
院

者
を

地
域

で
受

け
入

れ
る

こ
と
を

踏
ま
え

た
も
の

と
す
る

よ
う
留

意

す
る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

際
に

は
、
地

域
で

作
成

し
た

認
知

症
ケ

ア
パ

ス
及

び
認

知
症

の
人

を
含

む
精

神
科

病
院

か
ら

の
退

院
者

を
地

域
で

受
け

入
れ

る
こ
と
を

踏
ま
え

た
も

の
と

す
る

よ
う

留
意

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

(
一

) 
各

年
度

に
お

け
る

介
護

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス
（
介
護

給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
う

ち
介
護

給
付

に
係

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同
じ
。

）
の
種

類
ご
と

の
量
の

見
込
み

 

イ
 
市
町

村
及

び
日

常
生

活
圏

域
ご

と
の

必
要
利

用
定
員

総
数
及

び
指
定

地
域
密

着

型
サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み
 

各
年
度

に
お

け
る

市
町

村
全

域
及

び
日

常
生
活
圏

域
ご
と

の
認
知

症
対
応

型
共

同
生
活
介

護
、
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居
者
生

活
介
護

及
び
地

域
密
着

型
介
護

老

人
福
祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

そ
れ

ぞ
れ

の
必
要

利
用
定

員
総
数

及
び
指

定
地
域

密
着
型
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
。
ま
た

、
そ
の

算
定

に
当
た
っ

て
の

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

そ
の
際

、
日

常
生

活
圏

域
ご

と
に

均
衡
の

と
れ
た

介
護
給

付
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
提

供
が
行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
必

要
利
用

定
員
総

数
及
び

見
込
量

を

定
め
る
こ

と
。
特

に
、
入

所
申

込
者

が
多

数
存
在

す
る
指

定
介

護
老
人
福

祉
施
設

や

地
域
密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
に

つ
い

て
は
、

保
険
者

で
あ
る

市
町
村

に
お
い

て
、
入
所

申
込

み
を

行
っ

て
い

る
要

介
護

者
等
の

う
ち

、
介
護
の

必
要
性

や
家
族

の

状
況
等
に

よ
り

、
当

該
施

設
以

外
で

は
生

活
が
困

難
で
あ

り
、
真

に
入
所

が
必
要

と

判
断
さ
れ

る
被

保
険

者
を

適
宜

の
方

法
で

把
握
し

、
そ
の

状
況
も

踏
ま
え

た
上
で

、

必
要
な
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
。

 

ま
た
、
各

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込
み

を
定
め

る
に
当

た
っ
て

は
、
有

料
老
人
ホ

ー
ム

や
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け
住

宅
が
多

様
な
介

護
ニ
ー

ズ
の
受

け
皿
と
な

っ
て

い
る

状
況

を
踏

ま
え

、
市
町
村

全
域
及

び
日
常
生

活
圏
域

ご
と
の

当

該
地
域

に
お

け
る

こ
れ

ら
の

設
置

状
況

や
、
要

介
護
者

等
の
人
数

、
利
用

状
況

等
を

必
要
に
応

じ
て

勘
案

す
る

こ
と

。
 

な
お
、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
、
地
域

密
着
型

特
定
施
設

入
居
者

生
活
介

護
及
び
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所
者

生
活
介

護
に
係

る
必
要

利
用
定

員
総
数
に

は
、
医

療
療

養
病

床
及

び
指

定
介
護
療

養
型
医

療
施
設

が
こ
れ

ら
の
事

業

を
行
う
施

設
等

へ
転

換
す

る
場

合
に

お
け

る
当
該

転
換
に

伴
う
利

用
定
員

の
増
加

分
は
含
ま

な
い

も
の

と
す

る
。
 

ロ
 
指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

介
護
給

付
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
量

の
見
込

み
 

各
年
度

に
お

け
る

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ
ス
以

外
の
介

護
給
付

対
象
サ

ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
ま
た

、
そ
の
算

定
に
当

た
っ
て

の

考
え
方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

そ
の
際

、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看

護
（
指
定

地
域

密
着
型

サ
ー
ビ

ス
で
あ
る

定
期

巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看

護
に
限

る
。
以

下
同
じ

。
）
、
夜

間
対
応
型

訪
問

介
護
（

指
定

地
域

密
着

型
サ
ー
ビ

ス
で
あ

る
夜
間

対
応
型

訪
問
介

護

(
一

) 
各

年
度
に

お
け

る
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
（

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の
う

ち
介
護
給

付
に

係
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込
み

 

イ
 
市
町

村
及

び
日

常
生

活
圏

域
ご

と
の

必
要

利
用

定
員

総
数

及
び

指
定

地
域
密

着

型
サ
ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
 

各
年
度
に

お
け

る
市

町
村

全
域

及
び

日
常

生
活

圏
域

ご
と

の
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介

護
、
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
及

び
地

域
密

着
型

介
護

老

人
福
祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

そ
れ

ぞ
れ

の
必

要
利

用
定

員
総

数
及

び
指

定
地
域

密
着
型
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
ま

た
、
そ
の

算
定

に
当
た
っ

て
の

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

そ
の
際

、
日

常
生

活
圏

域
ご

と
に

均
衡

の
と

れ
た

介
護

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
が
行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

必
要

利
用

定
員

総
数

及
び

見
込
量

を

定
め
る
こ

と
。
特

に
、
入

所
申

込
者

が
多

数
存

在
す

る
指

定
介

護
老

人
福

祉
施

設
や

地
域
密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
に

つ
い

て
は

、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

に
お
い

て

、
入
所
申

込
み

を
行

っ
て

い
る

要
介

護
者

等
の

う
ち

、
介

護
の

必
要

性
や

家
族
の

状

況
等
に
よ

り
、
当

該
施

設
以

外
で

は
生

活
が

困
難

で
あ

り
、
真

に
入

所
が

必
要
と

判

断
さ
れ
る

被
保

険
者

を
適

宜
の

方
法

で
把

握
し

、
そ

の
状

況
も

踏
ま

え
た

上
で

、
必

要
な
サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

 
 
 
  
 
  
 

   

 

な
お
、
認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

、
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介

護

及
び
地
域

密
着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
に

係
る

必
要
利

用
定

員
総

数
に
は

、
医
療

療
養

病
床

及
び

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
が

こ
れ

ら
の

事
業
を

行
う

施
設
等
へ

転
換
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
転

換
に

伴
う

利
用

定
員

の
増
加

分
は
含

ま

な
い
も
の

と
す
る

。
 

ロ
 
指
定

地
域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

量
の
見
込

み
 

各
年
度
に

お
け

る
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
ま

た
、
そ

の
算

定
に
当

た
っ
て

の

考
え
方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

そ
の
際
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護
（

指
定

地
域

密
着
型

サ
ー
ビ

ス
で
あ
る

定
期

巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

に
限

る
。
以

下
同
じ

。
）
、
夜

間
対
応
型

訪
問

介
護
（

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

67



 
-
 
4
1
 
-

に
限
る

。
以

下
同

じ
。
）
、
地

域
密

着
型

通
所
介

護
（

指
定
地
域

密
着
型

サ
ー
ビ

ス

で
あ
る
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
限

る
。
以

下
同
じ
。
）
、
認
知

症
対
応

型
通
所

介

護
（
指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護
に
限

る
。
以
下

同
じ
。
）
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
（

指
定
地

域
密
着

型
サ

ー
ビ

ス
で
あ
る

小

規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護

に
限

る
。
以

下
同

じ
。
）
及

び
看
護
小

規
模
多

機
能
型

居

宅
介
護
の

量
の

見
込

み
を

踏
ま

え
る

こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
 

 

ま
た
、
各

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込
み

を
定
め

る
に
当

た
っ
て

は
、
有

料
老
人
ホ

ー
ム

や
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け
住

宅
が
多

様
な
介

護
ニ
ー

ズ
の
受

け
皿
と
な

っ
て

い
る

状
況

を
踏

ま
え

、
市
町
村

全
域
及

び
日
常
生

活
圏
域

ご
と
の

当

該
地
域
に

お
け

る
こ

れ
ら

の
設

置
状

況
や

、
要

介
護
者

等
の
人
数

、
利
用

状
況

等
を

必
要
に
応

じ
て

勘
案

す
る

こ
と

。
 

さ
ら
に

、
各

年
度

に
お

け
る

市
町

村
ご

と
の
医
療

療
養
病

床
か
ら

介
護
保

険
施
設

等
へ
の
転

換
分

に
係

る
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ
ス

の
量
の

見
込
み

に
つ
い

て
は

、
都

道
府
県
と

連
携

し
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計
画

を
作
成

し
よ
う

と
す
る

と
き
に

お

け
る
主
に

介
護

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
が

利
用
し

て
い
る

医
療
療

養
病
床

の
数
及

び
そ
れ
ら

の
高

齢
者

の
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ
ス

の
利
用

に
関
す

る
意
向

並
び
に

医
療
療
養

病
床

を
有

す
る

医
療

機
関

の
介

護
保
険

施
設
等

へ
の
転

換
の
予

定
等
を

把
握
し
た

上
で

、
こ

の
(一

)に
掲

げ
る

そ
れ
ぞ
れ

の
介
護

給
付
対

象
サ
ー

ビ
ス
の

種

類
ご
と
の

量
の

見
込

み
に

含
め

て
見

込
む

こ
と
。
 

に
限
る

。
以

下
同

じ
。
）
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護
（

指
定

地
域

密
着
型

サ
ー
ビ

ス

で
あ
る
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
限

る
。
以

下
同

じ
。
）
、
認

知
症

対
応

型
通
所

介

護
（
指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

に
限

る
。
以
下

同
じ
。
）
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
（

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ
ス

で
あ
る

小

規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護

に
限

る
。
以

下
同

じ
。
）
及
び

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

指
定

地
域
密
着

型
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

。
以

下
同

じ
。
）
の

量
の

見
込
み
を

踏
ま

え
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

     

ま
た
、
各

年
度

に
お

け
る

市
町

村
ご

と
の

医
療

療
養

病
床

か
ら

介
護

保
険

施
設

等

へ
の
転
換

分
に

係
る

介
護

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み

に
つ

い
て

は
、
都
道

府
県
と
連

携
し

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
作

成
し

よ
う

と
す

る
と

き
に
お

け

る
主
に
介

護
を

必
要

と
す

る
高

齢
者

が
利

用
し

て
い

る
医

療
療

養
病

床
の

数
及
び

そ
れ
ら
の

高
齢

者
の

介
護

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
意

向
並

び
に
医

療
療
養
病

床
を

有
す

る
医

療
機

関
の

介
護

保
険

施
設

等
へ

の
転

換
の

予
定

等
を
把

握
し
た
上

で
、
こ

の
(一

)に
掲

げ
る

そ
れ

ぞ
れ

の
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と
の
量

の
見

込
み

に
含

め
て

見
込

む
こ

と
。

 

(
二

) 
各

年
度

に
お

け
る

予
防

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス
（
介
護

給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
う

ち
予
防

給
付

に
係

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同
じ
。

）
の
種

類
ご
と

の
量
の

見
込
み

 

イ
 
指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の
量

の
見
込

み
 

各
年
度

に
お

け
る

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予
防
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

量
の

見
込
み
を

定
め

る
こ

と
。
ま

た
、
そ

の
算

定
に

当
た
っ

て
の
考
え

方
を
示

す
こ
と

が

重
要
で
あ

る
。
 

そ
の
際

、
で

き
る

限
り

日
常

生
活

圏
域
内

で
指
定

地
域
密

着
型
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
が
利
用

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

観
点

か
ら

、
日

常
生
活

圏
域
ご
と

に
均
衡

の
と
れ

た

サ
ー
ビ
ス

の
提

供
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
地
域
の

実
情
に

応
じ
た
見

込
量
を

確
保
す

る

こ
と
。
 

ロ
 

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

予
防

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見
込
み
 

指
定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

以
外
の
予

防
給
付

対
象
サ

ー
ビ
ス

の
種

類
ご
と
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
ま
た

、
そ
の

算
定
に
当

た
っ
て

の
考
え

方

を
示
す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際

、
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防
サ

ー
ビ
ス

の
量
の

見
込
み

を
踏
ま

え
る
こ

と
。
 

(
二

) 
各

年
度
に

お
け

る
予

防
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
（

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の
う

ち
予
防
給

付
に

係
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込
み

 

 
 
イ
 
指

定
地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
 

各
年
度
に

お
け

る
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込
み
を

定
め

る
こ

と
。
ま

た
、
そ

の
算

定
に

当
た

っ
て

の
考

え
方

を
示

す
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

そ
の
際

、
で

き
る

限
り

日
常

生
活

圏
域

内
で

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ
ー
ビ

ス
が
利
用

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

観
点

か
ら

、
日

常
生

活
圏

域
ご

と
に

均
衡

の
と
れ

た

サ
ー
ビ
ス

の
提

供
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

見
込

量
を

確
保
す

る

こ
と
。

 

 
 
 ロ

 
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
予

防
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

量

の
見
込
み

 

指
定
地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

予
防

給
付

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご
と
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
ま

た
、
そ

の
算

定
に

当
た

っ
て

の
考
え

方

を
示
す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際

、
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
を

踏
ま

え
る

こ

と
。
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３
 

各
年

度
に

お
け

る
地

域
支

援
事

業
の

量
の
見

込
み

 
各

年
度

に
お

け
る

地
域

支
援

事
業

に
係

る
事
業
の

種
類
ご

と
の
量

の
見
込

み
を
定

め
る
こ
と

。
ま

た
、

そ
の

算
定

に
当

た
っ

て
の
考

え
方
を

示
す
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

こ
の
場

合
、

総
合

事
業

に
つ

い
て

は
、

次
の
と
お

り
と
す

る
こ
と

。
 

ま
た
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

と
同

様
、
サ
ー
ビ

ス
の
量
の

見
込
み

を
定
め

る

際
に
は

、
地

域
で

作
成

し
た

認
知

症
ケ

ア
パ
ス
の

勘
案
に

も
留
意

す
る
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。
 

３
 

各
年

度
に
お

け
る

地
域

支
援

事
業

の
量

の
見

込
み
 

各
年

度
に

お
け

る
地

域
支

援
事

業
に

係
る

事
業

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
を

定

め
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

算
定

に
当

た
っ

て
の

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

 
 
 
 こ

の
場
合
、

総
合

事
業

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

こ
と

。
 

ま
た
、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
と

同
様

、
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込
み

を
定
め

る

際
に
は

、
地
域

で
作

成
し

た
認

知
症

ケ
ア

パ
ス

の
勘

案
に

も
留

意
す

る
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。

 

(
一

) 
総

合
事

業
の

量
の

見
込

み
 

各
年
度

に
お

け
る

総
合

事
業

の
種

類
ご

と
の
量
の

見
込
み

を
定
め

る
際
に

は
、
事
業

実
績
に
加

え
、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考

に
し
な
が

ら
、
従
前
相
当

の
サ
ー

ビ
ス
と

多
様

な
サ
ー
ビ

ス
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
地

域
の

ニ
ー
ズ

や
資
源
等

の
地
域

の
実
情

を
踏

ま
え
た
必

要
な

量
を

見
込

む
必

要
が

あ
る

こ
と

。
そ
の

際
、
費
用

の
額
の

見
込
み

の
ほ

か
、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

事
業

者
・
団

体
数

や
利
用

者
数
を
見

込
む
よ

う
に
努

め
る

こ
と
。
な

お
、
市

町
村

の
判

断
に

よ
り

、
希
望

す
る
居

宅
要
介
護

被
保
険

者
が

総
合
事

業
の
対
象

者
と
な

り
得

る
こ

と
に

留
意

す
る
こ
と

。
 

ま
た
、
一

般
介

護
予

防
事

業
の

推
進

に
当

た
っ
て

は
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン
の

理

念
を
踏
ま

え
て

、
「

心
身

機
能

」
、
「

活
動
」
、
「
参

加
」
の
そ

れ
ぞ
れ

の
要
素

に
バ

ラ
ン
ス
よ

く
働

き
か

け
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
機
能

回
復
訓
練

等
の
高

齢
者
へ

の
ア

プ
ロ
ー
チ

だ
け

で
は

な
く

、
生

活
機

能
全

体
を
向

上
さ
せ

、
活
動

的
で
生

き
が
い

を
持

て
る
生
活

を
営

む
こ

と
の

で
き

る
生

活
環

境
の
調

整
及
び

地
域
づ

く
り
等

に
よ
り

、
高

齢
者
を
取

り
巻

く
環

境
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

も
含
め

た
、
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ

た
ア
プ

ロ
ー

チ
が
重
要

で
あ

る
。
市

町
村

に
お

い
て

は
、
高

齢
者
が

年
齢
や
心

身
の
状

況
等
に

よ
っ

て
分
け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
参

加
す

る
こ
と

が
で
き

る
住
民

運
営
の

通
い
の

場

が
、
人

と
人

と
の

つ
な

が
り

を
通

じ
て

、
充

実
し
て
い

く
よ
う
な

地
域
づ

く
り

に
つ
い

て
、
地
域

に
お

け
る

保
健

師
や

管
理

栄
養

士
、
歯
科
衛

生
士
、
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

専
門
職
等

の
幅

広
い

医
療

専
門

職
の

関
与

を
得
な

が
ら

、
推
進
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
通

い
の

場
の

取
組

に
つ

い
て

は
、
多

様
な
サ

ー
ビ
ス
に

お
け
る

短
期
集

中

予
防
サ
ー

ビ
ス
や

、
地

域
ケ

ア
会

議
、
生

活
支

援
体
制

整
備
事
業

等
の
事

業
と
連

携
し

進
め
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
推

進
す

る
に

当
た

っ
て

は
、
厚

生
労
働

省
に
お

い
て

は
、
通
い
の

場
に

参
加

す
る
高
齢

者
の

割
合

を
二

千
二

十
五
年

ま
で
に
八

％
と
す

る
こ
と

を
目
指

し
、
通
い
の

場
の
取
組

を
推

進
し

て
い

る
こ

と
を
勘

案
す
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 
 

(
一

) 
総

合
事
業

の
量

の
見

込
み
 

各
年
度
に

お
け

る
総

合
事

業
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る
こ

と
。
 

な
お
、
総

合
事

業
は

、
第

六
期

が
実

施
の

猶
予

期
間

で
あ

っ
た

た
め
、
事

業
実

績
に

加
え
、
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考

に
し

な
が

ら
、
従

前
相

当
の

サ
ー

ビ
ス
と

多
様
な

サ
ー

ビ
ス
の
そ

れ
ぞ
れ

に
つ

い
て

、
地

域
の

ニ
ー

ズ
や

資
源

等
の

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

必
要
な
量

を
見
込

む
必

要
が

あ
る

こ
と

。
 

 

 

ま
た
、
一
般

介
護

予
防

事
業

の
推

進
に

当
た

っ
て

は
、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
の

理

念
を
踏
ま

え
て
、
「

心
身

機
能

」
、
「

活
動

」
、
「

参
加

」
の

そ
れ

ぞ
れ

の
要
素

に
バ

ラ
ン
ス
よ

く
働
き

か
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
機

能
回

復
訓

練
等

の
高

齢
者
へ

の
ア

プ
ロ
ー
チ

だ
け
で

は
な

く
、
生

活
機

能
全

体
を

向
上

さ
せ

、
活

動
的

で
生

き
が
い

を
持

て
る
生
活

を
営
む

こ
と

の
で

き
る

生
活

環
境

の
調

整
及

び
地

域
づ

く
り
等

に
よ
り

、
高

齢
者
を
取

り
巻
く

環
境

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
も

含
め

た
、
バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
ア
プ

ロ
ー

チ
が
重
要

で
あ
る

。
市

町
村

に
お

い
て

は
、
高

齢
者
が

年
齢

や
心

身
の

状
況

等
に

よ
っ

て
分
け
隔

て
ら
れ

る
こ

と
な

く
、

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
る

住
民

運
営
の

通
い
の

場

が
、
人

と
人
と

の
つ

な
が

り
を

通
じ

て
、
充

実
し

て
い

く
よ

う
な

地
域
づ

く
り

を
推

進

す
る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

69



 
-
 
4
3
 
-

(
二

) 
包

括
的

支
援

事
業

の
事

業
量

の
見

込
み
 

包
括
的

支
援

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、
地

域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー
の

運
営

、
在

宅
医
療
・
介

護
連

携
推

進
事

業
、
認

知
症

総
合

支
援
事

業
、
生
活

支
援
体

制
整
備

事
業

の
そ
れ
ぞ

れ
ご

と
に

、
事

業
内

容
や

事
業

量
の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
。
ま
た

、
そ
の

算
定
に
当

た
っ

て
の

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

そ
の
際

に
は

、
特

に
、
在

宅
医

療
・
介

護
連
携

、
認
知

症
総

合
支

援
事
業

、
生
活

支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
三
の

１
の
内

容
と
も
密

接
に
関

わ
る
こ

と
か

ら
、
そ
の

内
容

に
留

意
し

て
考

え
方

を
示

す
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
高

齢
者

や
そ

の
家

族
が

地
域

に
お

い
て
安

心
し
て

日
常
生

活
を
営

む
こ
と

が

で
き
る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
包

括
的

支
援

事
業

の
事

業
量

の
見

込
み
に

つ
い
て

は
、
第

一
の
五

の
地
域

包

括
支
援
セ

ン
タ

ー
の

必
要

な
職

員
体

制
と

密
接
に

関
わ
る

こ
と
に

留
意
す

る
こ
と

。
 

(
二

) 
包

括
的
支

援
事

業
の

事
業

量
の

見
込

み
 

包
括
的
支

援
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
の

運
営

、
在

宅
医
療
・
介
護

連
携

推
進

事
業

、
認

知
症

総
合

支
援

事
業

、
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業

の
そ
れ
ぞ

れ
ご
と

に
、
事

業
内

容
や

事
業

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
ま
た

、
そ
の

算
定
に
当

た
っ
て

の
考

え
方

を
示

す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際
に

は
、
特

に
、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
、
認

知
症

総
合

支
援

事
業

、
生
活

支

援
・
介

護
予
防

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、
三

の
１

の
内

容
と

も
密

接
に
関

わ
る
こ

と
か

ら
、
そ
の

内
容
に

留
意

し
て

考
え

方
を

示
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
高
齢
者

や
そ

の
家

族
が

地
域

に
お

い
て

安
心

し
て

日
常

生
活

を
営

む
こ
と

が

で
き
る
よ

う
に
努

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
包
括

的
支

援
事

業
の

事
業

量
の

見
込

み
に

つ
い

て
は

、
第

一
の
五

の
地
域

包

括
支
援
セ

ン
タ
ー

の
必

要
な

職
員

体
制

と
密

接
に

関
わ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

４
 
被
保

険
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日
常

生
活
の

支
援
、
要

介
護
状

態
等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介

護
給

付
の

適
正
化
へ

の
取

組
及

び
目

標
設

定
 

４
 
被
保

険
者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常

生
活

の
支

援
、
要

介
護

状
態
等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介

護
給

付
の

適
正
化
へ

の
取

組
及

び
目

標
設

定
 

(
一

) 
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常
生
活

の
支
援
、
要
介
護

状
態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪

化
の

防
止

へ
の

取
組

及

び
目
標

設
定

 

高
齢
者

が
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
て

自
立
し
た

日
常
生

活
を
営

む
こ
と

が
で
き

る
よ
う
に

支
援

す
る

こ
と

や
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る
こ

と
の
予

防
、
要
介
護

状
態
等

の
軽
減

、
悪

化
の

防
止

と
い

っ
た

介
護

保
険

制
度

の
理
念

を
踏
ま

え
、
各
市
町

村
に
お

い
て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
具

体
的

な
取

組
を
進

め
る
こ
と

が
極
め

て
重
要

で
あ

る
。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
平

成
二

十
九

年
の

法
改
正

に
お
い

て
は
、
市
町

村
介
護

保
険

事
業
計
画

の
基

本
的

記
載

事
項

と
し

て
、
被
保

険
者
の

地
域
に
お

け
る
自

立
し
た

日
常

生
活
の
支

援
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と
の
予

防
又
は

要
介
護

状
態
等

の
軽
減

若
し

く
は
悪
化

の
防

止
に

関
し

、
市

町
村

が
取

り
組
む

べ
き
施

策
に

関
す
る
事

項
及
び

そ
の

目
標
に
関

す
る

事
項

が
追

加
さ

れ
た

と
こ

ろ
で
あ

る
。
 

高
齢
者

が
地

域
社

会
に

お
い

て
自

立
し

た
生
活
を

営
む
た

め
に
は

、
生

活
機
能

の
維

持
だ
け
で

な
く

、
生

き
が

い
を

持
っ

て
日

常
生
活

を
過
ご

す
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
具

体
的
に
は

、
高

齢
者

が
趣

味
や

特
技

、
サ

ー
ク

ル
活
動

等
を
通
じ

て
地
域

社
会
と

交
流

で
き
る
場

、
高

齢
者

が
こ

れ
ま

で
に

得
た

技
能
や

経
験
を

活
か
し

た
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活

動
、
就

労
的

活
動
を

通
じ

て
、
地

域
や

社
会
を
構

成
す
る

一
員
と

し
て
社

会
貢
献

で
き

る
場
を
提

供
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

れ
に
当
た

り
、
高
齢

者
が
他

の
高
齢

者
の

た
め
の
見

守
り

、
声

か
け

や
食

事
の

提
供

等
の
生

活
支
援

サ
ー
ビ

ス
の
担

い
手
と

な
る

こ
と
で

、
高

齢
者

の
日

常
生

活
上

の
支

援
体

制
の

充
実
・
強
化
と

高
齢
者

の
社
会

参
加

(
一

) 
被

保
険
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日

常
生

活
の

支
援

、
要

介
護

状
態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪

化
の

防
止

へ
の

取
組

及

び
目
標
設

定
 

高
齢
者
が

そ
の

有
す

る
能

力
に

応
じ

て
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き

る
よ
う
に

支
援
す

る
こ

と
や

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
、
要
介
護

状
態
等

の
軽
減

、
悪
化

の
防

止
と

い
っ

た
介

護
保

険
制

度
の

理
念

を
踏

ま
え
、
各
市
町

村
に
お

い
て
、
地
域
の

実
情

に
応

じ
て

、
具

体
的

な
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

極
め

て
重
要

で
あ

る
。

 

こ
う
し
た

観
点

か
ら

、
平

成
二

十
九

年
の

法
改

正
に

お
い

て
は

、
市

町
村
介
護

保
険

事
業
計
画

の
基
本

的
記

載
事

項
と

し
て

、
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る
自

立
し
た

日
常

生
活
の
支

援
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態
等

の
軽
減

若
し

く
は
悪
化

の
防
止

に
関

し
、
市

町
村

が
取

り
組

む
べ

き
施

策
に

関
す

る
事

項
及
び

そ
の

目
標
に
関

す
る
事

項
が

追
加

さ
れ

た
と

こ
ろ
で

あ
る

。
 

高
齢
者
が

地
域

社
会

に
お

い
て

自
立

し
た

生
活

を
営

む
た

め
に

は
、
生

活
機
能

の
維

持
だ
け
で

な
く

、
生

き
が

い
を

持
っ

て
日

常
生

活
を

過
ご

す
こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
具

体
的
に
は

、
高

齢
者

が
趣

味
や

特
技

、
サ

ー
ク

ル
活

動
等

を
通

じ
て

地
域

社
会
と

交
流

で
き
る
場

、
高

齢
者

が
こ

れ
ま

で
に

得
た

技
能

や
経

験
を

活
か

し
た

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活

動
を
通
じ

て
、
地

域
や

社
会

を
構

成
す

る
一

員
と

し
て

社
会

貢
献

で
き
る

場
を
提

供
す

る
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
こ

れ
に

当
た

り
、
高

齢
者

が
他

の
高

齢
者

の
た

め
の
見

守
り

、

声
か
け
や

食
事
の

提
供

等
の

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
担

い
手

と
な

る
こ
と

で
、
高
齢
者

の
日
常
生

活
上
の

支
援

体
制

の
充

実
・
強

化
と

高
齢
者

の
社

会
参

加
の

推
進

を
一

体
的
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の
推
進
を

一
体

的
に

図
り

、
要

介
護

状
態

等
に
な

る
こ
と

を
で
き

る
限
り

予
防
す

る
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
高

齢
者

が
要

介
護

状
態

等
に

な
っ

た
場
合

で
あ
っ

て
も
、
生
き

が
い
を

持
っ

て
日
常
生

活
を

過
ご

し
、
住

み
慣

れ
た

地
域
で
安

心
し
て

生
活
を

継
続
す

る
た
め

に
は

、
そ
の

者
の

尊
厳

を
保

持
し

、
そ

の
有

す
る
能
力

に
応
じ

て
自
立

し
た
日

常
生
活

を
営

む
こ
と
が

で
き

る
よ

う
、
適

切
に

支
援

す
る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
具
体

的
に

は
、
地

域
住
民
、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

地
域
支

え
合
い

推
進

員
）
、
就
労

的
活
動

支
援
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

就
労

的
活

動
支

援
員
）
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
や

民

間
事
業
者

等
の

地
域

の
様

々
な

活
動

主
体

、
専

門
的
知

見
を
有
す

る
専
門

職
等
と

の
協

力
や
専
門

家
に

よ
り

、
高

齢
者

の
要

介
護

状
態
や

生
き
が

い
、
生

活
歴
、
生
活

状
況
等

を
的
確
に

把
握

し
、
要

介
護

状
態

等
に

応
じ

て
個

人
と
環

境
に
働

き
か
け

、
本

人
の
意

欲
を
高
め

る
支

援
を

提
供

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
そ
の
際
、
市
町

村
の
判

断
に
よ

り
、
希

望
す

る
居

宅
要

介
護

被
保

険
者

が
総

合
事

業
を
利

用
す
る

こ
と
が

可
能
で

あ
る

こ
と
に
も

留
意

す
る

こ
と

。
 

例
え
ば

、
①

地
域

住
民

、
介

護
支

援
専

門
員
、
地
域
包

括
支
援
セ

ン
タ
ー

や
介
護

サ

ー
ビ
ス
事

業
者

等
に

対
す

る
⑴

介
護

保
険

の
理
念

や
保
険

者
と
し

て
取
り

組
む
べ

き

基
本
方
針

等
の

周
知

、
⑵

介
護

予
防

や
重

度
化
防

止
に
関

す
る
啓

発
普
及

及
び
⑶

研
修

、
説
明
会

、
勉

強
会

等
の

実
施

と
い

っ
た

、
地

域
で
目

指
す
べ
き

方
向
性

に
つ
い

て
の

考
え
方
の

共
有

に
関

す
る

取
組

、
②

高
齢

者
自

身
が
担

い
手
と
し

て
活
動

す
る
場

を
含

む
、
住
民

主
体

の
通

い
の

場
等

の
創

出
や

、
こ

れ
ら
の

担
い
手
の

養
成
、
③
多

職
種
が

連
携
し
た

地
域

ケ
ア

会
議

の
定

期
的

な
開

催
に
よ

る
⑴
個

別
課
題

の
解
決

、
⑵

地
域
に

お
け
る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

、
⑶

地
域

課
題

の
発
見

、
⑷
地
域

づ
く
り

や
資
源

開
発

及
び
⑸
政

策
の

形
成

並
び

に
④

生
活

支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー
（

地
域

支
え
合

い
推
進

員
）
や

協
議

体
の

活
動

に
よ

る
⑴

地
域

の
課
題
や

資
源
の

把
握
、
⑵
関

係
者
の

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化

及
び

⑶
身

近
な

地
域

に
お

け
る

社
会
資

源
の
確

保
や
創

出
と
こ

れ
ら
の

担

い
手
の
養

成
、
⑤

就
労

的
活

動
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
（
就
労

的
活
動

支
援
員

）
に

よ
る
高
齢

者
個

人
の

特
性

や
希

望
に

合
っ

た
就
労

的
活
動

の
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
ト

と
い

っ
た
取
組

が
考

え
ら

れ
る

。
こ

れ
ら

に
限

ら
ず

、
地
域

の
実
情
に

応
じ
て

多
様
な

取
組

を
構
想
し

、
そ

の
取

組
内

容
と

目
標

に
つ

い
て
市

町
村
介

護
保
険

事
業
計

画
に
盛

り
込

む
こ
と
。

 

加
え
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

っ
て
、
単
な
る

心
身
機
能

等
向
上

の
た
め

の

機
能
回
復

訓
練

の
み

で
は

な
く

、
潜

在
す

る
能

力
を
最

大
限
に
発

揮
さ
せ

、
日

常
生
活

の
活
動
能

力
を

高
め

て
家

庭
や

社
会

へ
の

参
加
を

可
能
に

し
、
自

立
を
促

す
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
こ

の
た

め
、
心

身
機

能
や
生

活
機
能

の
向
上

と
い
っ

た
高
齢

者
個
人

へ
の

働
き
か
け

は
も

と
よ

り
、
地

域
や

家
庭

に
お

け
る

社
会
参

加
の
実

現
等
も

含
め

、
生
活

の
質
の
向

上
を

目
指
す

た
め

、
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
サ

ー
ビ
ス

を
計
画

的
に
提

供
で

き
る
体
制

を
構

築
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

に
図
り
、

要
介
護

状
態

等
に

な
る

こ
と

を
で

き
る

限
り

予
防

す
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。

 

ま
た
、
高
齢

者
が

要
介

護
状

態
等

に
な

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、
生

き
が
い
を

持
っ

て
日
常
生

活
を
過

ご
し

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
生

活
を

継
続
す

る
た
め

に

は
、
そ

の
者
の

尊
厳

を
保

持
し

、
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
て

自
立

し
た

日
常
生

活
を

営
む
こ
と

が
で
き

る
よ

う
、

適
切

に
支

援
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
具

体
的
に

は
、

地
域
住
民

、
生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
地

域
支

え
合

い
推

進
員
）

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
や

民
間

事
業

者
等

の
地

域
の

様
々

な
活

動
主

体
、
専

門
的
知
見

を
有
す

る
専
門
職

等
と
の

協
力

や
専

門
家

に
よ

り
、
高

齢
者

の
要

介
護

状
態

や
生

き
が

い
、
生

活
歴
、
生
活
状

況
等

を
的

確
に

把
握

し
、
要
介

護
状

態
等

に
応

じ
て

個
人

と
環

境
に

働

き
か
け
、

本
人
の

意
欲

を
高

め
る

支
援

を
提

供
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

   例
え
ば
、
①
地

域
住

民
、
介

護
支

援
専

門
員

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
や

介
護

サ

ー
ビ
ス
事

業
者
等

に
対

す
る
⑴

介
護

保
険

の
理

念
や

保
険

者
と

し
て

取
り

組
む

べ
き

基
本
方
針

等
の
周

知
、

⑵
介

護
予

防
や

重
度

化
防

止
に

関
す

る
啓

発
普
及

及
び
⑶

研

修
、
説
明

会
、
勉

強
会

等
の

実
施

と
い

っ
た

、
地

域
で

目
指

す
べ

き
方
向

性
に
つ

い
て

の
考
え
方

の
共
有

に
関

す
る

取
組

、
②

高
齢

者
自

身
が

担
い

手
と

し
て
活

動
す
る

場
を

含
む
、
住

民
主

体
の

通
い

の
場

等
の

創
出

や
、
こ

れ
ら

の
担

い
手

の
養

成
、
③

多
職

種

が
連
携
し

た
地
域

ケ
ア

会
議

の
定

期
的

な
開

催
に

よ
る

⑴
個

別
課

題
の
解

決
、
⑵
地
域

に
お
け
る

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

、
⑶

地
域

課
題

の
発

見
、
⑷

地
域

づ
く

り
や

資
源

開

発
及
び
⑸

政
策
の

形
成

並
び

に
④

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

地
域
支
え

合
い
推

進
員
）
や
協
議

体
の

活
動

に
よ

る
⑴

地
域

の
課

題
や

資
源

の
把

握
、
⑵

関
係
者

の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

化
及
び

⑶
身

近
な

地
域

に
お

け
る

社
会

資
源

の
確

保
や

創
出
と

こ
れ
ら

の

担
い
手
の

養
成

、
と

い
っ

た
取

組
が

考
え

ら
れ

る
。
こ

れ
ら

に
限

ら
ず
、
地
域

の
実
情

に
応
じ
て

多
様
な

取
組

を
構

想
し

、
そ

の
取

組
内

容
と

目
標

に
つ

い
て
市

町
村
介

護
保

険
事
業
計

画
に
盛

り
込

む
こ

と
。
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市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
記

載
す

る
目
標
に

つ
い
て

は
、
こ

れ
ま
で

の
取
組

を

さ
ら
に
推

進
す

る
も

の
と

な
る

よ
う

、
第

七
期

市
町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
に
お

け
る

取
組
の
実

績
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
保

険
者

の
様
々

な
取
組
の

達
成
状

況
を
評

価
で

き
る
よ
う

、
数

値
目

標
等

の
客

観
的

な
目

標
を
設

定
す
る

よ
う
に

努
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
ま

た
、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関
す

る
目
標

の
設
定

に
当
た

っ
て
は

、
国

が
示
す
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

提
供
体

制
に
関

す
る
指

標
を
現

状
把
握

や

施
策
の
検

討
の

参
考

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い
。
 

な
お
、
こ

う
し

た
取

組
は

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス
の

利
用
の

阻
害
に

つ
な
が

ら
な
い

こ

と
が
大
前

提
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
が
必

要
で
あ

る
。
 

 
 
 
  
 市

町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

記
載

す
る

目
標

に
つ

い
て

は
、
こ

れ
ま
で
の

取
組

を
さ
ら
に

推
進

す
る

も
の

と
な

る
よ

う
、
第

六
期
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

け
る
取
組

の
実

績
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
保

険
者

の
様

々
な

取
組

の
達

成
状
況

を

評
価
で
き

る
よ

う
、
数

値
目

標
等

の
客

観
的

な
目

標
を

設
定

す
る

よ
う
に

努
め
る

こ

と
が
重
要

で
あ

る
。

 

  

 
 
 
  
 な

お
、
こ
う

し
た

取
組

は
、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

阻
害

に
つ
な
が

ら
な
い

こ
と
が
大

前
提

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

(
二

) 
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
及

び
目

標
設
定
 

介
護
給

付
の

適
正

化
事

業
は

、
実

施
主

体
が
保
険

者
で
あ

り
、
保

険
者
が

本
来
発

揮

す
る
べ
き

保
険

者
機

能
の

一
環

と
し

て
自

ら
主
体

的
・
積
極
的
に

取
り
組

む
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
第

八
期

か
ら

の
調

整
交

付
金

の
算
定

に
当
た

っ
て
は

、
要

介
護
認

定
の

適
正
化
（

認
定

調
査

状
況

チ
ェ

ッ
ク

）
、
ケ

ア
プ
ラ
ン

の
点
検
、
住

宅
改
修

等
の
点

検

、
縦
覧

点
検
・
医

療
情

報
と

の
突

合
及

び
介

護
給

付
費
通

知
と
い

っ
た
い

わ
ゆ
る

主
要

五
事
業
の

取
組

状
況

を
勘

案
す

る
こ

と
と

し
た
と

こ
ろ
で

あ
る
。

 

主
要
五

事
業

、
あ

る
い

は
地

域
の

実
情

に
応
じ
て

介
護
給

付
の
適

正
化
に

資
す
る

多

様
な
取
組

を
構

想
し

、
そ

の
取

組
内

容
と

目
標
に

つ
い
て

市
町
村

介
護
保

険
事
業

計
画

に
盛
り
込

む
こ

と
。
 

ま
た
、
全

事
業

を
実

施
す

る
こ

と
が

直
ち

に
難
し

い
市
町

村
に
あ

っ
て
は

、
費

用
的

な
効
果
が

最
も

見
込

ま
れ

る
縦

覧
点

検
・
医
療

情
報
と

の
突
合
、
介
護

保
険
制

度
の
要

で
あ
る
介

護
支

援
専

門
員

を
支

援
す

る
ケ

ア
プ
ラ

ン
の
点

検
及
び

介
護
給

付
の
適

正

化
を
進
め

る
上

で
効

果
的

と
考

え
る

適
正

化
事
業

の
三
事

業
を
優

先
し
て

実
施
し

、
そ

れ
で
も
な

お
実

施
が

難
し

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
都
道

府
県
を
通

じ
て
国

保
連
合

会
へ

の
委
託
も

検
討

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
介

護
給

付
の

適
正

化
に

つ
い

て
は

、
実

施
す
る

具
体
的
な

適
正
化

事
業
の

内

容
及
び
実

施
方

法
と

そ
の

目
標

等
を

定
め

る
こ
と

と
す
る

が
、
市

町
村
介

護
給
付

適
正

化
計
画
を

別
に

策
定

す
る

こ
と

で
も

、
差

し
支

え
な
い

。
こ
の
場

合
、
市

町
村

介
護
給

付
適
正
化

計
画

を
別

に
定

め
る

旨
記

載
し

、
市

町
村
介

護
保
険
事

業
計
画

と
整
合

の
図

ら
れ
た
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

(
二

) 
介

護
給
付

の
適

正
化

へ
の

取
組

及
び

目
標

設
定
 

介
護
給
付

の
適

正
化

事
業

は
、
実

施
主

体
が

保
険

者
で

あ
り

、
保

険
者
が

本
来
発

揮

す
る
べ
き

保
険
者

機
能

の
一

環
と

し
て

自
ら

主
体

的
・
積

極
的

に
取

り
組

む
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
要

介
護

認
定

の
適

正
化
（

認
定

調
査

状
況

チ
ェ

ッ
ク

）
、
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
点
検
、
住
宅

改
修

等
の

点
検

、
縦

覧
点

検
・
医

療
情

報
と

の
突

合
及
び

介
護
給

付
費

通
知
と
い

っ
た
い

わ
ゆ

る
主

要
五

事
業

、
あ

る
い

は
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

介
護

給
付

の
適
正
化

に
資
す

る
多

様
な

取
組

を
構

想
し

、
そ

の
取

組
内

容
と

目
標
に

つ
い
て

市
町

村
介
護
保

険
事
業

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。
 

  ま
た
、
全
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

が
直

ち
に

難
し

い
市

町
村

に
あ

っ
て
は

、
費

用
的

な
効
果
が

最
も
見

込
ま

れ
る

縦
覧

点
検
・
医

療
情

報
と

の
突

合
、
介
護

保
険
制

度
の
要

で
あ
る
介

護
支
援

専
門

員
を

支
援

す
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

点
検

及
び

介
護
給

付
の
適

正

化
を
進
め

る
上
で

効
果

的
と

考
え

る
適

正
化

事
業

の
三

事
業

を
優

先
し
て

実
施
し

、
そ

れ
で
も
な

お
実
施

が
難

し
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、
都

道
府

県
を

通
じ

て
国

保
連
合

会
へ

の
委
託
も

検
討
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
 な

お
、
介

護
給

付
の

適
正

化
に

つ
い

て
は

、
実

施
す

る
具

体
的

な
適

正
化

事
業
の

内
容
及
び

実
施

方
法

と
そ

の
目

標
等

を
定

め
る

こ
と

と
す

る
が

、
市

町
村
介
護

給
付

適
正
化
計

画
を

別
に

策
定

す
る

こ
と

で
も

、
差

し
支

え
な

い
。
こ

の
場
合

、
市

町
村

介
護
給
付

適
正

化
計

画
を

別
に

定
め

る
旨

記
載

し
、
市

町
村

介
護

保
険
事

業
計
画

と

整
合
の
図

ら
れ

た
も

の
と

す
る

こ
と

。
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三
 
市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
任

意
記

載
事

項
 

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

定
め

る
よ

う
努

め
る

事
項
は
、
一
（

５
及

び
６

を
除

く
。
）
に

掲
げ

る
事
項
の

ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
事

項
と
す

る
。
 

１
 
地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
重
点

的
に
取

り
組
む

こ
と
が

必
要
な

事
項

 
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

の
た

め
、
今

後
重
点

的
に
取
り

組
む
こ

と
が
必

要

な
次
の
事

項
に

つ
い

て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

計
画
に

位
置
付

け
、
そ
の
事

業
内
容

等
に
つ
い

て
定

め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る
。
 

ま
た
、
地

域
の

創
意

工
夫

を
生

か
せ

る
柔

軟
な
仕

組
み
を

目
指
す

こ
と
が

必
要
で

あ

り
、
今
後

、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

の
整
備

を
、
住
宅
や
居

住
に
係

る
施
策

と
の

連
携
も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
の

将
来

の
姿

を
踏
ま

え
た
「
ま
ち
づ

く
り
」
の
一

環
と
し

て
行
っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

三
 
市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

の
任

意
記

載
事

項
 

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

定
め

る
よ

う
努

め
る

事
項
は
、
一
（
５

及
び

６
を

除
く

。
）
に

掲
げ

る
事

項
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る
事

項
と
す

る
。

 

１
 
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

た
め

重
点

的
に

取
り

組
む

こ
と

が
必
要
な

事
項

 

 
地
域

包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

の
た

め
、

今
後

重
点

的
に

取
り

組
む

こ
と
が

必

要
な
次
の

事
項
に

つ
い

て
 、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
計

画
に

位
置

付
け

、
そ

の
事

業

内
容
等
に

つ
い
て

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

ま
た
、
地
域
の

創
意

工
夫

を
生

か
せ

る
柔

軟
な

仕
組

み
を

目
指

す
こ

と
が

必
要
で

あ

り
、
今
後

、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

の
整

備
を

、
住

宅
や

居
住

に
係

る
施
策

と
の

連
携
も
踏

ま
え
つ

つ
、
地

域
の

将
来

の
姿

を
踏

ま
え

た
「

ま
ち

づ
く
り
」
の

一
環

と
し

て
行
っ
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

の
推

進
 

在
宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
よ

り
、
在
宅

医
療
及

び
介
護
が

円
滑
に

提
供
さ

れ

る
仕
組
み

を
構

築
し

、
医

療
ニ

ー
ズ

及
び

介
護
ニ

ー
ズ
を

併
せ
持

つ
高
齢

者
を
地

域
で

支
え
て
い

く
た

め
、
医

療
計

画
に

基
づ

く
医

療
機

能
の
分

化
と
併

行
し
て

、
市

町
村
が

主
体
と
な

っ
て

、
日

常
生

活
圏

域
に

お
い

て
必
要

と
な
る

在
宅
医

療
・
介
護
連

携
の
た

め
の
体
制

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
市
町

村
は
、
地

域
の
医

師
会
等

の
協

力
を
得
つ

つ
、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
を

計
画
的

か
つ
効

果
的
に

推
進
す

る
た
め

、
各

地
域
に
お

い
て

あ
る

べ
き

在
宅

医
療
・
介

護
提

供
体

制
の
姿
を
共

有
し
た

上
で

、
在
宅

医
療
・
介

護
連

携
推

進
事

業
の

具
体

的
な

実
施
時

期
や
評

価
指
標

等
を
定

め
、

PD
C
A 

サ
イ
ク
ル

に
沿

っ
て

取
組

を
推

進
し

て
い

く
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
ま

た
、
推

進
に
当

た
っ
て
は

、
看

取
り
に

関
す

る
取

組
や

、
地

域
に
お
け

る
認
知
症

の
方
へ

の
対
応

力
を

強
化
し
て

い
く

観
点

か
ら

の
取

組
を

進
め

て
い
く

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
さ
ら

に
、
感

染
症
や
災

害
時

に
お

い
て

も
継

続
的

な
サ

ー
ビ
ス

提
供
を

維
持
す

る
た
め

、
地

域
に
お

け
る
医
療
・
介

護
の

連
携

が
一

層
求

め
ら

れ
る
中

、
在

宅
医
療
・
介
護
連

携
推

進
事
業

を
活
用
し

、
関

係
者

の
連

携
体

制
や

対
応

を
検
討

し
て
い

く
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

な
お
、
市

町
村

は
、
地

域
住

民
に

対
し

て
、
医

療
及
び

介
護
サ
ー

ビ
ス
に

つ
い
て

理

解
を
深
め

て
も

ら
え

る
よ

う
、
的

確
な

情
報
提
供

及
び
わ

か
り
や

す
く
丁

寧
な
説

明
を

行
っ
て
い

く
こ

と
や

関
連

施
策

と
の

連
携

を
図
っ

て
い
く

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

 

(
一

) 
在

宅
医
療

・
介

護
連

携
の

推
進
 

在
宅
医
療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
よ

り
、
医

療
ニ

ー
ズ

及
び

介
護

ニ
ー
ズ

を
併
せ

持

つ
高
齢
者

を
地
域

で
支

え
て

い
く

た
め

、
医

療
計

画
に

基
づ

く
医

療
機
能

の
分
化

と
併

行
し
て

、
市
町

村
が

主
体

と
な

っ
て

、
日

常
生

活
圏

域
に

お
い

て
必

要
と

な
る
在

宅
医

療
・
介
護

連
携

の
た

め
の

体
制

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
市

町
村

は
、
地

域
の
医
師

会
等
の

協
力

を
得

つ
つ

、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
を

計
画

的
か

つ
効

果
的

に

推
進
す
る

た
め

、
以

下
の

事
業

内
容

に
関

し
具

体
的

な
実

施
時

期
等

を
定

め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

       

な
お
、
市

町
村

は
、
地

域
住

民
に

対
し

て
、
医

療
及

び
介

護
サ

ー
ビ
ス
に

つ
い
て

理

解
を
深
め

て
も
ら

え
る

よ
う

、
的

確
な

情
報

提
供

及
び

わ
か

り
や

す
く
丁

寧
な
説

明
を

行
っ
て

い
く
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

イ
 
地
域

に
お

け
る

在
宅

医
療

及
び

介
護

に
関

す
る

情
報

の
収

集
、
整

理
及
び

活
用

を
行
う
事

業
 

ロ
 
医
療

関
係

者
及

び
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

そ
の

他
の

関
係

者
（

以
下
「

医
療

・

介
護
関
係

者
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

構
成

さ
れ

る
会

議
の

開
催

等
を
通
じ

て
、
在
宅

医

療
・
介

護
連
携

に
関

す
る

課
題

の
把
握

及
び

そ
の

解
決

に
資

す
る

必
要

な
施

策
を

検
討

す
る
事
業

 

ハ
 
医
療
・
介

護
関

係
者

と
共

同
し

て
、
在

宅
医

療
及

び
在

宅
介

護
が

円
滑
に
提

供
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さ
れ
る
仕

組
み
の

構
築

に
向

け
た

具
体

的
な

方
策

を
企

画
及

び
立

案
し

、
当
該

方
策
を

他
の
医
療

・
介
護

関
係

者
に

周
知

す
る

事
業
 

ニ
 
医
療

・
介

護
関

係
者

間
の

情
報

の
共

有
を

支
援

す
る

事
業
 

ホ
 
地
域

の
医

療
・
介

護
関

係
者

か
ら

の
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
相
談

に

応
じ
、
必

要
な
情

報
の

提
供

及
び

助
言

そ
の

他
必

要
な

援
助

を
行

う
事
業
 

ヘ
 
医
療
・
介

護
関

係
者

に
対

し
て

、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

た
め

に
必
要
な

知

識
の
習
得

や
当
該

知
識

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
事

業
 

ト
 
在
宅

医
療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
地

域
住

民
の

理
解

を
深

め
る

た
め

の
普

及
啓

発
を
行
う

事
業

 

チ
 
他
の

市
町

村
と

の
広

域
的

な
連

携
に

資
す

る
事

業
 

 
(
二

) 
認

知
症
施

策
の

推
進
 

市
町
村
は

、
新

オ
レ

ン
ジ

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
、

認
知

症
の

容
態

の
変

化
に

応
じ
て

、

適
時
・
適
切
に

切
れ

目
な

く
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
が

提
供
さ

れ
る

循
環
型
の

仕
組
み

が
構

築
さ

れ
る

よ
う

、
医

療
や

介
護

に
携

わ
る

者
の
認

知
症
対

応
力

の
向
上
の

た
め
の

取
組

や
、
こ

れ
ら

の
者

に
対

し
て

指
導

助
言

等
を

行
う

者
の
育

成
の

た
め
の
取

組
を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
認

知
症

の
人

を
地

域
で
支

え
る
た

め
に

必
要
な
早

期
診
断

等
を

行
う

医
療

機
関

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
、
見

守
り

等
の

生
活

支
援

サ

ー
ビ
ス
等

の
状
況

を
示

す
と

と
も

に
、
以

下
の

取
組

に
つ

い
て

、
各

年
度
に
お

け
る
具

体
的
な
計

画
（

事
業

内
容

、
実

施
（

配
置

）
予

定
数

、
受

講
予

定
人

数
等

）
を

定
め

る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。

 

イ
 
認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

の
運

営
・

活
用

の
推

進
 

ロ
 
認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
活

動
の

推
進
（

認
知

症
ケ

ア
パ

ス
の

作
成
・
普
及

、
認
知
症

カ
フ
ェ

の
設

置
の

推
進

、
関

係
機

関
と

の
連

携
等

）
 

ハ
 
成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

法
や

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画
（
成

年
後

見
制
度
利

用
促
進

法
第

十
二

条
第

一
項

に
規

定
す

る
成

年
後

見
制

度
利
用

促
進
基

本

計
画
を
い

う
。
）
に

基
づ

く
権

利
擁

護
の

取
組

の
推

進
、
市

民
後

見
人

の
育

成
・
活

用

、
支
援
組

織
の
体

制
整

備
 

ニ
 
地
域

の
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
 

ホ
 
認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
と

活
用

そ
の

他
市

町
村

が
行

う
認

知
症

の
人
と

そ
の
家
族

へ
の
支

援
に

関
す

る
取

組
 

（
二
）
 

高
齢

者
の

保
健

事
業

と
介

護
予

防
の

一
体
的
実

施
 

令
和
元

年
の

健
保

法
改

正
に

よ
る

改
正

後
の
介
護

保
険
法

等
に
よ

り
、
高
齢
者

の
心

身
の
多
様

な
課

題
に

対
応

し
、
き

め
細

か
な

支
援

を
行
う

た
め
、
各
市

町
村
は

介
護
予

防
を
進
め

る
に

あ
た

り
、
高

齢
者

保
健

事
業
（

高
齢
者

の
医
療
の

確
保
に

関
す
る

法
律

（
昭
和
五

十
七

年
法

律
第

八
十

号
）
第

百
二

十
五
条
第

一
項
に
規

定
す
る

高
齢
者

保
健

事
業
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
と

一
体

的
に

実
施

す
る
よ

う
努
め

る
も
の

と
さ
れ

た
こ

と
に
加
え

、
市

町
村

等
に

お
い

て
他

の
市

町
村
や

後
期
高

齢
者
医

療
広
域

連
合
が

保
有
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す
る
被
保

険
者

の
介

護
・
医

療
・
健

診
情

報
等

を
授
受

す
る
た
め

の
規
定

の
整
備

が
行

わ
れ
た
。
一

体
的

実
施

を
行

う
に

あ
た

っ
て

は
、
介

護
・
医
療
・
健

診
情
報

等
の
活

用

を
含
め
国

民
健

康
保
険

担
当

部
局

等
と

連
携
し
て

取
組
を

進
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ

り
、
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

等
と

の
連

携
方

策
を
含

め
た
一

体
的
実

施
の
在

り
方

に
つ
い
て

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法
律

第
百
二

十
五

条
の

二
第

一
項
に

基

づ
き
市
町

村
が

定
め

る
基

本
的

な
方

針
と

整
合
的

な
も
の

と
す
る

と
と
も

に
、
具
体
的

に
定
め
る

こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

(
三

) 
生

活
支

援
・

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
基

盤
整
備
の

推
進
 

単
身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
等

支
援
を
必

要
と
す

る
高
齢

者
の
増

加
に
伴

い
、
地
域
サ

ロ
ン

の
開

催
、
見

守
り
・
安

否
確
認
、
外
出
支

援
、
買

い
物
・
調
理
・
掃

除
等
の
家

事
支

援
等

の
生

活
支

援
の

必
要

性
が
増

加
し
て

お
り
、
地
域

の
実
情

に
応
じ

て
、
多

様
な

主
体

が
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ
ス

を
提
供
し

て
い
く

こ
と
が

期
待

さ
れ
る

。
ま

た
、
社

会
参

加
意

欲
の

強
い

団
塊
の

世
代
が

高
齢
化

し
て
い

く
こ
と

か
ら

、
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
や

就
労

的
活

動
な

ど
、
高
齢
者

の
社
会
参

加
を
通

じ
て

、
元
気

な
高
齢
者

が
生

活
支

援
の

担
い

手
と

し
て

活
躍
す

る
こ
と

も
期
待

さ
れ
る

。
こ

の
た
め

、
生
活

支
援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

の
た

め
に
地

域
の
ニ

ー
ズ
や

資
源
の

把
握

を
行
っ
た

上
で

、
以

下
の

取
組

を
進

め
る

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

ト
機
能

の
充
実

や
、
協
議
体

の
設
置
を

進
め

る
こ

と
を

定
め

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
と

と
も
に

、
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
を

参
照
し
な

が
ら

、
今

後
充

実
を

図
る

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
民
間

企
業
、
協
同

組
合
、
ボ

ラ
ン
テ

ィ

ア
等
多
様

な
主

体
に

よ
る

生
活

支
援
・
介

護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の
内

容
に
つ

い
て
具

体
的

に
記
載
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
地

域
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
は

、
地
域
の

ニ
ー
ズ

や
資
源
に

基
づ
い

て
創
出

す

る
も
の
で

あ
り

、
サ

ー
ビ

ス
の

創
出

自
体

が
目
的

で
は
な

く
、
地

域
の
ニ

ー
ズ
等

を
十

分
に
把
握

し
な

い
ま

ま
に

創
出

さ
れ

た
サ

ー
ビ
ス

は
、
地
域
の
実

情
に
沿

わ
な
い

も
の

と
な
っ
て

し
ま

う
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
に

留
意
の

上
、
地
域
の
関

係
者
と

の
協
議

を
重

ね
つ
つ
検

討
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の
充
実

に
お
い

て
は
、
高
齢
者

の
社

会
参

加
や
社
会

的
役

割
を

持
つ

こ
と

が
、
高

齢
者
の

生
き
が

い
や
介
護

予
防
に

繋
が
る

と
い

う
観
点
か

ら
、
高

齢
者

等
の

地
域

住
民

の
力
を
活

用
す
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
こ
の

た
め
、
市

町
村

が
中

心
と

な
っ

て
、
生

活
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ

ー
（
地

域
支

え
合
い

推
進
員
）
や

協
議

体
、
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー
（

就
労
的

活
動

支
援
員

）
に

よ
り
、
地

域
に

お
け

る
課

題
や

資
源

を
把
握

し
、
こ
れ

を
踏

ま
え
て
、
以
下
の

取

組
を
進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

イ
 
高
齢

者
等

を
支

援
の

担
い

手
に

な
る

よ
う
養

成
し

、
活
動
の

場
を
確

保
す
る

な
ど

の
資
源

開
発
 

ロ
 
活
動

主
体

等
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
 

ハ
 
支
援

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
の

地
域

の
ニ
ー

ズ
と
地

域
資
源

の
マ
ッ

チ
ン
グ

 

(
三

) 
生

活
支
援

・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推

進
 

単
身
又
は

夫
婦

の
み

の
高

齢
者

世
帯

等
支

援
を

必
要

と
す

る
高

齢
者

の
増

加
に
伴

い
、
地
域
サ

ロ
ン

の
開

催
、
見

守
り
・
安

否
確

認
、
外

出
支

援
、
買

い
物
・
調

理
・
掃

除
等
の
家

事
支
援

等
の

生
活

支
援

の
必

要
性

が
増

加
し

て
お

り
、
地

域
の
実
情

に
応
じ

て
、
多

様
な
主

体
が

生
活

支
援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
く

こ
と
が

期
待

さ
れ
る

。
ま
た

、
社

会
参

加
意

欲
の

強
い

団
塊

の
世

代
が

高
齢

化
し

て
い

く
こ
と

か
ら

高
齢
者
の

社
会
参

加
を

通
じ

て
、
元

気
な

高
齢

者
が

生
活

支
援

の
担

い
手

と
し
て

活
躍

す
る
こ
と

も
期
待

さ
れ

る
。
こ

の
た

め
、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の
充

実
の

た
め
に
地

域
の
ニ

ー
ズ

や
資

源
の

把
握

を
行

っ
た

上
で

、
以

下
の

取
組
を

進
め
る

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

ト
機
能

の
充

実
や

、
協

議
体

の
設

置
を

進
め

る
こ

と
を

定
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
と

と
も
に

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を
参

照
し

な
が

ら
、

今
後

充
実

を
図

る
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、

民
間
企
業

、
協

同
組

合
、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

多
様

な
主

体
に

よ
る

生
活
支

援
・
介
護
予

防
サ
ー
ビ

ス
の
内

容
に

つ
い

て
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

 な
お
、
地
域

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

は
、
地

域
の

ニ
ー

ズ
や

資
源

に
基

づ
い

て
創
出

す

る
も
の
で

あ
り

、
サ

ー
ビ

ス
の

創
出

自
体

が
目

的
で

は
な

く
、
地

域
の
ニ

ー
ズ
等

を
十

分
に
把
握

し
な
い

ま
ま

に
創

出
さ

れ
た

サ
ー

ビ
ス

は
、
地

域
の

実
情

に
沿

わ
な
い

も
の

と
な
っ
て

し
ま
う

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

に
留

意
の

上
、
地

域
の

関
係

者
と

の
協
議

を
重

ね
つ
つ
検

討
を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

に
お

い
て

は
、
高

齢
者

の
社

会
参

加
や
社
会

的
役
割

を
持

つ
こ

と
が

、
高

齢
者

の
生

き
が

い
や

介
護

予
防
に

繋
が
る

と
い

う
観
点
か

ら
、
高

齢
者

等
の

地
域

住
民

の
力

を
活

用
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る

。
こ
の

た
め
、
市

町
村

が
中

心
と

な
っ

て
、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（
地

域
支

え
合
い

推
進
員
）
や
協

議
体

に
よ

り
、
地

域
に

お
け

る
課

題
や

資
源

を
把

握
し
、
こ
れ

を
踏
ま

え
て
、
以

下
の
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 イ
 
高
齢

者
等

を
支

援
の

担
い

手
に

な
る

よ
う

養
成

し
、
活

動
の

場
を

確
保

す
る

な

ど
の
資
源

開
発

 

ロ
 
活
動

主
体

等
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
の

構
築
 

ハ
 
支
援

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
の

地
域

の
ニ

ー
ズ

と
地

域
資

源
の

マ
ッ

チ
ン
グ
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ま
た
、
介

護
人

材
確

保
の

た
め

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

ポ
イ
ン

ト
の
活

用
、
地
域
の

支
え

合
い
・
助

け
合

い
活

動
の

た
め

の
事

務
手

続
き
支

援
事
業

等
の
活

用
に
よ

り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活

動
や

就
労

的
活

動
に

よ
る

高
齢

者
の
社

会
参
加

の
促
進

な
ど

、
地
域

の
実
態

や
状
況
に

応
じ

た
様

々
な

取
組

を
行

う
こ

と
も
重

要
で
あ

る
。
 

こ
れ
ら

の
取

組
に

当
た

っ
て

は
既

存
事

業
も
活
用

し
つ
つ
、
地
域

支
援
事

業
や
市

町

村
の
一
般

財
源

、
食

事
の

提
供

を
通

じ
て

子
ど
も

に
安
心

で
き
る

居
場
所

を
提
供

す
る

い
わ
ゆ
る

子
ど

も
食

堂
、
高

齢
者

の
日

常
生
活
を

支
え
る

た
め
の

移
動
手

段
の
確

保
な

ど
の
民
間

の
活

力
等

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
て
実

施
す
る

こ
と
が

想
定
さ

れ
る
た

め
、

市
町
村
の

衛
生

部
門
、
交

通
担

当
部

門
等

と
連
携

し
な
が

ら
幅
広

い
視
点

か
ら
取

組
を

整
理
し
た

上
で

記
載

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

 
 

   

こ
れ
ら
の

取
組

に
当

た
っ

て
は

既
存

事
業

も
活

用
し

つ
つ

、
地

域
支

援
事

業
や
市

町

村
の
一
般

財
源

、
食

事
の

提
供

を
通

じ
て

子
ど

も
に

安
心

で
き

る
居

場
所

を
提
供

す
る

い
わ
ゆ
る

子
ど
も

食
堂

な
ど

の
民

間
の

活
力

等
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ
て

実
施
す

る

こ
と
が
想

定
さ
れ

る
た

め
、
市

町
村

の
衛

生
部

門
等

と
連

携
し

な
が

ら
幅

広
い
視

点
か

ら
取
組
を

整
理
し

た
上

で
記

載
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
四

) 
地

域
ケ

ア
会

議
の

推
進
 

地
域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
進

め
る
に
当

た
っ
て

は
、
民

生
委
員

や
自
治

会

等
の
地
域

の
支

援
者
・
団

体
や

、
専

門
的

視
点

を
有
す

る
多
職
種

を
交
え

、
「

個
別
課

題
の
解
決

」
、

「
地

域
包

括
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

の
構
築

」
、
「

地
域
課

題
の
発

見
」

、
「
地
域

づ
く

り
、
資

源
開

発
」
及

び
「

政
策

の
形
成

」
の
五
つ

の
機
能

を
有
す

る
地

域
ケ
ア
会

議
に

よ
り

、
高

齢
者

個
人

に
対

す
る
支

援
の
充

実
と
、
そ
れ

を
支
え

る
社
会

基
盤
の
整

備
を

同
時

に
図

っ
て

い
く

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

具
体
的

に
は

、
地

域
ケ

ア
会

議
の

中
で

個
別
事
例

の
検
討

を
行
う

こ
と
を

通
じ
て

、

適
切
な
サ

ー
ビ

ス
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

高
齢
者

個
人
の

生
活
課

題
に
対

し
て

、
単
に

既
存
サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
だ

け
で

な
く

、
そ
の

課
題
の

背
景
に

あ
る
要

因
を
探

り
、

個
人
と
環

境
に

働
き

か
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
自
立

支
援
に

資
す
る

ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ

ン

ト
を
、
地

域
で

活
動

す
る

介
護

支
援

専
門

員
が
推

進
で
き

る
よ
う

支
援
す

る
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
さ

ら
に

、
こ

れ
ら

の
課

題
分

析
や
支

援
の
積

み
重
ね

を
通
じ

て
、
地
域
に

共
通
す
る

課
題

や
有

効
な

支
援

策
を

明
ら

か
に
し

、
課

題
の
発
生

や
重
度

化
す
る

こ
と

の
防
止
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
多

職
種

協
働

に
よ
る

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の

構
築
や

資
源

開
発
等
に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
さ

ら
な
る

個
別
支
援

の
充
実

に
つ
な

げ
て

い
く
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
地

域
ケ

ア
会

議
の

運
営

に
当

た
っ

て
は

、
市
町

村
所
管
課

及
び
地

域
包
括

支

援
セ
ン
タ

ー
が

役
割

分
担

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村
は

地
域
包
括

支
援
セ

ン
タ
ー

が
抽

出
し
た
地

域
課

題
を

随
時

受
け

付
け

る
窓

口
を
明

確
に
し

、
地
域

課
題
解

決
の
た

め
の

検
討
に
つ

な
げ
て

い
く

体
制

の
整

備
や

、
医

療
と
介
護

の
関
係
者

の
連
携

の
推
進

に
よ

り
、
地

域
ケ

ア
会

議
が

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
が

で
き
る

環
境
を

整
え
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

(
四

) 
地

域
ケ
ア

会
議

の
推

進
 

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

進
め

る
に

当
た

っ
て

は
、
民

生
委
員

や
自
治

会

等
の
地
域

の
支
援

者
・
団

体
や

、
専

門
的

視
点

を
有

す
る

多
職

種
を
交
え

、
「

個
別
課

題
の
解
決

」
、
「

地
域

包
括

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
」

、
「

地
域
課

題
の
発

見
」

、
「
地
域

づ
く

り
、
資

源
開

発
」
及

び
「

政
策

の
形

成
」
の

五
つ

の
機
能

を
有
す

る
地

域
ケ
ア
会

議
に
よ

り
、
高

齢
者

個
人

に
対

す
る

支
援

の
充

実
と

、
そ

れ
を
支
え

る
社
会

基
盤
の
整

備
を
同

時
に

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

具
体
的
に

は
、

地
域

ケ
ア

会
議

の
中

で
個

別
事

例
の

検
討

を
行

う
こ

と
を

通
じ
て

、

適
切
な
サ

ー
ビ
ス

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
高

齢
者

個
人

の
生

活
課

題
に
対

し
て

、
単
に

既
存
サ
ー

ビ
ス
を

提
供

す
る

だ
け

で
な

く
、

そ
の

課
題

の
背

景
に

あ
る
要

因
を
探

り
、

個
人
と
環

境
に
働

き
か

け
る

こ
と

に
よ

っ
て

自
立

支
援

に
資

す
る

ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ

ン

ト
を
、
地
域
で

活
動

す
る

介
護

支
援

専
門

員
が

推
進

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
こ
と

が
重

要
で
あ
る

。
さ

ら
に

、
こ

れ
ら

の
課

題
分

析
や

支
援

の
積

み
重

ね
を
通
じ

て
、
地
域
に

共
通
す
る

課
題
や

有
効

な
支

援
策

を
明

ら
か

に
し

、
課

題
の

発
生

や
重
度

化
す
る

こ
と

の
防
止
に

取
り
組

む
と

と
も

に
、
多

職
種
協

働
に

よ
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
や

資
源

開
発
等
に

取
り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、
さ

ら
な

る
個

別
支

援
の

充
実

に
つ
な

げ
て

い
く
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
地
域

ケ
ア

会
議

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、
市

町
村

所
管

課
及

び
地

域
包
括

支

援
セ
ン
タ

ー
が
役

割
分

担
す

る
と

と
も

に
、
市

町
村

は
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

が
抽

出
し
た
地

域
課
題

を
随

時
受

け
付

け
る

窓
口

を
明

確
に

し
、
地

域
課

題
解

決
の
た

め
の

検
討
に
つ

な
げ
て

い
く

体
制

の
整

備
や

、
医

療
と

介
護

の
関

係
者

の
連
携

の
推
進

に
よ

り
、
地

域
ケ
ア

会
議

が
円

滑
に

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

環
境

を
整

え
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

(
五

) 
高

齢
者

の
居

住
安

定
に

係
る

施
策

と
の

連
携
 

住
ま
い

は
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

基
礎
と
な

る
も
の

で
あ
る

た
め

、
地
域

に
お

い
て
そ
れ

ぞ
れ

の
生

活
の

ニ
ー

ズ
に

合
っ

た
住
ま

い
が
提

供
さ
れ

、
か

つ
、
そ

の
中
で

生
活
支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

な
が

ら
個

人
の
尊

厳
が
確

保
さ
れ

た
生
活

が
実
現

さ

(
五

) 
高

齢
者
の

居
住

安
定

に
係

る
施

策
と

の
連

携
 

住
ま
い
は

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
基

礎
と

な
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
地

域
に

お

い
て
そ
れ

ぞ
れ
の

生
活

の
ニ

ー
ズ

に
合

っ
た

住
ま

い
が

提
供

さ
れ

、
か

つ
、
そ

の
中
で

生
活
支
援

サ
ー
ビ

ス
を

利
用

し
な

が
ら

個
人

の
尊

厳
が

確
保

さ
れ

た
生
活

が
実
現

さ
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れ
る
こ
と

が
、

保
健

、
医

療
、

介
護

等
の

サ
ー
ビ

ス
が
提

供
さ
れ

る
前
提

と
な
る

。
 

こ
の
た

め
、
持

家
や

賃
貸

住
宅

の
住

宅
改

修
支
援

に
加
え
、
生
活

指
導
・
相

談
、
安

否
の
確
認

、
一

時
的

な
家

事
援

助
、
緊

急
時
対

応
等
の

サ
ー
ビ
ス

を
提
供

す
る
シ

ル
バ

ー
ハ
ウ
ジ

ン
グ
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

加
齢

対
応
構

造
等
を

備
え
た

公
営
住

宅
、
住
宅
確

保
要
配
慮

者
円

滑
入

居
賃

貸
住

宅
、
そ

の
他

の
高
齢
者

に
対
す
る

賃
貸
住

宅
及

び
老
人

ホ
ー
ム
に

関
す

る
供

給
目

標
等

に
つ

い
て

、
必

要
に
応

じ
て
都
道

府
県
と

連
携
を

図
り

定
め
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
生

活
困

窮
者

や
社

会
的

に
孤

立
す

る
高
齢

者
等
多

様
な
生

活
課
題

を
抱
え

る

高
齢
者
に

対
応

す
る

た
め

、
六

十
五

歳
以

上
の
者

で
あ
っ

て
、
環

境
上
の

理
由
及

び
経

済
的
理
由

に
よ

り
居

宅
に

お
い

て
養

護
を

受
け
る

こ
と
が

困
難
な

者
を
入

所
さ
せ

、
養

護
す
る
と

と
も

に
、
そ

の
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を
営

み
、
社

会
的
活

動
に
参

加
す

る
た
め
に

必
要

な
指

導
及

び
訓

練
そ

の
他

の
援
助

を
行
う

こ
と
を

目
的
と

す
る
養

護

老
人
ホ
ー

ム
や

、
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
、
老
人
を

入
所
さ
せ

、
食
事

の
提

供
そ
の

他
の
日
常

生
活

上
必

要
な

便
宜

を
供

与
す

る
こ
と

を
目
的

と
す
る

軽
費
老

人
ホ
ー

ム

に
つ
い
て

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
サ

ー
ビ

ス
量
の

見
込
み
を

定
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

さ
ら
に

、
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
お

い
て

、
居
住

に
困
難

を
抱
え
る

高
齢
者

の
契
約

入

所
を
認
め

る
と

い
っ

た
柔

軟
な

取
扱

い
を

促
進
す

る
こ
と

や
、
居

住
支
援

協
議
会

等
の

場
を
設
置

す
る

等
、
社

会
福

祉
法

人
、
居

住
支

援
法
人

等
に
よ
る

生
活
に

困
難
を

抱
え

た
高
齢
者

等
に

対
す

る
住

ま
い

の
確

保
と

生
活
の

一
体
的

な
支
援

の
体
制

を
整
備

し

つ
つ
、
低

廉
な

家
賃

の
住

ま
い

を
活

用
し

た
高
齢

者
の
居

住
の
確

保
を
図

る
こ
と

も
重

要
で
あ
る

。
 

れ
る
こ
と

が
、
保

健
、

医
療

、
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
前
提

と
な
る

。
 

こ
の
た
め
、
持

家
や

賃
貸

住
宅

の
住

宅
改

修
支

援
に

加
え

、
生

活
指
導
・
相

談
、
安

否
の
確
認

、
一

時
的

な
家

事
援

助
、
緊

急
時

対
応

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
提
供

す
る
シ

ル
バ

ー
ハ
ウ
ジ

ン
グ
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

加
齢

対
応

構
造

等
を

備
え

た
公

営
住

宅
そ
の

他
の

高
齢
者
に

対
す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
に

関
す

る
供

給
目

標
等
に

つ
い
て

、
必

要
に
応
じ

て
都

道
府

県
と

連
携

を
図

り
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 ま
た
、
今
後

、
生

活
困

窮
者

や
社

会
的

に
孤

立
す

る
高

齢
者

等
多

様
な
生

活
課
題

を

抱
え
る
高

齢
者
の

増
加

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
六

十
五

歳
以

上
の
者

で
あ
っ

て
、

環
境
上
の

理
由
及

び
経

済
的

理
由

に
よ

り
居

宅
に

お
い

て
養

護
を

受
け
る

こ
と
が

困

難
な
者
を

入
所
さ

せ
、
養

護
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
者

が
自

立
し

た
日
常

生
活
を

営
み

、
社
会

的
活
動

に
参

加
す

る
た

め
に

必
要

な
指

導
及

び
訓

練
そ

の
他

の
援

助
を
行

う
こ

と
を
目
的

と
す
る

養
護

老
人

ホ
ー

ム
や

、
無

料
又

は
低

額
な

料
金

で
、
老
人
を

入
所
さ

せ
、
食

事
の
提

供
そ

の
他

の
日

常
生

活
上

必
要

な
便

宜
を

供
与

す
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
軽
費
老

人
ホ
ー

ム
に

つ
い

て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
サ

ー
ビ

ス
量

の
見

込
み

を

定
め
る
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
 

さ
ら
に

、
居
住

支
援

協
議

会
等

の
場

を
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
適

切
な

入
居

支
援

と
入
居
後

の
生
活

支
援

の
体

制
を

整
備

し
つ

つ
、
低

廉
な

家
賃

の
住

ま
い

を
活

用
し

た

高
齢
者
の

居
住
の

確
保

を
図

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。
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各
年

度
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

見
込

量
の

確
保

の

た
め
の
方

策
 

市
町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

は
、
介

護
給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

の
事
業

を

行
う
者
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

等
、
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

見
込

量
の
確
保

の
た

め
の

方
策

を
定

め
る

よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

ま
た
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護

、
小

規
模
多
機

能
型
居

宅
介
護

及

び
看
護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
（

以
下
「

定
期
巡

回
・
随
時

対
応
型

訪
問
介

護
看

護
等
」
と

い
う

。
）
、
特

定
施

設
な

ど
の

各
種
介

護
サ
ー

ビ
ス
に

つ
い
て

、
中
長

期
的

な
人
口
構

造
や

介
護
ニ

ー
ズ
の

変
化
を

見
据
え
た

的
確
な

サ
ー
ビ

ス
量
の

見
込
み

及

び
見
込
量

確
保

の
た

め
の

方
策

を
示

す
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
次

の
点

に
留

意
し
て
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
事

業

を
行
う
意

向
を

有
す

る
事

業
者

の
把

握
に

努
め
た

上
で

、
情
報
の

提
供
を

適
切
に

行
う

等
多
様
な

事
業

者
の

参
入

を
促

進
す

る
工

夫
を
図

る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。

 

ま
た
、
人

口
減

少
等

に
よ

り
介

護
サ

ー
ビ

ス
需
要

の
成
熟

化
が
見

込
ま
れ

る
地
域

に

お
い
て
も

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
需

要
の

見
込

み
に
合

わ
せ
て

過
不
足

な
い
整

備
が
必

要
で

あ
る
。
都
道

府
県

に
よ

る
広

域
調

整
を

踏
ま
え

、
既
存

施
設
の
有

効
活
用

等
に
よ

る
効

率
的
な
整

備
を

行
う

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
 

２
 

各
年

度
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

見
込

量
の

確
保

の

た
め
の
方

策
 

市
町
村
介

護
保

険
事

業
計

画
に

お
い

て
は

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
事
業

を

行
う
者
の

確
保
に

関
す

る
こ

と
等

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

見
込

量
の
確
保

の
た
め

の
方

策
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

ま
た
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

及

び
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
（

以
下
「

定
期

巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

等
」
と

い
う

。
）
、
特

定
施
設

な
ど

の
各

種
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
ニ

ー
ズ
を

反
映

し
た

的
確

な
サ
ー
ビ

ス
量
の

見
込

み
及

び
見

込
量

確
保

の
た

め
の

方
策

を
示

す
こ
と

が
重
要

で

あ
る
。

 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
次

の
点

に
留

意
し

て
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー
ビ

ス
の
事

業

を
行
う
意

向
を
有

す
る

事
業

者
の

把
握

に
努

め
た

上
で

、
情

報
の

提
供
を

適
切
に

行
う

等
多
様
な

事
業
者

の
参

入
を

促
進

す
る

工
夫

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

(
一

) 
関

係
者

の
意

見
の

反
映
 

市
町
村

は
、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

及
び
指

定
地
域

密
着
型

介
護
予

防
サ
ー

ビ

ス
（
以
下
「

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
等
」
と

い
う

。
）
に
係

る
事
務

の
適
切

な
運

営
を
図
る

た
め

、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス
事

業
者
及

び
指
定

地
域
密

着
型
介

護
予

防
サ
ー
ビ

ス
事

業
者

の
指

定
並

び
に

指
定

の
拒
否

並
び
に

指
定
地

域
密
着

型
サ
ー

ビ

ス
等
の
当

該
市

町
村

に
お

け
る

指
定

基
準

及
び
介

護
報
酬

の
設
定

に
際
し

、
関

係
者
の

意
見
を
反

映
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講
ず

る
よ
う

努
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い

こ
と
等
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
、
学

識
経
験
者

、
保
健
医

療
関
係

者
、
福
祉
関

係
者
、
被

保
険

者
代

表
者

、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

利
用
者

及
び
そ

の
家
族

、
費

用
負
担
関

係
者

等
の

関
係

者
の

協
力
を

得
て
委
員

会
を
設

置
す
る

等
の
措

置
を
講

ず

る
も
の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
事

務
を
効

率
的
に
処

理
す
る

た
め

、
市
町

村
介
護
保

険
事

業
計

画
作

成
委

員
会

等
を

活
用
し

て
も
差

し
支
え

な
い
。

 

(
一

) 
関

係
者
の

意
見

の
反

映
 

市
町
村
は

、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

及
び

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ
ー

ビ

ス
（
以
下
「
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

等
」
と

い
う

。
）
に

係
る

事
務

の
適
切

な
運

営
を
図
る

た
め

、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
及

び
指

定
地

域
密

着
型
介

護
予

防
サ
ー
ビ

ス
事
業

者
の

指
定

並
び

に
指

定
の

拒
否

並
び

に
指

定
地

域
密
着

型
サ
ー

ビ

ス
等
の
当

該
市
町

村
に

お
け

る
指

定
基

準
及

び
介

護
報

酬
の

設
定

に
際
し

、
関

係
者

の

意
見
を
反

映
さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
努

め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い

こ
と
等
と

さ
れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
学

識
経

験
者

、
保

健
医

療
関
係

者
、
福
祉
関

係
者
、
被

保
険

者
代

表
者

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
及
び
そ

の
家
族

、
費

用
負
担
関

係
者
等

の
関

係
者

の
協

力
を

得
て

委
員

会
を

設
置

す
る

等
の
措

置
を
講

ず

る
も
の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
事

務
を

効
率

的
に

処
理
す
る

た
め

、
市
町

村
介
護
保

険
事
業

計
画

作
成

委
員

会
等

を
活

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い
。
 

(
二

) 
公

募
及

び
協

議
に

よ
る

事
業

者
の

指
定
 

市
町
村

は
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問
介
護

看
護
等

に
つ
い

て
、
市

町
村

が
そ

の
見
込
量

の
確

保
及

び
質

の
向

上
の

た
め

に
特
に

必
要
が

あ
る
と

認
め
る

と
き
は

、
公

募
に
よ
り

事
業

者
の

指
定

（
以

下
「

公
募

指
定
」

と
い
う

。
）
を

行
う
こ

と
が
で

き
、

ま
た
、
市

町
村

が
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看

護
等
の

普
及
の

た
め
に

必
要

が
あ
る
と

認
め

る
と

き
は

、
訪

問
介

護
、
通
所

介
護
又

は
短
期
入

所
生
活

介
護
が

市
町

村
介
護
保

険
事

業
計

画
に

定
め

る
見

込
量

に
達
し

て
い
る

と
き
等

に
、
都
道
府

県
に
協

議
を
求
め

る
こ

と
が

で
き

、
そ

の
結

果
に

基
づ
き
、
都
道
府

県
は
、
訪
問
介

護
、
通
所

(
二

) 
公

募
及
び

協
議

に
よ

る
事

業
者

の
指

定
 

市
町
村
は

、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

等
に

つ
い

て
、
市

町
村

が
そ

の
見
込
量

の
確
保

及
び

質
の

向
上

の
た

め
に

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
公

募
に
よ
り

事
業
者

の
指

定
（

以
下

「
公

募
指

定
」

と
い

う
。

）
を

行
う
こ

と
が
で

き
、

ま
た
、
市
町
村

が
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

等
の

普
及
の

た
め
に

必
要

が
あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、
訪

問
介

護
、
通

所
介

護
又

は
短

期
入

所
生
活

介
護
が

市
町

村
介
護
保

険
事
業

計
画

に
定

め
る

見
込

量
に

達
し

て
い

る
と

き
等

に
、
都
道
府

県
に
協

議
を
求
め

る
こ
と

が
で

き
、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
、
都

道
府

県
は

、
訪
問
介

護
、
通
所
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介
護
若
し

く
は

短
期

入
所

生
活

介
護

の
指

定
を
し

な
い
こ

と
又
は

指
定
に

つ
い
て

条

件
を
付
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

ま
た
、
市

町
村

は
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問
介

護
看
護

等
を
普
及

さ
せ
る

観

点
か
ら

、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

が
市

町
村
介
護

保
険
事

業
計
画

で
定
め

る
見
込

量
に

達
し
て
い

る
と

き
等

に
、

事
業

所
の

指
定

を
し
な

い
こ
と

が
で
き

る
。

 
 

な
お
、
こ

の
公

募
指

定
や

協
議

、
地

域
密
着
型

通
所
介

護
を
指
定

し
な
い

こ
と
が

で

き
る
仕
組

み
は

、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看

護
等
の

普
及
と

質
の
向

上
を

図
る
た
め

に
設

け
ら

れ
た

も
の

で
あ

り
、
参
入

の
抑
制

を
目
的
と

し
た
も

の
で
は

な
い

こ
と
か
ら

、
市

町
村

に
お

い
て

は
、
こ

う
し
た

趣
旨
に

則
っ
て
公

募
指
定

や
協
議

、
地

域
密
着
型

通
所

介
護

を
指

定
し

な
い

こ
と

が
で
き

る
仕
組

み
を
活

用
す
る

こ
と
が

必

要
で
あ
る

。
ま

た
、

こ
う

し
た

制
度

を
活

用
し
な

が
ら
、

保
険
者

で
あ
る

市
町
村

が
、

そ
の
地
域

に
お

け
る

介
護

給
付

等
の

状
況

や
要
介

護
認
定

者
数
の

状
況

、
高
齢

者
の
ニ

ー
ズ
等
を

踏
ま

え
、
提

供
し

て
い

く
べ

き
サ
ー
ビ

ス
の
種

類
や
量

に
つ
い

て
定
め

る
市

町
村
介
護

保
険

事
業

計
画

に
沿

っ
て

、
地

域
の

サ
ー
ビ

ス
提
供
体

制
を
構

築
す
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

確
保

及
び

向
上

を
図
る

た
め

、
市
町
村

は
、
公

募
指

定
を

行
う
際
は

、
公

平
か

つ
公

正
な

選
考

を
行

う
観
点

か
ら

、
適
正
な

選
考
基

準
を
設

け
る

こ
と
が
必

要
で

あ
る

。
 

介
護
若
し

く
は
短

期
入

所
生

活
介

護
の

指
定

を
し

な
い

こ
と

又
は

指
定

に
つ

い
て

条

件
を
付
す

こ
と
が

で
き

る
。
 

ま
た
、
市

町
村

は
、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

等
を
普

及
さ

せ
る

観

点
か
ら

、
地
域

密
着

型
通

所
介

護
が

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
で

定
め

る
見
込

量
に

達
し
て
い

る
と
き

等
に

、
事

業
所

の
指

定
を

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

な
お
、
こ
の

公
募

指
定

や
協

議
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

を
指

定
し

な
い

こ
と
が

で

き
る
仕
組

み
は

、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

等
の

普
及
と

質
の
向

上
を

図
る
た
め

に
設
け

ら
れ

た
も

の
で

あ
り

、
参

入
の

抑
制

を
目

的
と

し
た
も

の
で
は

な
い

こ
と
か
ら

、
市

町
村

に
お

い
て

は
、
こ

う
し

た
趣

旨
に

則
っ

て
公

募
指
定

や
協
議

、
地

域
密
着
型

通
所
介

護
を

指
定

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
仕

組
み

を
活

用
す
る

こ
と
が

必

要
で
あ
る

。
ま
た

、
こ

う
し

た
制

度
を

活
用

し
な

が
ら

、
保

険
者

で
あ

る
市

町
村

が
、

そ
の
地
域

に
お
け

る
介

護
給

付
等

の
状

況
や

要
介

護
認

定
者

数
の

状
況

、
高
齢

者
の
ニ

ー
ズ
等
を

踏
ま
え

、
提

供
し

て
い

く
べ

き
サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や

量
に

つ
い

て
定

め
る

市

町
村
介
護

保
険
事

業
計

画
に

沿
っ

て
、
地

域
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

を
構

築
す
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る
。

 

ま
た
、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

確
保

及
び

向
上

を
図

る
た

め
、
市

町
村

は
、
公

募
指

定
を

行
う
際
は

、
公

平
か

つ
公

正
な

選
考

を
行

う
観

点
か

ら
、
適

正
な

選
考
基

準
を
設

け
る

こ
と
が
必

要
で
あ

る
。

 

(
三

) 
都

道
府

県
が

行
う

事
業

者
の

指
定

へ
の

関
与
 

市
町
村

は
、
法

の
規

定
に

基
づ

き
、
都

道
府
県

に
対
し

て
、
居
宅

サ
ー
ビ

ス
事
業

者

及
び
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業
者

の
指

定
に

つ
い

て
事
前

に
通
知

す
る
よ

う
求
め

る

こ
と
が
で

き
る

。
ま

た
、
市

町
村

は
、
当

該
通
知
を

受
け
た

と
き

は
、
都
道

府
県
知

事

に
対
し

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

と
の
調
整

を
図
る

見
地
か

ら
の
意

見
を
申

し
出

る
こ
と
が

で
き

る
。
 

(
三

) 
都

道
府
県

が
行

う
事

業
者

の
指

定
へ

の
関

与
 

市
町
村
は

、
法

の
規

定
に

基
づ

き
、
都

道
府

県
に

対
し

て
、
居

宅
サ
ー
ビ

ス
事
業

者

及
び
介
護

予
防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
指

定
に

つ
い

て
事

前
に

通
知

す
る
よ

う
求
め

る

こ
と
が
で

き
る
。
ま

た
、
市

町
村

は
、
当

該
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
都
道

府
県
知

事

に
対
し

、
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
と

の
調

整
を

図
る

見
地

か
ら

の
意

見
を
申

し
出

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

(
四

) 
報

酬
の

独
自

設
定
 

市
町
村

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準
に
よ

り
算
定

し
た
額

を
上
限

と
し
て

、

指
定
地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
等

の
介

護
報

酬
を
独

自
に
設

定
で
き

る
。

 

市
町
村

は
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
、
こ

う
し
た

仕
組
み

の
活
用
も

併
せ
、
必
要

な
事

業
者
の
参

入
を

確
保

す
る

た
め

工
夫

し
て

い
く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

(
四

) 
報

酬
の
独

自
設

定
 

 
 
市
町
村

は
、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

額
を

上
限
と
し

て

、
指
定
地

域
密
着

型
サ

ー
ビ

ス
等

の
介

護
報

酬
を

独
自

に
設

定
で

き
る
。
 

市
町
村
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
、
こ

う
し

た
仕

組
み

の
活

用
も

併
せ
、
必
要

な
事

業
者
の
参

入
を
確

保
す

る
た

め
工

夫
し

て
い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
(
五

) 
人

材
の
確

保
及

び
資

質
の

向
上
 

介
護
保
険

事
業

の
運

営
主

体
で

あ
る

市
町

村
は

、
二

千
二

十
五

年
（

平
成
三
十

七
年

）

を
見
据
え

て
、
第

七
期

に
必

要
と

な
る

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の
見

込
み
等

を
定

め
る
と
と

も
に

、
そ

れ
ら

を
基

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る
介

護
人

材
の
数
等

を
推
計

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市

町
村

に
お

い
て

も
、
必

要
と

な
る

介
護

人
材

の
確

保
に

向
け
、
国
や

都
道

府
県
と
連

携
し
、
介

護
の

仕
事

の
魅

力
の

向
上

、
多

様
な

人
材

の
確
保
・
育

成
、
生
産

性
の
向
上

を
通
じ

た
労

働
負

担
の

軽
減

を
柱

と
す

る
総

合
的

な
取

組
を
推

進
す
る

こ
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と
が
重
要

で
あ
る

。
 

加
え

て
、
市
町

村
は

、
必

要
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

確
保

す
る

た
め

、
国

や
都

道
府
県
と

連
携
し

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

に
対

す
る

相
談

体
制

の
確
立

、
介

護
サ
ー

ビ
ス
事
業

所
や
医

療
・
介

護
関

係
団

体
等

の
連

携
・
協

力
体

制
の

構
築
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動
の

振
興
や

普
及

啓
発

活
動

等
を

通
じ

て
地

域
の

特
色

を
踏

ま
え
た

人
材
の

確

保
及
び
資

質
の
向

上
に

取
り

組
ん

で
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

生
活
支
援

等
の

担
い

手
に

つ
い

て
は

、
高

齢
者

や
そ

の
家

族
が

地
域

に
お

い
て
安

心

し
て
日
常

生
活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、
生

活
支

援
コ

ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地

域
支
え
合

い
推
進

員
）
や

協
議

体
が

中
心

と
な

り
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者
と

利
用
者

と
が

「
支
え
る

側
」
と
「

支
え

ら
れ

る
側

」
と

い
う

画
一

的
な

関
係

性
に

陥
る

こ
と

の
な
い

よ
う
高
齢

者
の
社

会
参

加
等

を
進

め
、
世

代
を

超
え

て
地

域
住

民
が

共
に

支
え
合

う
地

域
づ
く
り

を
市
町

村
が

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
都
道

府
県

は
、
市

町
村

が
取

り
組

む
人

材
の

確
保

及
び

資
質

の
向

上
に
つ

い

て
、
積
極

的
に
支

援
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

３
 

各
年

度
に

お
け

る
地

域
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
及

び
そ

の
見

込
量

の
確

保

の
た
め
の

方
策

 
(
一

) 
地

域
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
 

各
年
度

に
お

け
る

総
合

事
業

、
包

括
的

支
援
事
業

及
び
任

意
事
業
（
法

第
百
十

五
条

の
四
十
五

第
三

項
各

号
に

掲
げ

る
事

業
を

い
う

。
）
の

そ
れ
ぞ
れ

に
要
す

る
費
用

の
額

を
定
め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お
、
総

合
事

業
の

サ
ー

ビ
ス

単
価

に
つ

い
て
は

、
市

町
村
が
創

意
工
夫

を
発
揮

で

き
る
よ
う

に
す

る
た

め
、
国

が
定

め
る

単
価

に
よ

ら
な
い

こ
と
が

で
き
る

が
、
サ
ー
ビ

ス
の
内
容

等
を

踏
ま

え
て

、
地

域
の

実
情

に
応
じ

、
ふ

さ
わ
し
い

単
価
を

定
め
る

必
要

が
あ
る

。
サ

ー
ビ

ス
単

価
の

設
定

の
際

に
は
、
サ
ー
ビ

ス
事
業
者

を
は
じ

め
と
し

た
関

係
機
関
と

十
分

な
協

議
を

重
ね

る
こ

と
等

に
よ
り

、
地

域
に
お
い

て
必
要

と
さ
れ

る
サ

ー
ビ
ス
が

確
実

に
確

保
さ

れ
る

よ
う

考
慮

す
る
こ

と
等
が

重
要
で

あ
る
。

 

３
 

各
年

度
に

お
け

る
地

域
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
及

び
そ

の
見

込
量

の
確

保

の
た
め
の

方
策

 

(
一

) 
地

域
支
援

事
業

に
要

す
る

費
用

の
額
 

各
年
度
に

お
け

る
総

合
事

業
、
包

括
的

支
援

事
業

及
び

任
意

事
業
（

法
第
百
十

五
条

の
四
十
五

第
三
項

各
号

に
掲

げ
る

事
業

を
い

う
。
）
の

そ
れ

ぞ
れ

に
要
す

る
費
用

の
額

を
定
め
る

よ
う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お
、
総
合

事
業

の
サ

ー
ビ

ス
単

価
に

つ
い

て
は

、
専

門
的

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
か

等

を
踏
ま
え

て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
、

ふ
さ

わ
し

い
単

価
を

定
め

る
必
要

が
あ
る

が
、

サ
ー
ビ
ス

単
価
の

設
定

の
際

に
は

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

を
は

じ
め

と
し
た

関
係
機

関
と

十
分
な
協

議
を
重

ね
る

こ
と

等
に

よ
り

、
地

域
に

お
い

て
必

要
と

さ
れ
る

サ
ー
ビ

ス
が

確
実
に
確

保
さ
れ

る
よ

う
考

慮
す

る
こ

と
等

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
二

) 
総

合
事

業
の

う
ち

、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス
、
通

所
型
サ

ー
ビ

ス
、
そ
の

他
の
生

活
支

援
サ
ー

ビ
ス
（

以
下
「

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
等
の
総

合
事
業

」
と
い

う
。
）
の
種
類

ご

と
の
見

込
量

確
保

の
た

め
の

方
策
 

総
合
事

業
の

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
の

見
込

量
の
確
保

に
つ
い

て
は
、
生
活

支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー
タ

ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）

や
そ
れ

ら
の
者

が
参
画

す
る
協

議
体

、
 就

労
的
活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

就
労

的
活
動
支

援
員
）
を

通
じ
た

取
組
に

よ
り

把
握
さ
れ

た
地

域
の

ニ
ー

ズ
や

資
源

を
踏

ま
え
て

、
具

体
的
に
定

め
る
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
総

合
事

業
に

つ
い

て
は

、
訪

問
型
サ
ー

ビ
ス
等

の
総
合
事

業
を
行

う
者
の

確

保
に
関
す

る
こ

と
等

、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の
総

合
事
業

の
種
類

ご
と
の

見
込
量

の
確

保
の
た
め

の
方

策
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の
と

す
る
。
 

(
二

) 
総

合
事
業

の
う

ち
、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

、
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

、
そ

の
他
の
生

活
支

援
サ
ー
ビ

ス
（

以
下
「

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
等

の
総

合
事

業
」
と

い
う
。
）
の
種
類

ご

と
の
見
込

量
確

保
の

た
め

の
方

策
 

総
合
事
業

の
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

の
見

込
量

の
確

保
に

つ
い

て
は

、
生

活
支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー
タ

ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
や

そ
れ

ら
の

者
が

参
画

す
る
協

議
体
を

通
じ

た
取
組
に

よ
り
把

握
さ

れ
た

地
域

の
ニ

ー
ズ

や
資

源
を

踏
ま

え
て

、
具

体
的
に

定
め
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。

 

 ま
た
、
総
合

事
業

に
つ

い
て

は
、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の

総
合

事
業

を
行

う
者

の
確

保
に
関
す

る
こ
と

等
、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の

総
合

事
業

の
種

類
ご

と
の

見
込
量

の
確

保
の
た
め

の
方
策

を
定

め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
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訪
問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の

総
合

事
業

に
つ

い
て
は

、
多
様

な
主
体
に

よ
る
多

様
な
サ

ー

ビ
ス
の
提

供
体

制
を

確
立

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

り
、
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
も

参
考
に

し
、

包
括
的
支

援
事

業
の

生
活

支
援

体
制

整
備

事
業
を

十
分
活

用
し
な

が
ら

、
地
域

に
お
い

て
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、
地

縁
組

織
等

の
活
動

を
支
援
し

て
い
く

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
そ

の
際

、
地

域
医

療
介

護
総

合
確
保
基

金
（
介
護

従
事

者
確
保

分
）
に
お

け

る
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
へ

の
ポ

イ
ン

ト
付

与
等
の

事
業
の

活
用
に

つ
い
て

も
検
討

す

る
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

加
え
て

、
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

等
の

総
合

事
業
の
見

込
量
の

確
保
の

た
め
に

は
、
担
い

手
の
確
保

に
関

す
る

取
組

を
進

め
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

訪
問
型
サ

ー
ビ

ス
等

の
総

合
事

業
に

つ
い

て
は

、
多

様
な

主
体

に
よ

る
多

様
な
サ

ー

ビ
ス
の
提

供
体
制

を
確

立
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
も

参
考
に

し
、

包
括
的
支

援
事
業

の
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

十
分

活
用

し
な

が
ら

、
地
域

に
お
い

て
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
地

縁
組

織
等

の
活

動
を

支
援

し
て

い
く

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

  加
え
て

、
訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
等

の
総

合
事

業
の

見
込

量
の

確
保

の
た
め
に

は
、
担
い

手
の
確
保

に
関
す

る
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
三

)
 

地
域

支
援

事
業

及
び

予
防

給
付

の
実

施
に

よ
る

介
護

予
防

の
達

成
状

況
の

点
検

及
び
評

価
 

地
域
実

情
に

合
わ

せ
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス
テ
ム

の
深
化
・
推
進

に
関
し

て
効
果

的

な
取
組
を

進
め

る
た

め
、
地

域
支

援
事

業
の

評
価

を
行
い

、
評
価

に
基
づ

く
事
業

方
針

や
目
標
を

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
市

町
村

は
、
各

年
度

に
お

い
て

、
総

合
事
業
（

一
般
介
護

予
防
事

業
に
係

る

も
の
に
限

る
。
）
の

実
施

に
よ

る
要

介
護

状
態
等

へ
の
移

行
の
程

度
、
予

防
給

付
及
び

総
合

事
業

の
実

施
に

よ
る

要
介

護
二

以
上

へ
の

移
行

の
程

度
等

の
達

成
状

況
を

分
析

し
、
か
つ

、
評

価
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
評

価
に

つ
い

て
は

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を
踏
ま

え
取
り

組
む
こ

と
が
重

要
で
あ

る

。
 

(
三

)
 

地
域

支
援

事
業

及
び

予
防

給
付

の
実

施
に

よ
る

介
護

予
防

の
達

成
状

況
の

点
検

及
び
評
価

 

地
域
実
情

に
合

わ
せ

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

深
化
・
推

進
に

関
し

て
効
果

的

な
取
組
を

進
め
る

た
め

、
地

域
支

援
事

業
の

評
価

を
行

い
、
評

価
に

基
づ

く
事
業

方
針

や
目
標
を

定
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市
町

村
は

、
各

年
度

に
お

い
て

、
総

合
事

業
（

一
般

介
護

予
防
事

業
に
係

る

も
の
に
限

る
。
）
の

実
施

に
よ

る
要

介
護

状
態

等
へ

の
移

行
の

程
度
、
予

防
給

付
及
び

総
合
事
業

の
実
施

に
よ

る
要

介
護

二
以

上
へ

の
移

行
の

程
度

等
の

達
成
状

況
を
分

析

し
、
か
つ

、
評

価
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
評
価

に
つ

い
て

は
、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

踏
ま

え
取

り
組

む
こ

と
が
重

要
で
あ

る

。
 

(
四

) 
総

合
事

業
の

実
施

状
況

の
調

査
、

分
析

及
び
評
価
 

市
町
村

は
、
個

々
の

事
業

評
価

と
と

も
に

、
総

合
事
業

の
実
施
状

況
に
つ

い
て

、
定

期
的
に
調

査
、

分
析

及
び

評
価

を
す

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

具
体
的

に
は

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
参

考
に

し
な
が
ら

、
関

係
者
間
で

議
論
し

つ
つ

、
評

価
・
検
討

を
行

い
、

次
期

計
画

期
間

へ
の

取
組
に

反
映
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

(
四

) 
総

合
事
業

の
実

施
状

況
の

調
査

、
分

析
及

び
評

価
 

市
町
村
は

、
個

々
の

事
業

評
価

と
と

も
に

、
総

合
事

業
の

実
施

状
況
に
つ

い
て

、
定

期
的
に
調

査
、

分
析

及
び

評
価

を
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

具
体
的
に

は
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

参
考

に
し

な
が

ら
、
関

係
者

間
で

議
論
し

つ
つ

、
評

価
・
検
討

を
行
い

、
次

期
計

画
期

間
へ

の
取

組
に

反
映

す
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
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地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

並
び

に
そ

の

業
務
の
効

率
化

及
び

質
の

向
上

に
資

す
る

事
業
に

関
す
る

事
項

 

 
介

護
保

険
事

業
の

運
営

主
体

で
あ

る
市

町
村
は

、
二
千

二
十
五
年

及
び
二

千
四
十

年

を
見
据
え

て
、
第

八
期

に
必

要
と

な
る

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

ご
と
の

量
の
見

込
み
等

を
定

め
る
と
と

も
に

、
そ

れ
ら

を
基

に
サ

ー
ビ

ス
を
提

供
す
る

た
め
に

必
要
と

な
る
介

護
人

材
の
数
等

を
推

計
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
サ

ー
ビ

ス
ご

と
、
職

種
ご

と
の

人
手
不
足

等
の
状

況
も
踏

ま
え
、
介
護

職
に

限
ら
ず
介

護
分

野
で

働
く

人
材

の
確

保
・
育
成

を
行
い

、
介
護
現

場
全
体

の
人
手

不
足

対
策
を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
 
。
特
に

、
地
域

医
療
介
護

総
合
確

保
基
金

に
よ

る
入
門
的

研
修

、
元

気
高

齢
者

等
参

入
促

進
セ
ミ

ナ
ー
事

業
（
介

護
助
手

の
取
組

）
、

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

ポ
イ

ン
ト

、
地

域
の

支
え

合
い
・
助
け

合
い
の
た

め
の
事

務
手
続

き
等

支
援
事
業

の
活

用
等

に
よ

り
人

材
の

裾
野

を
広
げ

る
こ
と

も
重
要

で
あ
る

。
 

そ
の
た

め
、
市

町
村

に
お

い
て

も
、
必

要
と
な

る
介
護

人
材
の
確

保
に
向

け
、
国
や

都
道
府
県

と
連

携
し

、
処

遇
改

善
、
新

規
参

入
や
多
様

な
人
材
の

活
用
の

促
進

、
介
護

の
仕
事
の

魅
力

向
上

、
職

場
環

境
の

改
善

等
の
た

め
の
方

策
を
、
以
下

の
点
に

留
意
し

て
定
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

（
一
）
 

市
町

村
が

中
心

と
な

っ
て

地
域

内
の
関

係
団
体

や
関
係

機
関
等

と
連
携

し
、

人
材
確

保
の

た
め

の
協

議
会

を
設

置
す

る
な
ど
し

、
地

域
の
実
情

に
応
じ

、
重

点
的

に
取
り

組
む

事
項

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
 

（
二
）
 
事

業
ご

と
の

実
施

状
況

を
把

握
し
、
事
後
評

価
を
行
う

こ
と
で

施
策
を

充
実

・
改
善

し
て

い
く

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
確
立
す

る
こ
と

。
 

（
三
）
 

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地
域

支
援
事

業
に
従

事
す
る

者
の
養

成
、

就
業
の

促
進

等
に

関
す

る
事

項
を

盛
り

込
む
こ
と

。
 

ま
た
、
業

務
効

率
化

を
進

め
て

職
員

の
負

担
軽
減

を
図
る

観
点
か

ら
、
介
護
分

野
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
導

入
を

進
め

て
い

く
こ

と
も

重
要

で
あ
り

、
地

域
医
療
介

護
総
合

確
保
基

金
に

基
づ
く
Ｉ

Ｃ
Ｔ
導

入
支

援
事

業
に

つ
い

て
、
三

年
間
で

の
導
入
事

業
所
数

な
ど
の

数
値

目
標
を
設

定
し

て
い

く
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。
 

さ
ら
に

、
介

護
人

材
の

資
質

の
向

上
に

資
す
る
よ

う
、
介
護
の
世

界
で
生

涯
働
き

続

け
る
こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の
支

援
や
事

業
主
に

よ
る
キ

ャ
リ
ア

ア

ッ
プ
へ
の

支
援

等
の

方
策

や
、

そ
の

具
体

的
な
目

標
を
掲

げ
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

加
え
て

、
市

町
村

は
、
必

要
な

介
護

サ
ー

ビ
ス
の

提
供
を

確
保
す

る
た
め

、
国

や
都

道
府
県
と

連
携

し
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
従

事
者
に
対

す
る
相

談
体
制

の
確
立

、
介

護
サ
ー

ビ
ス
事
業

所
や

医
療
・
介

護
関

係
団

体
等

の
連
携
・
協

力
体
制
の

構
築
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動
の

振
興

や
普

及
啓

発
活

動
等

を
通

じ
て
地

域
の
特

色
を
踏

ま
え
た

人
材
の

確

保
及
び
資

質
の

向
上

に
取

り
組

ん
で

い
く

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

生
活
支

援
等

の
担

い
手

に
つ

い
て

は
、
高
齢
者

や
そ
の

家
族
が
地

域
に
お

い
て
安

心

（
新
設
）
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し
て
日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
生
活

支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地

域
支
え
合

い
推

進
員

）
、
協

議
体

や
就

労
的

活
動

支
援
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
タ

ー
（

就
労
的

活
動
支
援

員
）
が

中
心

と
な

り
、
サ

ー
ビ

ス
提
供
者

と
利
用

者
と

が
「
支
え

る
側
」
と

「
支
え
ら

れ
る

側
」
と

い
う

画
一

的
な

関
係
性
に

陥
る
こ

と
の
な

い
よ
う

高
齢
者

の
社

会
参
加
等

を
進

め
、
世

代
を

超
え

て
地

域
住
民
が

共
に
支

え
合
う

地
域
づ

く
り
を

市
町

村
が
進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

生
産
年

齢
人

口
が

減
少

す
る

中
に

お
い

て
も
、
介
護
現

場
が
地
域

に
お
け

る
介
護

ニ

ー
ズ
に
応

え
、
介

護
人

材
が

利
用

者
や

家
族
か
ら

も
感
謝

さ
れ
、
や
り

が
い
を

持
っ
て

働
き
続
け

ら
れ

る
環

境
作

り
を

進
め

る
た

め
、
都
道
府

県
が
中
心

と
な
り

、
介

護
現
場

に
お
け
る

業
務

仕
分

け
や

介
護

ロ
ボ

ッ
ト

や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の
活

用
、
元

気
高
齢

者
を
含

め
た

介
護
人
材

の
確

保
・
定

着
、
介

護
と

い
う

仕
事
の

魅
力
発

信
等
の

た
め
に

必
要
な

取
組

に
つ
い
て

情
報

交
換

や
協

議
を

行
う

会
議

体
を
設

け
、
地
域
内
の

関
係

団
体
や
関

係
機

関
等
の
み

な
ら

ず
、
市

町
村

も
一

体
と

な
っ
て
介

護
現
場

革
新
に

取
組
む

こ
と
が

重
要

で
あ
る

。
具

体
的

に
は

、
業

務
効

率
化
や

介
護
人

材
が
や

り
が
い

を
も
っ

て
働
き

続
け

ら
れ
る
環

境
作

り
に

取
り

組
む

モ
デ

ル
施

設
の
育

成
を
含

め
た
事

業
整
備

は
都
道

府

県
が
主
に

担
い

、
市

町
村

は
地

域
の

モ
デ

ル
施
設

の
取
組

を
地
域

内
の
介

護
施
設

等
へ

周
知
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
都

道
府

県
と

連
携
し

な
が
ら

介
護
現

場
革
新

の
取
組

の
横

展
開
を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
都

道
府

県
と

連
携

し
な

が
ら

新
規

介
護
人

材
の
確

保
及
び

介
護
人

材
の
定

着

支
援
を
両

輪
で

進
め

、
子

供
か

ら
高

齢
者

ま
で
幅

広
い
世

代
の
地

域
住
民

に
対
し

て
介

護
職
場
の

魅
力

を
発

信
し

、
介

護
職

場
の

イ
メ
ー

ジ
を
刷

新
し
て

い
く
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。
 

業
務
の

効
率

化
の

観
点

か
ら

は
、
介

護
分
野
の

文
書
に

係
る
負
担

軽
減
の

た
め

、
国

が
示
す
方

針
に

基
づ

く
個

々
の

申
請

様
式

・
添
付

書
類
や

手
続
き

に
関
す

る
簡
素

化
、

様
式
例
の

活
用

に
よ

る
標

準
化

及
び

I
CT

等
の
活

用
を
進

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
引

き
続

き
、
要

介
護

認
定

を
遅

滞
な
く
適

正
に
実

施
す
る

た
め
に

必
要
な

体

制
を
計
画

的
に

整
備
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る
。
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介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の

事
業
等
に

関
す

る
事

項
 

(
一

) 
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
 

指
定
居

宅
介

護
支

援
又

は
指

定
介

護
予

防
支
援
（

以
下
「

指
定
居

宅
介
護

支
援
等

」

と
い
う
。
）
の

事
業

を
行

う
者

が
、
介

護
給

付
等
対

象
サ
ー

ビ
ス
（

指
定
居

宅
サ
ー

ビ

ス
、
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
、
指

定
地

域
密

着
型
サ

ー
ビ
ス
及

び
指
定

地
域
密

着
型

介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。
以

下
こ

の
(一

)に
お
い
て

同
じ
。
）
の

事
業
を

行
う
者

又
は
居
宅

に
お

け
る

医
療

を
提

供
す

る
医

療
機
関

そ
の
他

の
関
係

者
と
連

携
し
て

、
適

切
な
居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

又
は

介
護

予
防

サ
ー
ビ

ス
計
画

を
作
成

す
る
こ

と
が
で

き

る
よ
う

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
、
居
宅

に
お
け
る

医
療
を

提
供
す

る
事

業
又
は
指

定
居

宅
介

護
支

援
等

の
事

業
を

行
う
者

に
関
す

る
情
報

の
提
供

の
た
め

の

体
制
の
整

備
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
の
事

業
、
居
宅
に
お

け
る
医

療
を
提

供
す

る
事
業
又

は
指

定
居

宅
介

護
支

援
等

の
事

業
を
行

う
者
相

互
間
の

情
報
の

交
換
の

た

め
の
体
制

の
整

備
等

の
相

互
間

の
連

携
の

確
保
に

関
す
る

事
業
そ

の
他
の

介
護
給

付

等
対
象
サ

ー
ビ

ス
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め
の

事
業
に

関
す
る

事
項
を

定
め
る

よ

う
努
め
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
適

切
な
利

用
を
促

進
す
る

方
策
と

し
て

、
情

報
の
提
供

並
び

に
相

談
及

び
援

助
を

適
切

に
行
う

こ
と
が

で
き
る

体
制
の

整
備
に

関

す
る
事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
利

用
者

の
疑

問
、
不

満
、
不

安
等

を
解
消
し
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
の

質
の
向

上

を
図
る
た

め
、
介

護
相

談
員

派
遣

等
事

業
に
つ
い

て
、
受
入
れ
事

業
者
数

の
目
標

を
定

め
る
こ
と

が
望

ま
し

い
。
 

４
 

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の

事
業
等
に

関
す

る
事

項
 

(
一

) 
介

護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
 

指
定
居
宅

介
護

支
援

又
は

指
定

介
護

予
防

支
援

（
以

下
「

指
定

居
宅

介
護

支
援
等

」

と
い
う
。
）
の

事
業

を
行

う
者

が
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
（

指
定
居

宅
サ
ー

ビ

ス
、
指

定
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

及
び

指
定

地
域
密

着
型

介
護
予
防

サ
ー
ビ

ス
を

い
う

。
以

下
こ

の
(一

)に
お

い
て

同
じ

。
）
の

事
業

を
行

う
者

又
は
居
宅

に
お
け

る
医

療
を

提
供

す
る

医
療

機
関

そ
の

他
の
関

係
者

と
連

携
し

て
、
適

切
な
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計

画
又

は
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

作
成

す
る
こ

と
が
で

き

る
よ
う

、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

、
居

宅
に

お
け

る
医

療
を

提
供
す

る
事

業
又
は
指

定
居
宅

介
護

支
援

等
の

事
業

を
行

う
者

に
関

す
る

情
報

の
提

供
の

た
め

の

体
制
の
整

備
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
、
居

宅
に

お
け

る
医

療
を
提

供
す

る
事
業
又

は
指
定

居
宅

介
護

支
援

等
の

事
業

を
行

う
者

相
互

間
の

情
報
の

交
換
の

た

め
の
体
制

の
整
備

等
の

相
互

間
の

連
携

の
確

保
に

関
す

る
事

業
そ

の
他
の

介
護
給

付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

の
円

滑
な

提
供

を
図

る
た

め
の

事
業

に
関

す
る

事
項
を

定
め
る

よ

う
努
め
る

も
の
と

す
る

。
 

な
お
、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

適
切

な
利

用
を

促
進

す
る

方
策

と
し

て
、
情

報
の
提
供

並
び
に

相
談

及
び

援
助

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

体
制
の

整
備
に

関

す
る
事
項

を
盛
り

込
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
利
用

者
の

疑
問

、
不

満
、
不

安
等

を
解

消
し

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

質
の
向

上

を
図
る
た

め
、
介

護
相

談
員

派
遣

等
事

業
に

つ
い

て
、
受

入
れ

事
業

者
数

の
目
標

を
定

め
る
こ
と

が
望
ま

し
い

。
 

(
二

) 
総

合
事

業
 

個
別
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

う
地

域
包
括
支

援
セ
ン

タ
ー
や

介
護
支

援
専
門

員
が
、
総

合
事

業
の

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
を

行
う
者

と
連
携

し
て
、
適
切

な
サ
ー

ビ
ス
の

提
供
に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
総
合

事
業
を

行
う
者
に

関
す
る

情
報
の

提
供

の
た
め
の

体
制

の
整

備
、
総

合
事

業
を

行
う
者
相

互
の
情

報
の
交

換
の
た

め
の
体

制
の

整
備
等
の

総
合

事
業

を
行

う
者

相
互

の
連

携
の
確

保
に
関

す
る
事

業
そ
の

他
の
総

合

事
業
の
円

滑
な

提
供

を
図

る
た

め
の

事
業

に
関
す

る
事
項

を
定
め

る
よ
う

努
め
る

も

の
と
す
る

。
 

総
合
事

業
の

担
い

手
は

、
市

町
村

、
社

会
福
祉
法

人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企

業
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

、
協

同
組

合
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ

ー
、
老
人
介
護

支
援
セ

ン
タ
ー

等
多

様
な
主
体

が
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
の
者

が
有
機
的

に
連
携

し
な
が

ら
各

事
業
の
実

施
体

制
を

構
築

し
て

い
く

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
市
町

村
の
判

断
に
よ

り
、

希
望
す
る

居
宅

要
介

護
被

保
険

者
が

総
合

事
業
を

利
用
す

る
こ
と

は
可
能

で
あ
り

、
介

護
保
険
給

付
と

総
合

事
業

を
組

み
合

わ
せ

た
ケ
ア

プ
ラ
ン

の
作
成

も
含
め

、
ケ

ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
に

よ
る

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
通

じ
て
適

切
な
事

業
の
利

用
が
確

保
さ
れ

る

(
二

) 
総

合
事
業

 

個
別
の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

行
う

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

や
介

護
支

援
専
門

員
が
、
総
合
事

業
の

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

者
と

連
携

し
て

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の

提
供
に
つ

な
げ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
総

合
事

業
を

行
う

者
に

関
す
る

情
報
の

提
供

の
た
め
の

体
制
の

整
備

、
総

合
事

業
を

行
う

者
相

互
の

情
報

の
交

換
の
た

め
の
体

制
の

整
備
等
の

総
合
事

業
を

行
う

者
相

互
の

連
携

の
確

保
に

関
す

る
事

業
そ
の

他
の
総

合

事
業
の
円

滑
な
提

供
を

図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
を

定
め

る
よ
う

努
め
る

も

の
と
す
る

。
 

総
合
事
業

の
担

い
手

は
、
市

町
村

、
社

会
福

祉
法

人
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
民

間
企

業
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

、
協

同
組

合
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
、
老

人
介

護
支
援
セ

ン
タ
ー

等
多

様
な
主
体

が
考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
そ

れ
ぞ

れ
の

者
が

有
機

的
に

連
携

し
な
が

ら
各

事
業
の
実

施
体
制

を
構

築
し

て
い

く
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
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こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
 

総
合
事

業
の

効
果

的
な

提
供

体
制

を
構

築
し
て
い

く
方
策

と
し
て

、
総

合
事
業

の
多

様
な
担
い

手
に

対
し

て
、
情

報
の

提
供

並
び
に
相

談
及
び

援
助
を

適
切
に

行
い
な

が
ら

、
そ
れ

ぞ
れ

の
者

の
連

携
体

制
の

整
備

に
関
す
る

事
項
を

盛
り
込

む
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

 総
合
事
業

の
効

果
的

な
提

供
体

制
を

構
築

し
て

い
く

方
策

と
し

て
、
総

合
事
業

の
多

様
な
担
い

手
に
対

し
て

、
情

報
の

提
供

並
び

に
相

談
及

び
援

助
を

適
切
に

行
い
な

が

ら
、
そ

れ
ぞ
れ

の
者

の
連

携
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。

 

(
三

) 
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

、
適

切
な
運
営

及
び
評

価
並
び

に
体
制

の
強
化

 

地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

及
び

運
営
に
関

す
る
目

標
や
地

域
課
題
・
地

域
住

民
に
対
し

て
果

た
す

役
割

に
つ

い
て

定
め

る
こ
と

が
重
要

で
あ
り

、
今

後
の
高

齢
化
の

進
展
等
に

伴
っ

て
増

加
す

る
ニ

ー
ズ

に
適

切
に
対

応
す
る

観
点
か

ら
、
機
能
や

体
制
の

強
化
を
図

る
こ

と
が

必
要

で
あ
る

。
 

な
お
、
運

営
に

関
し

て
市

町
村

に
お

い
て

は
、
地
域
包

括
支
援
セ

ン
タ
ー

の
現
状

と

課
題
を
適

切
に

把
握

す
る

と
と

も
に

、
①

業
務

量
及
び

業
務
内
容

に
応
じ

た
適
切

な
人

員
配
置

、
②

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

間
及
び
行

政
と
の

業
務
の

役
割
分

担
の
明

確
化

と
連
携
強

化
並

び
に

③
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
の

充
実

に
よ
る

効
果
的

な
運
営

の
継
続

と
い
う

観

点
か
ら
、

複
合

的
に

機
能

強
化

を
図

っ
て

い
く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

①
に
つ

い
て

は
、
担

当
す

る
高

齢
者

人
口

や
相
談

件
数

、
運
営
方

針
、
業

務
に

関
す

る
評
価
の

結
果

等
を

勘
案

し
、
業

務
量

に
見

合
っ

た
人
員

体
制
を

確
保
す

る
こ
と

。
ま

た
、
保

健
師

に
準

ず
る

者
、
社

会
福

祉
士

に
準
ず

る
者
又

は
主
任

介
護

支
援
専
門

員
に

準
ず
る
者

を
配

置
し

て
い

る
場

合
に

は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
保
健
師
、
社
会
福

祉
士

又
は
主

任
介
護
支

援
専

門
員

の
配

置
に

取
り

組
む

こ
と
。
加

え
て

、
保

健
師
・
社

会
福

祉
士

・

主
任
介
護

支
援

専
門

員
の

三
職

種
以

外
の

専
門
職

や
事
務

職
の
配

置
も
含

め
、
必
要
な

体
制
を
検

討
し

、
そ

の
確

保
に

取
り

組
む

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

②
に
つ

い
て

は
、
包

括
的

支
援

事
業

を
委

託
さ
れ

た
者
が

設
置
し

た
地
域

包
括
支

援

セ
ン
タ
ー

等
に

対
す

る
運

営
方

針
に

つ
い

て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域

包
括
支

援
セ
ン

タ
ー

ご
と
に
工

夫
し

て
提

示
す

る
こ

と
が

効
果

的
で
あ

り
、
行
政
と
の

役
割
分

担
を
明

確
化

す
る
こ
と

。
 

ま
た
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
間

の
総

合
調
整

や
後

方
支
援
等

を
担
う

基
幹
的

役

割
を
果
た

す
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
や

、
認

知
症
等

の
特
定
の

分
野
の

機
能
を

強
化

し
、
近

隣
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
後

方
支

援
を
担

う
機
能

強
化
型

の
地
域

包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

の
位

置
付

け
等

を
行

い
、
効

果
的
・
効
率
的
な
運

営
体
制

を
構
築

す
る

こ
と
。
 

③
に
つ

い
て

は
、
継

続
的

に
安

定
し

た
事

業
実
施

に
つ
な

げ
る
た

め
、
地
域
包

括
支

援
セ
ン
タ

ー
は

自
ら

そ
の

実
施

す
る

事
業

の
質
の

評
価
を

行
う
こ

と
に
よ

り
、
そ
の
実

施
す
る
事

業
の

質
の

向
上

に
努

め
る

こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
ま
た

、
市

町
村
及

び
地
域

包
括
支
援

セ
ン

タ
ー

は
、
運

営
協

議
会

と
連

携
を

行
い
な

が
ら
、
定
期

的
な
点

検
を
行

い
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

に
対
し
て

適
切
に

評
価
を

行
う
こ

と
。
そ
の
際

、

地
域
包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
の

積
極

的
な

体
制

強
化

に
向
け

て
、
保

険
者
機

能
強
化

推
進

(
三

) 
地

域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
、

適
切

な
運

営
及

び
評

価
 

地
域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
及

び
運

営
に

関
す

る
目

標
や

地
域

課
題
・
地

域
住

民
に
対
し

て
果
た

す
役

割
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
  
  

 な
お
、
運
営

に
関

し
て

市
町

村
に

お
い

て
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

の
現
状

と

課
題
を
適

切
に
把

握
す

る
と

と
も

に
、
①
業

務
量

及
び

業
務

内
容

に
応

じ
た

適
切

な
人

員
配
置

、
②
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
間

及
び

行
政

と
の

業
務

の
役

割
分

担
の

明
確
化

と
連
携
強

化
並
び

に
③

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

の
充

実
に

よ
る

効
果

的
な

運
営

の
継

続
と

い
う

観

点
か
ら
、

複
合
的

に
機

能
強

化
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

①
に
つ
い

て
は

、
担

当
す

る
高

齢
者

人
口

や
相

談
件

数
、
運

営
方

針
、
業

務
に

関
す

る
評
価
の

結
果
等

を
勘

案
し

、
業

務
量

に
見

合
っ

た
人

員
体

制
を

確
保
す

る
こ
と

。
ま

た
、
保

健
師
に

準
ず

る
者

、
社

会
福

祉
士

に
準

ず
る

者
又

は
主

任
介

護
支

援
専
門

員
に

準
ず
る
者

を
配
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、
保

健
師

、
社
会
福

祉
士

又
は
主

任
介
護
支

援
専
門

員
の

配
置

に
取

り
組

む
こ

と
。
 

 
 
 
  

 ②
に
つ
い

て
は

、
包

括
的

支
援

事
業

を
委

託
さ

れ
た

者
が

設
置

し
た

地
域

包
括
支

援

セ
ン
タ
ー

等
に
対

す
る

運
営

方
針

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

包
括
支

援
セ
ン

タ
ー

ご
と
に
工

夫
し
て

提
示

す
る

こ
と

が
効

果
的

で
あ

り
、
行

政
と

の
役

割
分

担
を
明

確
化

す
る
こ
と

。
 

ま
た
、
地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
間

の
総

合
調

整
や

後
方

支
援

等
を

担
う

基
幹
的

役

割
を
果
た

す
地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

や
、
認

知
症

等
の

特
定

の
分

野
の

機
能
を

強
化

し
、
近

隣
の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

後
方

支
援

を
担

う
機

能
強

化
型

の
地
域

包
括

支
援
セ
ン

タ
ー
の

位
置

付
け

等
を

行
い

、
効

果
的
・
効

率
的

な
運

営
体
制

を
構
築

す
る

こ
と
。

 

③
に
つ
い

て
は

、
継

続
的

に
安

定
し

た
事

業
実

施
に

つ
な

げ
る

た
め

、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ

ー
は
自

ら
そ

の
実

施
す

る
事

業
の

質
の

評
価

を
行

う
こ

と
に
よ

り
、
そ
の
実

施
す
る
事

業
の
質

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
ま

た
、
市

町
村
及

び
地
域

包
括
支
援

セ
ン
タ

ー
は

、
運

営
協

議
会

と
連

携
を

行
い

な
が

ら
、
定

期
的
な
点

検
を
行

い
、
地
域

包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

に
対

し
て

適
切

に
評

価
を

行
う
こ

と
。
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交
付
金
等

を
活

用
す

る
こ

と
も

有
効

で
あ

る
。
 

そ
の
他

、
高

齢
者

や
そ

の
家

族
に

生
活

上
の
様
々

な
不
安

が
生
じ

た
場
合

に
、
相
談

を
受
け
、

適
切

な
機

関
に

つ
な

ぐ
な

ど
の

対
応
を

行
う
体

制
を
整

備
す
る

と
と
も

に
、

今
後
、
認

知
症

施
策

、
在

宅
医

療
・
介

護
連
携
に

係
る
施

策
、
生

活
支
援
・
介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス

の
基

盤
整

備
の

推
進

等
と

の
連

携
が
重

要
で
あ

る
こ
と

か
ら

、
こ
れ

ら
の
事

業
を
効
果

的
に

推
進

す
る

た
め

、
当

該
事

業
実

施
者
と

地
域
包
括

支
援
セ

ン
タ
ー

と
の

連
携
体
制

を
構

築
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
特
に
、
地
域
の
つ

な
が
り

強
化
と

い
う

観
点
か
ら

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

、
居

宅
介
護

支
援
事
業

所
や
介

護
施
設

な
ど

、

地
域
の
既

存
の

社
会

資
源

と
効

果
的

に
連

携
し
て

、
地

域
に
お
け

る
相
談

支
援
の

機
能

を
強
化
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
業

務
負

担
が

大
き

い
と

さ
れ

る
介

護
予
防

ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
業

務
に
つ

い

て
、
適

正
な

介
護

予
防

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

費
の
設
定

等
に
よ

り
、
要

支
援
者

等
に
対

す
る

適
切
な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

実
現

す
る

観
点
か

ら
、
必
要
な

外
部
委
託

を
行
い

や
す

い
環
境
整

備
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

加
え
て

、
介

護
離

職
の

防
止

な
ど

、
介

護
に
取

り
組
む

家
族
等
を

支
援
す

る
観
点

か

ら
、
地

域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
土

日
祝

日
の
開

所
や

、
電
話
等

に
よ
る

相
談
体

制
の

拡
充
、
地

域
に

出
向

い
た

相
談

会
の

実
施

、
企
業

や
労
働

担
当
部

門
と
の

連
携
な

ど
、

地
域
の
実

情
を

踏
ま

え
た

相
談

支
援

の
強

化
に
つ

い
て

、
具
体
的

な
取
組

を
定
め

る
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。
 

 そ
の
他

、
高
齢

者
や

そ
の

家
族

に
生

活
上

の
様

々
な

不
安

が
生

じ
た
場
合

に
、
相
談

を
受
け
、

適
切
な

機
関

に
つ

な
ぐ

な
ど

の
対

応
を

行
う

体
制

を
整

備
す
る

と
と
も

に
、

今
後
、
認

知
症

施
策

、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

係
る

施
策

、
生

活
支
援
・
介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス

の
基
盤

整
備

の
推

進
等

と
の

連
携

が
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
事

業
を
効
果

的
に
推

進
す

る
た

め
、
当

該
事

業
実

施
者

と
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

と
の

連
携
体
制

を
構
築

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

     

 

 ま
た

、
介
護
離

職
の

防
止

な
ど

、
介

護
に

取
り

組
む

家
族

等
を

支
援

す
る

観
点
か

ら

、
地
域

包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

土
日

祝
日

の
開

所
や

、
電

話
等

に
よ

る
相

談
体
制

の
拡

充
、
地
域

に
出

向
い

た
相

談
会

の
実

施
、
企

業
や

労
働

担
当

部
門

と
の
連

携
な
ど

、
地

域
の
実
情

を
踏
ま

え
た

相
談

支
援

の
強

化
に

つ
い

て
、
具

体
的

な
取

組
を

定
め
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る
。
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６
 
認
知

症
施

策
の

推
進

 
市

町
村

は
、
認

知
症

施
策

推
進
大

綱
に

基
づ
き

、
認
知

症
の

人
が

で
き
る

限
り
地

域

の
よ
り
よ

い
環

境
で

自
分

ら
し

く
暮

ら
し

続
け
る

こ
と
が

で
き
る

社
会
の

実
現
を

目

指
す
た
め

、
認

知
症

施
策

に
取

り
組

む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
認

知
症
施

策
に
取

り
組

む
に
あ
た

っ
て

は
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
、
認
知
症
の

人
を
地

域
で
支

え
る

た
め
に
必

要
な

早
期

診
断

等
を

行
う

医
療

機
関

、
介
護

サ
ー
ビ
ス

、
見

守
り
等

の
生
活

支
援
サ
ー

ビ
ス

等
の

状
況

を
示

す
と

と
も

に
、
次
に
掲

げ
る
取
組

の
各
年

度
に
お

け
る

具
体
的
な

計
画
（

事
業

内
容

、
実

施
（

配
置
）
予
定
数

、
受
講
予

定
人
数

等
）
を

定
め

る
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
計

画
を

定
め

る
際

に
は

、
都

道
府

県
が
行
う

医
療
体

制
の
整

備
や
人

材
育
成

、

広
域
に
取

り
組
む

認
知

症
施

策
（
（

一
）
の

本
人
発
信

支
援
や
（

四
）
若
年
性

認
知
症

の
人
へ
の

支
援

等
）
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
都

道
府
県
と

連
携
す
る

こ
と
が

必
要
で

あ
る

。 

ま
た
、
（

一
）
か

ら
（

四
）
ま

で
を

は
じ

め
と
す

る
認
知

症
の
人

が
地
域

で
自
立

し

た
日
常
生

活
を

送
る

た
め

の
支

援
の

ほ
か

、
教

育
、
地

域
づ
く
り

、
雇
用

そ
の

他
の
認

知
症
に
関

連
す

る
施

策
と

有
機

的
に

連
携

し
た
取

組
を
記

載
す
る

な
ど

、
市
町

村
の
関

係
部
門
と

連
携

し
な

が
ら

、
総

合
的

に
推

進
す
る

内
容
と

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

（
一
）
普

及
啓

発
・

本
人

発
信

支
援
 

イ
 
認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
、
特

に
、
認

知
症
の

人
と
の
地

域
で
の

関
わ
り

が

多
い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
職

域
の

従
業
員

等
や
子

ど
も
や

学
生
に

対
す
る

養
成

講
座
の

拡
大
 

ロ
 
世
界

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
デ

ー
（

毎
年

九
月
二

十
一
日
）
及
び

月
間
（

毎
年
九

月
）

な
ど
の

機
会

を
捉

え
た

認
知

症
に

関
す

る
イ
ベ
ン

ト
等
の

普
及
啓

発
の
取

組
実

施
（

認
知

症
の
人

本
人

か
ら

の
発

信
の

機
会
の
拡

大
も
含

む
）

 

ハ
 
相
談

先
の

周
知
（

認
知

症
ケ

ア
パ

ス
の
積
極

的
な
活

用
や
市

町
村
の

ホ
ー
ム

ペ

ー
ジ
等
へ

の
掲

載
等

）
 

ニ
 
認
知

症
の

人
本

人
同

士
が

語
り

合
う
「
本

人
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ

」
の
実

施
等

を
通

じ
た
本

人
の

意
見

の
把

握
、
施

策
の

企
画
・
立
案
、
評
価
へ

の
本

人
視
点

の
反
映

 

（
二
）
予

防
 

認
知
症

の
予

防
に

関
す

る
調

査
研

究
の

推
進
及
び

高
齢
者

等
が
身

近
に
通

う
こ
と

の
で
き
る
「

通
い

の
場

」
等

の
拡

充
や

通
い

の
場

等
に
お

け
る
か

か
り
つ

け
医
・
保
健

師
・
管

理
栄

養
士

等
の

専
門

職
に

よ
る

健
康
相
談

等
の
認

知
症
予

防
に
資

す
る
可

能
性

の
あ
る
活

動
の

推
進
 

（
三
）
医

療
・

ケ
ア

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
・

介
護

者
へ
の
支

援
 

イ
 
医

療
・

ケ
ア

（
早

期
発

見
・

早
期

対
応
）
 

(
イ

)認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
活

動
の

推
進
（
「

認
知

症
ケ

ア
パ

ス
」
の

作
成

・

活
用

の
促

進
、

認
知

症
カ

フ
ェ

を
活
用
し

た
取
組

の
実
施

等
）

 

(
ロ

)認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

の
活

動
の
推

進
（

認
知
症
が

疑
わ
れ

る
人
や

認

（
新
設
）
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知
症

の
人

及
び

そ
の

家
族

へ
の

訪
問
、
観

察
・
評

価
、
対

象
者
を

適
切
な

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

繋
ぐ

等
の

初
期
の
支

援
の
実

施
等
）

 

ロ
 
介

護
サ

ー
ビ

ス
 

認
知
症

の
特

性
を

踏
ま

え
た

介
護

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
・
確

保
 

ハ
 
介

護
者

等
へ

の
支

援
 

認
知
症

カ
フ

ェ
を

活
用

し
た

取
組

、
家

族
教
室
や

家
族
同

士
の
ピ

ア
活
動

等
 

（
四
）
認
知

症
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

推
進
・
若

年
性
認

知
症
の

人
へ

の
支
援
・
社
会
参

加
支

援
 

イ
 
認

知
症

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
推

進
 

（
イ
）
地

域
で

の
見

守
り

体
制

や
捜

索
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
構
築
（

認
知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
等

に
よ

る
認

知
症

の
人

の
見

守
り
活
動
、
近
隣
市

町
村
と

の
連

携
、
I
CT

を

活
用

し
た

捜
索

シ
ス

テ
ム

の
活

用
等
）
 

（
ロ
）
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

等
の

構
築
（

認
知
症

の
人
や

そ
の
家
族

の
ニ
ー

ズ
と
認

知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

を
中

心
と

し
た

支
援
を
繋

ぐ
仕
組

み
の
構

築
）
 

（
ハ
）
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
法

や
成

年
後
見

制
度
利

用
促
進

基
本
計

画
（

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

法
第

十
二

条
第
一
項

に
規
定

す
る
成

年
後
見

制
度
利

用

促
進

基
本

計
画

を
い

う
。
）
に

基
づ

く
権

利
擁
護

の
取
組

の
推
進
、
市
民
後

見

人
の

育
成

・
活

用
、

支
援

組
織

の
体
制
整

備
 

ロ
 
若

年
性

認
知

症
の

人
へ

の
支

援
・

社
会
参
加

支
援
 

認
知
症

地
域

支
援

推
進

員
に

よ
る

若
年

性
認
知
症

を
含
め

た
認
知

症
の
人

の
社

会
参
加
活

動
の

体
制

整
備

や
、
介

護
サ

ー
ビ
ス
事

業
所
に

お
け
る

認
知
症

の
人
を

は

じ
め
と
す

る
利

用
者

の
社

会
参

加
や

社
会

貢
献
の

活
動
の

導
入
支

援
 

88



 
-
 
6
2
 
-

７
 

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
て

い
な

い
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ

ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
入

居
定

員
総
数

 
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け
て
い

な
い
有

料
老
人

ホ
ー
ム

及
び

サ

ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
入

居
定

員
総
数

を
記
載

す
る
よ

う
努
め

る
こ
と

。
な

お
、
こ

の
こ

と
は

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護
の

指
定
を

受
け
て

い
な
い

有
料
老

人
ホ

ー
ム
及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
を
総

量
規
制

の
対
象

と
す
る

も
の
で

は

な
い
こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

特
定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け
て
い

な
い
有

料
老
人

ホ
ー
ム

及
び

サ

ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

が
増

加
し

て
お
り

、
多

様
な
介
護

ニ
ー
ズ

の
受
け

皿
と

な
っ
て
い

る
状

況
を

踏
ま

え
、
将

来
に

必
要
な
介

護
サ
ー

ビ
ス
基

盤
の
整

備
量
の

見
込

み
を
適
切

に
定

め
る

た
め

に
は

、
こ

れ
ら

の
入

居
定
員

総
数
を
踏

ま
え
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
あ

わ
せ

て
、
必

要
に

応
じ

て
都

道
府
県

と
連
携

し
な
が

ら
、
特

定
施

設
入
居

者
生
活
介

護
（

地
域

密
着

型
を

含
む

）
の

指
定

を
受
け

る
有
料
老

人
ホ
ー

ム
及
び

サ
ー

ビ
ス
付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
（

介
護

付
き

ホ
ー
ム

）
へ

の
移
行
を

促
す
こ

と
が
望

ま
し

い
。
 

な
お
、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び
サ

ー
ビ

ス
付
き
高

齢
者
向

け
住
宅

が
介
護

ニ
ー
ズ

の

受
け
皿
と

し
て

の
役

割
を

果
た

せ
る

よ
う

、
未

届
け
の

有
料
老
人

ホ
ー
ム

を
確
認

し
た

場
合
は
積

極
的

に
都

道
府

県
に

情
報

提
供

す
る
と

と
も
に

、
介
護

サ
ー
ビ

ス
相
談

員
を

積
極
的
に

活
用

す
る

等
、

そ
の

質
の

確
保

を
図
る

こ
と
も

重
要
で

あ
る
。

 

（
新
設
）

 

８
 
地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

生
活

支
援
・
介

護
予
防

サ
ー

ビ
ス
の

情
報
公

表
に
関

す
る
事
項

 
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
に

向
け

て
は
、
医
療
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
の

情
報
に

加

え
、
市

町
村

が
設

置
す

る
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ

ー
や
生

活
支
援
・
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
の
所
在

地
や

事
業

内
容

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、
人
員
体

制
等
に
つ

い
て
、
地
域

で
共
有

さ
れ
る
資

源
と

し
て

広
く

住
民

に
伝

え
て

い
く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
情
報
公

表
シ
ス

テ
ム
を
活

用
し

、
積

極
的

に
情

報
発

信
す

る
よ
う

努
め

、
そ
の
取

組
を
定

め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

５
 
地
域

包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

情
報

公
表

に
関

す
る
事
項

 

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

に
向

け
て

は
、
医

療
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

情
報
に

加

え
、
市

町
村
が

設
置

す
る

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

や
生

活
支

援
・
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
の
所
在

地
や
事

業
内

容
、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、
人

員
体

制
等

に
つ

い
て
、
地
域

で
共
有

さ
れ
る
資

源
と
し

て
広

く
住

民
に

伝
え

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
情
報
公

表
シ
ス

テ
ム
を
活

用
し

、
積

極
的

に
情

報
発

信
す

る
よ

う
努

め
、
そ

の
取

組
を
定

め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

９
 
市
町

村
独

自
事

業
に

関
す

る
事

項
 

地
域
の

実
情

に
応

じ
て

、
市

町
村

は
以

下
の
よ
う

な
枠
組

み
を
活

用
し
て

、
独

自
事

業
を
実
施

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る
。

 

(
一

) 
保

健
福

祉
事

業
に

関
す

る
事

項
 

第
一
号

被
保

険
者

の
保

険
料

を
財

源
と

す
る
保
健

福
祉
事

業
を
行

う
市
町

村
に
あ

っ
て
は
、

そ
の

事
業

内
容

等
に

つ
い

て
定

め
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

(
二

) 
市

町
村

特
別

給
付

に
関

す
る

事
項
 

市
町
村

特
別

給
付

を
行

う
市

町
村

に
あ

っ
て
は

、
地
域

の
特
色
に

応
じ
て

、
各

年
度

に
お
け
る

当
該

市
町

村
特

別
給

付
の

対
象

と
な
る

サ
ー
ビ

ス
の
種

類
ご
と

の
量
の

見

込
み
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
見

込
量
の

確
保
の

た
め
の

方
策
等

を
定
め

る
こ

６
 

市
町

村
独
自

事
業

に
関

す
る

事
項
 

  (
一

) 
保

健
福
祉

事
業

に
関

す
る

事
項
 

 
 
 
  
 第

一
号

被
保

険
者

の
保

険
料

を
財

源
と

す
る

保
健

福
祉

事
業

を
行

う
市

町
村

に

あ
っ
て
は

、
そ

の
事

業
内

容
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

(
二

) 
市

町
村
特

別
給

付
に

関
す

る
事

項
 

市
町
村
特

別
給

付
を

行
う

市
町

村
に

あ
っ

て
は

、
地

域
の

特
色

に
応

じ
て

、
各

年

度
に

お
け

る
当

該
市

町
村

特
別

給
付

の
対

象
と

な
る

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量

の
見
込
み

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
見

込
量

の
確

保
の

た
め

の
方

策
等
を

定
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と
が
望
ま

し
い

。
 

（
三
）

一
般

会
計

に
よ

る
事

業
に

関
す

る
事
項
 

介
護
保

険
制

度
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
（
一

）
、
（

二
）
の
他

、
地
域

の
実
情

に

応
じ
て

、
一

般
会

計
に

よ
る

自
立

支
援
・
重

度
化
防
止

等
に
資
す

る
事
業

を
行
う

市
町

村
に
あ
っ

て
は

、
そ

の
事

業
内

容
等

に
つ

い
て
定

め
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

な
お
、
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
は

、
市

町
村
の

高
齢
者
の

自
立
支

援
、
重
度

化
防
止
等

に
関

す
る

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
を
趣

旨
と
し

て
い
る

こ
と
も

踏
ま
え

、
市

町
村
の
独

自
事

業
へ

の
活

用
が

可
能

で
あ

る
。
そ
の
た

め
、
市
町

村
に
お

い
て
は

、
こ

れ
ら
の
事

業
を

充
実

し
、
工

夫
し

た
取

組
を
実
施

す
る
こ

と
で
、
高
齢

者
の
自

立
支
援

、

重
度
化
防

止
等
を

一
層

強
化
し

て
い

く
こ

と
が
望

ま
れ
る

。
 

め
る
こ
と

が
望

ま
し

い
。
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0
 
療
養

病
床

の
円

滑
な

転
換

を
図

る
た

め
の
事

業
に
関

す
る
事

項
 

療
養
病

床
の

円
滑

な
転

換
を

促
進

す
る

た
め
、
療

養
病
床

に
入
院

し
て
い

る
患
者

、

住
民
及
び

医
療

機
関

等
へ

の
情

報
提

供
及

び
こ
れ

ら
の
者

か
ら
の

相
談
へ

の
対
応

を

行
う
こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

並
び

に
市

町
村
と

し
て
講

ず
る
支

援
措
置

に
関
す

る

事
項
を
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

な
お
、
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
つ

い
て
は

、
二

千
二
十
三

年
度
（

令
和

五
年

度
）
末
の

廃
止

期
限

ま
で

に
、

介
護

医
療

院
へ
の

移
行
等

が
確
実

に
行
わ

れ
る
よ

う
、

よ
り
早
期

の
意

思
決

定
を

支
援
し

て
い

く
こ

と
が

極
め
て

重
要
で

あ
る

。
 

７
 

療
養

病
床
の

円
滑

な
転

換
を

図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
 

療
養
病
床

の
円

滑
な

転
換

を
促

進
す

る
た

め
、

療
養

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患
者

、

住
民
及
び

医
療
機

関
等

へ
の

情
報

提
供

及
び

こ
れ

ら
の

者
か

ら
の

相
談
へ

の
対
応

を

行
う
こ
と

が
で
き

る
体

制
整

備
並

び
に

市
町

村
と

し
て

講
ず

る
支

援
措

置
に

関
す

る

事
項
を
盛

り
込
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
つ

い
て

は
、
引

き
続

き
、
介

護
医

療
院

等
へ

の
転
換
を

推
進
し

つ
つ

、
二

千
二

十
三

年
度
（

平
成

三
十

五
年

度
）
末

ま
で

転
換

期
限

を
延
長
し

て
い
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。
 

1
1
 
災
害

に
対

す
る

備
え

の
検

討
 

日
頃
か

ら
介

護
施

事
業

所
等

と
連

携
し

、
避
難

訓
練
の

実
施
や
防

災
啓
発

活
動

、
介

護
事
業
所

等
に

お
け

る
リ

ス
ク
や

、
食

料
、
飲

料
水
、
生

活
必
需

品
、
燃
料

そ
の
他

の

物
資
の
備

蓄
・
調

達
状

況
の
確

認
を

行
う

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。
こ
の
た

め
、
介
護
事

業
所
等
で

策
定

し
て

い
る

災
害

に
関

す
る

具
体
的

計
画
を

定
期
的

に
確
認

す
る
と

と

も
に
、
災

害
の

種
類

別
に

避
難

に
要

す
る

時
間
や

避
難
経

路
等
の

確
認
を

促
す
こ

と
が

必
要
で
あ

る
。
 

（
新
設
）

 

1
2
 
 感

染
症

に
対

す
る

備
え

の
検

討
 

日
頃
か

ら
介

護
事

業
所

等
と

連
携

し
、
訓
練
の

実
施
や

感
染
拡
大

防
止
策

の
周
知

啓

発
、
感

染
症

発
生

時
に

備
え

た
平

時
か

ら
の

事
前

準
備

、
感
染
症

発
生
時

の
代
替

サ
ー

ビ
ス
の
確

保
に

向
け

た
連

携
体

制
の

構
築

等
を
行

う
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
こ
の

た

め
、
介

護
事

業
所

等
が

感
染
症
発

生
時

に
お
い
て

も
サ
ー

ビ
ス

を
継
続
す

る
た
め

の
備

え
が
講
じ

ら
れ

て
い

る
か

を
定

期
的

に
確

認
す
る

と
と
も

に
、
介

護
事
業

所
等
の

職
員

が
感
染
症

に
対

す
る

理
解

や
知

見
を

有
し

た
上
で

業
務
に

当
た
る

こ
と
が

で
き
る

よ

う
、
感
染

症
に

対
す

る
研

修
の

充
実
等

が
必
要
で

あ
る
。

 

ま
た
、
感

染
症

発
生

時
も

含
め

た
都

道
府

県
や
保

健
所

、
協
力
医

療
機
関

等
と
連

携

し
た
支
援

体
制

の
整

備
が

必
要

で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
介

護
事

業
所

等
に

お
け

る
、
適

切
な

感
染
防

護
具

、
消

毒
液
そ

の
他
の

感

染
症
対
策

に
必

要
な

物
資

の
備

蓄
・

調
達

・
輸
送

体
制
の

整
備
が

必
要
で

あ
る
。

 

（
新
設
）

 

第
三
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
作

成
に
関

す
る
事

項
 

一
 
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

に
関
す

る
基
本

的
事
項

 
１

 
基

本
理

念
、

達
成

し
よ

う
と

す
る

目
的

及
び

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
特

色
の

明
確

化
、
施
策

の
達

成
状

況
の

評
価

等
 

介
護
保

険
制

度
の

基
本

的
理

念
や

介
護

報
酬
の
内

容
及
び

広
域
的

な
調
整

を
行
う

役
割
を
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、
都

道
府

県
に
お
け

る
地
域

的
条
件

や
管
内

市
町
村

が
目

指
す
地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
の
地

域
づ
く

り
の
方

向
性
を

勘
案
し

て
、

第
一
の
趣

旨
に

沿
っ

た
基

本
理

念
を

定
め

、
達

成
し
よ

う
と
す
る

目
的
及

び
市
町

村
へ

の
支
援
内

容
や

そ
の

た
め

の
支

援
体

制
が

明
確
に

さ
れ
た

都
道
府

県
介
護

保
険
事

業

支
援
計
画

を
作

成
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

第
三

 
都

道
府
県

介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

事
項
 

 
 
一
 
都

道
府
県

介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

基
本

的
事

項
 

１
 
基
本

理
念
、
達

成
し

よ
う

と
す

る
目

的
及

び
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

特
色
の

明
確
化

、
施
策
の

達
成

状
況

の
評

価
等
 

介
護
保
険

制
度

の
基

本
的

理
念

及
び

広
域

的
な

調
整

を
行

う
役

割
を

踏
ま

え
る
と

と
も
に

、
都
道

府
県

に
お

け
る

地
域

的
条

件
や

管
内

市
町

村
が

目
指

す
地

域
包
括

ケ
ア

シ
ス
テ
ム

構
築

の
た

め
の

地
域

づ
く

り
の

方
向

性
を

勘
案

し
て

、
第

一
の
趣
旨

に
沿
っ

た
基
本
理

念
を
定

め
、
達

成
し

よ
う

と
す

る
目

的
及

び
市

町
村

へ
の

支
援

内
容
や

そ
の

た
め
の
支

援
体
制

が
明

確
に

さ
れ

た
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

を
作
成

す

る
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
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こ
の
た

め
、
都

道
府

県
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域
の

実
情
に

応
じ
た

地
域
包

括
ケ
ア

シ

ス
テ
ム
を

深
化
・
推

進
し

て
い

く
と

と
と

も
に

、
効
率

的
な
介
護

給
付
等

対
象
サ

ー
ビ

ス
の
提
供

に
よ
り

介
護

保
険

制
度

の
持

続
可

能
性

を
確
保

し
て
い

く
た
め

、
各

都
道
府

県
が
都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
策
定

に
当
た

っ
て
、
要
介

護
認
定

や
一
人

当
た
り
の

介
護

給
付

等
状

況
、
施

設
サ

ー
ビ
ス
と

居
宅
サ

ー
ビ
ス

の
割
合

そ
の
他

の
市

町
村
の
介

護
保

険
事

業
の

実
態

を
他

の
都

道
府
県

と
比
較

し
つ
つ

分
析
を

行
い

、
都
道

府
県
の
実

態
把

握
や

課
題

分
析

を
踏

ま
え

、
取

り
組
む

べ
き
地
域

課
題
の

解
決
に

向
け

た
目
標
及

び
施

策
を

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業
支

援
計
画

に
示
す

と
と
も

に
、
都
道
府

県
関
係
部

局
、

市
町

村
、

地
域

の
関

係
者

と
共
有

し
て
い

く
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
こ

の
目

標
及

び
施

策
を

地
域

の
実

情
に
即

し
た
実

効
性
の

あ
る
内

容
の
も

の

と
す
る
た

め
に

は
、
定

期
的

に
施

策
の

実
施
状
況

や
目
標

の
達
成

状
況
に

関
す
る

調
査

、
分
析
及

び
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
に

つ
い
て

公
表
し

、
地
域

住
民
等

を
含
め

た
関

係
者
へ
周

知
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
地

域
包

括
ケ
ア

シ

ス
テ
ム
を

深
化
・
推

進
し

て
い

く
と

と
と

も
に

、
効

率
的

な
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ

ス
の
提
供

に
よ
り

介
護

保
険

制
度

の
持

続
可

能
性

を
確

保
し

て
い

く
た
め

、
各

都
道
府

県
が
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

策
定

に
当

た
っ

て
、
要

介
護
認
定

や
一
人

当
た
り
の

介
護
給

付
等

状
況

、
施

設
サ

ー
ビ
ス

と
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

割
合

そ
の

他
の

市

町
村
の
介

護
保
険

事
業

の
実

態
を

他
の

都
道

府
県

と
比

較
し

つ
つ

分
析
を

行
い

、
都
道

府
県
の
実

態
把
握

や
課

題
分

析
を

踏
ま

え
、
取

り
組

む
べ

き
地

域
課

題
の

解
決
に

向
け

た
目
標
及

び
施
策

を
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

示
す

と
と

も
に

、
都

道
府

県
関
係
部

局
、
市

町
村

、
地

域
の

関
係

者
と

共
有

し
て

い
く

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
こ
の
目

標
及

び
施

策
を

地
域

の
実

情
に

即
し

た
実

効
性

の
あ

る
内

容
の
も

の

と
す
る
た

め
に
は

、
定

期
的

に
施

策
の

実
施

状
況

や
目

標
の

達
成

状
況
に

関
す
る

調

査
、
分
析

及
び

評
価

を
行

い
、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
公

表
し

、
地

域
住
民

等
を
含

め
た

関
係
者
へ

周
知
し

て
い

く
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
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２
 
要
介

護
者

等
の

実
態

の
把

握
 

都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
作

成
時
に
お

け
る
人

口
構
造

、
被
保

険
者
数

、

要
介
護
者

等
の

数
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー
ビ
ス

を
提
供

す
る
た

め
の
施

設
の
定

員
数

、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

す
る

者
の

数
、
介
護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の

利
用
の
状

況
等

を
都

道
府

県
全

域
及

び
老

人
福
祉

圏
域
ご

と
で
定

め
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
都

道
府

県
介

護
保
険
事

業
支
援

計
画
作

成
時
に

お
け
る

介

護
給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
課

題
の

分
析
及

び
評
価

の
結
果

を
示
す

こ
と
が

重

要
で
あ
る

。
 

ま
た
、
第

七
期

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援
計

画
及
び

都
道
府

県
老

人
福
祉
計

画

（
老
人
福

祉
法

第
二

十
条

の
九

第
一

項
に

規
定
す

る
都
道

府
県
老

人
福
祉

計
画
を

い

う
。
以
下

同
じ

。
）

の
作

成
又

は
推

進
に

係
る
課

題
を
分

析
し
、

か
つ
、

評
価
し

て
、

こ
の
結
果

を
第

八
期
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画
の

作
成
に

活
用
す

る
こ
と

が
重
要

で

あ
る
。
 

さ
ら
に

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
基
礎
と

し
て

、
計
画
期

間
中
及

び
将
来

的

な
人
口
構

造
、
被

保
険

者
数

、
要

介
護

者
等

の
数

等
を
都

道
府
県

全
域
及

び
老
人

福
祉

圏
域
ご
と

で
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

そ
の
際

、
二

千
四

十
年

ま
で

の
保

険
者

ご
と
の
介

護
サ
ー

ビ
ス
利

用
者
数

を
推
計

す

る
と
、
ピ

ー
ク

を
過

ぎ
減

少
に

転
じ

る
保

険
者
も

あ
る
一

方
、
都

市
部
を

中
心
に

二
千

四
十
年
ま

で
増

え
続

け
る

保
険

者
も

多
い

こ
と
か

ら
、
こ
う
し
た

状
況
を

見
据
え

、
各

地
域
に
お

け
る

中
長

期
的

な
人

口
構

造
の

変
化
の

見
通
し

等
を
踏

ま
え
る

こ
と
が

重

要
で
あ
る

。
 

ま
た
、
都

道
府

県
は

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人
福

祉
施
設

入
所
者

生
活
介

護
又
は

介

護
老
人
福

祉
施

設
へ

の
入

所
を

必
要

と
す

る
高
齢

者
の
状

況
、
療

養
病
床

に
入
院

し
て

い
る
高
齢

者
の

実
態

及
び

療
養

病
床

を
有

す
る
医

療
機
関

の
介
護

保
険
施

設
等
へ

の

転
換
の
予

定
等

に
関

す
る

調
査

を
行

い
、
そ
の

調
査
の

結
果
を
市

町
村
に

提
供
す

る
と

と
も
に

、
市

町
村

に
お

い
て

市
町

村
介

護
保
険
事

業
計
画

の
作
成

に
必
要

と
な
る

よ
う

な
デ
ー
タ

を
整

備
し

、
積

極
的

に
提

供
す

る
な
ど

適
切
な

支
援

を
行
う
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。
 

な
お
、
市

町
村

が
各

種
調

査
等

や
病

院
、
診
療

所
、
介

護
老
人
保

健
施
設

等
の
利

用

者
に
関
す

る
調

査
（

病
院

及
び

診
療

所
に

お
け
る

長
期
入

院
患
者

の
実
態

の
把
握

を
含

む
。
）
を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
調

査
の
実

施
が
円

滑
に

行
わ
れ

る
よ
う
、
関

係
者
相
互

間
の

連
絡

調
整

を
行

う
と

と
も

に
、
市
町
村

か
ら
提
供

さ
れ
た

調
査
の

結
果

を
集
計
・

分
析

す
る

こ
と

な
ど

を
含

め
、

積
極
的

に
協
力

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

こ
れ
ら

、
調

査
の

デ
ー

タ
を

含
め

、
市

町
村
に

お
い
て

様
々
な
デ

ー
タ
の

利
活
用

が

推
進
さ
れ

る
よ

う
、

都
道

府
県
が

支
援
を

行
う
こ

と
も
重

要
で
あ

る
。

 

２
 

要
介

護
者
等

の
実

態
の

把
握
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

作
成

時
に

お
け

る
人

口
構

造
、

被
保

険
者

数
、

要
介
護
者

等
の
数

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の
施

設
の
定

員
数

、
介
護

給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
者

の
数

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー
ビ

ス
の

利
用
の
状

況
等
を

都
道

府
県

全
域

及
び

老
人

福
祉

圏
域

ご
と

で
定

め
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
作

成
時

に
お
け
る

介

護
給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
課

題
の

分
析

及
び

評
価

の
結

果
を

示
す

こ
と
が

重
要
で
あ

る
。

 

 
 
 
 ま

た
、
第

六
期
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
及

び
都

道
府

県
老

人
福

祉
計

画
（
老

人
福
祉

法
第

二
十

条
の

九
第

一
項

に
規

定
す
る

都
道

府
県

老
人

福
祉

計
画

を

い
う
。
以

下
同

じ
。
）
の

作
成

又
は

推
進

に
係

る
課

題
を

分
析

し
、
か
つ

、
評

価
し

て
、
こ

の
結

果
を

第
七

期
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

作
成

に
活

用
す

る
こ

と
が

重

要
で
あ
る

。
 

 
 
 
 さ

ら
に
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

を
基

礎
と

し
て

、
計

画
期

間
中
及
び

将
来

的
な
人
口

構
造

、
被

保
険

者
数

、
要

介
護

者
等

の
数

等
を

都
道

府
県

全
域

及
び
老

人

福
祉
圏
域

ご
と

で
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

    

 ま
た
、
都
道

府
県

は
、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
又
は

介

護
老
人
福

祉
施
設

へ
の

入
所

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
の

状
況

、
療

養
病
床

に
入
院

し
て

い
る
高
齢

者
の
実

態
及

び
療

養
病

床
を

有
す
る

医
療

機
関

の
介

護
保

険
施

設
等

へ
の

転
換
の
予

定
等
に

関
す

る
調

査
を

行
い

、
そ

の
調

査
の

結
果

を
市

町
村
に

提
供
す

る
と

と
も
に

、
市
町

村
に

お
い

て
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

必
要

と
な
る

よ
う

な
デ
ー
タ

を
整
備

し
、
積

極
的

に
提

供
す

る
な

ど
適

切
な

支
援

を
行

う
こ

と
が
重

要
で

あ
る
。

 

な
お
、
市

町
村

が
各

種
調

査
等

や
病

院
、
診

療
所

、
介

護
老

人
保

健
施
設

等
の
利

用

者
に
関
す

る
調
査
（

病
院

及
び

診
療

所
に

お
け

る
長

期
入

院
患

者
の

実
態

の
把
握

を
含

む
。
）
を
行
う

場
合

に
お

い
て

は
、
そ

の
調

査
の

実
施

が
円

滑
に

行
わ
れ

る
よ
う
、
関

係
者
相
互

間
の
連

絡
調

整
を

行
う

と
と

も
に

、
市

町
村

か
ら

提
供

さ
れ
た

調
査
の

結
果

を
集
計
・

分
析
す

る
こ

と
な

ど
を

含
め

、
積

極
的

に
協

力
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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介
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都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
を

作
成
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
次

に
掲
げ

る
体

制
整
備
を

図
る

と
と

も
に

、
現

に
保

健
医

療
サ
ー

ビ
ス
又

は
福
祉

サ
ー
ビ

ス
を
利

用
し

て
い

る
要

介
護

者
及

び
そ

の
家

族
等

を
は

じ
め

被
保

険
者

の
意

見
を

反
映

す
る

こ
と

が
必
要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市

町
村

及
び

関
係

部
局

相
互

間
と

連
携
し

て
作
成

に
取
り

組
む
た

め
の
体

制

の
整
備
に

関
す

る
状

況
、
都

道
府

県
介

護
保
険
事

業
支
援

計
画
作

成
委
員

会
等
の

開
催

の
経
緯

、
市

町
村

と
の

連
携

の
状

況
等

を
都
道
府

県
介
護

保
険
事

業
支

援
計
画
に

示
す

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 
 
 都

道
府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
を

作
成

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
次

に
掲
げ

る
体

制
整
備
を

図
る

と
と

も
に

、
現

に
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を
利

用
し

て
い

る
要

介
護

者
及

び
そ

の
家

族
等

を
は

じ
め

被
保

険
者

の
意

見
を

反
映

す
る

こ
と

が
必
要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市
町
村

及
び

関
係

部
局

相
互

間
と

連
携

し
て

作
成

に
取

り
組

む
た

め
の
体

制

の
整
備
に

関
す
る

状
況

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
作

成
委
員

会
等
の

開
催

の
経
緯

、
市
町

村
と

の
連

携
の

状
況

等
を

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
に

示
す

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
 

(
一

) 
都

道
府

県
関

係
部

局
相

互
間

の
連

携
 

介
護
保

険
担

当
部

局
は

、
企

画
・
総

務
部

局
、
障
害
福

祉
部
局
等

の
民
生

担
当
部

局

、
保
健
医

療
担

当
部

局
、

住
宅

担
当

部
局

、
労
働

担
当
部

局
、
地

域
振
興

担
当
部

局
、

農
林
水
産

担
当

部
局

、
教

育
担

当
部

局
、
防
災

担
当
部

局
、
交
通

担
当
部

局
等
の

関
係

部
局
と
連

携
す

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
を

整
備
す

る
と
と

も
に
、
計
画

の
検
討

、
立
案

及
び
推
進

に
当

た
っ

て
は

相
互

に
連

絡
を

取
り
問

題
意
識

を
共
有

し
、
協
力
し

て
必
要

な
施
策
に

取
り

組
む

よ
う

努
め

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

(
一

) 
都

道
府
県

関
係

部
局

相
互

間
の

連
携
 

介
護
保
険

担
当

部
局

は
、
障

害
福

祉
部

局
等

の
民

生
担

当
部

局
、
保

健
医

療
担

当
部

局
、
住
宅
担

当
部

局
、
労

働
担

当
部

局
、
地

域
振

興
担

当
部

局
、
農

林
水
産

担
当
部

局

、
教
育

担
当
部

局
、
防

災
担

当
部

局
等

の
関

係
部

局
と

連
携

す
る

こ
と
が

で
き
る

体
制

を
整
備
す

る
と
と

も
に

、
計

画
の

検
討

、
立

案
及

び
推

進
に

当
た

っ
て
は

相
互
に

連
絡

を
取
り
問

題
意
識

を
共

有
し

、
協

力
し

て
必

要
な

施
策

に
取

り
組

む
よ
う

努
め
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る
。

 

(
二

) 
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
作

成
委
員
会

等
の
開

催
 

介
護
保

険
事

業
の

運
営

及
び

地
域

包
括

ケ
ア
シ
ス

テ
ム
構

築
の
た

め
の
支

援
に
つ

い
て
は

、
幅

広
い

関
係

者
の

協
力

を
得

て
、
地

域
の
課

題
や
目
指

す
べ
き

方
向
性

を
共

有
し
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

も
の

と
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
学

識
経

験
者

、
保

健
医

療
関

係
者
、
福

祉
関
係

者
、
被

保
険
者

代
表
者

、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

、
費
用
負

担
関
係

者
等
の

中
か

ら
都
道
府

県
の

判
断

に
よ

り
参

加
者

を
選

定
し

、
都
道

府
県
介
護

保
険
事

業
支
援

計
画

作
成
委
員

会
等

を
開

催
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
こ

の
場
合
に

お
い
て

は
、
事
務
を

効
率
的
に

処
理

す
る

た
め

、
既

存
の

審
議

会
等
を

活
用
し

て
も
差

し
支
え

な
い
。

 

な
お
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
を
作

成
す
る

過
程
で

は
、
そ
の
他

の
専

門
家
及
び

関
係

者
の

意
見

の
反

映
並

び
に

情
報
の

公
開
に

も
配
慮

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

(
二

) 
都

道
府
県

介
護

保
険
事

業
支

援
計

画
作

成
委

員
会

等
の

開
催
 

介
護
保
険

事
業

の
運

営
及

び
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

た
め

の
支

援
に
つ

い
て
は

、
幅
広

い
関

係
者

の
協

力
を

得
て

、
地

域
の

課
題

や
目

指
す

べ
き

方
向
性

を
共

有
し
、
地

域
の
実

情
に

応
じ

た
も

の
と

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
学

識
経

験
者

、
保

健
医

療
関

係
者

、
福

祉
関

係
者

、
被

保
険
者

代
表
者

、
介
護

給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
、
費

用
負

担
関
係

者
等
の

中
か

ら
都
道
府

県
の
判

断
に

よ
り

参
加

者
を

選
定

し
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支
援

計
画

作
成
委
員

会
等
を

開
催

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

は
、
事
務
を

効
率
的
に

処
理
す

る
た

め
、

既
存

の
審

議
会

等
を

活
用

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。
 

な
お
、
都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

を
作

成
す

る
過

程
で

は
、
そ
の
他

の
専

門
家
及
び

関
係
者

の
意

見
の

反
映

並
び

に
情

報
の

公
開

に
も

配
慮

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。
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４
 
市
町

村
へ

の
支

援
 

市
町
村

は
、
住

民
に

最
も

身
近

な
基

礎
的

な
地
方

公
共
団

体
と
し

て
、
介
護
保

険
事

業
の
実
施

に
関

し
て

一
義

的
な

責
任

を
負

っ
て
お

り
、
こ
れ
に
伴

っ
て

、
都
道

府
県
は

、
市
町

村
の

方
針

を
尊

重
し

つ
つ

、
市

町
村
の

行
う
事

業
が
適
正

か
つ
円

滑
に
実

施
さ

れ
る
よ
う

、
市

町
村

に
対

す
る

支
援

を
行

う
こ
と

が
求
め

ら
れ
て

い
る
。

 

こ
の
た

め
、
都

道
府

県
は

、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

を
提
供

す
る
た

め
の
施

設

の
整
備
等

に
関

す
る

広
域

的
調

整
を

図
る

役
割
を

有
し
て

い
る
こ

と
か
ら

、
都

道
府
県

介
護
保
険

事
業

支
援

計
画

を
作

成
す

る
過

程
で
は

、
地

域
の
実
情

に
応
じ

た
介
護

給
付

等
対
象
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
整

備
を

進
め
る

観
点
か

ら
、
都

道
府
県

と
し
て

の
基

本
的
な
考

え
方

を
示

す
と

と
も

に
、
老

人
福
祉

圏
域
を

単
位
と
し

て
広
域

的
な
調

整
を

進
め
る
た

め
、
市

町
村

に
対

し
、
市

町
村

介
護

保
険
事

業
計
画
の

作
成
に

必
要
な

助
言

を
す
る
と

と
も

に
、
市

町
村

と
意

見
を

交
換

す
る

た
め
の

協
議
の

場
を
設

け
る
等

、
よ

り
緊
密
な

連
携

を
図

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
都

道
府

県
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
市

町
村
介

護
保
険

事
業
計

画
の
作

成

に
関
す
る

指
針

を
定

め
る

と
と

も
に

、
保

健
所

、
福
祉

事
務
所
等

を
活
用

し
て

、
老
人

福
祉
圏
域

ご
と

に
市

町
村

相
互

間
の

連
絡

調
整
を

行
う
機

関
を
設

置
す
る

等
の
老

人

福
祉
圏
域

を
単

位
と

す
る

広
域

的
調

整
を

図
る
た

め
に
必

要
な
市

町
村
に

対
す
る

支

援
を
行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

さ
ら
に

、
都

道
府

県
は

、
市

町
村

に
よ

る
介
護
保

険
等
対

象
サ

ー
ビ
ス
や

地
域
支

援

事
業
の
需

要
の

把
握

等
を

進
め

る
た

め
の

具
体
的

な
分
析

や
評
価

等
が
個

人
情
報

の

取
扱
に
配

慮
し

つ
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、
支

援
を
行

う
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

な
お
、
小

規
模

な
市

町
村

等
に

つ
い

て
は

、
地

域
に
お

け
る
介
護

給
付
等

対
象
サ

ー

ビ
ス
を
提

供
す

る
体

制
の

確
保

に
関

す
る

広
域
的

取
組
が

求
め
ら

れ
る
こ

と
に
鑑

み
、

都
道
府
県

は
、
老

人
福

祉
圏

域
等

を
勘

案
し
て

、
複
数

の
市
町
村

に
よ
る

広
域
的

取
組

に
協
力
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

市
町
村

に
お

け
る

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
の
適

切
な
運

営
の
支

援
に
つ

い
て
は

、

地
域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
の

確
保

が
市
町

村
の
対

応
だ
け

で
は
困

難
な
場

合

に
お
け
る

、
職

能
団

体
等

と
連

携
し

た
広

域
調
整

の
実
施

や
、
市

町
村
職

員
や
地

域
包

括
支
援
セ

ン
タ

ー
職

員
等

に
対

す
る

ケ
ア

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

支
援
等

に
関
す

る
研
修

の

実
施
、
様

々
な

取
組

事
例

の
発

信
等

の
取

組
に
つ

い
て
定

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

加
え
て

、
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
等
の
評

価
結
果

を
活
用

し
て

、
市
町

村
の

実
情
及
び

地
域

課
題

を
分

析
し

、
高

齢
者

の
自

立
支
援

及
び
重
度

化
防
止

等
に
向

け
た

取
組
を
支

援
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

  

さ
ら
に

、
都

道
府

県
は

市
町

村
に

対
し

、
会
議

、
研
修

又
は
事
務

連
絡
等

を
通
じ

て

必
要
な
助

言
等

の
支

援
を

行
い

、
個

々
の

申
請

様
式
・
添
付
書
類

や
手
続

き
に
関

す
る

簡
素
化

、
様

式
例

の
活

用
に

よ
る

標
準

化
及

び
IC
T
等
の

活
用
を

進
め

、
介
護

事
業
者

及
び
自
治

体
の

業
務

効
率

化
に

取
り

組
む

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

  

４
 

市
町

村
へ
の

支
援
 

市
町
村
は

、
住

民
に

最
も

身
近

な
基

礎
的

な
地

方
公

共
団

体
と

し
て
、
介
護
保

険
事

業
の
実
施

に
関
し

て
一

義
的

な
責

任
を

負
っ

て
お

り
、
こ

れ
に

伴
っ
て

、
都
道

府
県
は

、
市
町

村
の
方

針
を

尊
重

し
つ

つ
、
市

町
村

の
行

う
事

業
が

適
正

か
つ
円

滑
に
実

施
さ

れ
る
よ
う

、
市
町

村
に

対
す

る
支

援
を

行
う

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
は

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の
施

設

の
整
備
等

に
関
す

る
広

域
的

調
整

を
図

る
役

割
を

有
し

て
い

る
こ

と
か
ら

、
都

道
府
県

介
護
保
険

事
業
支

援
計

画
を

作
成

す
る

過
程

で
は

、
地

域
の

実
情

に
応
じ

た
介
護

給
付

等
対
象
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
体

制
の

整
備

を
進

め
る

観
点

か
ら

、
都

道
府
県

と
し
て

の
基

本
的
な
考

え
方
を

示
す

と
と

も
に

、
老

人
福

祉
圏

域
を

単
位

と
し

て
広
域

的
な
調

整
を

進
め
る
た

め
、
市

町
村

に
対

し
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
作

成
に

必
要
な

助
言

を
す
る
と

と
も
に

、
市

町
村

と
意

見
を

交
換

す
る

た
め

の
協

議
の

場
を
設

け
る
等

、
よ

り
緊
密
な

連
携
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
都
道

府
県

は
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
の
作

成

に
関
す
る

指
針
を

定
め

る
と

と
も

に
、
保

健
所

、
福

祉
事

務
所

等
を

活
用

し
て

、
老
人

福
祉
圏
域

ご
と
に

市
町

村
相

互
間

の
連

絡
調

整
を

行
う

機
関

を
設

置
す
る

等
の
老

人

福
祉
圏
域

を
単
位

と
す

る
広

域
的

調
整

を
図

る
た

め
に

必
要

な
市

町
村
に

対
す
る

支

援
を
行
う

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 
 
 
  

 

 

な
お
、
小
規

模
な

市
町

村
等

に
つ

い
て

は
、
地

域
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー

ビ
ス
を
提

供
す
る

体
制

の
確

保
に

関
す

る
広

域
的

取
組

が
求

め
ら

れ
る
こ

と
に
鑑

み
、

都
道
府
県

は
、
老

人
福

祉
圏

域
等

を
勘

案
し

て
、
複

数
の

市
町

村
に

よ
る

広
域

的
取

組

に
協
力
す

る
こ
と

が
望

ま
し

い
。
 

市
町
村
に

お
け

る
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

適
切

な
運

営
の

支
援

に
つ

い
て
は

、

地
域
包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

の
確

保
が

市
町

村
の

対
応

だ
け

で
は
困

難
な
場

合

に
お
け
る

、
職

能
団

体
等

と
連

携
し

た
広

域
調

整
の

実
施

や
、
市

町
村
職

員
や
地

域
包

括
支
援
セ

ン
タ
ー

職
員

等
に

対
す

る
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
等

に
関
す

る
研
修

の

実
施
、
様

々
な
取

組
事

例
の

発
信

等
の

取
組

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
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ま
た
、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き
高

齢
者
向

け
住
宅

が
増
加

し
、
多
様

な
介
護
ニ

ー
ズ

の
受

け
皿

と
な

っ
て

い
る

状
況
を

踏
ま
え

、
こ
れ

ら
の
設

置
状
況

等
の

情
報
を
積

極
的

に
市

町
村

に
情

報
提

供
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

さ
ら
に

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス
付
き

高
齢
者

向
け
住

宅
の
質

の
確
保

を

図
る
こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
市

町
村
か

ら
提
供
さ

れ
る
情

報
等
に

基
づ
き

、
未

届
け
の

有
料
老
人

ホ
ー

ム
の

届
出

促
進

及
び

指
導

監
督
の

徹
底
を

図
る
と

と
も
に

、
市

町
村
と

連
携
し
て

介
護

サ
ー

ビ
ス

相
談

員
の

積
極

的
な
活

用
を
促

進
す
る

こ
と

が
重
要
で

あ

る
。
 

５
 
二
千

二
十

五
年

度
及

び
二

千
四

十
年

度
の
推

計
並
び

に
第
八

期
の
目

標
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
て

自
立
し

た
日
常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
広

域
的
な

観
点
か
ら

地
域
に

お
け
る

地
域

包
括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

進
め

る
た

め
、
管
内
市

町
村
に
対

す
る
様

々
な
支

援
を

行
う
と
と

も
に

、
市

町
村

が
行

う
推

計
を

踏
ま
え

な
が
ら

地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
を

支
え
る
人

材
の

確
保

、
資

質
の

向
上

等
の

取
組
を

進
め
る

た
め
の

中
長
期

的
視
点

に
立

っ
て
、
第
八

期
の

目
指

す
具

体
的

な
取

組
内
容
や

そ
の
目

標
を
都

道
府
県

介
護
保

険
事

業
支
援
計

画
に

定
め

る
と

と
も

に
、
都

道
府
県

の
関
係

部
局
と
連

携
し
て

市
町
村

を
支

援
し
て
い

く
た

め
の

体
制

を
整

備
し

、
目

標
達

成
に
向

け
た
取
組

を
推
進

し
て
い

く
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。
 

そ
の
際

に
は

、
第

一
の

三
を

踏
ま

え
、
地
域
医

療
構
想

を
含

む
医

療
計
画

と
の
整

合

性
を
図
る

観
点

か
ら

も
連

携
を

図
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

ま
た
、
介

護
保

険
施

設
に

つ
い

て
は

、
重

度
の

要
介
護

者
に
重
点

を
置
き

、
施

設
に

入
所
し
た

場
合

は
施

設
で

の
生

活
を

居
宅

で
の
生

活
に
近

い
も
の

と
し
て

い
く
と

と

も
に
、
こ

れ
ら

と
併

せ
て

、
高

齢
者

の
多

様
な
ニ

ー
ズ
に

対
応
す

る
た
め

、
サ

ー
ビ
ス

付
き
高
齢

者
向

け
住

宅
や

介
護

を
受

け
な

が
ら
住

み
続
け

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う

な

介
護
付
き

の
住

ま
い

の
普

及
を

図
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
よ

う
な

観
点

を
踏

ま
え

、
次

の
そ

れ
ぞ
れ
に

つ
い
て

地
域
の

実
情
に

応
じ
て

定

め
る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

５
 

平
成

三
十
七

年
度

の
推

計
及

び
第

七
期

の
目

標
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
て

自
立

し

た
日
常
生

活
を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
広

域
的

な
観

点
か

ら
地

域
に

お
け
る

地
域

包
括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
の

構
築

を
進

め
る

た
め

、
管

内
市

町
村

に
対

す
る
様

々
な
支

援
を

行
う
と
と

も
に

、
市

町
村

が
行

う
推

計
を

踏
ま

え
な

が
ら

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス
テ

ム
を

支
え
る
人

材
の
確

保
、
資

質
の

向
上

等
の

取
組

を
進

め
る

た
め

の
中

長
期

的
視
点

に
立

っ
て
、
第
七
期

の
目

指
す

具
体

的
な

取
組

内
容

や
そ

の
目

標
を

都
道

府
県

介
護

保
険
事

業
支
援
計

画
に
定

め
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
の

関
係

部
局

と
連

携
し
て

市
町
村

を
支

援
し
て
い

く
た
め

の
体

制
を

整
備

し
、
目

標
達

成
に

向
け

た
取

組
を

推
進

し
て

い
く
こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
 

そ
の
際
に

は
、
第

一
の

三
を

踏
ま

え
、
地

域
医

療
構

想
を

含
む

医
療

計
画

と
の
整

合

性
を
図
る

観
点
か

ら
も

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
介

護
保

険
施

設
に

つ
い

て
は

、
重

度
の

要
介

護
者

に
重

点
を

置
き

、
施

設
に

入
所
し
た

場
合
は

施
設

で
の

生
活

を
居

宅
で

の
生

活
に

近
い

も
の

と
し
て

い
く
と

と

も
に
、
こ

れ
ら

と
併

せ
て

、
高

齢
者

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る
た
め

、
サ

ー
ビ
ス

付
き
高
齢

者
向
け

住
宅

や
介

護
を

受
け

な
が

ら
住

み
続

け
る

こ
と

が
で
き

る
よ
う

な

介
護
付
き

の
住
ま

い
の

普
及

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
よ
う

な
観

点
を

踏
ま

え
、
次

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
地

域
の

実
情
に

応
じ
て

定

め
る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
二

千
二

十
五

年
度

及
び

二
千

四
十

年
度
の

介
護
人

材
等
の

推
計
及

び
確
保

 

都
道
府

県
は

、
市

町
村

が
推

計
し

た
二

千
二
十
五

年
度
及

び
二
千

四
十
年

度
に
お

い

て
必
要
と

な
る

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の
見

込
み
等

を
勘
案

し
、
都
道
府

県
全
域

及
び
老
人

福
祉

圏
域

ご
と

に
必

要
と

な
る

介
護
給

付
等
対

象
サ
ー

ビ
ス
の

状
況
を

明

ら
か
に
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
そ

の
上

で
、
二
千

二
十
五
年

度
及
び

二
千
四

十
年

度
に
都
道

府
県

に
お

い
て

必
要

と
な

る
介

護
人
材

の
需
給

の
状
況

等
を
推

計
し

、
地
域

医
療
介
護

総
合

確
保

基
金

等
を

活
用

し
つ

つ
、
事
業
ご

と
の
実
施

状
況
を

把
握
し

、
事

後
評
価
を

行
う

こ
と

で
施

策
を

充
実
・
改

善
し

て
い
く

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク

ル
の
確

立
に

よ
り
、
中

長
期

的
な

視
野

を
も

っ
て

介
護

人
材
等

の
確
保

に
向
け

た
取
組

を
定
め

る
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
二

千
二
十

五
年

度
の

介
護

人
材

等
の

推
計

及
び

確
保
 

都
道
府
県

は
、
市

町
村

が
推

計
し

た
二

千
二

十
五

年
度
（

平
成

三
十

七
年

度
）
に

お

い
て
必
要

と
な
る

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
等

を
勘

案
し

、
都
道

府
県
全

域
及
び
老

人
福
祉

圏
域

ご
と

に
必

要
と

な
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ
ス

の
状
況

を

明
ら
か
に

す
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
そ

の
上

で
、
二

千
二

十
五

年
度
（

平
成

三
十

七

年
度
）

に
都
道

府
県

に
お

い
て

必
要

と
な

る
介

護
人

材
の

需
給

の
状

況
等

を
推
計

し
、

地
域
医
療

介
護
総

合
確

保
基

金
等

を
活

用
し

つ
つ

、
事

業
ご

と
の

実
施

状
況

を
把

握
し

、
事
後

評
価
を

行
う

こ
と

で
施

策
を

充
実
・
改

善
し

て
い

く
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル

の
確

立
に
よ
り

、
中

長
期

的
な

視
野

を
も

っ
て

介
護

人
材

等
の

確
保

に
向

け
た

取
組

を
定

め

る
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
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(
二

) 
第

八
期

の
目

標
 

都
道
府

県
は

、
(一

)の
推

計
を

踏
ま

え
て

地
域
包

括
ケ
ア

シ
ス
テ

ム
深
化
・
推

進
に

向
け
た
段

階
的

な
取

組
方

針
及

び
そ

の
中

で
の
第

八
期

の
位
置
付

け
を
明

ら
か
に

す

る
と
と
も

に
、
第

八
期

の
具

体
的

な
施

策
に

よ
り

目
指
す

目
標
を

定
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

そ
の
際

に
は

、
都

道
府

県
に

お
け

る
地

域
的
条
件

や
管
内

市
町
村

が
目
指

す
地
域

包

括
ケ
ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

た
め

の
地

域
づ

く
り
の

方
向
性

を
勘
案

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

(
二

) 
第

七
期

の
目

標
 

都
道
府
県

は
、
(一

)の
推

計
を

踏
ま

え
て

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

深
化
・
推

進
に

向
け
た
段

階
的
な

取
組

方
針

及
び

そ
の

中
で

の
第

七
期
の

位
置

付
け

を
明

ら
か

に
す

る
と
と
も

に
、
第

七
期

の
具

体
的

な
施

策
に

よ
り

目
指

す
目

標
を

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る
。

 

そ
の
際
に

は
、
都

道
府

県
に

お
け

る
地

域
的

条
件

や
管

内
市

町
村

が
目
指

す
地
域

包

括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム

構
築

の
た

め
の

地
域

づ
く

り
の

方
向

性
を

勘
案

す
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

(
三

) 
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改
善
 

都
道
府
県

は
、
二

千
二

十
五

年
度

の
地

域
密

着
型

介
護
老

人
福
祉

施
設
及

び
介
護

保
険

施
設
の
入

所
定

員
の

合
計

数
の

う
ち

の
ユ

ニ
ッ

ト
型
施
設

の
入
所

定
員
（
施

設
の
一

部
に

お
い
て
ユ

ニ
ッ

ト
ご

と
に

入
居

者
の

日
常

生
活

が
営
ま
れ
、
こ
れ

に
対
す

る
支
援

が
行
わ

れ
る
施
設

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
一

部
の

入
所
定

員
。
以
下

こ
の

(三
)に

お
い
て
同

じ
。
）
の

合
計

数
が

占
め

る
割

合
に

つ
い

て
は

、
法

第
百
十

六
条

第
二
項

第
二
号

に
基
づ

く
参
酌
標

準
（

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
に
お

い
て
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

に
当

た
っ
て
参

酌
す
べ

き
標
準

を
い
う
。
三
の

２
の
(
二
)
に
お

い
て

同
じ

。
）
で

あ
る

五
十

パ
ー

セ
ン
ト

以
上
（
そ

の
う
ち

地
域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

及
び

指
定

介
護

老
人

福
祉

施
設

の
入

所
定

員
の

合
計

数
の

う
ち

の

ユ
ニ
ッ
ト

型
施

設
の

入
所

定
員

の
合

計
数

が
占

め
る
割
合

に
つ
い

て
は
、
七

十
パ
ー

セ
ン

ト
以
上
）

と
す

る
こ

と
を

目
標

と
し

て
定

め
る

よ
う
努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

(
三

) 
施

設
に
お

け
る

生
活

環
境

の
改

善
 

都
道
府
県

は
、
平

成
三

十
七

年
度

の
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

及
び

介
護

保
険

施
設
の
入

所
定
員

の
合

計
数

の
う

ち
の

ユ
ニ

ッ
ト

型
施

設
の

入
所

定
員
（
施

設
の
一

部
に

お
い
て
ユ

ニ
ッ
ト

ご
と

に
入

居
者

の
日

常
生

活
が

営
ま

れ
、
こ

れ
に

対
す

る
支
援

が
行
わ

れ
る
施
設

の
場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
一

部
の

入
所

定
員

。
以

下
こ

の
(三

)に
お

い
て

同

じ
。
）
の

合
計
数

が
占

め
る

割
合

に
つ

い
て

は
、
法

第
百

十
六

条
第

二
項

第
二

号
に

基
づ

く
参
酌
標

準
（
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い

て
介

護
給
付

等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

参
酌

す
べ

き
標
準

を
い
う
。
三
の

２
の

(
二
)
に
お
い

て
同

じ
。
）
で

あ
る

五
十

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
（

そ
の

う
ち

地
域

密
着

型

介
護

老
人

福
祉

施
設

及
び

指
定

介
護

老
人

福
祉

施
設

の
入

所
定

員
の

合
計

数
の

う
ち

の

ユ
ニ
ッ
ト

型
施
設

の
入

所
定

員
の

合
計

数
が

占
め

る
割

合
に

つ
い

て
は
、
七

十
パ
ー

セ
ン

ト
以
上
）

と
す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す
る

。
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６
 
目
標

の
達

成
状

況
の

点
検

、
調

査
及

び
評
価

等
並
び

に
公
表

 
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支
援

計
画

に
つ

い
て
は

、
各

年
度
に
お

い
て

、
そ
の

達
成

状
況
を
点

検
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

対
策
を

実
施
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
場

合
に

お
い

て
は

、
高

齢
者

へ
の

自
立
支
援

の
効
果

、
地
域

に
お
け

る
日
常

生

活
の
継
続

の
状

況
、
在

宅
と

施
設

の
サ

ー
ビ
ス
の

量
の
均

衡
等
の

都
道
府

県
介
護

保
険

事
業
支
援

計
画

の
達

成
状

況
を

分
析

し
、
か

つ
、
評
価

す
る
た
め

の
項
目

を
設
定

す
る

等
の
工
夫

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
た

め
、
平

成
二

十
九

年
の

法
改

正
で

は
、
都

道
府
県

は
、
各

年
度
に

お
い
て

、

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
市

町
村
に

よ
る
被

保
険
者

の
地
域

に
お
け

る

自
立
し
た

日
常

生
活

の
支

援
、
要

介
護

状
態
等
と

な
る
こ

と
の
予

防
又
は

要
介
護

状
態

等
の
軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介

護
給
付

の
適
正

化
に
関

し
、
都
道
府

県
が
取

り
組
む
べ

き
施

策
に

関
す

る
事

項
並

び
に

当
該
施

策
に
掲

げ
る
目

標
に
関

す
る
事

項

を
記
載
す

る
と

と
も

に
、
目

標
の

達
成

状
況

に
関

す
る
調

査
及
び

分
析
を

し
、
都
道
府

県
介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

実
績

に
関

す
る
評

価
を
行

い
、
公

表
す
る

よ
う
努

め
る

こ
と
が
定

め
ら

れ
た

。
 

な
お
、
評

価
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
保

険
者
機

能
強
化
推

進
交
付

金
等
の

評

価
結
果
を

活
用

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

こ
う
し

た
評

価
を

踏
ま

え
て

、
必

要
が

あ
る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

は
、
次
期
都

道
府

県
介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

反
映

す
る

な
ど
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

な
お
、
市

町
村

に
よ

る
取

組
の

地
域

差
に

つ
い
て

、
都

道
府
県
が

要
因
分

析
を
行

い

、
市
町

村
が

目
指

す
べ

き
こ

と
、
取

り
組

む
べ

き
こ
と

を
示
す
と

と
も
に

、
小

規
模
市

町
村
を
は

じ
め

、
市

町
村

へ
の

き
め
細

か
い
支
援

を
行
う

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

６
 

目
標

の
達
成

状
況

の
点

検
、

調
査

及
び

評
価

等
並

び
に

公
表
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
つ

い
て

は
、
各

年
度

に
お

い
て

、
そ
の

達
成

状
況
を
点

検
し
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
対

策
を

実
施

す
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
場
合

に
お

い
て

は
、
高

齢
者

へ
の

自
立

支
援

の
効

果
、
地

域
に

お
け

る
日
常

生

活
の
継
続

の
状
況

、
在

宅
と

施
設

の
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

均
衡

等
の

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業
支
援

計
画
の

達
成

状
況

を
分

析
し

、
か

つ
、
評

価
す

る
た

め
の

項
目

を
設
定

す
る

等
の
工
夫

を
図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

特
に
、
平
成

二
十

九
年

の
法

改
正

で
は

、
都

道
府

県
は

、
各

年
度

に
お

い
て

、
都
道

府
県
介
護

保
険
事

業
支

援
計

画
に

市
町

村
に

よ
る

被
保

険
者

の
地

域
に
お

け
る
自

立

し
た
日
常

生
活
の

支
援

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要
介

護
状
態

等
の

軽
減
若
し

く
は
悪

化
の

防
止

及
び

介
護

給
付

の
適

正
化

に
関

し
、
都

道
府
県
が

取
り
組

む
べ
き
施

策
に
関

す
る

事
項

並
び

に
当

該
施

策
に

掲
げ

る
目

標
に

関
す
る

事
項
を

記

載
す
る
と

と
も
に

、
目

標
の

達
成

状
況

に
関

す
る

調
査

及
び

分
析

を
し

、
都
道

府
県
介

護
保
険
事

業
支
援

計
画

の
実

績
に

関
す

る
評

価
を

行
い

、
公

表
す

る
よ
う

努
め
る

こ
と

が
定
め
ら

れ
た
。

 

  こ
う
し
た

評
価

を
踏

ま
え

て
、
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、
次
期
都

道
府

県
介
護
保

険
事
業

支
援

計
画

に
反

映
す

る
な

ど
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
こ

と
が
重

要

で
あ
る
。

 

７
 
老
人

福
祉

圏
域

の
設

定
 

都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い
て
は

、
介

護
給
付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

の

種
類
ご
と

の
量

の
見

込
み

を
定

め
る

単
位

と
な
る

圏
域
を

定
め
る

も
の
と

さ
れ
て

お

り
、
こ
れ

を
老

人
福

祉
圏

域
と

し
て

取
り

扱
う
も

の
と
さ

れ
て
い

る
。

 

老
人
福

祉
圏

域
に

つ
い

て
は

、
保

健
医

療
サ
ー
ビ

ス
及
び

福
祉
サ

ー
ビ
ス

の
連
携

を

図
る
観
点

か
ら

、
二

次
医

療
圏

と
一

致
さ

せ
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

こ
の
た

め
、
老

人
福

祉
圏

域
が

二
次

医
療

圏
と
一

致
し
て

い
な
い

都
道
府

県
は

、
可

能
な
限
り

一
致

さ
せ

る
よ

う
、
令

和
三
年

度
か
ら

の
第

八
期
計
画

期
間
に

向
け
て

、
努

め
る
こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に
定

め
る
老

人
福
祉

圏
域
は

、
都

道
府

県
計
画
（

医
療

介
護

総
合

確
保

法
第

四
条

第
一
項

に
規
定

す
る
都

道
府
県

計
画
を

い
う

。
以
下
同

じ
。
）
を

作
成

す
る

場
合

に
当

該
計
画

で
定
め

る
都
道

府
県
医

療
介
護

総
合

確
保
区
域

（
同

条
第

二
項

第
一

号
に

規
定

す
る
医

療
介
護

総
合
確

保
区
域

を
い
う

。
）

と
整
合
性

が
取

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

７
 

老
人

福
祉
圏

域
の

設
定
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

は
、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ
ス

の

種
類
ご
と

の
量
の

見
込

み
を

定
め

る
単

位
と

な
る

圏
域

を
定

め
る

も
の
と

さ
れ
て

お

り
、
こ
れ

を
老
人

福
祉

圏
域

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。
 

老
人
福
祉

圏
域

に
つ

い
て

は
、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ
ス

の
連
携

を

図
る
観
点

か
ら
、

二
次

医
療

圏
と

一
致

さ
せ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

こ
の
た
め

、
老

人
福

祉
圏

域
が

二
次

医
療

圏
と

一
致

し
て

い
な

い
都
道
府

県
は

、
可

能
な
限
り

一
致
さ

せ
る

よ
う

、
平

成
三

十
年

度
か

ら
の

第
七

期
計

画
期

間
に

向
け

て
、

努
め
る
こ

と
が
必

要
で

あ
る

。
 

な
お
、
都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
定

め
る

老
人

福
祉

圏
域

は
、
都

道
府

県
計
画
（

医
療
介

護
総

合
確

保
法

第
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
都

道
府
県

計
画
を

い

う
。
以
下

同
じ

。
）
を

作
成

す
る

場
合

に
当

該
計

画
で

定
め

る
都

道
府
県

医
療
介

護
総

合
確
保
区

域
（

同
条

第
二

項
第

一
号

に
規

定
す

る
医

療
介

護
総

合
確

保
区

域
を
い

う
。
）

と
整
合
性

が
取
れ

た
も

の
と

す
る

こ
と

。
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８
 
他
の

計
画

と
の

関
係

 
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
は

、
都
道

府
県
老

人
福
祉
計

画
と
一

体
の
も

の

と
し
て
作

成
さ

れ
、
都

道
府

県
計

画
及

び
医
療
計

画
と
の

整
合
性

が
確
保

さ
れ
た

も
の

と
し
、
都

道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
（

社
会

福
祉
法

第
百
八
条

に
規
定

す
る
都

道
府

県
地
域
福

祉
支

援
計

画
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
、
都

道
府
県

高
齢
者
居

住
安
定

確
保

計
画
（

高
齢

者
の

居
住

の
安

定
確

保
に

関
す

る
法

律
第
四

条
第
一

項
に
規

定
す
る

都
道

府
県
高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
を

い
う

。
以
下
同

じ
。
）
、
都

道
府
県

賃
貸
住

宅
供

給
促
進
計

画
（

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る
賃

貸
住
宅

の
供
給

の
促
進

に
関
す

る
法

律
第
五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県

賃
貸
住

宅
供
給

促
進
計

画
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
、
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
、
都

道
府
県

医
療
費

適
正
化

計
画
（

高
齢
者

医
療

確
保
法
第

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県
医

療
費
適

正
化
計

画
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
、
都

道
府

県
健

康
増

進
計

画
（

健
康

増
進
法

第
八
条

第
一

項
に
規

定
す
る

都
道

府
県
健
康

増
進

計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
又
は
都

道
府
県
住

生
活
基

本
計
画
（

住

生
活
基
本

法
（

平
成

十
八

年
法

律
第

六
十

一
号

）
第
十

七
条
第
一

項
に
規

定
す
る

都
道

府
県
計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
そ

の
他

の
法
律
の

規
定
に
よ

る
計
画

で
あ
っ

て
要

介
護
者
等

の
保

健
、
医

療
、
福

祉
又

は
居

住
に
関

す
る
事

項
を
定

め
る
も

の
と
調

和
が

保
た
れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

 ま
た
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に
お

い
て
は

、
こ
れ

ら
の
計

画
と
の

関

係
に
つ
い

て
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

８
 

他
の

計
画
と

の
関

係
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

は
、
都

道
府

県
老

人
福

祉
計

画
と
一

体
の
も

の

と
し
て
作

成
さ
れ

、
都

道
府

県
計

画
及

び
医

療
計

画
と

の
整

合
性

が
確
保

さ
れ
た

も
の

と
し
、
都
道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
（

社
会

福
祉

法
第

百
八

条
に

規
定

す
る
都

道
府

県
地
域
福

祉
支
援

計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
、
都

道
府

県
高

齢
者
居

住
安
定

確
保

計
画
（

高
齢
者

の
居

住
の

安
定

確
保

に
関

す
る

法
律

第
四

条
第

一
項

に
規

定
す
る

都
道

府
県
高
齢

者
居
住

安
定

確
保

計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
、
都

道
府
県

賃
貸
住

宅
供

給
促
進
計

画
（

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関
す

る
法

律
第
五
条

第
一
項

に
規

定
す

る
都

道
府

県
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
、
都
道

府
県

障
害

福
祉

計
画

、
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
（

高
齢

者
の

医

療
の
確
保

に
関
す

る
法

律
（

昭
和

五
十

七
年

法
律

第
八

十
号

。
以

下
「

高
齢

者
医

療
確

保
法
」
と

い
う

。
）
第

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
、
都

道
府

県
健

康
増

進
計

画
（

健
康

増
進

法
第

八
条

第
一
項

に
規

定
す
る
都

道
府
県

健
康

増
進

計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
又

は
都

道
府

県
住
生

活
基

本
計
画
（

住
生

活
基

本
法
（

平
成

十
八

年
法

律
第

六
十

一
号

）
第

十
七
条

第
一
項

に
規

定
す
る
都

道
府
県

計
画

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
そ

の
他

の
法

律
の

規
定

に
よ
る

計
画

で
あ
っ
て

要
介
護

者
等

の
保

健
、
医

療
、
福

祉
又

は
居

住
に

関
す

る
事
項

を
定
め

る
も

の
と
調
和

が
保
た

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

ま
た
、
都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

は
、
こ

れ
ら

の
計

画
と
の

関

係
に
つ
い

て
盛
り

込
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
一

) 
都

道
府

県
老

人
福

祉
計

画
と

の
一

体
性
 

都
道
府

県
老

人
福

祉
計

画
は

、
老

人
に

対
し
、
そ
の
心

身
の
健
康

の
保
持

及
び
生

活

の
安
定
の

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
る
よ

う
、
要
介
護
者

等
に
対

す
る
介

護
給

付
等
対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び

介
護

予
防

事
業

の
提
供

の
ほ
か

、
地
域

住
民
等

に
よ
る

自
主

的
活
動
等

と
し

て
実

施
さ

れ
る

介
護

予
防

の
取
組

、
認

知
症
等
の

予
防
の

た
め
の

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
、
独

り
暮

ら
し

の
老

人
の

生
活
の
支

援
の
た

め
の
サ

ー
ビ
ス

の
提
供

等
も

含
め
、
地

域
に

お
け

る
老

人
を

対
象

と
す

る
福
祉

サ
ー
ビ

ス
の
全

般
に
わ

た
る
供

給
体

制
の
確
保

に
関

す
る

計
画

と
し

て
作

成
さ

れ
る
も

の
で
あ

る
。

 

こ
の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

に
つ
い

て
は
、
都
道

府
県
老

人
福

祉
計
画
と

一
体

の
も

の
と

し
て

作
成

さ
れ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(
一

) 
都

道
府
県

老
人

福
祉

計
画

と
の

一
体

性
 

都
道
府
県

老
人

福
祉

計
画

は
、
老

人
に

対
し

、
そ

の
心

身
の

健
康

の
保
持

及
び
生

活

の
安
定
の

た
め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
よ

う
、
要

介
護

者
等

に
対

す
る
介

護
給

付
等
対
象

サ
ー
ビ

ス
及

び
介

護
予

防
事

業
の

提
供

の
ほ

か
、
地

域
住

民
等

に
よ
る

自
主

的
活
動
等

と
し
て

実
施

さ
れ

る
介

護
予

防
の

取
組

、
認

知
症

等
の

予
防
の

た
め
の

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
、
独

り
暮

ら
し

の
老

人
の

生
活

の
支

援
の

た
め

の
サ

ー
ビ
ス

の
提
供

等
も

含
め
、
地
域
に

お
け

る
老

人
を

対
象

と
す

る
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

全
般

に
わ

た
る

供
給

体

制
の
確
保

に
関
す

る
計

画
と

し
て

作
成

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い

て
は

、
都

道
府
県
老

人
福

祉
計
画
と

一
体
の

も
の

と
し

て
作

成
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
二

) 
都

道
府

県
計

画
と

の
整

合
性
 

地
域
に

お
い

て
効

率
的

か
つ

質
の

高
い

医
療
提
供

体
制
を

構
築
す

る
と
と

も
に
地

域
包
括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

こ
と

を
通
じ

、
高

度
急
性
期

か
ら
在

宅
医
療
・
介

護
ま
で
の

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
を

地
域

に
お

い
て
総

合
的
に

確
保
す

る
こ
と

が
重
要

で

あ
る
。
 

こ
の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

に
つ
い

て
は
、
都
道

府
県
計

画
と

の
整
合
性

の
確

保
を

図
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

(
二

) 
都

道
府
県

計
画

と
の

整
合

性
 

地
域
に
お

い
て

効
率

的
か

つ
質

の
高

い
医

療
提

供
体

制
を

構
築

す
る

と
と

も
に
地

域
包
括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
こ

と
を

通
じ

、
高

度
急

性
期

か
ら
在

宅
医
療
・
介

護
ま
で
の

一
連
の

サ
ー

ビ
ス

を
地

域
に

お
い

て
総

合
的

に
確

保
す

る
こ
と

が
重
要

で

あ
る
。

 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い

て
は

、
都

道
府
県
計

画
と

の
整
合
性

の
確
保

を
図

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
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(
三

) 
医

療
計

画
と

の
整

合
性
 

医
療
計

画
に

つ
い

て
は

、
医

療
提

供
体

制
の
確
保

に
関
す

る
基
本

方
針
（
平
成

十
九

年
厚
生
労

働
省

告
示

第
七

十
号

）
に

お
い

て
、
居
宅
等

に
お
け
る

医
療
の

確
保
に

関
す

る
事
項
を

定
め

る
に

当
た

り
、
介

護
サ

ー
ビ
ス
も

含
め
た

地
域
の

ケ
ア
体

制
を
計

画
的

に
整
備
す

る
た

め
、
こ

の
指

針
、
市

町
村

介
護

保
険
事

業
計
画
及

び
都
道

府
県
介

護
保

険
事
業
支

援
計

画
に

も
配

慮
し

て
定

め
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
る
と

さ
れ
て

い
る
こ

と

に
留
意
す

る
こ

と
。
 

特
に
、
医

療
計

画
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業
計
画

及
び
都

道
府
県

介
護
保

険
事
業

支

援
計
画
を

一
体

的
に

作
成

し
、
こ

れ
ら

の
計
画
の

整
合
性

を
確
保

す
る
こ

と
が
で

き
る

よ
う
、
都

道
府

県
や

市
町

村
に

お
け

る
計

画
の
作

成
に
お

い
て
、
都
道

府
県
や

市
町
村

の
医
療
・
介

護
担

当
者

等
の

関
係

者
に

よ
る
協
議

の
場
を

開
催
し

、
よ

り
緊
密

な
連
携

が
図
ら
れ

る
よ
う

な
体

制
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。

 

(
三

) 
医

療
計
画

と
の

整
合

性
 

医
療
計
画

に
つ

い
て

は
、
医

療
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

方
針
（
平
成

十
九

年
厚
生
労

働
省
告

示
第

七
十

号
）
に

お
い

て
、
居

宅
等

に
お

け
る

医
療
の

確
保
に

関
す

る
事
項
を

定
め
る

に
当

た
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
も

含
め

た
地

域
の

ケ
ア
体

制
を
計

画
的

に
整
備
す

る
た
め

、
こ

の
指

針
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

及
び

都
道

府
県
介

護
保

険
事
業
支

援
計
画

に
も

配
慮

し
て

定
め

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
と

さ
れ
て

い
る
こ

と

に
留
意
す

る
こ
と

。
 

特
に
、
医
療

計
画

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

及
び

都
道

府
県

介
護
保

険
事
業

支

援
計
画
を

一
体
的

に
作

成
し

、
こ

れ
ら

の
計

画
の

整
合

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う
、
都
道
府

県
や

市
町

村
に

お
け

る
計

画
の

作
成

に
お

い
て

、
都

道
府
県
や

市
町
村

の
医
療
・
介
護

担
当

者
等

の
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
を

開
催

し
、
よ

り
緊
密

な
連
携

が
図
ら
れ

る
よ
う

な
体

制
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
四

) 
都

道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
と

の
調

和
 

介
護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び

地
域

支
援
事
業

等
の
公

的
な
サ

ー
ビ
ス

と
地
域

に
お
け
る

様
々

な
主

体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
重
層

的
に
組

み
合
わ

せ
る
こ

と
に
よ

っ

て
、
要
介

護
者

等
の

生
活

全
般

の
課

題
を

解
決
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

特
に
、

要
介

護
者

等
や

世
帯

が
抱

え
る

課
題
は
近

年
複
雑

化
・
複

合
化
し

て
お
り

、

要
介
護
者

等
の

生
活

全
般

の
課

題
を

解
決

す
る
た

め
に
は

、
障
害

者
そ
の

他
の
者

の
福

祉
に
関
す

る
施

策
と

の
有

機
的

な
連

携
を

図
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
と
と

も
に

、
地
域

の
あ
ら
ゆ

る
住

民
が

役
割

を
持

ち
、
支

え
合

い
な
が
ら

、
自
分
ら

し
く
活

躍
で
き

る
コ

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を

育
成

し
、
公

的
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
協
働

し
て
、
助
け

合
い
な

が
ら
暮

ら
す
こ
と

の
で

き
る

地
域

共
生

社
会

を
実

現
す
る

こ
と
が

必
要
で

あ
る
。

 

こ
の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

に
つ
い

て
は
、
地
域

に
お
い

て
様

々
な
提
供

主
体

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

、
連

携
さ
せ

る
都
道
府

県
地
域

福
祉
支

援
計

画
と
調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

そ
の
際

、
都

道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
は
、
地

域
に
お

け
る
高

齢
者
、

障
害
者

、

児
童
等
の

福
祉

に
関

し
、
共

通
し

て
取

り
組
む
べ

き
事
項

を
定
め

る
計
画

と
し
て

位
置

付
け
ら
れ

て
い

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

(
四

) 
都

道
府
県

地
域

福
祉

支
援

計
画

と
の

調
和
 

介
護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
等

の
公

的
な

サ
ー

ビ
ス

と
地
域

に
お
け
る

様
々
な

主
体

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

重
層

的
に

組
み

合
わ

せ
る
こ

と
に
よ

っ

て
、
要
介

護
者
等

の
生

活
全

般
の

課
題

を
解

決
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

特
に
、
要

介
護

者
等

や
世

帯
が

抱
え

る
課

題
は

近
年

複
雑

化
・

複
合

化
し

て
お
り

、

要
介
護
者

等
の
生

活
全

般
の

課
題

を
解

決
す

る
た

め
に

は
、
障

害
者

そ
の

他
の
者

の
福

祉
に
関
す

る
施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
と

と
も

に
、
地

域

の
あ
ら
ゆ

る
住
民

が
役

割
を

持
ち

、
支

え
合

い
な

が
ら

、
自

分
ら

し
く
活

躍
で
き

る
コ

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
育

成
し

、
公

的
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
協

働
し

て
、
助

け
合
い
な

が
ら
暮

ら
す
こ
と

の
で
き

る
地

域
共

生
社

会
を

実
現

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。
 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い

て
は

、
地

域
に
お
い

て
様

々
な
提
供

主
体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
、
連

携
さ

せ
る

都
道

府
県

地
域

福
祉
支

援
計

画
と
調
和

が
保
た

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

そ
の
際
、

都
道

府
県

地
域

福
祉

支
援

計
画

は
、

地
域

に
お

け
る

高
齢

者
、

障
害
者

、

児
童
等
の

福
祉
に

関
し

、
共

通
し

て
取

り
組

む
べ

き
事
項

を
定

め
る

計
画

と
し

て
位

置

付
け
ら
れ

て
い
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。
 

(
五

) 
都

道
府

県
高

齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

と
の
調
和
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居

住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な
連

携
を
図

り
つ
つ

包
括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
都
道
府

県
介
護
保

険
事
業

支
援
計

画
に

つ
い
て
は

、
高

齢
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

及
び
老

人
ホ
ー

ム
の
供

給
の
目

標
等
を

定
め

る
都
道
府

県
高

齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

と
調
和

が
保
た

れ
た
も

の
と
し

、
住

宅
担
当

部
局
を
は

じ
め

と
し

た
関

係
部

局
と

連
携

を
図
る

よ
う
努

め
る
こ

と
。

 

ま
た
、
地

域
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

と
の
適

切
な
連

携
を
図

る
観
点

か
ら

、
高

(
五

) 
都

道
府
県

高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
と

の
調

和
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居
住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
包

括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援

計
画

に

つ
い
て
は

、
高

齢
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
の

供
給

の
目

標
等
を

定
め

る
都
道
府

県
高
齢

者
居

住
安

定
確

保
計

画
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と
し

、
住

宅
担
当

部
局
を
は

じ
め
と

し
た

関
係

部
局

と
連

携
を

図
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。
 

ま
た
、
地
域

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
と

の
適

切
な

連
携

を
図

る
観
点

か
ら

、
高

100
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齢
者
に
対

す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
が
供

給
さ
れ

る
に
当

た
っ
て

は
、
都
道
府

県
の
介
護

保
険

担
当

部
局

に
お

い
て

も
関

与
を
図

る
な
ど

、
高
齢

者
の
居

住
等
に

関
す

る
施
策
に

も
積

極
的

に
関

与
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
と
都

道
府
県

高
齢
者

居
住
安

定
確
保

計

画
と
の
調

和
を

図
る

に
当

た
っ

て
は

、
市

町
村
に

も
配
慮

す
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

な
お
、

高
齢

者
に

対
す

る
賃

貸
住

宅
及

び
老
人
ホ

ー
ム
の

供
給
目

標
に
つ

い
て
は

、

市
町
村
と

の
協

議
に

よ
り

、
地

域
の

実
情

に
応
じ

た
市
町

村
別
の

供
給
目

標
を
都

道
府

県
高
齢
者

居
住

安
定

確
保

計
画

に
反

映
す

る
こ
と

が
可
能

で
あ
る

こ
と
に

留
意
し

、
市

町
村
か
ら

協
議

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
求

め
に
応

じ
て
、
地

域
の
ニ

ー
ズ
を

的
確

に
把
握
し

た
計

画
の

策
定

を
検

討
す

る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

齢
者
に
対

す
る
賃

貸
住

宅
及

び
老

人
ホ

ー
ム

が
供

給
さ

れ
る

に
当

た
っ
て

は
、
都
道
府

県
の
介
護

保
険
担

当
部

局
に

お
い

て
も

関
与

を
図

る
な

ど
、
高

齢
者

の
居

住
等
に

関
す

る
施
策
に

も
積
極

的
に

関
与

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
と

都
道

府
県

高
齢

者
居

住
安

定
確
保

計

画
と
の

調
和
を

図
る

に
当

た
っ

て
は

、
市

町
村

に
も

配
慮

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い

。
 

な
お
、
高

齢
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
の

供
給

目
標

に
つ

い
て
は

、

市
町
村
と

の
協
議

に
よ

り
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

市
町

村
別

の
供

給
目

標
を
都

道
府

県
高
齢
者

居
住
安

定
確

保
計

画
に

反
映

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と
に

留
意
し

、
市

町
村
か
ら

協
議
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
そ

の
求

め
に

応
じ

て
、
地

域
の
ニ

ー
ズ
を

的
確

に
把
握
し

た
計
画

の
策

定
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
 

(
六

) 
都

道
府

県
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
と

の
調
和
 

高
齢
者

が
可

能
な

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
で
そ
の

有
す
る

能
力
に

応
じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
等

に
関
す

る
施

策
を
、
居

住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な
連

携
を
図

り
つ
つ

包
括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
都
道
府

県
介
護
保

険
事
業

支
援
計

画
に

つ
い
て
は

、
高

齢
者

等
の

住
宅

確
保

要
配

慮
者
に

対
す
る

賃
貸
住

宅
の
供

給
の
目

標
等

を
定
め
る

都
道

府
県

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画
と

調
和
が

保
た
れ

た
も
の

と
し

、
そ
の

策
定
に
当

た
っ

て
は

、
住

宅
担

当
部

局
を

は
じ
め

と
し
た

関
係
部

局
と
連

携
を
図

る
よ

う
努
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
六

) 
都

道
府
県

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

と
の

調
和
 

高
齢
者
が

可
能

な
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し
た

日
常
生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
施

策
を
、
居
住
等

に
関

す
る

施
策

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
包

括
的

に
推
進

す
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
に

つ
い
て
は

、
高

齢
者

等
の

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の
目

標
等

を
定
め
る

都
道
府

県
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
計

画
と

調
和

が
保

た
れ

た
も
の

と
し

、
そ
の

策
定
に
当

た
っ
て

は
、
住

宅
担

当
部

局
を

は
じ

め
と

し
た

関
係

部
局

と
連

携
を
図

る
よ

う
努
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
七

) 
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
と

の
調

和
 

都
道
府

県
障

害
福

祉
計

画
に

お
い

て
は

、
高
齢

者
を
含

む
障
害
者

の
自
立

支
援

の
観

点
か
ら

、
精

神
科

病
院

か
ら

地
域

生
活

へ
の

移
行

を
進
め

る
こ
と

と
さ
れ

て
お
り

、
高

齢
の
障
害

者
が

地
域

生
活

へ
移

行
し

、
並

び
に

地
域
生

活
を
維
持

及
び
継

続
す
る

た
め

、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
等

を
必

要
に
応
じ

て
提
供

し
て
い

く
こ
と

も
重
要

で
あ

る
。
こ

の
た

め
に

は
高

齢
者

だ
け

に
と

ど
ま
ら
ず

、
精

神
障
害
に

も
対
応

し
た
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
に
つ

い
て
は

、
都

道
府

県
障
害
福

祉
計

画
に

定
め

ら
れ

た
、
高

齢
者
を

含
む
入

院
中
の
精

神
障
害

者
の
地

域
生

活
へ
の
移

行
に

係
る

成
果

目
標

等
と

の
調

和
が
保

た
れ
た

も
の
と

す
る
こ

と
。

 

(
七

) 
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
と

の
調

和
 

都
道
府
県

障
害

福
祉

計
画

に
お

い
て

は
、
高

齢
者

を
含

む
障

害
者

の
自
立

支
援
の

観

点
か
ら

、
精
神

科
病

院
か

ら
地

域
生

活
へ

の
移

行
を

進
め

る
こ

と
と
さ
れ

て
お
り

、
高

齢
の
障
害

者
が
地

域
生

活
へ

移
行

し
、
並

び
に

地
域

生
活

を
維

持
及

び
継

続
す
る

た
め

、
介
護

給
付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

等
を

必
要

に
応

じ
て

提
供

し
て

い
く

こ
と

も
重
要

で
あ

る
。
こ

の
た
め

に
は

高
齢

者
だ

け
に

と
ど

ま
ら

ず
、
精

神
障

害
に

も
対
応

し
た
地

域
包

括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム

を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

こ
う
し
た

観
点

か
ら

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い
て
は

、
都

道
府

県
障
害
福

祉
計
画

に
定

め
ら

れ
た

、
高

齢
者

を
含

む
入

院
中

の
精

神
障
害

者
の

地
域

生

活
へ
の
移

行
に
係

る
成

果
目

標
等

と
の

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と

す
る
こ

と
。

 

(
八

) 
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
と

の
調

和
 

在
宅
医

療
・
介

護
の

充
実

等
の

地
域

包
括

ケ
ア
シ

ス
テ
ム

の
構
築

を
図
る

こ
と
は

重

要
で
あ
る

。
こ

の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保
険
事

業
支
援

計
画
に

つ
い
て

は
、
都
道
府

県
医
療
費

適
正

化
計

画
に

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス
テ

ム
の
構

築
に
関

す
る
取

組
等
が

定

め
ら
れ
た

場
合

に
は

、
そ

の
取

組
等

と
調

和
が
保

た
れ
た

も
の
と

す
る
こ

と
。

 

(
八

) 
都

道
府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

と
の

調
和
 

在
宅
医
療
・
介

護
の

充
実

等
の

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

図
る

こ
と
は

重

要
で
あ
る

。
こ

の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
医
療
費

適
正
化

計
画

に
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
関

す
る
取

組
等
が

定

め
ら
れ
た

場
合
に

は
、

そ
の

取
組

等
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
と

す
る
こ

と
。

 

(
九

) 
都

道
府

県
健

康
増

進
計

画
と

の
調

和
 

少
子
高

齢
化

が
進

む
中

で
、
健

康
寿

命
を

延
伸
し

、
要

介
護
状
態

等
と
な

る
こ
と

の

予
防
又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪
化

の
防
止

を
図
る

こ
と
は

、
重

要
で
あ

(
九

) 
都

道
府
県

健
康

増
進

計
画

と
の

調
和
 

少
子
高
齢

化
が

進
む

中
で

、
健

康
寿

命
を

延
伸

し
、
要

介
護

状
態

等
と
な

る
こ
と

の

予
防
又
は

要
介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
を

図
る

こ
と
は

、
重

要
で
あ
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る
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こ
の
た

め
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

に
つ
い

て
は
、
高
齢
者

の
健
康

に

焦
点
を
当

て
た

取
組

等
住

民
の

健
康

の
増

進
の
推

進
に
関

す
る
施

策
を
定

め
る
都

道

府
県
健
康

増
進

計
画

と
の

調
和

に
配

慮
す

る
こ
と

。
 

る
。

 

こ
の
た
め

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い

て
は

、
高

齢
者
の
健

康
に

焦
点
を
当

て
た
取

組
等

住
民

の
健

康
の

増
進

の
推

進
に

関
す

る
施

策
を
定

め
る
都

道

府
県
健
康

増
進
計

画
と

の
調

和
に

配
慮

す
る

こ
と

。
 

(
十

) 
都

道
府

県
住

生
活

基
本

計
画

と
の

調
和
 

単
身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
が

増
加
す
る

中
、
高
齢
者
が

安
心
し

て
暮
ら

せ

る
住
ま
い

と
日

常
生

活
の

支
援

や
介

護
給

付
等
対

象
サ
ー

ビ
ス
等

の
一
体

的
な
供

給

が
要
請
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
う
し

た
観

点
か

ら
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
に
つ

い
て
は
、
住
生
活

の
安
定
の

確
保

及
び

向
上

の
促

進
に

関
す

る
施
策

に
関
す

る
事
項

を
定
め

る
都
道

府

県
住
生
活

基
本

計
画

と
調

和
が

保
た

れ
た

も
の
と

す
る
こ

と
。
 

(
十

) 
都

道
府
県

住
生

活
基

本
計

画
と

の
調

和
 

単
身
又
は

夫
婦

の
み

の
高

齢
者

世
帯

が
増

加
す

る
中

、
高

齢
者

が
安

心
し

て
暮
ら

せ

る
住
ま
い

と
日
常

生
活

の
支

援
や

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
等

の
一
体

的
な
供

給

が
要
請
さ

れ
て
い

る
。

 

こ
う
し
た

観
点

か
ら

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

つ
い
て
は

、
住

生
活

の
安
定
の

確
保
及

び
向

上
の

促
進

に
関

す
る

施
策

に
関

す
る

事
項

を
定
め

る
都
道

府

県
住
生

活
基
本

計
画

と
調

和
が

保
た

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

(
十

一
)
 
 
都

道
府

県
地

域
防

災
計

画
（

災
害

対
策

基
本
法

第
二

条
第

一
項

第
十

号
イ

に

規
定
す
る

都
道

府
県
地

域
防

災
計

画
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

と
の
調
和

 

災
害
時

に
要

介
護

高
齢

者
等

が
適

切
に

避
難
し
、
介
護
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

で
き
る

よ

う
、
都

道
府

県
の

防
災

部
局

と
介

護
部

局
が
連
携

し
、
介
護
保
険

施
設
が

あ
ら
か

じ
め

施
設
利
用

者
の

受
入

れ
に

関
す

る
災

害
協

定
を
締

結
す
る

、
関
係

団
体
と

災
害
時

の
介

護
職
員
の

派
遣

協
力

協
定

を
締

結
す

る
等

の
体
制

の
整
備

に
努
め

る
こ
と

を
支
援

す

る
こ
と
が

重
要

で
あ

り
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支
援

計
画
に

お
い
て

、
災

害
時
に

向
け
た
取

組
等

を
定

め
る

場
合

に
は

、
都

道
府

県
地
域

防
災
計
画

と
の
調

和
に
配

慮
す

る
こ
と
。

 

（
新
設
）

 

（
十
二

）
 
都

道
府

県
行

動
計

画
（

新
型
イ

ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対

策
特
別

措
置
法

第
七
条

第
一
項
に

規
定

す
る
都

道
府

県
行

動
計

画
を

い
う

。
以
下

同
じ
。

）
と
の

調
和

 

都
道
府

県
行

動
計

画
に

お
い

て
は

、
新

型
イ
ン
フ

ル
エ
ン

ザ
等
の

感
染
症

の
感
染

拡

大
防
止
の

取
り

組
み

や
各

発
生

段
階

に
お

け
る
都

道
府
県

が
実
施

す
る
対

策
な
ど

が

定
め
ら
れ

て
お

り
、
高

齢
者

等
へ

の
支

援
に

つ
い

て
も
定

め
ら
れ

て
い
る

。
今

般
の
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

を
踏

ま
え

、
都
道

府
県
介
護

保
険
事

業
支
援

計
画

に
お
い
て

、
新

型
イ

ン
フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
感
染
症

に
備
え

た
取
組

等
を
定

め
る
場

合
に

は
、
都
道

府
県

行
動

計
画

と
の

調
和

に
配

慮
す
る

こ
と
。
 

（
新
設
）

 

      

 

(
十
三

) 
福
祉

人
材

確
保

指
針

を
踏

ま
え

た
取

組
 

介
護
保

険
制

度
が

国
民

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
る
よ
う

十
分
機

能
し
て

い
く
た

め
に
は

、

福
祉
・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

担
う

人
材

の
安

定
的
な

確
保
が

重
要
で

あ
る

。
こ
う

し
た
観

点
か
ら

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い
て

、
介
護

人
材
確

保
策
を

定
め

る
に
当
た

っ
て

は
、
福

祉
・
介
護

サ
ー

ビ
ス
の
仕

事
が
魅

力
あ
る

職
業
と

し
て
認

知
さ

れ
、
今

後
さ

ら
に

拡
大

す
る

福
祉
・
介

護
ニ
ー

ズ
に
対

応
で
き
る

質
の
高

い
人
材

の
確

保
の
た
め

の
取

組
の

指
針

で
あ

る
福

祉
人

材
確
保

指
針
を

踏
ま
え

、
地

域
の
実

情
に
応

じ
、
重
点

的
に

取
り

組
む

事
項

を
明

確
に

す
る
よ

う
努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

(
十
一

) 
福
祉
人

材
確

保
指

針
を

踏
ま

え
た

取
組
 

介
護
保
険

制
度

が
国

民
の

ニ
ー

ズ
に

応
え

る
よ

う
十

分
機

能
し

て
い

く
た

め
に
は

、

福
祉
・
介
護
サ

ー
ビ

ス
を

担
う

人
材

の
安

定
的

な
確

保
が

重
要

で
あ
る

。
こ
う

し
た
観

点
か
ら

、
都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

、
介

護
人

材
確

保
策
を

定
め

る
に
当
た

っ
て
は

、
福

祉
・
介
護

サ
ー

ビ
ス

の
仕

事
が

魅
力

あ
る

職
業
と

し
て
認

知
さ

れ
、
今

後
さ
ら

に
拡

大
す

る
福

祉
・
介

護
ニ

ー
ズ

に
対

応
で

き
る

質
の
高

い
人
材

の
確

保
の
た
め

の
取
組

の
指

針
で

あ
る

福
祉

人
材

確
保

指
針

を
踏

ま
え

、
地

域
の
実

情
に
応

じ
、
重
点

的
に
取

り
組

む
事

項
を

明
確

に
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す
る

。
 

(
十
四

) 
介
護

雇
用

管
理

改
善

等
計

画
を

踏
ま

え
た
取
組
 

(
十
二

) 
介
護
雇

用
管

理
改

善
等

計
画

を
踏

ま
え

た
取

組
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介
護
労

働
者

が
意

欲
と

誇
り

を
も

っ
て

魅
力
あ
る

職
場
で

そ
の
能

力
を
発

揮
し
て

働
く
こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
等

の
た
め

、
介

護
労
働
者

の
雇
用

管
理
の

改
善

並
び
に
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
す

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

う
し
た

観
点
か

ら
、

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

、
介
護

人
材
確
保

策
を
定

め
る
に

当
た

っ
て
は

、
介

護
雇

用
管

理
改

善
等

計
画

に
定
め
る

介
護
労

働
者
の

雇
用
管

理
の
改

善
の

促
進
、
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
図

る
た

め
に
講

じ
よ
う

と
す
る

施
策
の

基
本
と

な
る

べ
き
事
項

を
踏

ま
え

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す
る

。
 

介
護
労
働

者
が

意
欲

と
誇

り
を

も
っ

て
魅

力
あ

る
職

場
で

そ
の

能
力

を
発

揮
し
て

働
く
こ
と

が
で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

等
の

た
め

、
介

護
労

働
者

の
雇
用

管
理
の

改
善

並
び
に
能

力
の
開

発
及

び
向

上
を

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し
た

観
点
か

ら
、

都
道
府
県

介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い

て
、
介

護
人

材
確

保
策

を
定

め
る
に

当
た

っ
て
は

、
介
護

雇
用

管
理

改
善

等
計

画
に

定
め

る
介

護
労

働
者

の
雇

用
管

理
の
改

善
の

促
進
、
能
力
の

開
発

及
び

向
上

を
図

る
た

め
に

講
じ

よ
う

と
す

る
施

策
の

基
本
と

な
る

べ
き
事
項

を
踏
ま

え
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
十
五
）

 
認

知
症

施
策

推
進

大
綱

を
踏

ま
え
た

取
組

  

認
知
症

施
策

に
お

い
て

は
、
認

知
症

の
発

症
を
遅

ら
せ

、
認
知
症

に
な
っ

て
も
希

望

を
持
っ
て

日
常

生
活

を
過

ご
せ

る
社

会
を

目
指
し

、
認

知
症
の
人

や
そ
の

家
族
の

意
見

も
踏
ま
え

な
が

ら
、
「

共
生

」
と
「

予
防

」
の

施
策
を

推
進
す
る

こ
と

が
重
要
で

あ
る

。
 こ

う
し

た
観

点
か

ら
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
に
お

い
て

、
認
知

症
施

策
を
定
め

る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
認

知
症

施
策

推
進
大

綱
の
基
本

的
な
考

え
方

を
踏
ま

え
る
よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
新
設
）

 

 

９
 
そ
の

他
 

(
一

) 
計

画
期

間
と

作
成

の
時

期
 

都
道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
は

、
三
年
を

一
期
と

し
て

作
成
す
る

。
 

第
八
期

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
に
つ

い
て
は

、
令
和

三
年
度

か
ら
令

和

五
年
度
ま

で
を

期
間

と
し

て
、
令

和
二

年
度

中
に

作
成
す

る
こ
と

が
必
要

で
あ
る

。
 

９
 

そ
の

他
 

(
一

) 
計

画
期
間

と
作

成
の

時
期
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

は
、

三
年

を
一

期
と

し
て

作
成

す
る

。
 

第
七
期

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
つ

い
て

は
、
平

成
三

十
年

度
か

ら
平

成
三
十
二

年
度

ま
で

を
期

間
と

し
て

、
平

成
二

十
九

年
度

中
に

作
成

す
る

こ
と

が
必

要

で
あ
る
。

 

(
二

) 
公

表
と

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
普

及
啓
発
 

都
道
府

県
は

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支
援
計

画
を
作

成
し
た

と
き
は

、
遅

滞
な

く
、
こ
れ

を
厚

生
労
働

大
臣

に
提

出
す

る
こ
と
。
 

ま
た
、
介

護
保

険
制

度
の

健
全

か
つ

円
滑

な
運
営

を
図
る

た
め
に

は
、
国
民
の

理
解

及
び
協
力

を
得

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
か
ら

、
都

道
府
県
は

、
地

域
住
民

に
対
し

、
そ
の

地
域

の
現

状
や

特
性

、
管

内
各

市
町
村
が

構
築
す

る
地
域

包
括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム

の
目
指
す

方
向

や
そ

の
た

め
の

取
組

や
市

町
村
に

対
す
る

都
道
府

県
と
し

て
の
支

援

内
容
に
つ

い
て

、
当

該
計

画
及

び
各

年
度

に
お
け

る
当
該

計
画
の

達
成
状

況
な
ど

の
公

表
方
法
を

工
夫

し
な

が
ら

幅
広

く
地

域
の

関
係
者

の
理
解

を
広
げ

、
多

様
か
つ

積
極
的

な
取
組
を

進
め

る
た

め
の

普
及

啓
発

を
図

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

(
二

) 
公

表
と
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

普
及

啓
発
 

都
道
府
県

は
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
を

作
成

し
た

と
き
は

、
遅

滞
な

く
、
こ
れ

を
厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
こ

と
。
 

ま
た
、
介
護

保
険

制
度

の
健

全
か

つ
円

滑
な

運
営

を
図

る
た

め
に

は
、
国
民
の

理
解

及
び
協
力

を
得
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
都

道
府

県
は

、
地

域
住
民

に
対
し

、
そ
の

地
域
の

現
状

や
特

性
、
管

内
各

市
町

村
が

構
築

す
る

地
域

包
括
ケ

ア
シ
ス

テ
ム

の
目
指
す

方
向
や

そ
の

た
め

の
取

組
や

市
町

村
に

対
す

る
都

道
府

県
と
し

て
の
支

援

内
容
に
つ

い
て

、
当

該
計

画
及

び
各

年
度

に
お

け
る

当
該

計
画

の
達

成
状

況
な
ど

の
公

表
方
法
を

工
夫
し

な
が

ら
幅

広
く

地
域

の
関

係
者

の
理

解
を

広
げ

、
多

様
か
つ

積
極
的

な
取
組
を

進
め

る
た

め
の

普
及

啓
発

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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二
 
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

基
本

的
記
載

事
項

 
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い
て
定

め
る
こ

と
と
さ

れ
た
事

項
は

、
次

に
掲
げ
る

事
項

と
す

る
。
 

１
 
老
人

福
祉

圏
域

 
一

の
７

を
踏

ま
え

た
老

人
福

祉
圏

域
の

範
囲
、
各
老
人

福
祉
圏
域

の
状
況

等
を
定

め

る
こ
と
。

 

こ
の
場

合
に

お
い

て
、
隣

接
の

都
道

府
県

の
区
域

の
状
況

を
考
慮

す
る
必

要
が
あ

る

と
き
は

、
当

該
都

道
府

県
と

の
調

整
の

経
緯

、
当
該
区

域
の
状
況

等
を
盛

り
込
む

こ
と

が
重
要
で

あ
る

。
 

二
 
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

基
本

的
記

載
事

項
 

都
道
府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
事

項
は

、
次

に
掲
げ
る

事
項
と

す
る

。
 

１
 

老
人

福
祉
圏

域
 

一
の
７
を

踏
ま

え
た

老
人

福
祉

圏
域

の
範

囲
、
各

老
人

福
祉

圏
域

の
状
況

等
を
定

め

る
こ
と
。

 

こ
の
場
合

に
お

い
て

、
隣

接
の

都
道

府
県

の
区

域
の

状
況

を
考

慮
す

る
必

要
が
あ

る

と
き
は

、
当
該

都
道

府
県

と
の

調
整

の
経

緯
、
当

該
区

域
の

状
況

等
を
盛

り
込
む

こ
と

が
重
要
で

あ
る
。

 

２
 
各
年

度
に

お
け

る
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー
ビ

ス
の
種

類
ご
と

の
量
の

見
込
み

 
市

町
村

が
推

計
し

た
見

込
み

等
を

基
に

各
年
度
に

お
け
る

都
道
府

県
全
域

及
び
老

人
福
祉
圏

域
ご

と
の

介
護

専
用

型
特

定
施

設
に
お

け
る
特

定
施
設

入
居
者

生
活
介

護
、

地
域
密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

及
び
地

域
密
着

型
介
護

老
人
福

祉
施
設

入

所
者
生
活

介
護

（
以

下
「

介
護

専
用

型
特

定
施
設

入
居
者

生
活
介

護
等
」

と
い
う

。
）

に
係
る
必

要
利

用
定

員
総

数
、
介

護
保

険
施

設
の

種
類
ご

と
の
必

要
入
所

定
員
総

数
（

指
定
介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

あ
っ

て
は

、
当

該
指
定

介
護
療
養

型
医
療

施
設
の

療
養

病
床
等
に

係
る

必
要

入
所

定
員

総
数

）
並

び
に

介
護
給

付
等
対
象

サ
ー
ビ

ス
の
種

類
ご

と
の
量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
ま

た
、
そ

の
算
定

に
当
た
っ

て
の
考

え
方
を

示
す

こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
そ

の
際

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム
及

び
サ
ー
ビ

ス
付
き

高
齢
者

向
け

住
宅
が
増

加
し

て
お

り
、
多

様
な

介
護

ニ
ー
ズ
の

受
け
皿

と
な
っ

て
い
る

状
況
を

踏
ま

え
、
都

道
府

県
全

域
及

び
老

人
福

祉
圏

域
ご

と
の

当
該
地

域
に
お

け
る
こ

れ
ら
の

設
置

状
況
や

、
要

介
護

者
等

の
人

数
、
利

用
状

況
等

を
必
要

に
応
じ
て

勘
案
す

る
も
の

と
す

る
。
さ
ら

に
、
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
際
に

は
、
サ

ー
ビ
ス

利
用
に

お
け

る
地
域
間

の
移

動
や

、
住

民
の

サ
ー

ビ
ス

利
用
の

在
り
方

も
含
め

た
地
域

特
性
を

踏
ま

え
な
が
ら

適
切

に
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ
り

、
「

介
護
離
職

ゼ
ロ

」
の
実

現
に
向

け
て
、
都

市
部

で
は

高
齢

者
人

口
増

加
に

備
え
た

、
特

別
養
護
老

人
ホ
ー

ム
等
従

来
か

ら
の
介
護

サ
ー

ビ
ス

に
加

え
、
特

定
施

設
入
居
者

生
活
介

護
も
含

め
た
効

果
的
な

基
盤

整
備
を
行

い
、
人

口
減

少
が

見
込

ま
れ

る
地
域
で

は
、
関
係
サ
ー

ビ
ス

の
連
携
や

既
存

施
設
の
有

効
活

用
等

の
工

夫
を

こ
ら

し
な

が
ら
必

要
な
介

護
サ
ー

ビ
ス

の
機
能
を

地

域
に
残
す

こ
と

を
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。
老
朽

化
し
た

施
設
の
建

て
替
え

や
必
要

な
修

繕
を
計
画

的
に

行
う

と
と

も
に

、
中

長
期

的
な

人
口
構

造
の
変
化

の
見
通

し
を
踏

ま
え

な
が
ら

、
必

要
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

よ
う

、
地
域
医

療
介
護

総
合
確

保
基

金
を
活
用

し
、
地

域
を

支
え

る
と

い
う

視
点
で

介
護
基
盤

整
備
を

進
め
て

い
く
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

加
え
て

老
人

福
祉

圏
域

ご
と

に
、
各

年
度
の
混

合
型
特

定
施
設
入

居
者
生

活
介
護
（

介
護
専
用

型
特

定
施

設
以

外
の

特
定

施
設

（
以
下

「
混
合

型
特
定

施
設
」

と
い
う

。
）

に
入
居
し

て
い

る
要

介
護

者
に

つ
い

て
行

わ
れ
る

特
定
施

設
入
居

者
生
活

介
護
を

い

２
 

各
年

度
に
お

け
る

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

の
量

の
見
込
み
 

市
町
村
が

推
計

し
た

見
込

み
等

を
基

に
各

年
度

に
お

け
る

都
道

府
県

全
域

及
び
老

人
福
祉
圏

域
ご
と

の
介

護
専

用
型

特
定

施
設

に
お

け
る

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介

護
、

地
域
密
着

型
特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
及

び
地

域
密

着
型

介
護

老
人
福

祉
施
設

入

所
者
生
活

介
護
（

以
下

「
介

護
専

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

」
と

い
う

。
）

に
係
る
必

要
利
用

定
員

総
数

、
介

護
保

険
施

設
の

種
類

ご
と

の
必

要
入
所

定
員
総

数
（

指
定
介
護

療
養
型

医
療

施
設

に
あ

っ
て

は
、
当

該
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設
の

療
養

病
床
等
に

係
る
必

要
入

所
定

員
総

数
）
並

び
に

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の
種

類
ご

と
の
量
の

見
込
み

を
定

め
る

こ
と

。
ま

た
、
そ

の
算
定

に
当

た
っ

て
の

考
え

方
を

示
す

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。

 

 
 
 
  

   

          

 

そ
の
際

、
老

人
福

祉
圏

域
ご

と
に

、
各

年
度

の
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護

（
介
護
専

用
型
特

定
施

設
以

外
の

特
定

施
設

（
以

下
「

混
合

型
特

定
施
設

」
と
い

う
。

）
に
入

居
し
て

い
る

要
介

護
者

に
つ

い
て

行
わ

れ
る

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

い
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う
。
以
下

同
じ

。
）

の
必

要
利

用
定

員
総

数
を
定

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

こ
の
場

合
、
多

様
な

経
営

主
体

に
よ

る
サ

ー
ビ
ス

の
提
供

体
制
を

確
保
し

、
利

用
者

の
様
々
な

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
多

様
な

サ
ー

ビ
ス
が

提
供
さ

れ
る
よ

う
な
環

境
を
構

築

す
る
観
点

か
ら

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
い
て

提
供
さ

れ
る
特

定
施
設

入
居
者

生
活

介
護
に
つ

い
て

も
、
各

市
町

村
の

要
介

護
者
等
の

実
態
を

踏
ま
え

て
需
要

を
的
確

に
把

握
し
、
地

域
の

実
情

に
即

し
た

適
切

な
サ

ー
ビ
ス

量
を
見

込
む
よ

う
に
す

る
こ
と

。
 

さ
ら
に

、
大

都
市

部
に

お
い

て
、
他

の
老
人
福

祉
圏
域

と
の
間
で

特
別
養

護
老
人

ホ

ー
ム
の
必

要
入

所
定

員
総

数
の

調
整

を
行

っ
た
場

合
は

、
そ
の

調
整
内
容

を
都
道

府
県

介
護
保
険

事
業

支
援

計
画

に
定

め
る

と
と

も
に

、
調
整

の
考
え
方

を
示
す

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

加
え
て

大
都

市
部

に
お

い
て

、
地

域
コ

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
や
地

方
公
共

団
体
間

の
つ
な

が

り
が
強
い

等
特

別
な

事
情

に
よ

り
、
他

の
都
道

府
県
内

の
要
介
護

被
保
険

者
に
係

る
特

別
養
護
老

人
ホ

ー
ム

へ
の

入
所

必
要

人
数

を
双
方

の
都
道

府
県
が

把
握
し

、
都

道
府
県

の
区
域
を

越
え

て
必

要
入

所
定

員
総

数
の

調
整
を

行
っ
た

場
合
は

、
双

方
の
都

道
府
県

介
護
保
険

事
業

支
援

計
画

に
そ

の
調

整
内

容
を
定

め
る
と

と
も
に

、
調

整
の
考

え
方
を

示
す
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
こ

の
場

合
、
入
居

者
本
人

の
意
思
の

尊
重
が

大
前
提

で
あ

り
、
重

度
の

要
介

護
状

態
と

な
っ

た
場

合
に

本
人

の
意
思

に
か
か

わ
ら
ず

家
族
や

地
域

と
切

り
離

さ
れ

て
他

の
都

道
府

県
の

施
設

に
入

所
さ

せ
ら

れ
る

と
い

っ
た

こ
と

に
は

な
ら
な
い

よ
う

、
計

画
の

実
行

に
は

十
分

な
配
慮

を
す
る

こ
と
。

 

な
お
、
介

護
専

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護

等
に
係

る
必
要

利
用
定

員
総
数
（

混
合
型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

を
定
め

た
場
合

は
、
そ

の
必
要

利
用
定

員
総

数
を
含
む

。
）
及

び
介

護
保

険
施

設
に

係
る

必
要

入
所
定

員
総
数

に
は
、
医
療

療
養
病

床
及

び
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

が
介

護
専

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

を
提
供
す

る
施

設
、
混

合
型

特
定

施
設

又
は

介
護

保
険
施

設
（
指

定
介
護

療
養
型

医
療

施
設
を
除

く
。
）
に

転
換

す
る

場
合

、
介

護
老
人
保

健
施
設
（
平

成
十
八

年
七
月

一
日

か
ら

平
成

二
十

九
年

度
末

ま
で

に
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

及
び

医
療

療
養

病
床

か
ら

転
換

し
て

介
護

保
健

施
設

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

施
設

と
し

て
許

可
を

受
け

た
も
の
に

限
る

。
）
が

介
護

保
険

施
設
（

介
護
医

療
院
に

限
る
。
）
に

転
換
す

る
場
合

に
お

け
る

当
該

転
換

に
伴

う
利

用
定

員
又

は
入

所
定

員
の

増
加

分
は

含
ま

な
い

も
の

と
す
る
。

 

ま
た
、
各

年
度

に
お

け
る

医
療

療
養

病
床

か
ら
介

護
保
険

施
設
等

へ
の
転

換
分
に

係

る
介
護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み
に

つ
い
て

は
、
都

道
府
県

介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
を

作
成

し
よ

う
と

す
る

と
き

に
お

け
る

主
に

介
護

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
が

利
用

し
て

い
る

医
療

療
養

病
床

の
数

及
び

そ
れ

ら
の

高
齢

者
の

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
関

す
る

意
向

並
び

に
医

療
療

養
病

床
を

有
す

る
医

療
機

関
の

介
護
保
険

施
設

等
へ

の
転

換
の

予
定

等
を

把
握
し

た
上
で
、
介
護

給
付
等

対
象
サ

ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

に
含

め
て

定
め
る

こ
と
。
 

う
。
以
下

同
じ
。

）
の

必
要

利
用

定
員

総
数

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

こ
の
場
合

、
多

様
な

経
営

主
体

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

を
確
保
し

、
利

用
者

の
様
々
な

ニ
ー
ズ

に
応

じ
た

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
な
環

境
を
構

築

す
る
観
点

か
ら

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

特
定

施
設

入
居
者

生
活

介
護
に
つ

い
て
も

、
各

市
町

村
の

要
介

護
者

等
の

実
態

を
踏

ま
え

て
需
要

を
的
確

に
把

握
し
、
地

域
の
実

情
に

即
し

た
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

量
を

見
込

む
よ

う
に
す

る
こ
と

。
 

さ
ら
に

、
大
都

市
部

に
お

い
て

、
他

の
老

人
福

祉
圏

域
と

の
間

で
特

別
養

護
老
人

ホ

ー
ム
の
必

要
入
所

定
員

総
数

の
調

整
を

行
っ

た
場

合
は

、
そ

の
調

整
内

容
を

都
道

府
県

介
護
保
険

事
業
支

援
計

画
に

定
め

る
と

と
も

に
、
調

整
の

考
え

方
を

示
す

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

加
え
て
大

都
市

部
に

お
い

て
、
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
や

地
方

公
共

団
体
間

の
つ
な

が

り
が
強
い

等
特
別

な
事

情
に

よ
り

、
他

の
都

道
府

県
内

の
要

介
護

被
保
険

者
に
係

る
特

別
養
護
老

人
ホ
ー

ム
へ

の
入

所
必

要
人

数
を

双
方

の
都

道
府

県
が

把
握
し

、
都

道
府
県

の
区
域
を

越
え
て

必
要

入
所

定
員

総
数

の
調

整
を

行
っ

た
場

合
は

、
双

方
の
都

道
府
県

介
護
保
険

事
業
支

援
計

画
に

そ
の

調
整

内
容

を
定

め
る

と
と

も
に

、
調

整
の
考

え
方
を

示
す
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
こ

の
場

合
、
入

居
者

本
人

の
意

思
の

尊
重
が

大
前
提

で
あ

り
、
重

度
の
要

介
護

状
態

と
な

っ
た

場
合

に
本

人
の

意
思

に
か

か
わ

ら
ず

家
族
や

地
域

と
切
り
離

さ
れ
て

他
の

都
道

府
県

の
施

設
に

入
所

さ
せ

ら
れ

る
と

い
っ

た
こ

と
に

は

な
ら
な
い

よ
う
、

計
画

の
実

行
に

は
十

分
な

配
慮

を
す

る
こ

と
。
 

な
お
、
介
護

専
用

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

等
に

係
る

必
要

利
用
定

員
総
数
（

混
合
型
特

定
施
設

の
必

要
利

用
定

員
総

数
を

定
め

た
場

合
は

、
そ

の
必
要

利
用
定

員
総

数
を
含
む

。
）
及

び
介

護
保

険
施

設
に

係
る

必
要

入
所

定
員

総
数

に
は
、
医
療

療
養
病

床
及
び
指

定
介
護

療
養

型
医

療
施

設
が

介
護

専
用

型
特

定
施

設
入

居
者
生

活
介
護

等

を
提
供
す

る
施
設

、
混

合
型

特
定

施
設

又
は

介
護

保
険

施
設
（

指
定

介
護

療
養
型

医
療

施
設
を
除

く
。
）
に

転
換

す
る

場
合

、
介

護
老

人
保

健
施

設
（

平
成
十
八

年
七
月

一
日

か
ら
平
成

二
十
九

年
度

末
ま

で
に

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
及

び
医
療

療
養
病

床

か
ら
転
換

し
て
介

護
保

健
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
施

設
と

し
て

許
可

を
受

け

た
も
の
に

限
る
。
）
が

介
護

保
険

施
設
（

介
護

医
療

院
に

限
る

。
）
に

転
換
す

る
場
合

に
お
け
る

当
該
転

換
に

伴
う

利
用

定
員

又
は

入
所

定
員

の
増

加
分

は
含
ま

な
い
も

の

と
す
る
。

 

ま
た
、
各
年
度

に
お

け
る

医
療

療
養

病
床

か
ら

介
護

保
険

施
設

等
へ

の
転

換
分
に

係

る
介
護
給

付
等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
に

つ
い

て
は

、
都

道
府
県

介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
を

作
成

し
よ

う
と

す
る

と
き

に
お

け
る

主
に

介
護

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
が

利
用

し
て

い
る

医
療

療
養

病
床

の
数

及
び

そ
れ

ら
の

高
齢

者
の

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
関

す
る

意
向

並
び

に
医

療
療

養
病

床
を

有
す

る
医

療
機

関
の

介
護
保
険

施
設
等

へ
の

転
換

の
予

定
等

を
把

握
し

た
上

で
、
介

護
給

付
等

対
象
サ

ー
ビ

ス
の
種
類

ご
と
の

量
の

見
込

み
に

含
め

て
定

め
る

こ
と

。
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市
町

村
が

行
う

被
保

険
者

の
地

域
に

お
け
る

自
立
し

た
日
常

生
活
の

支
援
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介
護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に
関

す
る
取

組
及
び

目
標
設

定
 

(
一

) 
市

町
村

が
行

う
、

被
保

険
者

の
地

域
に
お

け
る
自

立
し
た

日
常
生

活
の

支
援
、

要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪

化

の
防
止

へ
の

取
組

へ
の

支
援

に
関

す
る

取
組
及
び

目
標
設

定
 

高
齢

者
が

そ
の

有
す

る
能

力
に

応
じ

て
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き

る
よ
う
に

支
援

す
る

こ
と

や
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る
こ

と
の
予

防
、
要
介
護

状
態
等

の
軽
減

、
悪

化
の

防
止

と
い

っ
た

介
護

保
険

制
度

の
理
念

を
踏
ま

え
、
各
市
町

村
に
お

い
て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
具

体
的

な
取

組
を
進

め
る
こ
と

が
極
め

て
重
要

で
あ

る
。
こ
う

し
た

観
点

か
ら

、
平

成
二

十
九

年
の
法

改
正
に

お
い
て

は
、
市

町
村

介
護
保

険
事
業
計

画
の

基
本

的
記

載
事

項
と

し
て

、
被

保
険
者

の
地
域
に

お
け
る

自
立
し

た
日

常
生
活
の

支
援

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と
の

予
防
又

は
要
介

護
状
態

等
の
軽

減
若

し
く
は
悪

化
の

防
止

に
関

し
、
市

町
村

が
取
り
組

む
べ
き

施
策
に

関
す
る

事
項
及

び
そ

の
目
標
に

関
す

る
事

項
が

追
加

さ
れ

る
と

と
も
に

、
都

道
府
県
介

護
保
険

事
業
支

援
計

画
の
基
本

的
記

載
事

項
と

し
て

、
市

町
村

の
取

組
へ
の

支
援
に
関

す
る
都

道
府
県

の
取

組
及
び
そ

の
目

標
に

関
す

る
事

項
が

追
加

さ
れ
た

と
こ
ろ

で
あ
る

。
 

ま
た
、
介

護
給

付
を

必
要

と
す

る
受

給
者

を
適
切

に
認
定

し
、
受

給
者
が

真
に
必

要

と
す
る
過

不
足

の
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

、
事

業
者

が
適
切

に
提
供
す

る
よ
う

促
す
こ

と
で

、
適
切

な
サ

ー
ビ

ス
の

確
保

と
そ

の
結

果
と
し
て

の
費
用

の
効
率

化
を
通

じ
て
介

護
保

険
制
度
へ

の
信

頼
を

高
め

、
持

続
可

能
な

介
護
保

険
制
度

の
構
築

に
資
す

る
よ
う

、
介

護
給
付
の

適
正

化
を

進
め

る
こ

と
も

重
要

で
あ
る

。
こ

う
し
た
観

点
か
ら

、
平

成
二
十

九
年
の
法

改
正

に
お

い
て

は
、
市

町
村

介
護
保
険

事
業
計

画
の
基

本
的
記

載
事
項

と
し

て
、
介

護
給

付
の

適
正

化
に

関
し

、
市

町
村

の
取
組
及

び
そ
の
目

標
に
関

す
る
事

項
を

追
加
す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
の
基

本
的
記

載
事
項

と
し

て
、
市

町
村

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
都

道
府

県
の
取

組
及
び

そ
の
目

標
に
関

す
る

事
項
を
追

加
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。
 

市
町
村

の
取

組
へ

の
支

援
と

し
て

、
都

道
府
県

は
、
市

町
村
の
人

員
体
制

や
ノ
ウ

ハ

ウ
の
蓄
積

状
況

等
の

状
況

が
様
々

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま
え

つ
つ
、
広
域

の
地
方

公
共
団

体
と
し
て

の
特

性
を

活
か

し
た
丁

寧
な
取

組
を
行

う
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
例

え
ば

、
①

都
道

府
県

内
外

の
先
進

事
例
の

収
集
と

情
報
提

供
、
②
地

域
包
括
ケ

ア
「

見
え

る
化

」
シ

ス
テ

ム
や

令
和

二
年
度
の

法
改
正

に
よ
り

新
た
に

収
集

す
る
こ
と

と
さ

れ
た

情
報

を
含

む
デ

ー
タ

を
活
用

し
た
管

内
市
町

村
の
要

介
護
認

定

率
や
介
護

給
付

費
等

の
分

析
等

を
通

じ
た

多
角
的

な
地
域

課
題
の

把
握
の

支
援

、
③
専

門
職
等
の

関
係

団
体

、
県

単
位

で
の

自
治

組
織
や

社
会
福

祉
協
議

会
、
大
学
等

と
の
連

携
体
制
の

構
築

、
④
市

町
村

職
員

等
に

対
す
る
研

修
の
実

施
、
⑤

各
市
町

村
の

地
域
ケ

ア
会
議
等

へ
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職
等

の
安
定

的
な

派
遣
等
に

関
す
る

都

３
 
市
町

村
が
行

う
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立

し
た

日
常

生
活

の
支
援
、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

若
し

く
は

悪
化

の
防

止
及

び
介
護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
及

び
目

標
設

定
 

(
一

) 
市

町
村

が
行

う
、

被
保

険
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日

常
生

活
の
支

援
、

要
介

護
状

態
等

と
な

る
こ

と
の

予
防

又
は

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
若

し
く

は
悪

化

の
防
止
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
及

び
目

標
設

定
 

高
齢
者
が

そ
の

有
す

る
能

力
に

応
じ

て
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で
き

る
よ
う
に

支
援
す

る
こ

と
や

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
、
要
介
護

状
態
等

の
軽
減

、
悪
化

の
防

止
と

い
っ

た
介

護
保

険
制

度
の

理
念

を
踏

ま
え
、
各
市
町

村
に
お

い
て
、
地
域
の

実
情

に
応

じ
て

、
具

体
的

な
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

極
め

て
重
要

で
あ

る
。
こ
う

し
た

観
点

か
ら

、
平

成
二

十
九

年
の

法
改

正
に

お
い

て
は

、
市

町
村

介
護

保

険
事
業
計

画
の
基

本
的

記
載

事
項

と
し

て
、
被

保
険

者
の

地
域

に
お

け
る

自
立
し

た
日

常
生
活
の

支
援

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の
軽

減
若

し
く
は
悪

化
の
防

止
に

関
し

、
市

町
村

が
取
り

組
む

べ
き

施
策

に
関

す
る

事
項

及
び

そ

の
目
標
に

関
す
る

事
項

が
追

加
さ

れ
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
介

護
保
険

事
業
支

援
計

画
の
基
本

的
記
載

事
項

と
し

て
、
市

町
村

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
都

道
府
県

の
取

組
及
び
そ

の
目
標

に
関

す
る

事
項

が
追

加
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

ま
た
、
介
護

給
付

を
必

要
と

す
る

受
給

者
を

適
切

に
認

定
し

、
受

給
者
が

真
に
必

要

と
す
る
過

不
足
の

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
、
事

業
者

が
適

切
に
提

供
す

る
よ

う
促

す
こ

と
で

、
適
切

な
サ
ー

ビ
ス

の
確

保
と

そ
の

結
果

と
し

て
の

費
用

の
効

率
化

を
通

じ
て
介

護
保

険
制
度
へ

の
信
頼

を
高

め
、
持

続
可

能
な

介
護

保
険

制
度

の
構

築
に
資
す

る
よ
う

、
介

護
給
付
の

適
正
化

を
進

め
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
観

点
か
ら

、
平

成
二
十

九
年
の
法

改
正
に

お
い

て
は

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

の
基

本
的
記

載
事
項

と
し

て
、
介

護
給
付

の
適

正
化

に
関

し
、
市

町
村

の
取

組
及

び
そ

の
目

標
に
関

す
る
事

項
を

追
加
す
る

と
と
も

に
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

基
本

的
記

載
事

項
と

し

て
、
市

町
村
の

取
組

へ
の

支
援

に
関

す
る

都
道

府
県

の
取

組
及

び
そ

の
目

標
に
関

す
る

事
項
を
追

加
し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

市
町
村
の

取
組

へ
の

支
援

と
し

て
、
都

道
府

県
は

、
市

町
村

の
人

員
体
制

や
ノ
ウ

ハ

ウ
の
蓄
積

状
況
等

の
状

況
が

様
々

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
つ

つ
、
広

域
の
地
方

公
共
団

体
と
し
て

の
特
性

を
活

か
し

た
取

組
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の
た
め

、
例

え
ば

、
①

都
道

府
県

内
外

の
先

進
事

例
の

収
集

と
情

報
提

供
、
②

地

域
包
括
ケ

ア
「

見
え

る
化

」
シ

ス
テ

ム
を

活
用

し
た

管
内

市
町

村
の

要
介

護
認
定

率
や

介
護
給
付

費
等
の

分
析

等
を

通
じ

た
多

角
的

な
地

域
課

題
の

把
握

の
支
援

、
③

市
町

村

職
員
等
に

対
す
る

研
修

の
実

施
、
④

地
域

ケ
ア

会
議
へ

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門

職
等
の
派

遣
等
に

関
す

る
都

道
府

県
下
の

関
係

職
能

団
体

と
の

調
整

、
と

い
っ

た
取
組

が
考
え
ら

れ
る

。
こ

れ
ら

に
限

ら
ず

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

多
様

な
取

組
を
構

想
し

、
そ
の

取
組
内

容
と

目
標

に
つ

い
て

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
盛
り

込
む
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道
府
県
医

師
会

等
の

県
下

の
医

療
関

係
団

体
と
の

調
整

、
⑥
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン
提

供
体
制
の

計
画

的
な

整
備

と
い

っ
た

取
組

が
考
え

ら
れ
る

。
こ
れ

ら
に
限

ら
ず

、
地
域

の
実
情
に

応
じ

て
多

様
な

取
組

を
構

想
し

、
そ

の
取
組

内
容
と
目

標
に
つ

い
て
都

道
府

県
介
護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

盛
り

込
む

こ
と

。
こ
の

他
、
地
域

支
援
事

業
の
適

切
な

実
施
に
向

け
て

、
支

援
を

必
要

と
す

る
市

町
村
を

抽
出
し

、
課
題

の
設
定

や
支
援

体
制

の
検
討
等

に
つ

い
て

継
続

的
に

助
言

・
指

導
等
を

行
っ
て

い
く
こ

と
も
考

え
ら
れ

る
。
 

こ
れ
ら

目
標

に
つ

い
て

は
都

道
府

県
に

よ
る
様
々

な
取
組

の
達
成

状
況
を

評
価
で

き
る
よ
う

、
数

値
目

標
等

の
客

観
的

な
目

標
を
設

定
す
る

よ
う
に

努
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
ま

た
、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関
す

る
目
標

の
設
定

に
当
た

っ
て

は
、
国

が
示
す
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

提
供
体

制
に
関

す
る
指

標
を
現

状
把
握

や

施
策
の
検

討
の

参
考

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い
こ

と
。
 

な
お
、
こ

う
し

た
取

組
は

、
適

正
な

サ
ー

ビ
ス
の

利
用
の

阻
害
に

つ
な
が

ら
な
い

こ

と
が
大
前

提
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
が
必

要
で
あ

る
。
 

こ
と
。

 

 
 
 
  

   

 

こ
れ
ら
目

標
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

に
よ

る
様

々
な

取
組

の
達

成
状

況
を

評
価
で

き
る
よ
う

、
数

値
目

標
等

の
客

観
的

な
目

標
を

設
定

す
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

  

な
お
、
こ
う

し
た

取
組

は
、
適

正
な

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

阻
害

に
つ

な
が

ら
な
い

こ

と
が
大
前

提
で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

(
二

) 
市

町
村

が
行

う
、
介

護
給

付
の

適
正
化
へ

の
取
組

へ
の
支

援
に
関

す
る
取

組
及

び
目
標

設
定
 

市
町
村

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
目

標
の
策
定

に
当
た

っ
て
は

、
市

町
村
と

支
援

内
容
等
の

意
見

交
換

を
行

う
と

と
も

に
、
市
町

村
介
護

保
険
事
業

計
画
に

お
け
る

目
標

を
十
分
に

踏
ま

え
た

内
容

と
す

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
第

八
期

か
ら

の
調

整
交

付
金

の
算

定
に
当

た
っ
て

は
、
要

介
護
認

定
の
適

正

化
（
認
定

調
査

状
況

チ
ェ

ッ
ク

）
、
ケ

ア
プ
ラ

ン
の
点

検
、
住
宅

改
修
等

の
点
検

、
縦

覧
点
検
・
医

療
情

報
と

の
突

合
及

び
介

護
給
付
費

通
知
と

い
っ
た

い
わ
ゆ

る
主
要

五
事

業
の
取
組

状
況

を
勘

案
す

る
こ

と
と

し
た

と
こ
ろ

で
あ
る

。
 

こ
の
た

め
、
例

え
ば

、
各

年
度

に
お

い
て
、
そ
の
達

成
状
況
、
主

要
五
事

業
の
取

組

状
況
を
点

検
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
対

策
を
講

ず
る
と

と
も
に

、
都

道
府
県

が
中
心

と
な
っ
て

国
保

連
合

会
と

連
携

し
、
市

町
村
に

対
す
る

支
援
を
行

う
と
い

う
取
組

が
考

え
ら
れ
る

。
ま

た
、
縦

覧
点

検
・
医

療
情

報
と

の
突
合

に
係
る
国

保
連
合

会
へ
の

委
託

に
つ
い
て

は
、
都

道
府

県
内

の
過

誤
調

整
の
処
理

基
準
が

統
一
さ

れ
る
こ

と
で

、
よ
り

正
確
な
効

果
が

得
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
都

道
府

県
内
の

全
市
町
村

が
国
保

連
合
会

に
委

託
す
る
よ

う
働

き
か

け
る

と
い

う
取

組
が

考
え
ら

れ
る

。
こ
れ
ら

に
限
ら

ず
、
地
域
の

実
情
に
応

じ
て

多
様

な
取

組
を

構
想

し
、
そ
の

取
組
内

容
と
目
標

に
つ
い

て
都
道

府
県

介
護
保
険

事
業

支
援

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。
 

な
お
、
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
支

援
に

関
し
て

は
、
都
道
府
県

介
護

給
付
適
正

化

計
画
を
別

に
策

定
す

る
こ

と
で

も
、
差

し
支
え

な
い
。
こ
の
場
合

、
都
道

府
県

介
護
給

付
適
正
化

計
画

を
別

に
定

め
る

旨
記

載
し

、
都

道
府
県

介
護
保
険

事
業
支

援
計
画

と
整

合
の
図
ら

れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

(
二

) 
市

町
村

が
行

う
、
介

護
給

付
の

適
正

化
へ

の
取

組
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
及

び
目
標
設

定
 

市
町
村
の

取
組

へ
の

支
援

に
関

す
る

目
標

の
策

定
に

当
た

っ
て

は
、
市

町
村
と

支
援

内
容
等
の

意
見
交

換
を

行
う

と
と

も
に

、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
に

お
け
る

目
標

を
十
分
に

踏
ま
え

た
内

容
と

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

    こ
の
た
め
、
例

え
ば

、
各

年
度

に
お

い
て

、
そ

の
達

成
状

況
を

点
検

し
、
そ

の
結
果

に
基
づ
き

対
策

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
が

中
心

と
な

っ
て

国
保

連
合

会
と

連

携
し
、
市

町
村

に
対

す
る

支
援

を
行

う
と

い
う

取
組

が
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、
縦
覧
点

検
・
医

療
情
報

と
の

突
合

に
係

る
国

保
連

合
会

へ
の

委
託

に
つ

い
て
は

、
都
道

府
県
内

の
過
誤
調

整
の
処

理
基

準
が

統
一

さ
れ

る
こ

と
で

、
よ

り
正

確
な

効
果
が

得
ら
れ

る
こ

と
か
ら

、
都
道

府
県

内
の

全
市

町
村

が
国

保
連

合
会

に
委

託
す

る
よ

う
働

き
か
け

る
と

い
う
取
組

が
考
え

ら
れ

る
。
こ

れ
ら

に
限

ら
ず

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

多
様
な

取
組

を
構
想
し

、
そ

の
取

組
内

容
と

目
標

に
つ

い
て

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に

盛
り
込
む

こ
と
。

 

な
お
、
介
護

給
付

の
適

正
化

へ
の

支
援

に
関

し
て

は
、
都

道
府

県
介

護
給

付
適

正
化

計
画
を
別

に
策
定

す
る

こ
と

で
も

、
差

し
支

え
な

い
。
こ

の
場

合
、
都
道

府
県

介
護
給

付
適
正
化

計
画
を

別
に

定
め

る
旨

記
載

し
、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計
画

と
整

合
の
図
ら

れ
た
も

の
と

す
る

こ
と

。
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４
 
老
人

福
祉

圏
域

を
単

位
と

す
る

広
域

的
調
整

 
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス
（

介
護

給
付

又
は
予

防
給
付

に
係
る

居
宅
サ

ー
ビ
ス

等

の
う
ち

、
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

及
び
指
定

地
域
密

着
型
介

護
予
防

サ
ー
ビ

ス
を

除
い
た
も

の
を

い
う

。
以

下
こ

の
４

に
お

い
て
同

じ
。
）
の
量
の

見
込
み

に
つ
い

て
は

、
都
道

府
県

は
市

町
村

と
意

見
を

交
換

し
て

、
老
人
福

祉
圏
域
を

単
位
と

す
る
広

域
的

調
整
を
図

る
こ

と
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は
、
老
人
福

祉
圏
域
を

単
位
と

し
て
介

護
給

付
等
対
象

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
体

制
を

確
保
す

る
市
町

村
の
取

組
に
協

力
す
る

と

と
も
に

、
各

年
度

の
介

護
専

用
型

特
定

施
設
入
居

者
生
活

介
護
等

及
び
混

合
型
特

定
施

設
入
居
者

生
活

介
護

の
種

類
ご

と
の

必
要

利
用
定

員
総
数

並
び
に

介
護
保

険
施
設

の

種
類
ご
と

の
必

要
入

所
定

員
総

数
に

つ
い

て
は

、
介
護

専
用
型
特

定
施
設

入
居
者

生
活

介
護
等
及

び
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介
護

の
種
類

ご
と
の

利
用
定

員
並
び

に

介
護
保
険

施
設

の
種

類
ご

と
の

入
所

定
員

総
数
の

現
状

、
介
護
専

用
型
特

定
施
設

入
居

者
生
活
介

護
等

及
び

混
合

型
特

定
施

設
入

居
者
生

活
介
護

並
び
に

介
護
保

険
施
設

相

互
間
の
利

用
定

員
及

び
入

所
定

員
総

数
の

均
衡

、
在
宅

と
施
設
の

サ
ー
ビ

ス
の
量

の
均

衡
等
に
配

慮
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
二

千
四

十
年

ま
で

の
保

険
者

ご
と

の
介
護

サ
ー
ビ

ス
利
用

者
数
を

推
計
す

る

と
、
ピ

ー
ク

を
過

ぎ
減

少
に

転
じ

る
保

険
者
も
あ

る
が

、
都
市
部

を
中
心

に
二
千

四
十

年
ま
で
増

え
続

け
る

保
険

者
も

多
い

こ
と

を
踏
ま

え
、
各
老
人
福

祉
圏
域

内
の
広

域
的

調
整
を
踏

ま
え

て
、
必

要
な

施
設

整
備

量
を
勘
案

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

４
 

老
人

福
祉
圏

域
を

単
位

と
す

る
広

域
的

調
整
 

介
護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
（

介
護

給
付

又
は

予
防

給
付

に
係

る
居

宅
サ

ー
ビ
ス

等

の
う
ち

、
指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー
ビ

ス
を

除
い

た
も

の
を

い
う

。
以

下
こ

の
４

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

量
の

見
込

み
に
つ
い

て
は

、
都
道

府
県
は

市
町

村
と

意
見

を
交

換
し

て
、
老

人
福

祉
圏

域
を

単
位
と

す
る
広

域
的

調
整
を
図

る
こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
老

人
福

祉
圏

域
を

単
位
と

し
て
介

護
給

付
等
対
象

サ
ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

体
制

を
確

保
す

る
市

町
村

の
取

組
に
協

力
す
る

と

と
も
に

、
各
年

度
の

介
護

専
用

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

等
及

び
混

合
型
特

定
施

設
入
居
者

生
活
介

護
の

種
類

ご
と

の
必

要
利

用
定

員
総

数
並

び
に

介
護

保
険

施
設

の

種
類
ご
と

の
必
要

入
所

定
員

総
数

に
つ

い
て

は
、
介

護
専

用
型

特
定

施
設

入
居
者

生
活

介
護
等
及

び
混
合

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
種

類
ご

と
の

利
用
定

員
並

び
に

介
護
保
険

施
設
の

種
類

ご
と

の
入

所
定

員
総

数
の

現
状

、
介

護
専

用
型
特

定
施
設

入
居

者
生
活
介

護
等
及

び
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
並

び
に

介
護
保

険
施
設

相

互
間
の
利

用
定
員

及
び

入
所

定
員

総
数

の
均

衡
、
在

宅
と

施
設

の
サ

ー
ビ

ス
の
量

の
均

衡
等
に
配

慮
す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

５
 
市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
と

の
整

合
性
の

確
保

 
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み
に
つ

い
て
は

、
市
町

村
介
護

保
険
事

業

計
画
に
お

け
る

数
値

を
老

人
福

祉
圏

域
ご

と
に
集

計
し
て

、
こ
の

結
果
を

更
に
都

道
府

県
全
域
で

集
計

し
た

結
果

が
、
都

道
府

県
介
護
保

険
事
業

支
援
計

画
に
お

け
る
数

値
と

一
致
す
る

よ
う

、
都

道
府

県
は

、
市

町
村

と
調
整

す
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

特
に
、
市

町
村

が
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画
に

お
い
て

掲
げ
る

介
護
給

付
等
対

象

サ
ー
ビ
ス

の
見

込
量

と
、
都

道
府

県
が

医
療
計
画

に
お
い

て
掲
げ

る
在
宅

医
療
の

整
備

目
標
に
つ

い
て

整
合

的
な

も
の

と
し

、
医

療
及

び
介
護

の
提
供
体

制
を
一

体
的
に

整
備

し
て
い
く

た
め

の
協

議
の

場
を

設
け

る
等

、
市

町
村
介

護
保
険
事

業
計
画

と
の
調

和
が

保
た
れ
た

も
の

と
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

５
 

市
町

村
介
護

保
険

事
業

計
画

と
の

整
合

性
の

確
保
 

介
護
給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

見
込

み
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

介
護

保
険
事

業

計
画
に
お

け
る
数

値
を

老
人

福
祉

圏
域

ご
と

に
集

計
し

て
、
こ

の
結

果
を

更
に
都

道
府

県
全
域
で

集
計
し

た
結

果
が

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
け

る
数

値
と

一
致
す
る

よ
う
、

都
道

府
県

は
、

市
町

村
と

調
整

す
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。

 

特
に
、
市
町
村

が
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

掲
げ

る
介

護
給

付
等
対

象

サ
ー
ビ
ス

の
見
込

量
と

、
都

道
府

県
が

医
療

計
画

に
お

い
て

掲
げ

る
在
宅

医
療
の

整
備

目
標
に
つ

い
て
整

合
的

な
も

の
と

し
、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

を
一

体
的
に

整
備

し
て
い
く

た
め
の

協
議

の
場

を
設

け
る

等
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

と
の
調

和
が

保
た
れ
た

も
の
と

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

三
 
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

任
意

記
載
事

項
 

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
定

め
る

よ
う

努
め
る
事

項
は

、
一
（

６
及

び
７

を
除

く
。
）
に

掲
げ
る

事
項
の

ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
事

項
と
す
る

。
 

１
 
地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
の
支

援
に
関

す
る
事

項
 

地
域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

実
現

の
た

め
、
今

後
、
市

町
村
が
重

点
的
に

取
り
組

む

こ
と
が
必

要
な

①
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の
推
進

、
②

認
知
症
施

策
の
推

進
、
③
生
活

支
援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推
進

、
④

介
護
予
防

の
推
進

及
び
⑤

高
齢

三
 
都
道

府
県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

任
意

記
載

事
項
 

 
 
  

 
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い

て
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

定
め

る
よ

う

努
め
る
事

項
は
、
一
（

６
及

び
７

を
除

く
。
）
に

掲
げ

る
事

項
の

ほ
か
、
次

に
掲
げ

る
事

項
と
す
る

。
 

 
 
１
 
地

域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
の

支
援

に
関

す
る

事
項
 

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
実

現
の

た
め

、
今

後
、
市

町
村

が
重

点
的
に

取
り
組

む

こ
と
が
必

要
な

①
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

、
②

認
知

症
施

策
の

推
進

、
③
生

活

支
援
・
介
護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推

進
、
④

介
護

予
防

の
推

進
及

び
⑤

高
齢

108



 
-
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2
 
-

者
の
居
住

安
定

に
係

る
施

策
と

の
連

携
に

つ
い
て

、
市

町
村
へ
の

後
方
支

援
と
し

て
取

り
組
む
事

項
を

計
画

に
位

置
付

け
、
そ

の
事
業

内
容
等

に
つ
い
て

定
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

そ
の
際

、
専

門
職

の
派

遣
や

好
事

例
の

情
報
提
供

等
市
町

村
が
行

う
高
齢

者
の
自

立

支
援
に
資

す
る

包
括

的
か

つ
継

続
的

な
支

援
の
た

め
の
地

域
ケ
ア

会
議
の

推
進

、
総
合

事
業
を
実

施
す

る
事

業
者

の
う

ち
都

道
府

県
が
指

定
権
限

を
持
つ

介
護
保

険
サ
ー

ビ

ス
事
業
者

に
対

す
る

指
導

監
督

の
実

施
や

各
種
研

修
等
総

合
事
業

の
推
進

に
関
す

る

支
援
策
も

併
せ

て
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
地

域
の

創
意

工
夫

を
生

か
せ

る
柔

軟
な
仕

組
み
を

目
指
す

こ
と
が

必
要
で

あ

り
、
今
後

、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

の
整
備

を
、
住
宅
や
居

住
に
係

る
施
策

と
の

連
携
も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
の

将
来

の
姿

を
踏
ま

え
た
「
ま
ち
づ

く
り
」
の
一

環
と
し

て
行
っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

者
の
居
住

安
定
に

係
る

施
策

と
の

連
携

に
つ

い
て

、
市

町
村

へ
の

後
方
支

援
と
し

て
取

り
組
む
事

項
を
計

画
に

位
置

付
け

、
そ

の
事

業
内

容
等

に
つ

い
て

定
め
る

こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

 

そ
の
際

、
専

門
職

の
派

遣
や

好
事

例
の

情
報

提
供

等
市

町
村

が
行

う
高
齢

者
の
自

立

支
援
に
資

す
る
包

括
的

か
つ

継
続

的
な

支
援

の
た

め
の

地
域

ケ
ア

会
議
の

推
進

、
総
合

事
業
を
実

施
す
る

事
業

者
の

う
ち

都
道

府
県

が
指

定
権

限
を

持
つ

介
護
保

険
サ
ー

ビ

ス
事
業
者

に
対
す

る
指

導
監

督
の

実
施

や
各

種
研

修
等

総
合

事
業

の
推
進

に
関
す

る

支
援
策
も

併
せ
て

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
地
域
の

創
意

工
夫

を
生

か
せ

る
柔

軟
な

仕
組

み
を

目
指

す
こ

と
が

必
要
で

あ

り
、
今
後

、
医

療
及

び
介

護
の

提
供

体
制

の
整

備
を

、
住

宅
や

居
住

に
係

る
施
策

と
の

連
携

も
踏

ま
え

つ
つ

、
地

域
の

将
来

の
姿

を
踏

ま
え

た
「

ま
ち

づ
く

り
」
の
一

環
と
し

て
行
っ
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
一

) 
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

の
推

進
 

在
宅
医

療
の

提
供

体
制

の
充

実
に

係
る

都
道
府
県

と
市
町

村
の
連

携
と
役

割
分
担

に
つ
い
て

、
医

療
計

画
を

推
進

し
て

い
く

中
で
改

め
て
明

確
に
し

た
上
で

、
在

宅
医
療

提
供
体
制

の
基

盤
整

備
を

推
進

す
る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

在
宅
医

療
・
介

護
連

携
を

推
進
し

、
切

れ
目
の
な

い
在
宅

医
療
・
介
護
の

提
供
体

制

整
備
を
支

援
す

る
た

め
、
医

療
部

局
と

も
連

携
し

な
が
ら

、
在
宅

医
療
を

は
じ
め

と
し

た
広
域
的

な
医

療
資

源
に

関
す

る
情

報
提

供
、
医
療
と

介
護
の
連

携
に
関

す
る
実

態
把

握
及
び
分

析
、
在

宅
医

療
・
介

護
の

関
係

者
か
ら

な
る
会

議
の
設

置
、
都

道
府

県
と
し

て
実
施
す

る
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進
の
た

め
の
情

報
発
信

、
好

事
例
の

横
展
開

及
び
人
材

育
成

等
の

研
修

会
の

開
催
、
市

町
村

で
事
業

を
総
合
的

に
進
め

る
人
材

の
育

成
、
都

道
府

県
医

師
会

等
の
医

療
・
介

護
関

係
団
体

そ
の
他

の
関

係
機
関

と
の
連

携
及

び
調
整
や

市
町

村
が

地
域

の
関

係
団

体
と

連
携
体

制
を
構

築
す
る

た
め
の

支
援

、
入
退

院
時
に
お

け
る

医
療

機
関

職
員

と
介

護
支

援
専
門

員
の
連

携
等
広

域
的
な

医
療
機

関

と
地
域
の

介
護

関
係

者
と

の
連

携
及

び
調

整
、
小
規
模

市
町
村
が

複
数
の

市
町
村

で
共

同
事
業
を

行
う

際
の

支
援

、
保

健
所

の
活

用
を
含

め
た
市

町
村
へ

の
広
域

連
携
が

必
要

な
事
項
に

関
す

る
支

援
や

、
各

市
町

村
へ

の
デ
ー

タ
の
活

用
・
分

析
を
含

め
た

具
体
的

な
支
援
策

を
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
一

) 
在

宅
医
療

・
介

護
連

携
の

推
進
 

在
宅
医
療

の
提

供
体

制
の

充
実

に
係

る
都

道
府

県
と

市
町

村
の

連
携

と
役

割
分
担

に
つ
い
て

、
医

療
計

画
を

推
進

し
て

い
く

中
で

改
め

て
明

確
に

し
た
上
で

、
在

宅
医
療

提
供
体
制

の
基
盤

整
備

を
推

進
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

在
宅
医
療
・
介

護
連

携
を

推
進

す
る

た
め

に
、
在

宅
医

療
を

は
じ

め
と

し
た

広
域

的

な
医
療
資

源
に
関

す
る

情
報

提
供

、
医

療
と

介
護

の
連

携
に

関
す

る
実
態

把
握
及

び
分

析
、
在
宅

医
療
・
介

護
の

関
係

者
か

ら
な

る
会

議
の

設
置

、
都

道
府
県
と

し
て
実

施
す

る
在
宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

の
た

め
の

人
材

育
成

等
の

研
修

会
の

開
催

、
医

療
・

介
護
関
係

団
体
と

の
連

携
及

び
調

整
、
切

れ
目

の
な

い
在

宅
医

療
・
介

護
の

提
供

体
制

整
備
へ
の

支
援

、
入

退
院

時
に

お
け

る
医

療
機

関
職

員
と

介
護

支
援

専
門

員
の

連
携

等

広
域
的
な

医
療
機

関
と

地
域

の
介

護
関

係
者

と
の

連
携

及
び

調
整

、
小

規
模
市

町
村
が

複
数
の
市

町
村
で

共
同

事
業

を
行

う
際

の
支

援
等

、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る

都
道
府
県

医
師
会

等
と

の
連

携
や

保
健

所
の

活
用

を
含

め
た

市
町

村
へ
の

具
体
的

な

支
援
策
を

定
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

        

(
二

) 
認

知
症
施

策
の

推
進

 

都
道
府
県

は
、
新

オ
レ

ン
ジ

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
、
認

知
症

の
容

態
の

変
化

に
応
じ

て

、
適
時
・
適
切

に
切

れ
目

な
く

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

及
び

福
祉

サ
ー

ビ
ス

が
提
供

さ
れ

る
循
環
型

の
仕
組

み
が

構
築

さ
れ

る
よ

う
、
医

療
や

介
護

に
携

わ
る

者
の

認
知
症

対
応

力
の
向
上

の
た
め

の
取

組
や

、
こ

れ
ら

の
者

に
対

し
て

指
導

助
言

等
を
行

う
者
の

育
成

の
た
め
の

取
組
を

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

こ
の
た
め

、
以

下
の

取
組

に
つ

い
て

、
認

知
症

施
策

に
関

す
る

各
年

度
に

お
け
る

具

体
的
な
計

画
（

事
業

内
容

、
実

施
（

配
置

）
予

定
数

、
受

講
予

定
人
数
等

）
を
定

め
る
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こ
と
が
重

要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
第
二
の

三
の

１
の

(
二

)に
掲

げ
る

市
町

村
の

取
組

も
含

め
た

都
道

府
県

全
体

の
計
画
を

示
し

、
必

要
に

応
じ

て
、
市

町
村

へ
の

支
援

策
を

定
め

る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。

 

な
お
、
早
期

診
断

を
行

う
医

療
機

関
の

整
備

に
つ

い
て

は
、
精

神
疾

患
の

医
療
体

制

の
構
築
に

係
る
指

針
に

留
意

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

イ
 
早
期

診
断
・
早

期
対

応
を

行
う

認
知

症
疾

患
医

療
セ

ン
タ

ー
等

の
医

療
機
関

や

連
携
体
制

の
整

備
 

ロ
 
か
か

り
つ

け
医

に
対

す
る

認
知

症
対

応
力

向
上

の
た

め
の

研
修

の
実

施
及
び

認
知
症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
と

活
用
 

ハ
 
病
院

従
事

者
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

又
は

看
護

職
員

に
対

す
る

認
知

症
対
応

力

向
上
の
た

め
の

研
修

の
実

施
 

ニ
 
認
知

症
ケ

ア
に

携
わ

る
介

護
人

材
の

育
成
（

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修
、
認

知

症
介
護
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
、
認

知
症

介
護

指
導

者
研

修
及

び
認

知
症

介
護
基
礎

研
修
）

 

ホ
 
若
年

性
認

知
症

施
策

の
実

施
（

相
談

支
援

、
関

係
者

の
連

携
の

た
め

の
体
制

整

備
、
居
場

所
づ

く
り

、
就

労
・

社
会

参
加

支
援

等
様

々
な

分
野

に
わ

た
る

支
援

）
 

ヘ
 
成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

法
や

基
本

計
画

に
基

づ
く

権
利

擁
護

の
取

組
の
推

進
、
市
民

後
見

人
の

育
成

・
活

用
、

支
援

組
織

の
体

制
整

備
 

ト
 
広
域

の
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
 

チ
 
認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
と

活
用

そ
の

他
都

道
府

県
が

行
う

認
知

症
の
人

と
そ
の
家

族
へ

の
支

援
に

関
す

る
取

組
 

(
二

) 
 高

齢
者

の
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的
実

施
 

後
期
高

齢
者
医

療
広

域
連

合
と

市
町

村
に

お
け
る

高
齢
者

の
保
健

事
業
と

介
護
予

防
の
一
体

的
な

実
施

の
取

組
が

着
実

に
進

む
よ
う

、
市

町
村
と
後

期
高
齢

者
医
療

広
域

連
合
が
一

体
的

実
施

に
取

り
組

む
際

に
、
そ
の

調
整
や

他
の
関
係

団
体
と

の
連
携

体
制

の
構
築
な

ど
連

携
に

当
た

っ
て

の
支

援
を

行
う
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

（
新
設
）

 

(
三

) 
生

活
支

援
・

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
基

盤
整
備
の

推
進
 

第
二
の

三
の

１
の

(三
)に

掲
げ

る
生

活
支

援
・
介
護
予

防
サ
ー
ビ

ス
の
充

実
の
た

め

取
組
を
進

め
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
の

充
実
に

関
す
る

こ
と
等

、
地

域
に
お

け
る
日

常
生
活
支

援
の

充
実

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
支
援

策
を
定

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

具
体
的

に
は

、
市

町
村

と
連

携
し

地
域

の
日
常
生

活
支
援

体
制
の

基
盤
整

備
を
推

進

す
る
生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

地
域

支
え
合
い

推
進
員
）
や
就

労
的
活

動
支
援

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

就
労

的
活

動
支

援
員
）
の

養
成

、
市
町
村
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
民

間
事

業
者

等
を

対
象

と
し

た
普
及
啓

発
の
た

め
の
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム
や

研
修

会
の
開
催

、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ
ス
を

担
う
者

の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
化

、
好
事

例
の
発
信

等
、
広

域
的

な
視

点
か

ら
市

町
村
の
取

組
を
支

援
す
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

(
三

) 
生

活
支
援

・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

整
備

の
推

進
 

第
二
の
三

の
１

の
(三

)に
掲

げ
る

生
活

支
援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

の
た

め

取
組
を
進

め
る
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

機
能

の
充

実
に

関
す

る
こ

と
等

、
地

域
に
お

け
る
日

常
生

活
支

援
の

充
実

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
支

援
策

を
定

め
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

具
体
的
に

は
、
市

町
村

と
連

携
し

地
域

の
日

常
生

活
支

援
体

制
の

基
盤
整

備
を
推

進

す
る
生
活

支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
の

養
成

、
市

町
村

・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
・
民
間

事
業

者
等

を
対

象
と

し
た

普
及

啓
発
の

た
め
の

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

や
研
修

会
の

開
催

、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
を
担
う

者
の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
化

、
好

事
例

の
発

信
等

、
広

域
的

な
視

点
か

ら
市

町
村

の
取

組
を

支
援
す

る
こ

と
が
重
要

で
あ
る

。
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。
特
に

、
介

護
人

材
確

保
の

た
め

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ポ
イ

ン
ト
の

活
用
、
地
域

の
支
え

合
い
・
助

け
合

い
活

動
の

た
め

の
事

務
手

続
き
支

援
事
業

等
の
活

用
に
よ

り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活

動
及

び
就

労
的

活
動

に
よ

る
高

齢
者
の

社
会
参

加
の
促

進
な
ど

の
地
域

の

実
態
や
状

況
に

応
じ

た
市

町
村

の
様

々
な

取
組
の

支
援
を

行
う
こ

と
も
重

要
で
あ

る
。
 

な
お
、
総

合
事

業
の

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
が

、
市
町
村

の
圏
域

を
ま

た
が
っ

て
サ
ー

ビ

ス
提
供
を

行
う

場
合

が
あ

る
こ

と
に

鑑
み

、
都

道
府
県

は
、
管
内

市
町
村

の
状
況

を
把

握
の
上
、

適
宜

、
必

要
な

広
域

的
調

整
に

関
す
る

助
言
を

行
う
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

   

 

な
お
、
総
合

事
業

の
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

が
、
市

町
村

の
圏

域
を

ま
た

が
っ

て
サ
ー

ビ

ス
提
供
を

行
う
場

合
が

あ
る

こ
と

に
鑑
み

、
都

道
府

県
は

、
管

内
市

町
村

の
状

況
を

把

握
の
上
、

適
宜
、

必
要

な
広

域
的

調
整

に
関

す
る

助
言

を
行

う
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

(
四

) 
地

域
ケ

ア
会

議
の

推
進
 

第
二
の

三
の

１
の

(四
)に

掲
げ

る
地

域
ケ

ア
会
議

の
推
進

に
つ
い

て
、
市
町
村

へ
の

支
援
策
を

定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
具

体
的
に
は

、
地
域
ケ

ア
会
議

の
適
切

な
運

営
に
か
か

る
市

町
村

職
員

の
研

修
の

実
施

、
関

係
す
る

職
能
団
体

と
の
調

整
、
構
成
員

と
な
る
専

門
職

に
対

す
る

地
域

ケ
ア

会
議

の
趣
旨

等
に
関

す
る
説

明
会
の

実
施

、
好
事

例
の
発
信

等
、

市
町

村
の

取
組

を
推

進
す

る
こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
 

(
四

) 
地

域
ケ
ア

会
議

の
推

進
 

第
二
の
三

の
１

の
(四

)に
掲

げ
る

地
域

ケ
ア

会
議

の
推

進
に

つ
い

て
、
市

町
村

へ
の

支
援
策
を

定
め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
具

体
的

に
は

、
地

域
ケ

ア
会
議

の
適
切

な
運

営
に
か
か

る
市
町

村
職

員
の

研
修

の
実

施
、
関

係
す

る
職

能
団

体
と
の
調

整
、
構
成
員

と
な
る
専

門
職
に

対
す

る
地

域
ケ

ア
会

議
の

趣
旨

等
に

関
す

る
説

明
会
の

実
施

、
好
事

例
の
発
信

等
、
市

町
村

の
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

(
五

) 
介

護
予

防
の

推
進
 

介
護
予

防
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
都

道
府
県

の
介
護

保
険
部
門

と
衛
生

部
門
が

連

携
し
な
が

ら
、
広

域
的

な
立

場
か

ら
、
市

町
村

の
介
護

予
防
の
取

組
の
評

価
、
例
え
ば

都
道
府
県

医
師

会
等

と
の

連
携

を
通

じ
た

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

専
門
職

等
の
広

域

調
整
、
関

係
機

関
間

の
調

整
、
管

内
市

町
村
の
取

組
に
係

る
情
報

収
集
・
提

供
、
介
護

予
防
の
取

組
や

保
健

事
業

に
従

事
す

る
者

の
人
材

育
成
等

の
市
町

村
へ
の

支
援
策

を

定
め
る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
五

) 
介

護
予
防

の
推

進
 

介
護
予
防

の
推

進
に

当
た

っ
て

は
、
都

道
府

県
の

介
護

保
険

部
門

と
衛
生

部
門
が

連

携
し
な
が

ら
、
広

域
的

な
立

場
か

ら
、
市

町
村

の
介

護
予

防
の

取
組
の
評

価
、
例
え
ば

都
道
府
県

医
師
会

等
と

の
連

携
を

通
じ

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門
職

等
の
広

域

調
整
、
関
係

機
関

間
の

調
整

、
管

内
市

町
村

の
取

組
に

係
る

情
報

収
集
・
提

供
、
介
護

予
防
の
取

組
や
保

健
事

業
に

従
事

す
る

者
の

人
材

育
成

等
の

市
町

村
へ
の

支
援
策

を

定
め
る
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
 

(
六

) 
高

齢
者

の
居

住
安

定
に

係
る

施
策

と
の

連
携
 

住
ま
い

は
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

基
礎
と
な

る
も
の

で
あ
る

た
め

、
地
域

に
お

い
て
そ
れ

ぞ
れ

の
生

活
の

ニ
ー

ズ
に

あ
っ

た
住
ま

い
が
提

供
さ
れ

、
か

つ
、
そ

の
中
で

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

な
が

ら
個

人
の

尊
厳

が
確

保
さ

れ
た

生
活

が
実

現
さ

れ
る
こ
と

が
、

保
健

、
医

療
、

介
護

等
の

サ
ー
ビ

ス
が
提

供
さ
れ

る
前
提

と
な
る

。
 

こ
の
た

め
、
持

家
や

賃
貸

住
宅

の
住

宅
改

修
支
援

に
加
え
、
生
活

指
導
・
相

談
、
安

否
の
確
認

、
一

時
的

な
家

事
援

助
、
緊

急
時
対

応
等
の

サ
ー
ビ
ス

を
提
供

す
る
シ

ル
バ

ー
ハ
ウ
ジ

ン
グ
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

加
齢

対
応
構

造
等
を

備
え
た

公
営
住

宅
、
住
宅
確

保
要
配
慮

者
円

滑
入

居
賃

貸
住

宅
、
そ

の
他

の
高
齢
者

に
対
す
る

賃
貸
住

宅
及
び

老
人

ホ
ー
ム
に

関
す

る
供

給
目

標
等

に
つ

い
て

、
必

要
に
応

じ
て
市
町

村
と
連

携
を
図

り
定

め
る
こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
今

後
、
生

活
困

窮
者

や
社

会
的

に
孤
立
す

る
高
齢

者
等
多

様
な
生

活
課
題

を

抱
え
る
高

齢
者

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
か
ら

、
養

護
老
人
ホ

ー
ム
や

軽
費
老

人
ホ

ー
ム
に
つ

い
て

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
サ

ー
ビ
ス

量
の
見
込

み
を
定

め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
居

住
支

援
協

議
会

等
の

場
も

活
用
し
な

が
ら

、
市
町
村

に
よ
る

生
活
に

困

難
を

抱
え

た
高

齢
者

等
に

対
す

る
住

ま
い

の
確

保
と

生
活

の
一

体
的

な
支

援
の

取
組

(
六

) 
高

齢
者
の

居
住

安
定

に
係

る
施

策
と

の
連

携
 

住
ま
い
は

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
基

礎
と

な
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
地
域

に
お

い
て
そ
れ

ぞ
れ
の

生
活

の
ニ

ー
ズ

に
あ

っ
た

住
ま

い
が

提
供

さ
れ

、
か

つ
、
そ

の
中
で

生
活
支
援

サ
ー
ビ

ス
を

利
用

し
な

が
ら

個
人

の
尊

厳
が

確
保

さ
れ

た
生
活

が
実
現

さ

れ
る
こ
と

が
、
保

健
、

医
療

、
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
前
提

と
な
る

。
 

こ
の
た
め
、
持

家
や

賃
貸

住
宅

の
住

宅
改

修
支

援
に

加
え

、
生

活
指
導
・
相

談
、
安

否
の
確
認

、
一

時
的

な
家

事
援

助
、
緊

急
時

対
応

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
提
供

す
る
シ

ル
バ

ー
ハ
ウ
ジ

ン
グ
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

加
齢

対
応

構
造

等
を

備
え

た
公

営
住

宅
そ
の

他
の

高
齢
者
に

対
す
る

賃
貸

住
宅

及
び

老
人

ホ
ー

ム
に

関
す

る
供

給
目

標
等
に

つ
い
て

、
必

要
に
応
じ

て
市
町

村
と

連
携

を
図

り
定

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 ま
た
、
今
後

、
生

活
困

窮
者

や
社

会
的

に
孤

立
す

る
高

齢
者

等
多

様
な
生

活
課
題

を

抱
え
る
高

齢
者
の

増
加

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
養

護
老

人
ホ

ー
ム
や

軽
費
老

人
ホ

ー
ム
に
つ

い
て

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
サ

ー
ビ

ス
量

の
見

込
み

を
定

め
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

さ
ら
に

、
居
住

支
援

協
議

会
等

の
場
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
適

切
な

入
居

支
援

と
入
居
後

の
生
活

支
援

の
体

制
を

整
備

し
つ

つ
、
低

廉
な

家
賃

の
住

ま
い

を
活

用
し

た
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み
に
対
す

る
支

援
を

行
う

こ
と

や
、
低

廉
な

家
賃
の
住

ま
い
を
活

用
し
た

高
齢
者

の
居

住
の
確
保

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

高
齢
者
の

居
住
の

確
保

を
図

る
こ

と
も
重

要
で

あ
る

。
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介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改

善
を
図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
 

(
一

)
 

介
護

保
険

施
設

そ
の

他
の

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

今
後
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

基
盤

の
整

備
を

進
め
る
に

当
た
っ

て
は
、
住
民

に
と
っ

て
最

も
身
近
な

市
町

村
が

主
体

と
な

っ
て

、
在

宅
と

施
設
の

サ
ー
ビ
ス

の
量
の

均
衡
を

考
慮

し
つ
つ

、
日

常
生

活
圏

域
に

お
い

て
必

要
と
な
る

介
護
サ

ー
ビ
ス

基
盤
全

体
の
整

備
に

関
す
る
目

標
を

立
て

、
計

画
的

に
整

備
し

て
い
く

こ
と
と

な
る
。

 

し
た
が

っ
て
、
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
そ
の

目
標
達

成
の
た
め

の
支
援

及
び
情

報

提
供

並
び

に
市

町
村

が
主

体
と

な
っ

て
整

備
す

べ
き

施
設

等
以

外
の

広
域

的
な

施
設

等
の
整
備

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

た
だ
し

、
市

町
村

に
よ

る
施

設
等

の
整

備
で
あ
っ

て
も

、
特
別
養

護
老
人

ホ
ー
ム

の

設
置
の
認

可
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

、
当

該
申

請
に
係

る
特
別
養

護
老
人

ホ
ー
ム

の
所

在
地
を
含

む
老

人
福

祉
圏

域
の

入
所

定
員

総
数
が

、
当

該
老
人
福

祉
圏
域

の
必
要

入
所

定
員
総
数

に
既

に
達

し
て

い
る

と
き

等
は

、
当

該
認
可

を
し
な
い

こ
と
が

で
き
る

も
の

と
さ
れ
て

い
る

こ
と

等
に

鑑
み

、
都

道
府

県
の

方
針
と

市
町
村
に

お
け
る

そ
れ
ぞ

れ
の

目
標
に
つ

い
て

、
事

前
に

十
分

な
連

携
を

図
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
広

域
的

な
施

設
等

の
整

備
に

つ
い

て
は

、
広
域

的
な
利
用

に
資
す

る
も
の

で

あ
る
一
方

、
施

設
が

設
置

さ
れ

る
市

町
村

の
住
民

に
よ
る

施
設
利

用
及
び

費
用
負

担
の

増
大
に
も

つ
な

が
り

得
る

こ
と

に
鑑

み
、
法

の
規
定
に

基
づ
き
、
当
該

市
町
村

の
長
に

対
し
、
相

当
の

期
間

を
指

定
し

て
、
市

町
村
介

護
保
険

事
業
計
画

と
の
調

整
を
図

る
見

地
か
ら
の

意
見

聴
取

を
行

い
、
各

市
町

村
に
お
け

る
整
備

目
標
と

そ
の
需

要
を
十

分
に

踏
ま
え
た

も
の

と
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

(
二

) 
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
に

係
る

計
画

に
関
す
る

事
項
 

老
人
福

祉
圏

域
ご

と
に

、
参

酌
標

準
を

参
考
と
し

て
、
各
年
度
の

地
域
密

着
型
介

護

老
人

福
祉

施
設

及
び

介
護

保
険

施
設

の
改

修
を

含
め

た
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
に

係
る
計
画

を
定

め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る
。
 

(
三

) 
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
の

推
進

の
た

め
の
方
策

に
関
す

る
事
項

 

老
人
福

祉
圏

域
ご

と
に

各
年

度
の

地
域

密
着
型
介

護
老
人

福
祉
施

設
及
び

介
護
保

険
施
設
の

ユ
ニ

ッ
ト

型
施

設
の

整
備

の
推

進
の
た

め
の
方

策
を
定

め
る
よ

う
努
め

る

も
の
と
す

る
。
 

な
お
、
大

規
模

改
修

、
改

築
等

に
合

わ
せ

た
ユ
ニ

ッ
ト
型

施
設
へ

の
改
修

の
推
進

に

つ
い
て
も

考
慮

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

２
 

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改

善
を
図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
 

 
(
一

)
 

介
護

保
険

施
設

そ
の

他
の

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

の
施

設
の
整
備

に
関

す
る

事
項
 

今
後
の
介

護
サ

ー
ビ

ス
基

盤
の

整
備

を
進

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
住

民
に
と
っ

て
最

も
身
近
な

市
町
村

が
主

体
と

な
っ

て
、
在

宅
と

施
設

の
サ

ー
ビ

ス
の

量
の

均
衡
を

考
慮

し
つ
つ

、
日
常

生
活

圏
域

に
お

い
て

必
要

と
な

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
基

盤
全

体
の
整

備
に

関
す
る
目

標
を
立

て
、

計
画

的
に

整
備

し
て

い
く

こ
と

と
な

る
。
 

し
た
が
っ

て
、
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
そ

の
目

標
達

成
の

た
め

の
支
援

及
び
情

報

提
供

並
び

に
市

町
村

が
主

体
と

な
っ

て
整

備
す

べ
き

施
設

等
以

外
の

広
域

的
な

施
設

等
の
整
備

を
行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

た
だ
し

、
市
町

村
に

よ
る

施
設

等
の

整
備

で
あ

っ
て

も
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の

設
置
の
認

可
の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
、
当

該
申

請
に

係
る

特
別

養
護

老
人

ホ
ー
ム

の
所

在
地
を
含

む
老
人

福
祉

圏
域

の
入

所
定

員
総

数
が

、
当

該
老

人
福

祉
圏
域

の
必
要

入
所

定
員
総
数

に
既
に

達
し

て
い

る
と

き
等

は
、
当

該
認

可
を

し
な

い
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
さ
れ
て

い
る
こ

と
等

に
鑑

み
、
都

道
府

県
の

方
針

と
市

町
村

に
お

け
る

そ
れ
ぞ

れ
の

目
標
に
つ

い
て
、

事
前

に
十

分
な

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
広
域

的
な

施
設

等
の

整
備

に
つ

い
て

は
、
広

域
的

な
利

用
に

資
す

る
も
の

で

あ
る
一
方

、
施

設
が

設
置

さ
れ

る
市

町
村

の
住

民
に

よ
る

施
設

利
用

及
び

費
用
負

担
の

増
大
に
も

つ
な
が

り
得

る
こ

と
に

鑑
み

、
法

の
規

定
に

基
づ

き
、
当

該
市

町
村

の
長

に

対
し
、
相
当
の

期
間

を
指

定
し

て
、
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

と
の
調

整
を
図

る
見

地
か
ら
の

意
見
聴

取
を

行
い

、
各

市
町

村
に

お
け

る
整

備
目

標
と

そ
の
需

要
を
十

分
に

踏
ま
え
た

も
の
と

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
(
二

)
 

ユ
ニ

ッ
ト
型

施
設

の
整

備
に

係
る

計
画

に
関

す
る

事
項
 

老
人
福
祉

圏
域

ご
と

に
、
参

酌
標

準
を

参
考

と
し

て
、
各

年
度

の
地

域
密

着
型
介

護

老
人

福
祉

施
設

及
び

介
護

保
険

施
設

の
改

修
を

含
め

た
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

の
整

備
に

係
る
計
画

を
定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 
(
三
)
 
ユ
ニ

ッ
ト

型
施

設
の

整
備

の
推

進
の

た
め

の
方

策
に

関
す

る
事

項
 

老
人

福
祉

圏
域

ご
と

に
各

年
度

の
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

及
び

介
護

保

険
施

設
の

ユ
ニ

ッ
ト

型
施

設
の

整
備

の
推

進
の

た
め

の
方

策
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の
と
す

る
。
 

な
お
、
大
規

模
改

修
、
改

築
等

に
合

わ
せ

た
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設

へ
の

改
修

の
推
進

に

つ
い
て
も

考
慮
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

３
 

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

並
び

に
そ

の

業
務
の
効

率
化

及
び

質
の

向
上
に

資
す

る
事

業
に

関
す
る

事
項

  
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

の
推

進
の
た
め

に
は

、
サ
ー
ビ

ス
ご
と

、
職

種
ご

と
の
人
手

不
足

等
の

状
況

も
踏

ま
え

、
介

護
職

に
限
ら

ず
介
護
分

野
で
働

く
人
材

の
確

３
 

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
支

え
る

人
材

の
確

保
及

び
資

質
の

向
上

に
資

す
る

事

業
に
関
す

る
事

項
 

地
域
包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
の

推
進

の
た

め
に

は
、
介

護
人

材
、
在
宅
医

療
を

担
う
医
師

や
看
護

師
等

の
医

療
職

、
介

護
支

援
専

門
員

、
生

活
支

援
サ
ー

ビ
ス

の
担

い
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保
・
育

成
を

行
い

、
介

護
現

場
全

体
の

人
手
不
足

対
策
を

進
め
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

た
め
、
介

護
人

材
、
在

宅
医

療
を

担
う

医
師

や
看

護
師
等

の
医
療

職
、
介

護
支

援
専
門

員
、
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

担
い

手
又

は
生
活
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
（
地

域
支
え

合
い
推
進

員
）
等

の
多

様
な

人
材

の
確

保
を
支
援

す
る
方

策
を
定

め
る
よ

う
努
め

る
も

の
と
す
る

。
特

に
、
介

護
人

材
が

不
足

す
る
中
で

必
要
な

人
材
を

確
保
し

て
い
く

た
め

に
は
、
限

ら
れ

た
人

材
の

有
効

活
用

に
加

え
て

、
地
域

医
療
介
護

総
合
確

保
基
金

に
よ

る
入
門
的

研
修

、
元

気
高

齢
者
等

参
入

促
進

セ
ミ

ナ
ー
事

業
（
介

護
助
手

の
取
組

）
、

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

ポ
イ

ン
ト

、
地

域
の

支
え

合
い
・
助
け

合
い

の
た

め
の
事

務
手
続

等
支

援
事
業
の

活
用

等
に

よ
り

、
人

材
の

裾
野

を
広
げ

る
こ
と

も
重
要

で
あ
る

。
  

そ
の
た

め
、
介

護
人

材
の

量
的

な
確

保
に

つ
い
て

は
、
一
の
５
の

(一
)に

お
い
て

推

計
さ
れ
た

介
護

人
材

の
需

給
の

状
況

を
踏

ま
え

、
処
遇

改
善
、
若

年
層
・
中
高

年
齢
層

・
子
育

て
を

終
え
た

層
・
高

齢
者

層
な

ど
の
各
層

や
他
業

種
か
ら

の
新
規

参
入
の

促
進

、
離
職

し
た

介
護

福
祉

士
等

の
届

出
制

度
も

活
用

し
た
潜

在
的
人

材
の
復

職
・
再
就
職

支
援
、
離

職
防

止
・
定

着
促

進
の

た
め

の
働
き
や

す
い
環

境
の
整

備
、
介

護
の

仕
事
の

魅
力
向
上

、
外

国
人

介
護

人
材

の
受

入
れ

環
境
の

整
備

、
介
護
ロ

ボ
ッ
ト

や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

活
用
等
に

よ
る

介
護

現
場

の
革

新
等
の

た
め
の
方

策
を

、
以
下
の

点
に
留

意
し
て

定
め

る
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
 

（
一
）
 

具
体

的
な

目
標

（
定

量
的

な
目

標
値
、

時
期
）

を
掲
げ

る
こ
と

。
 

（
二
）
 
都

道
府

県
が

中
心

と
な

っ
て

地
域
内
の

関
係
団

体
や
関

係
機
関

等
と
連

携
し

、
人
材
確

保
の

た
め

の
協

議
会

を
設

置
す

る
な
ど

し
、
地
域
の
実

情
に
応

じ
、
重
点

的
に
取

り
組

む
事

項
を

明
確

に
す

る
こ

と
。
 

（
三
）
 
事

業
ご

と
の

実
施

状
況

を
把

握
し
、
事
後
評

価
を
行
う

こ
と
で

施
策
を

充
実

・
改
善

し
て

い
く

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
確
立
す

る
こ
と

。
 

（
四
）
 
都

道
府

県
福

祉
人

材
セ

ン
タ

ー
事
業

、
都
道

府
県
看
護

職
員
確

保
セ
ン

タ
ー

（
ナ
ー

ス
セ

ン
タ

ー
）
事

業
等

も
含

め
、
介
護

給
付
等

対
象
サ
ー

ビ
ス
及

び
地
域

支

援
事
業

に
従

事
す

る
者

の
養

成
、
就

業
の
促
進

等
に
関

す
る
事
項

を
盛
り

込
む
こ

と

。
 

ま
た
、
業

務
効

率
化

を
進

め
て

職
員

の
負

担
軽
減

を
図
る

観
点
か

ら
、
介
護
分

野
の

I
C
T
導

入
を

進
め

て
い

く
こ

と
も

重
要

で
あ

り
、
地
域

医
療
介
護

総
合
確

保
基
金

に
基

づ
く

I
CT

導
入

支
援

事
業

に
つ

い
て

、
三
年
間

で
の
導

入
事
業
所

数
な
ど

の
数
値

目
標

を
設
定
し

て
い

く
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

  

さ
ら
に

、
介

護
人

材
の

資
質

の
向

上
に

資
す
る
よ

う
、
介
護
の
世

界
で
生

涯
働
き

続

け
る
こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の
支

援
や
事

業
主
に

よ
る
キ

ャ
リ
ア

ア

ッ
プ
へ
の

支
援

等
の

方
策

や
、

そ
の

具
体

的
な
目

標
を
掲

げ
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
介

護
支

援
専

門
員

に
つ

い
て

は
、
介
護

離
職
の

防
止
の
実

現
に
向

け
、
介
護

に
取
り
組

む
家

族
等

へ
の

支
援

技
術

の
向

上
を
含

め
資
質

の
向
上

を
目
指

し
、
介
護
支

援
専
門
員

に
対

す
る

研
修

が
適

切
に

行
わ

れ
る
よ

う
な
実

施
体
制

を
組
む

と
と
も

に
、

手
又
は
生

活
支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
（

地
域

支
え

合
い

推
進

員
）
等

の
多
様

な
人
材

の
確
保
を

支
援
す

る
方

策
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

      

 

特
に

介
護

人
材

の
量

的
な

確
保

に
つ

い
て

は
、
一

の
５

の
(
一

)に
お

い
て

推
計

さ
れ

た
介
護
人

材
の
需

給
の

状
況

を
踏

ま
え

、
学

卒
者
・
中

高
年

齢
者

や
他

業
種

か
ら

の
新

規
参
入
の

促
進
や

離
職

し
た

介
護

福
祉

士
等

の
届

出
制

度
も

活
用

し
た
潜

在
的
人

材

の
復
職
・
再
就

職
支

援
、
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
や

Ｉ
Ｃ

Ｔ
等

の
活

用
も

含
め
、
事

業
主

に
よ

る
雇
用
環

境
改
善

に
よ

る
離

職
防

止
・
定

着
の

促
進

等
の

た
め

の
方

策
を

、
以

下
の

点

に
留
意
し

て
定
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

  

(
一

) 
具

体
的
な

目
標

（
可

能
な

限
り
定

量
的

な
目

標
値

、
時

期
）

を
掲

げ
る

こ
と

。
 

(
二

) 
都

道
府
県

が
中

心
と

な
っ

て
地

域
内

の
関

係
団

体
や

関
係

機
関

等
と

連
携

し
、
人

材
確
保
の

た
め

の
協

議
会

を
設

置
す

る
な

ど
し

、
地

域
の

実
情

に
応
じ

、
重
点

的
に

取
り
組
む

事
項

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
 

(
三

) 
事

業
ご
と

の
実

施
状

況
を

把
握

し
、
事

後
評

価
を

行
う

こ
と

で
施

策
を
充

実
・
改

善
し
て
い

く
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

確
立

す
る

こ
と

。
 

(
四

) 
都

道
府
県

福
祉

人
材

セ
ン

タ
ー

事
業

、
都

道
府

県
看

護
職

員
確

保
セ

ン
タ

ー
（

ナ

ー
ス
セ
ン

タ
ー

）
事

業
等

も
含

め
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

及
び
地

域
支
援

事

業
に
従
事

す
る

者
の

養
成

、
就

業
の
促

進
等

に
関

す
る

事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
。
 

     

さ
ら
に

、
介
護

人
材

の
資

質
の

向
上

に
資

す
る

よ
う

、
介

護
の

世
界

で
生

涯
働
き

続

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の

支
援

や
事

業
主

に
よ

る
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ
へ
の

支
援
等

の
方

策
や

、
そ

の
具

体
的

な
目

標
を

掲
げ

る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
介

護
支

援
専

門
員

に
つ

い
て

は
、
介

護
離

職
の

防
止

の
実

現
に
向

け
、
介
護

に
取
り
組

む
家
族

等
へ

の
支

援
技

術
の

向
上

を
含

め
資

質
の

向
上

を
目
指

し
、
介
護
支

援
専
門
員

に
対
す

る
研

修
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
な

実
施

体
制

を
組
む

と
と
も

に
、
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介
護
支
援

専
門

員
が

当
該

研
修

を
円

滑
に

受
講
す

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う

、
職

能
団
体

等
と
の
連

携
を

十
分

に
図

り
つ

つ
、

体
制

整
備
を

図
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

加
え
て

、
生

産
年

齢
人

口
が

減
少

す
る

中
に
お
い

て
も

、
介
護
現

場
が
地

域
に
お

け

る
介
護
ニ

ー
ズ

に
応

え
、
介

護
人

材
が

利
用

者
や

家
族
か

ら
も
感

謝
さ
れ

、
や

り
が
い

を
持
っ
て

働
き

続
け

ら
れ

る
環

境
作

り
を

進
め
る

た
め
、

都
道
府

県
が
中

心
と
な

り
、

介
護
現
場

に
お

け
る

業
務

仕
分

け
や

介
護

ロ
ボ
ッ

ト
や

Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
活
用

、
元
気

高
齢
者

を
含
め
た

介
護

人
材

の
確

保
・
定

着
、
介

護
と

い
う
仕

事
の
魅
力

発
信
等

の
た
め

に
必

要
な
取
組

に
つ

い
て

情
報

交
換

や
協

議
を

行
う
会

議
体
を

設
け
、
地
域

内
の
関

係
団
体

や
関
係
機

関
等

の
み

な
ら

ず
、
市

町
村

も
一
体
と

な
っ
て

介
護
現

場
革
新

に
取
組

む
こ

と
が
重
要

で
あ

る
。

そ
の

際
、
介

護
現

場
に

お
け

る
業
務

仕
分
け

や
ロ
ボ

ッ
ト
・

I
CT

の
活
用
、
元

気
高

齢
者

の
参

入
に

よ
る

業
務

改
善
（

介
護
助

手
の

取
組
）
、
複

数
法
人

に
よ
る
協

同
組

合
の

推
進
、
介

護
人

材
の

悩
み
相

談
窓
口

の
整
備
、
出
産
・
育

児
・
介

護
等
と
仕

事
の

両
立

支
援

な
ど

、
介

護
現

場
革

新
に
取

り
組
む
た

め
の
方

策
を

、
以
下

の
点
に
留

意
し

て
定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の
と
す

る
。
 

（
一
）
 
都

道
府

県
が

中
心

と
な

っ
て

地
域
内
の

関
係
団

体
や
関

係
機
関

等
と
連

携
し

、
協
議

体
を

設
け
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
、
重

点
的
に

取
り
組
む

事
項
を

明
確
に

す

る
こ
と

。
 

（
二
）
 
事

業
ご

と
の

実
施

状
況

を
把

握
し
、
事
後
評

価
を
行
う

こ
と
で

施
策
を

充
実

・
改
善

し
て

い
く

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ

イ
ク

ル
を

確
立
す

る
こ
と

。
 

介
護
現

場
革

新
の

取
組

に
当

た
っ

て
は

、
関
係

者
の
協

働
の
下
、
業
務

効
率
化

や
介

護
人
材
が

や
り

が
い

を
も

っ
て

働
き

続
け

ら
れ
る

環
境
作

り
に
取

り
組
む

モ
デ
ル

施

設
を
育
成

し
、
そ

の
地

域
の

モ
デ

ル
施

設
が
地
域

内
の
介

護
施
設

等
へ
先

進
的
な

取
組

を
市
町
村

と
連

携
し

て
普

及
し

て
い

く
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

 

ま
た
、
市

町
村

と
連

携
し

な
が

ら
新

規
介

護
人
材

の
確
保

及
び
介

護
人
材

の
定
着

支

援
を
両
輪

で
進

め
、
子

供
か

ら
高

齢
者

ま
で
幅
広

い
世
代

の
地
域

住
民
に

対
し
て

介
護

職
場
の
魅

力
を

発
信

し
、
介

護
職

場
の

イ
メ
ー
ジ

を
刷
新

し
て
い

く
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。
  

在
宅
医

療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
お

い
て

、
こ

れ
ま
で

市
町
村
は

在
宅
医

療
の
提

供

体
制
等
へ

の
関

与
が

少
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、
市
町
村

の
人
材
育

成
の
支

援
が
重

要
で

あ
る
。
医

療
と

介
護

の
連

携
体

制
の

構
築

を
進
め

る
た
め

に
、
各

市
町
村

で
中
心

的
役

割
を
担
う

リ
ー

ダ
ー

や
医

療
と

介
護

の
両

分
野
に

精
通
し

、
各
分

野
の
連

携
を
推

進
す

る
コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

な
る

人
材

育
成

等
に
つ

い
て
記

載
す
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。
 

訪
問
看

護
職

員
に

つ
い

て
は

訪
問

看
護

推
進
協
議

会
を
設

置
し
、
都
道

府
県
が

主
体

的
に
地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

訪
問

看
護

サ
ー
ビ

ス
の
確

保
の
た

め
の
施

策
を
策

定

し
、
そ

の
内

容
を

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
に

盛
り
込

む
こ
と

が
望
ま

し
い

。
 

介
護
支
援

専
門
員

が
当

該
研

修
を

円
滑

に
受

講
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ
う

、
職

能
団
体

等
と
の
連

携
を
十

分
に

図
り

つ
つ

、
体

制
整

備
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

                        

 

在
宅
医
療
・
介

護
連

携
の

推
進

に
お

い
て

、
こ

れ
ま

で
市

町
村

は
在

宅
医

療
の
提

供

体
制
等
へ

の
関
与

が
少

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
市

町
村

の
人

材
育

成
の
支

援
が
重

要
で

あ
る
。
医
療
と

介
護

の
連

携
体

制
の

構
築

を
進

め
る

た
め

に
、
各

市
町
村

で
中
心

的
役

割
を
担
う

リ
ー
ダ

ー
や

医
療

と
介

護
の

両
分

野
に

精
通

し
、
各

分
野

の
連

携
を
推

進
す

る
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

と
な

る
人

材
育

成
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と
が

重
要
で

あ

る
。

 

訪
問
看
護

職
員

に
つ

い
て

は
訪

問
看

護
推

進
協

議
会

を
設

置
し

、
都

道
府
県
が

主
体

的
に
地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

訪
問

看
護

サ
ー

ビ
ス

の
確

保
の

た
め

の
施

策
を

策
定

し
、
そ

の
内
容

を
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

盛
り

込
む

こ
と

が
望
ま

し
い

。
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ま
た
、
訪

問
看

護
事

業
所

の
看

護
師

が
最

新
又
は

高
度
な

医
療
処

置
・
看
護
ケ

ア
に

関
す
る
知

識
や

技
術

、
在

宅
医

療
に

求
め

ら
れ
る

ケ
ア
の

視
点
や

入
退
院

支
援

、
地
域

連
携
に
関

す
る

知
識

と
い

っ
た

専
門

性
を

高
め
る

た
め
の

研
修
等

の
実
施

が
必
要

で

あ
る
こ
と

を
踏

ま
え

、
こ

れ
ら

の
研

修
が

適
切
に

実
施
さ

れ
る
よ

う
、
体
制
整

備
を
図

る
こ
と
が

重
要

で
あ
る

。
 

業
務
の

効
率

化
の

観
点

か
ら

は
、
介

護
分
野
の

文
書
に

係
る
負
担

軽
減
の

た
め

、
国

が
示
す
方

針
に

基
づ

く
個

々
の

申
請

様
式

・
添
付

書
類
や

手
続
き

に
関
す

る
簡
素

化
、

様
式
例
の

活
用

に
よ

る
標

準
化

及
び

I
CT

等
の
活

用
を
進

め
る
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

さ
ら
に

、
要

介
護

認
定

が
適

正
に

行
わ

れ
る
よ
う

、
認

定
調
査
員

等
の
資

質
の
向

上

に
資
す
る

研
修

等
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ
る
。
 

ま
た
、
訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

師
が

最
新

又
は

高
度

な
医

療
処

置
・
看
護
ケ

ア
に

関
す
る
知

識
や
技

術
、
在

宅
医

療
に

求
め

ら
れ

る
ケ

ア
の

視
点

や
退
院
支

援
、
地
域
連

携
に
関
す

る
知
識

と
い

っ
た

専
門

性
を

高
め

る
た

め
の

研
修

等
の

実
施
が

必
要
で

あ

る
こ
と
を

踏
ま
え

、
こ

れ
ら

の
研

修
が

適
切

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
体

制
整
備

を
図
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
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介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の

事
業
に
関

す
る

事
項

 
介

護
保

険
施

設
に

お
い

て
は

、
利

用
者

が
そ
の
要

介
護
状

態
区
分

等
に
応

じ
て
最

も

適
切
な
介

護
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
利
用
者

の
希
望
を

最
大
限

に
尊
重

し
な

が
ら
、
利

用
者

を
居

宅
に

復
帰

さ
せ

る
こ

と
を
目

指
す
こ

と
が
求

め
ら
れ

る
こ
と

等
に

鑑
み
、
介

護
保

険
施

設
の

入
退

所
（

介
護

保
険
施
設

相
互
間

の
転

所
を
含

む
。
）
を
円

滑
に
す
る

た
め

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

、
介

護
保
険

施
設
に
関

す
る
情

報
を
住

民
に

提
供
す
る

た
め

の
体

制
整

備
、
介

護
保

険
施
設
相

互
間
の

連
携
の

確
保
に

関
す
る

事
業

そ
の

他
の

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事
項
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お
、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
適

切
な
利

用
を
促

進
す
る

方
策
と

し
て

、
情

報
の

提
供

並
び

に
相

談
及

び
援

助
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
体

制
の

整
備

に
関

す
る
事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
市

町
村

に
お

け
る

予
防

給
付

対
象

サ
ー
ビ

ス
、
地
域
支
援

事
業
の

実
施
に

関

す
る
効
果

の
評

価
等

を
行

う
な

ど
、
市

町
村
に

お
け
る

こ
れ
ら
の

サ
ー
ビ

ス
又
は

事
業

が
効
果
的

か
つ

効
率

的
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
、
必
要
な

支
援
に
関

す
る
事

項
を
盛

り
込

む
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

の
ほ

か
、
地

域
支

援
事
業

の
適
切
な

実
施
に

向
け
て

、
支

援
を
必
要

と
す

る
市

町
村

を
抽

出
し

、
課

題
の

設
定
や

支
援
体
制

の
検
討

等
に
つ

い
て

継
続
的
に

助
言

・
指

導
等

を
行

っ
て

い
く

こ
と
も

考
え
ら

れ
る
。

 

さ
ら
に

、
重

度
の

要
介

護
者

、
単

身
又

は
夫
婦
の

み
の
高

齢
者
世

帯
、
認

知
症

の
高

齢
者
の
増

加
等

を
踏

ま
え

、
そ

の
よ

う
な

者
が
要

介
護
状

態
等
と

な
っ
て

も
、
可
能
な

限
り
、
住

み
慣

れ
た

地
域

に
お

い
て

継
続

し
て
日

常
生
活

を
営
む

こ
と
が

で
き
る

よ
う

に
す
る
た

め
、
高

齢
者

の
日

常
生

活
全

般
を
毎
日

複
数
回

の
柔
軟

な
サ
ー

ビ
ス
提

供
に

よ
り
支
え

る
こ

と
が

可
能

な
、
定

期
巡

回
・
随

時
対
応

型
訪
問
介

護
看
護

等
の
重

要
性

に
留
意
し

、
都

道
府

県
に

お
い

て
も

、
市

町
村

や
居
宅

介
護
支
援

事
業
者

、
医

療
機
関

等
に
対
す

る
周

知
啓

発
等

、
市

町
村

に
お

い
て
地

域
密
着

型
サ
ー

ビ
ス
の

体
制
の

整
備

が
行
わ
れ

る
よ

う
、

必
要

な
支

援
に

関
す

る
事
項

を
盛
り

込
む
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。
 

４
 

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
支

援
事

業
の

円
滑

な
提

供
を

図
る

た
め

の

事
業
に
関

す
る

事
項

 

介
護
保
険

施
設

に
お

い
て

は
、
利

用
者

が
そ

の
要

介
護

状
態

区
分

等
に
応

じ
て
最

も

適
切
な
介

護
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
利

用
者

の
希

望
を

最
大
限

に
尊
重

し
な

が
ら
、
利
用
者

を
居

宅
に

復
帰

さ
せ

る
こ

と
を

目
指

す
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
こ
と

等
に

鑑
み
、
介
護

保
険

施
設

の
入

退
所
（

介
護

保
険

施
設

相
互

間
の

転
所
を
含

む
。
）
を
円

滑
に
す
る

た
め
の

取
組

を
推

進
す

る
た

め
、
介

護
保

険
施

設
に

関
す

る
情

報
を
住

民
に

提
供
す
る

た
め
の

体
制

整
備

、
介

護
保

険
施

設
相

互
間

の
連

携
の

確
保
に

関
す
る

事
業

そ
の
他
の

介
護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
円

滑
な

提
供

を
図

る
た

め
の

事
業

に
関

す

る
事
項
を

定
め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お
、
介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

適
切

な
利

用
を

促
進

す
る

方
策
と

し
て

、
情

報
の
提
供

並
び
に

相
談

及
び

援
助

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

体
制
の

整
備
に

関

す
る
事
項

を
盛
り

込
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市
町

村
に

お
け

る
予

防
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
、
地

域
支

援
事

業
の

実
施
に

関

す
る
効
果

の
評
価

等
を

行
う

な
ど

、
市

町
村

に
お

け
る

こ
れ

ら
の

サ
ー
ビ

ス
又
は

事
業

が
効
果
的

か
つ
効

率
的

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
必

要
な

支
援

に
関

す
る
事

項
を
盛

り
込

む
こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
 

  

さ
ら
に
、
重

度
の

要
介

護
者

、
単

身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢
者

世
帯

、
認

知
症

の
高

齢
者
の
増

加
等
を

踏
ま

え
、
そ

の
よ

う
な

者
が

要
介

護
状

態
等

と
な
っ
て

も
、
可
能
な

限
り
、
住
み
慣

れ
た

地
域

に
お

い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き
る

よ
う

に
す
る
た

め
、
高

齢
者

の
日

常
生

活
全

般
を

毎
日

複
数

回
の

柔
軟

な
サ
ー

ビ
ス
提

供
に

よ
り
支
え

る
こ
と

が
可

能
な

、
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護

等
の
重

要
性

に
留
意
し

、
都

道
府

県
に

お
い

て
も

、
市

町
村

や
居

宅
介

護
支

援
事
業
者

、
医

療
機
関

等
に
対
す

る
周
知

啓
発

等
、
市

町
村

に
お

い
て

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

体
制
の

整
備

が
行
わ
れ

る
よ
う

、
必

要
な

支
援

に
関

す
る

事
項

を
盛

り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

５
 
認
知

症
施

策
の

推
進

 
都

道
府

県
は

、
認

知
症

施
策

推
進

大
綱
に

基
づ
き

、
認

知
症
の
人

が
で
き

る
限
り

地

域
の
よ
り

よ
い

環
境

で
自

分
ら

し
く

暮
ら

し
続
け

る
こ
と

が
で
き

る
社
会

の
実
現

を

目
指
す
た

め
、
認

知
症

施
策

に
取

り
組

む
こ
と
が

重
要
で

あ
る
。
認
知

症
施
策

に
取
り

組
む
に
当

た
っ

て
は

、
都

道
府

県
介

護
保

険
事
業

支
援
計

画
に
、
次
に

掲
げ
る

取
組
に

つ
い
て
、

各
年

度
に

お
け

る
具

体
的

な
計

画
（
事

業
内
容

、
実
施

（
配
置

）
予
定

数
、

受
講
予
定

人
数

等
）
を

定
め

る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
特
に
、
都

道
府
県

が
実
施

主
体

と
な
る
医

療
・
介

護
従

事
者

の
認

知
症

対
応
力
の

向
上
や

チ
ー
ム

オ
レ
ン

ジ
等
の

地
域

支
援
体
制

の
強

化
に

向
け

た
研

修
を

計
画

的
に
開

催
す
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
市

町
村

の
取

組
も

含
め

た
都

道
府

県
全
体

の
計
画

を
示
し

、
必

要
に
応

じ
て

（
新
設
）
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、
市
町
村

へ
の

支
援

策
を

定
め

る
こ

と
が

重
要
で

あ
る
。
 

な
お
、
早

期
診

断
を

行
う

医
療

機
関

の
整

備
に
つ

い
て
は

、
地
域

の
医
療

計
画
と

の

整
合
性
を

図
り

な
が

ら
進

め
る

こ
と

が
重

要
で
あ

る
。
 

（
一
）
普

及
啓

発
・

本
人

発
信

支
援
 

イ
 
認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
、
特

に
、
認

知
症
の

人
と
の
地

域
で
の

関
わ
り

が

多
い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
職

域
の

従
業

員
等
を
は

じ
め

、
子
ど
も

や
学
生

に
対
す

る
認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

講
座

の
拡

大
 

ロ
 
世
界

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
デ

ー
（

毎
年
九

月
二
十

一
日
）
及
び

月
間
（
毎

年
九
月

）
な
ど

の
機

会
を

捉
え

た
認

知
症

に
関
す

る
イ
ベ

ン
ト
等

の
普
及

啓
発
の

取
組
実

施
 

ハ
 
「
地

域
版

希
望

大
使

」
の

設
置

と
そ

の
活
用
 

ニ
 
ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

活
動

の
推

進
 

 

（
二
）
予

防
 

 

認
知

症
の

予
防

に
関

す
る

調
査

研
究

の
推

進
及

び
市

町
村

に
お

け
る

認
知

症
予

防

に
資
す
る

可
能

性
の

あ
る

活
動
（

通
い

の
場

の
拡
充
な

ど
）
の
推

進
に
向

け
た
地

域
の

実
情
を
踏

ま
え

た
支

援
 

 

（
三
）
医

療
・

ケ
ア

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
へ

の
支

援
 

イ
 
医
療

・
ケ

ア
（

早
期

発
見

・
早

期
対

応
）
 

（
イ
）
 
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

の
計
画
的

な
整
備

及
び
セ

ン
タ
ー

の
地
域

の
関

係
機
関

間
の

調
整

・
助

言
・

支
援

機
能

の
強
化
に

向
け
た

取
組

 

（
ロ
）
 
か

か
り

つ
け

医
に

対
す

る
認

知
症
対
応

力
向
上

の
た
め

の
研
修

の
実
施

及
び

認
知
症

サ
ポ

ー
ト

医
の

養
成

と
活

用
 

（
ハ
）
 

病
院

従
事

者
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

又
は
看

護
職
員
に

対
す
る

認
知
症

対
応

力
向
上

の
た

め
の

研
修

の
実

施
 

ロ
 
認
知

症
の

特
性

を
踏

ま
え

た
介

護
サ

ー
ビ
ス

の
提
供

・
確
保

 

 
認
知
症

ケ
ア

に
携

わ
る

介
護

人
材

の
育

成
（

認
知
症

介
護
基
礎

研
修

、
認
知

症
介
護

実
践
者

研
修

、
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー
研
修

、
認

知
症
介
護

指
導
者

養
成
研

修

）
 

 

（
四

）
認

知
症

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
推

進
・

若
年

性
認

知
症

の
人

へ
の

支
援

・
社

会
参

加

支
援
 

イ
 
認
知

症
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

推
進
 

（
イ
）
 
認

知
症

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
取

組
の
機
運

を
高
め

る
た
め

の
先
進

的
な
取

組
の

共
有

や
広

域
で

の
連

携
体

制
の

構
築
 

（
ロ
）
 
広

域
捜

索
時

の
連

携
体

制
の

構
築
（

管
内
市

町
村
や
近

隣
の
都

道
府
県

と
の

連
携
）
 

（
ハ
）
 
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

等
の

設
置
・
運
営

に
向
け

た
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ

プ
講
座

や
研

修
の
実

施
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（
ニ
）
 
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
法

や
成
年
後

見
制
度

利
用
促

進
基
本

計
画
に

基
づ

く
権
利

擁
護

の
取

組
の

推
進

、
市

民
後

見
人
の
育

成
・
活
用
、
支

援
組
織

の
体
制

整
備

 

ロ
 
若
年

性
認

知
症

の
人

へ
の

支
援
 

若
年
性

認
知

症
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

活
動
の
推

進
（
相
談

支
援
、
就
労
・
社
会

参
加
の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
作

り
、
認

知
症

地
域
支
援

推
進
員

や
地
域

包
括
支

援
セ
ン

タ

ー
職
員
と

の
広

域
的

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
作

り
等
）
 

ハ
 
社
会

参
加

支
援
の

推
進
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
に

お
け

る
認

知
症

の
人

を
は

じ
め

と
す

る
利

用
者

の
社

会
参
加
や

社
会

貢
献

の
活

動
の

導
入

支
援
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特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
て

い
な

い
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ

ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
入

居
定

員
総
数

  
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け
て
い

な
い
有

料
老
人

ホ
ー
ム

及
び

サ

ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

の
入

居
定

員
総
数

を
記
載

す
る
よ

う
努
め

る
こ
と

が

必
要
で
あ

る
。
な

お
、
こ

れ
は

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介

護
の
指

定
を
受

け
て
い

な
い

有
料
老
人

ホ
ー

ム
や

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向
け

住
宅
を

総
量
規

制
の
対

象
と
す

る

も
の
で
は

な
い

。
 

ま
た
、
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を
受

け
て
い

な
い
有

料
老
人

ホ
ー
ム

及

び
サ
ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

が
増

加
し
て

お
り

、
多
様
な

介
護
ニ

ー
ズ
の

受
け

皿
と
な
っ

て
い

る
状

況
を

踏
ま

え
、
将

来
に
必

要
な
介

護
サ
ー
ビ

ス
基
盤

の
整
備

量
の

見
込
み
を

適
切

に
定

め
る

た
め

に
は

、
こ

れ
ら

の
入
居

定
員
総
数

を
踏
ま

え
る
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

そ
の

際
、

過
剰

な
介

護
サ

ー
ビ
ス

の
基
盤

の
整
備

と
な
ら

な
い
よ

う
、

適
切
な
整

備
量

の
見

込
み

を
行

う
こ

と
が

重
要
で

あ
る

。
あ
わ
せ

て
、
必
要
に

応
じ
て

市
町
村
と

連
携

し
な

が
ら

、
特

定
施

設
入

居
者
生

活
介
護
（
地
域

密
着
型

を
含
む

）
の

指
定
を
受

け
る

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
サ

ー
ビ
ス

付
き
高

齢
者
向

け
住
宅
（
介

護
付
き

ホ
ー
ム
）

へ
の

移
行

を
促

す
こ

と
が

望
ま

し
い
。

 

な
お
、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き
高

齢
者
向

け
住
宅

が
介
護

ニ
ー
ズ

の

受
け
皿
と

し
て

の
役

割
を

果
た

せ
る

よ
う

、
市

町
村
か

ら
提
供
さ

れ
る
情

報
等
に

基
づ

き
、
未
届

け
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

届
出

促
進
や

指
導
監

督
の
徹

底
を
図

る
と
と

も

に
、
市

町
村

と
連

携
し

て
介

護
サ

ー
ビ

ス
相
談
員

の
積
極

的
な
活

用
等

、
そ
の

質
の
確

保
を
図
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
  

 
 

（
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７
 
介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
に

関
す

る
事
項

 
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
、
又

は
利

用
し

よ
う
と

す
る
要

介
護
者

等
が
適

切
か
つ

円

滑
に
介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
機

会
を

確
保
す

る
た
め

、
法
第

五
章
第

十
節
の

規
定

に
よ
る
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

に
係

る
体
制

の
整
備

を
は
じ

め
と
す

る
介
護

サ

ー
ビ
ス
情

報
の

公
表

に
関

す
る

事
項

を
定

め
る
よ

う
努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

そ
の
際

、
高

齢
者

本
人

や
そ

の
家

族
等

が
介
護
サ

ー
ビ
ス

を
実
際

に
利
用

し
、
又
は

利
用
し
よ

う
と

す
る

際
に

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情
報

の
公
表

制
度
が

認
知
さ

れ
て
い

る
こ

と
が
重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
都

道
府

県
は

、
市
町
村

を
通
じ
て

パ
ン
フ

レ
ッ
ト

を
配

布
す
る
等

、
地

域
住

民
等

に
対

し
て

幅
広

く
継
続

的
に
普

及
啓
発

に
取
り

組
む
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。
 

第
八
期

に
お

い
て

は
、
介

護
人

材
の

確
保

が
重
要

と
な
る

中
、
各

事
業
所

に
お
け

る

雇
用
管
理

の
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で
あ

り
、
現
行

の
従

業
者
等

に
関
す

る
情

報
公
表
の

仕
組

み
に

つ
い

て
、
事

業
所

が
円
滑
に

情
報
発

信
で
き

る
よ
う

都
道
府

県
の

積
極
的
な

取
組

が
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た
、
通

所
介

護
等

の
設

備
を

利
用

し
て

提
供
し

て
い
る

法
定
外

の
宿
泊

サ
ー
ビ

ス

に
つ
い
て

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

担
保

の
観

点
か
ら

、
情

報
公
表
シ

ス
テ
ム

で
の
公

表
を

５
 
介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
に

関
す

る
事

項
 

介
護
サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

、
又
は

利
用

し
よ

う
と

す
る

要
介

護
者

等
が

適
切

か
つ

円

滑
に
介
護

サ
ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

機
会

を
確

保
す

る
た

め
、
法

第
五

章
第

十
節
の

規
定

に
よ
る
介

護
サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
に

係
る

体
制

の
整

備
を

は
じ

め
と
す

る
介
護

サ

ー
ビ
ス
情

報
の
公

表
に

関
す

る
事

項
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す
る

。
 

そ
の
際

、
高
齢

者
本

人
や

そ
の

家
族

等
が

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
実

際
に
利
用

し
、
又
は

利
用
し
よ

う
と
す

る
際

に
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

制
度

が
認

知
さ

れ
て
い

る
こ

と
が
重
要

で
あ
る

こ
と

か
ら

、
都

道
府

県
は

、
市

町
村

を
通

じ
て

パ
ン
フ

レ
ッ
ト

を
配

布
す
る
等

、
地

域
住

民
等

に
対

し
て

幅
広

く
継

続
的

に
普

及
啓

発
に

取
り

組
む
こ

と
が

重
要
で
あ

る
。

 

第
七
期

に
お

い
て

は
、
介

護
人

材
の

確
保

が
重

要
と

な
る

中
、
各

事
業

所
に

お
け

る

雇
用
管
理

の
取
組

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、
現

行
の

従
業

者
等

に
関
す

る
情

報
公
表
の

仕
組
み

に
つ

い
て

、
事

業
所

が
円

滑
に

情
報

発
信

で
き

る
よ
う

都
道
府

県
の

積
極
的
な

取
組
が

重
要

で
あ

る
。
 

ま
た
、
通
所
介

護
等

の
設

備
を

利
用

し
て

提
供

し
て

い
る

法
定

外
の

宿
泊

サ
ー
ビ

ス

に
つ
い
て

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

担
保

の
観

点
か

ら
、
情

報
公

表
シ

ス
テ
ム

で
の
公

表
を
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す
る
こ
と

。
 

さ
ら
に

、
市

町
村

が
新

た
に

公
表

す
る

こ
と
と
な

っ
た

、
地
域
包

括
支
援

セ
ン
タ

ー

と
配
食
や

見
守

り
等

の
生

活
支

援
の

情
報

の
公
表

に
当
た

っ
て
は

、
地

域
の
実

情
に
応

じ
て
市
町

村
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

必
要

な
支
援

を
行
う

こ
と
が

望
ま
し

い
。

 

す
る
こ
と

。
 

さ
ら
に

、
市
町

村
が

新
た

に
公

表
す

る
こ

と
と

な
っ

た
、
地

域
包

括
支
援

セ
ン
タ

ー

と
配
食
や

見
守
り

等
の

生
活

支
援

の
情

報
の

公
表

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の
実

情
に
応

じ
て
市
町

村
と
連

携
を

図
り
な

が
ら

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。
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療
養

病
床

の
円

滑
な

転
換

を
図

る
た

め
の
事

業
に
関

す
る
事

項
 

療
養
病

床
の

円
滑

な
転

換
を

促
進

す
る

た
め
、
療

養
病
床

に
入
院

し
て
い

る
患
者

、

住
民
及
び

医
療

機
関

等
へ

の
情

報
提

供
及

び
こ
れ

ら
の
者

か
ら
の

相
談
へ

の
対
応

を

行
う
こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

並
び

に
保

険
者
向

け
の
研

修
会
の

開
催

、
情
報

提
供
等

の
都
道
府

県
と

し
て

講
ず

る
支

援
措

置
に

関
す
る

事
項
を

盛
り
込

む
こ
と

が
重
要

で

あ
る
。
 

な
お
、
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
つ

い
て
は

、
二

千
二
十
三

年
度
（

令
和

五
年

度
）
末
の

廃
止

期
限

ま
で

に
、

介
護

医
療

院
へ
の

移
行
等

が
確
実

に
行
わ

れ
る
よ

う
、

よ
り
早
期

の
意

思
決

定
を

支
援

し
て

い
く

こ
と
が

極
め
て

重
要
で

あ
る
。

 

６
 

療
養

病
床
の

円
滑

な
転

換
を

図
る

た
め

の
事

業
に

関
す

る
事

項
 

療
養
病
床

の
円

滑
な

転
換

を
促

進
す

る
た

め
、

療
養

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患
者

、

住
民
及
び

医
療
機

関
等

へ
の

情
報

提
供

及
び

こ
れ

ら
の

者
か

ら
の

相
談
へ

の
対
応

を

行
う
こ
と

が
で
き

る
体

制
整

備
並

び
に

都
道

府
県

と
し

て
講

ず
る

支
援
措

置
に
関

す

る
事
項
を

盛
り
込

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
 

 な
お
、
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
つ

い
て

は
、
引

き
続

き
、
介

護
医

療
院

等
へ

の
転
換
を

推
進
し

つ
つ

、
二

千
二

十
三

年
度
（

平
成

三
十

五
年

度
）
末
ま

で
転

換
期
限

を
延
長
し

て
い
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。
 

９
 
災
害

に
対

す
る

備
え

の
検

討
 

日
頃
か

ら
介

護
事

業
所

等
と

連
携

し
、
避
難
訓

練
の
実

施
や
防
災

啓
発
活

動
、
介
護

事
業
所
等

に
お

け
る

リ
ス

ク
や

、
食

料
、
飲

料
水
、
生
活

必
需
品
、
燃
料
そ

の
他
の

物

資
の
備
蓄
・
調

達
状

況
の

確
認
を

行
う

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。
こ

の
た
め

、
介

護
事
業

所
等
で
策

定
し

て
い

る
災

害
に

関
す

る
具

体
的
計

画
を
定

期
的
に

確
認
す

る
と
と

も

に
、
災

害
の

種
類

別
に

避
難

に
要

す
る

時
間

や
避

難
経
路

等
の
確

認
を
促

す
こ
と

が
必

要
で
あ
る

。
 

ま
た
、
あ

ら
か

じ
め

関
係

団
体

と
災

害
時

の
介
護

職
員
の

派
遣
協

力
協
定

を
締
結

す

る
な
ど
の

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

。
 

（
新
設
）

 

1
0
 
感
染

症
に

対
す

る
備

え
の

検
討

 
日

頃
か

ら
介

護
事

業
所
等

と
連

携
し

、
訓
練
の

実
施
や

感
染
拡
大

防
止
策

の
周
知

啓

発
、
感
染

症
発

生
時

に
備

え
た

平
時

か
ら

の
事
前

準
備
を

行
う
こ

と
が
重

要
で
あ

る
。

こ
の
た
め

、
介

護
事

業
所

等
が

感
染

症
発

生
時
に

お
い
て

も
サ
ー

ビ
ス

を
継
続
す

る
た

め
の
備
え

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
を

定
期

的
に
確

認
す
る

と
と
も

に
、
介
護
事

業
所
等

の
職
員
が

感
染

症
に

対
す

る
理

解
や

知
見

を
有
し

た
上
で

業
務
に

当
た
る

こ
と
が

で

き
る
よ
う

、
感

染
症

に
対

す
る

研
修

の
充

実
等
が

必
要
で

あ
る
。

 

ま
た
、
感

染
症

発
生

時
も

含
め

た
市

町
村

や
保
健

所
、
協
力
医
療

機
関
等

と
連
携

し

た
支
援
体

制
の

整
備

が
必

要
で

あ
る

。
加

え
て

、
感
染

症
発
生
時

に
備
え

た
事
業

所
間

連
携
を
含

む
応

援
体

制
の

構
築

や
人

材
確

保
策
を

講
じ
る

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

さ
ら
に

、
介

護
事

業
所

等
に

お
け

る
、
適

切
な

感
染
防

護
具

、
消

毒
液
そ

の
他
の

感

染
症
対
策

に
必

要
な

物
資

の
備

蓄
・

調
達

・
輸
送

体
制
の

整
備
が

必
要
で

あ
る
。

 

（
新
設
）
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第
四
 

指
針
の
見

直
し
 

こ
の
指

針
は

、
令

和
三

年
度

か
ら

の
第

八
期
市
町

村
介
護

保
険
事

業
計
画

及
び
都

道

府
県
介
護

保
険

事
業

支
援

計
画
の

作
成

に
資

す
る

よ
う
定

め
た
も

の
で
あ

る
。

 

こ
の
指

針
に

つ
い

て
は

、
法

の
施

行
状

況
等
を
勘

案
し
て

、
必
要

な
見
直

し
を
行

う

も
の
と
す

る
。
 

第
四

 
指

針
の
見

直
し

 

こ
の
指
針

は
、
平

成
三

十
年

度
か

ら
の

第
七

期
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

及
び

都

道
府
県
介

護
保
険

事
業

支
援
計

画
の

作
成

に
資

す
る

よ
う

定
め

た
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の
指
針

に
つ

い
て

は
、
法

の
施

行
状

況
等

を
勘

案
し

て
、
必

要
な

見
直

し
を
行

う

も
の
と
す

る
。

 

別
表
 

一
 
訪
問

介
護
、
訪

問
入

浴
介

護
、
訪

問
看

護
、
訪

問
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン
、
通

所
介
護

又

は
通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
短

期
入

所
生

活
介
護

又
は
短

期
入
所

療
養
介

護
 

 

訪
問
介
護
 

訪
問
入
浴

介
護
 

訪
問
看
護
 

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョ
ン
 

通
所
介
護
 

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョ
ン
 

短
期
入
所

生
活
介

護
 

短
期
入
所

療
養
介

護
 

現
に

利
用

し
て
い

る
者
の

数
、
居

宅
要
介

護
者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

及
び

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

量

の
見

込
み

を
勘

案
し
て
、

量
の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
。
 

 

別
表

 

一
 
訪
問

介
護
、
訪

問
入

浴
介

護
、
訪

問
看

護
、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
、
通

所
介
護

又

は
通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
短

期
入
所

療
養
介

護
 

 

訪
問
介
護

 

訪
問
入
浴

介
護

 

訪
問
看
護

 

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン
 

通
所
介
護

 

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン
 

短
期
入
所

生
活
介

護
 

短
期
入
所

療
養
介

護
 

現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
、
居

宅
要

介
護

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

及
び

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

量

の
見

込
み

を
勘

案
し

て
、

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

 

 

二
 
居
宅

療
養
管

理
指

導
、
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用
具

販
売
並

び
に
居

宅
介
護

支
援

 

 

居
宅
療
養

管
理
指

導
 

居
宅

要
介

護
者
（

通
院
が

困
難
で

あ
る
等

の
状
態

に
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
が
原

則
と
し

て
主
治

医
に
よ

る
医
学

的
管

理
を

利
用

す
る
こ
と

を
前
提

と
し
て

、
現
に

利
用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
介

護
者

の
利

用
に

関
す

る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量
の

見
込
み

を
定
め

る
こ
と

。
 

福
祉
用
具

貸
与
 

居
宅

要
介

護
者

の
要

介
護

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し
て

い
る
者

の
数
及

び
居
宅

要
介
護

者
の

利
用

に
関

す
る
意
向

を
勘
案

し
て
、
量
の
見

込
み
を

定
め

る
こ

と
。
 

特
定
福
祉

用
具
販

売
 

居
宅

要
介

護
者

の
要

介
護

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し
て

い
る
者

の
数
及

び
居
宅

要
介
護

者
の

利
用

に
関

す
る
意
向

を
勘

案
し
て
、
量
の
見

込
み
を

定
め

る
こ

と
。
 

居
宅
介
護

支
援
 

居
宅

要
介

護
者

が
原

則
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
居

宅
要
介
護

者
の
数

を
勘
案

し
て
、
量
の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と
。
 

 

二
 
居
宅

療
養
管

理
指
導

、
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
並

び
に
居

宅
介
護

支
援

 

 

居
宅
療
養

管
理
指

導
 

居
宅

要
介

護
者
（

通
院

が
困

難
で

あ
る

等
の

状
態

に
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
が

原
則

と
し

て
主

治
医

に
よ

る
医

学

的
管

理
を

利
用

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
介

護
者

の
利

用
に

関
す

る

意
向

を
勘

案
し

て
、

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

福
祉
用
具

貸
与

 
居

宅
要

介
護

者
の

要
介

護
状

態
区

分
及

び
状

態
像

に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
介

護

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を

定
め

る
こ

と
。
 

特
定
福
祉

用
具
販

売
 

居
宅

要
介

護
者

の
要

介
護

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
介

護

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を

定
め

る
こ

と
。
 

居
宅
介
護

支
援

 
居

宅
要

介
護

者
が

原
則

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
を

前

提
と

し
て

、
居

宅
要

介
護

者
の

数
を

勘
案

し
て

、
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
 

居
宅

要
介

護
者

が
原

則
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

を
前

提

と
し

て
、
居

宅
要

介
護

者
の

数
を

勘
案

し
て

、
量

の
見

込

み
を

定
め

る
こ

と
。
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三
 
定
期

巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

、
夜
間

対
応
型
訪

問
介
護

、
地

域
密
着

型
通
所

介
護
、
認
知
症

対
応

型
通

所
介

護
、
小

規
模

多
機

能
型
居
宅

介
護

及
び

看
護
小
規

模
多
機

能
型

居
宅
介
護

 

 

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪

問
介
護
看

護
 

夜
間
対
応

型
訪
問

介
護
 

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅

介
護

 

現
に

利
用

し
て
い

る
者
の

数
に
加

え
、
訪

問
介
護

等
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

を
利
用
し

て
い
る

者
等
で

あ
っ
て

、
今
後

、
重

度
の

要
介

護
者
、
単

身
又
は

夫
婦
の

み
の
高

齢
者
世

帯
、
認

知
症

の
高

齢
者
等

と
な
る

こ
と
に

よ
っ
て

、
地
域

に
お

い
て

毎
日

複
数

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
日

常

生
活

全
般

の
支

援
が

必
要

に
な

る
と

見
込

ま
れ

る
者

の

増
加

等
を

踏
ま

え
、
そ
の

よ
う
な

者
が
可

能
な
限

り
、
住

み
慣

れ
た

地
域

に
お

い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む

こ
と

が
で

き
る

よ
う
、
地

域
の
実

情
を
勘

案
し
た

上
で
、

量
の

見
込

み
を

定
め
る
こ

と
。

 

な
お

、
単

に
利
用

者
の
表

面
的
な

意
向
を

確
認
す

る
だ

け
で

は
な

く
、
上

記
を
踏

ま
え
、
利
用
者

の
潜
在

的
な
ニ

ー
ズ

も
把

握
し

て
量
の
見

込
み
を

定
め
る

こ
と
。

 

地
域
密
着

型
通
所

介
護
 

地
域

密
着

型
通
所

介
護
は

、
現
に

利
用
し

て
い
る

者
の

数
、
居

宅
要

介
護

者
の
数

及
び
そ

の
地
域

の
利
用

に
関
す

る
意

向
等

そ
の

地
域
の
実

情
を
勘

案
し
て

、
量
の

見
込
み

を
定

め
る

こ
と

。
 

認
知
症
対

応
型
通

所
介

護
 

認
知

症
対

応
型
通

所
介
護

は
、
現

に
利
用

し
て
い

る
者

の
数

、
居

宅
要

介
護
者
で

あ
っ
て

認
知
症

の
状
態

に
あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る
意

向
等

そ

の
地

域
の

実
情

を
勘
案
し

て
、
量

の
見
込

み
を
定

め
る
こ

と
。

 
 

三
 
定
期

巡
回
・
随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
、
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

、
地

域
密
着

型
通
所

介
護
、
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

及
び
複

合
型

サ
ー

ビ
ス
 

  

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪

問
介
護
看

護
 

夜
間
対
応

型
訪
問

介
護

 

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

複
合
型
サ

ー
ビ
ス

 

現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
に

加
え

、
訪

問
介

護
等

の

他
の

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
者

等
で

あ
っ

て
、
今

後

、
重

度
の

要
介

護
者

、
単

身
又

は
夫

婦
の

み
の

高
齢

者
世

帯
、
認

知
症

の
高

齢
者

等
と

な
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
地

域

に
お

い
て

毎
日

複
数

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
日

常

生
活

全
般

の
支

援
が

必
要

に
な

る
と

見
込

ま
れ

る
者

の

増
加

等
を

踏
ま

え
、
そ

の
よ

う
な

者
が

可
能

な
限

り
、
住

み
慣

れ
た

地
域

に
お

い
て

継
続

し
て

日
常

生
活

を
営

む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
地

域
の

実
情

を
勘

案
し

た
上

で
、

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

な
お

、
単

に
利

用
者

の
表

面
的

な
意

向
を

確
認

す
る

だ

け
で

は
な

く
、
上

記
を

踏
ま

え
、
利

用
者

の
潜

在
的

な
ニ

ー
ズ

も
把

握
し

て
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
 

地
域
密
着

型
通
所

介
護

 
地

域
密

着
型

通
所

介
護

は
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の

数
、
居

宅
要

介
護

者
の

数
及

び
そ

の
地

域
の

利
用

に
関

す

る
意

向
等

そ
の

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

、
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
 

認
知
症
対

応
型
通

所
介

護
 

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

は
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

、
居

宅
要

介
護

者
で

あ
っ

て
認

知
症

の
状

態
に

あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る
意

向
等

そ

の
地

域
の

実
情

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ

と
。
 

 

四
 
特
定

施
設
入

居
者

生
活

介
護

、
認

知
症

対
応

型
共
同
生

活
介

護
、
地
域
密

着
型

特
定
施

設

入
居
者
生

活
介
護

、
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設
入

所
者
生

活
介
護

、
介

護
福

祉
施
設

サ

ー
ビ
ス

、
介
護

保
健

施
設

サ
ー

ビ
ス

、
介

護
医

療
院

サ
ー
ビ

ス
及

び
介
護

療
養
施

設
サ
ー

ビ
ス
 

 

特
定
施
設

入
居
者

生
活

介
護
 

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介

護
 

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居

者
生
活
介

護
 

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉

施
設
入
所

者
生
活

介
護
 

現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
及

び
利

用
に

関
す

る
意

向
並

び
に

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生

活
介

護
及

び
介

護
老

人
福

祉
施

設
へ

の
入

所
を

必
要

と

す
る

高
齢

者
の

状
況

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

の
事

業

を
行

う
者

の
介

護
保
険
施

設
等
（

指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設

を
除

く
。
）
へ
の
転

換
予
定

な
ど
そ

の
地
域

の
実
情

を
勘

案
し

て
量

の
見
込
み

を
定
め

る
こ
と

。
 

四
 
特
定

施
設
入

居
者
生

活
介

護
、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
、
地

域
密

着
型

特
定
施

設

入
居
者
生

活
介
護

、
地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者
生

活
介

護
、
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ
ス

、
介
護

保
健

施
設

サ
ー

ビ
ス

、
介

護
医

療
院

サ
ー

ビ
ス

及
び

介
護

療
養
施

設
サ
ー

ビ
ス
 

 

特
定
施
設

入
居
者

生
活

介
護

 

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介

護
 

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居

者
生
活
介

護
 

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉

施
設
入
所

者
生
活

介
護

 

現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
及

び
利

用
に

関
す

る
意

向
並

び
に

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生

活
介

護
及

び
介

護
老

人
福

祉
施

設
へ

の
入

所
を

必
要

と

す
る

高
齢

者
の

状
況

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

の
事

業

を
行

う
者

の
介

護
保

険
施

設
等
（

指
定

介
護
療

養
型

医
療

施
設

を
除

く
。
）
へ

の
転

換
予

定
な

ど
そ

の
地

域
の

実
情

を
勘

案
し

て
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
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介
護
福
祉

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

介
護
保
健

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

介
護
医
療

院
サ
ー

ビ
ス
 

介
護
療
養

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

ま
た

、
指

定
介
護

療
養
型

医
療
施

設
に

つ
い
て
は

、
設

置
期

限
が

令
和

五
年

度
末

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま

え
、
現

に
利

用
し

て
い
る

者
の
数

及
び
そ

れ
ら
の

者
の
介

護
給

付
対

象
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
関

す
る

意
向

並
び

に

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
の

介
護

保

険
施

設
等
（

指
定

介
護
療
養

型
医

療
施
設

を
除
く
。
）
へ

の
転

換
予

定
等

を
勘

案
し

た
上

で
第

八
期

介
護

保
険

事

業
計

画
期

間
に

お
い

て
そ

の
利

用
者

が
段

階
的

に
減

少

し
、
期

末
ま

で
に

他
の
サ

ー
ビ
ス

等
へ
の

移
行
等

が
な
さ

れ
る

よ
う

量
の

見
込
み
を

定
め
る

こ
と
。

 
 

介
護
福
祉

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

介
護
保
健

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

介
護
医
療

院
サ
ー

ビ
ス

 

介
護
療
養

施
設
サ

ー
ビ

ス
 

ま
た

、
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

に
つ

い
て

は
現

に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
及

び
そ

れ
ら

の
者

の
介

護
給

付

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
意

向
並

び
に

介
護

療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

の
介

護
保

険
施

設

等
（

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
を

除
く

。
）
へ

の
転

換

予
定

等
を

勘
案

し
た

上
で

第
七

期
介

護
保

険
事

業
計

画

期
間

に
お

い
て

そ
の

利
用

者
の

数
が

段
階

的
に

減
少

す

る
よ

う
に

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

   
 

 五
 
介
護

予
防
訪

問
入

浴
介

護
、
介

護
予

防
訪

問
看

護
、
介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

又
は

介

護
予
防
短

期
入
所

療
養

介
護
 

 

介
護
予
防

訪
問
入

浴
介

護
 

介
護
予
防

訪
問
看

護
 

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ
ョ
ン
 

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ
ョ
ン
 

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介

護
 

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介

護
 

現
に

利
用

し
て
い

る
者
の

数
、
居

宅
要
支

援
者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

及
び

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み
を
勘

案
し
て

、
量
の

見
込
み

を
定
め

る
こ

と
。
 

 

 五
 
介
護

予
防
訪

問
入
浴

介
護

、
介

護
予

防
訪

問
看

護
、
介

護
予

防
訪

問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

又
は

介

護
予
防
短

期
入
所

療
養

介
護

 

 

介
護
予
防

訪
問
入

浴
介

護
 

介
護
予
防

訪
問
看

護
 

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ
ョ
ン

 

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ
ョ
ン

 

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介

護
 

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介

護
 

現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
、
居

宅
要

支
援

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

及
び

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー

ビ
ス

の
量

の
見

込
み

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を
定

め

る
こ

と
。
 

 

 六
 
介
護

予
防
居

宅
療

養
管

理
指

導
、
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸
与

及
び
特

定
介
護

予
防
福

祉
用

具
販
売
並

び
に
介

護
予

防
支

援
 

 

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指

導
 

居
宅

要
支

援
者
（

通
院
が

困
難
で

あ
る
等

の
状
態

に
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
が
原

則
と
し

て
主
治

医
に
よ

る
医
学

的
管

理
を

利
用

す
る
こ
と

を
前
提

と
し
て

、
現
に

利
用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
支

援
者

の
利

用
に

関
す

る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量
の

見
込
み

を
定
め

る
こ
と

。
 

介
護
予
防

福
祉
用

具
貸

与
 

居
宅

要
支

援
者

の
要

支
援

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し
て

い
る
者

の
数
及

び
居
宅

要
支
援

 六
 
介
護

予
防
居

宅
療
養

管
理

指
導

、
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
介
護

予
防
福

祉
用

具
販
売
並

び
に
介

護
予

防
支

援
 

 

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指

導
 

居
宅

要
支

援
者
（

通
院

が
困

難
で

あ
る

等
の

状
態

に
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
が

原
則

と
し

て
主

治
医

に
よ

る
医

学

的
管

理
を

利
用

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
支

援
者

の
利

用
に

関
す

る

意
向

を
勘

案
し

て
、

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護
予
防

福
祉
用

具
貸

与
 

居
宅

要
支

援
者

の
要

支
援

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
支

援
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者
の

利
用

に
関

す
る
意
向

を
勘
案

し
て
、
量
の
見

込
み
を

定
め

る
こ

と
。
 

特
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

販

売
 

居
宅

要
支

援
者

の
要

支
援

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し
て

い
る
者

の
数
及

び
居
宅

要
支
援

者
の

利
用

に
関

す
る
意
向

を
勘
案

し
て
、
量
の
見

込
み
を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護
予
防

支
援
 

居
宅

要
支

援
者
及

び
生
活

支
援
・
介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス

事
業

対
象

者
の

数
と
、
現

に
利
用

し
て
い

る
者
の

数
を
勘

案
し

て
、

量
の

見
込
み
を

定
め
る

こ
と
。

 
 

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を

定
め

る
こ

と
。
 

特
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

販

売
 

居
宅

要
支

援
者

の
要

支
援

状
態

区
分

及
び

状
態

像
に

応
じ

て
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

及
び

居
宅

要
支

援

者
の

利
用

に
関

す
る

意
向

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護
予
防

支
援

 
居

宅
要

支
援

者
及

び
生

活
支

援
・
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス

事
業

対
象

者
の

数
と

、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

を
勘

案
し

て
、

量
の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

 

七
 
介
護

予
防
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
及

び
介

護
予
防

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護
 

 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通

所
介
護
 

介
護

予
防

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護
は
、
現
に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

、
居
宅
要

支
援
者

で
あ
っ

て
認
知

症
の
状

態
に

あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る

意
向

等
そ

の
地

域
の
実
情

を
勘
案

し
て
、
量
の
見

込
み
を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型

居
宅
介
護
 

介
護

予
防

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護
は

、
現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
、
居
宅

要
支
援

者
の
数

及
び
地

域
の
利

用
に

関
す

る
意

向
等
そ
の

地
域
の

実
情
を

勘
案
し

て
、
量

の
見

込
み

を
定

め
る
こ
と

。
 

 

七
 
介
護

予
防
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護

及
び

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居
宅

介
護

 

 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通

所
介
護

 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

は
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

、
居

宅
要

支
援

者
で

あ
っ

て
認

知
症

の
状

態
に

あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る

意
向

等
そ

の
地

域
の

実
情

を
勘

案
し

て
、
量

の
見

込
み

を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型

居
宅
介
護

 

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
は

、
現

に
利

用

し
て

い
る

者
の

数
、
居

宅
要

支
援

者
の

数
及

び
地

域
の

利

用
に

関
す

る
意

向
等

そ
の

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

、
量

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
 

 

八
 
介
護

予
防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
及

び
介
護

予
防
特

定
施
設

入
居
者

生
活
介

護
 

 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共

同
生
活
介

護
 

介
護

予
防

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

は
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数
、
要

支
援
者

で
あ
っ

て
認
知

症
の
状

態
に

あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る

意
向

等
そ

の
地

域
の
実
情

を
勘
案

し
て
、
利
用
者

の
数
の

見
込

み
を

定
め

る
こ
と
。
 

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者

生
活
介
護
 

介
護

予
防

特
定
施

設
入
居

者
生
活

介
護
は

、
現
に

利
用

し
て

い
る

者
の

数
、
要
支

援
者
の

数
及
び

そ
の
地

域
の
利

用
に

関
す

る
意

向
等
そ
の

地
域
の

実
情
を

勘
案
し

て
、
利

用
者

の
数

の
見

込
み
を
定

め
る
こ

と
。

 
 

八
 
介
護

予
防
認

知
症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

及
び

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介

護
 

 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共

同
生
活
介

護
 

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

は
、
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

、
要

支
援

者
で

あ
っ

て
認

知
症

の
状

態
に

あ
る

も
の

の
数

及
び

そ
の

地
域

の
利

用
に

関
す

る

意
向

等
そ

の
地

域
の

実
情

を
勘

案
し

て
、
利

用
者

の
数

の

見
込

み
を

定
め

る
こ

と
。
 

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者

生
活
介
護

 

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
は

、
現

に
利

用

し
て

い
る

者
の

数
、
要

支
援

者
の

数
及

び
そ

の
地

域
の

利

用
に

関
す

る
意

向
等

そ
の

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

、
利

用
者

の
数

の
見

込
み

を
定

め
る

こ
と

。
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年
月

市
区
町
村

都
道
府
県

国
（
参
考
）

令
和

2年 8月 9月 10
月

11
月

12
月

令
和

3年 1月 2月 3月 4月

人
材
推
計

ｼ
ｰ
ﾄ配
布

(予
定

)

第
1回
人
材

推
計
集
計

(予
定

)

第
2回
人
材

推
計
集
計

(予
定

)

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
R
2
.
7
.
3
1
）

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
ス
タ
ー
ト

・
介
護
保
険
事
業
計
画
を
議
会
に
報
告

・
介
護
保
険
条
例
の
改
正

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
議
会

に
報
告

サ
ー
ビ
ス
見
込
量
等
の
設
定
作
業
開
始

推
計
ツ
ー
ル
確
定
版

8.
0次
リ
リ
ー
ス

第
１
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
提
出

課
長
会
議
配
信
（
第
８
期
基
本
指
針
案
を
提
示
）

都
道
府
県
と
の
調
整
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
介
護
療
養
病
床
・
医
療
療
養
病
床

の
転
換
意
向
調
査
を
結
果
を
市
町

村
に
提
供

報
酬
改
定
率
等
の
係
数
を
設
定

・
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介

護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
を
開
催

推
計
ツ
ー
ル
操
作
説
明
動
画
配
信

第
１
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
提
出

第
１
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
集
計

推
計
ツ
ー
ル
確
定
版

8.
5次

（
集
計
機
能
等
）
リ
リ
ー
ス

推
計
作
業

市
町
村
、
国
（
地
方
厚
生
局
）と
の
調

整
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

地
方
厚
生
局
を
通
じ
た
都
道
府
県
ヒ

ア
リ
ン
グ

調
整
交
付
金
関
係
の
確
定
係
数
を
設
定

第
２
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
提
出

第
２
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
提
出

第
２
回
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
集
計

保
険
料
、
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
提
出

保
険
料
、
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
提
出

保
険
料
、
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
、

必
要
利
用
定
員
総
数
の
集
計

推
計
ツ
ー
ル
県

w
eb
研
修

集
計
を
踏
ま
え
た
推
計
に
当
た
っ
て
の
留
意

事
項
を
事
務
連
絡

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
推
計
に
当
た
っ
て
の

留
意
事
項
を
事
務
連
絡

参
考
資
料
３
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総
合
事
業
の
実
施
状
況
、
地
域
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提

供
体
制
の
状
況
な
ど

地
域
ケ
ア
会
議
を
活
用
し
た
地
域
課
題
の

把
握
、
社
会
資
源
の
活
用

病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
に
伴
い
生
じ
る
介
護

ニ
ー
ズ
対
応

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
と
支
援
ツ
ー
ル
イ
メ
ー
ジ

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

給
付
状
況
の
把
握

事
業
者
参
入
意
向
調
査

介
護
保
険
事
業
計
画
策
定

将
来
推
計
人
口

認
定
率
の
伸
び

利
用
率
の
伸
び

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
能
力
調
査

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
意
向
調
査

自
然
体
推
計

計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
手
法

市
町
村
計
画
作
成
委
員
会
に
お
い
て
検
討

《
「
見
え
る
化
」

シ
ス
テ
ム
》

基 礎 調 査 ・ 地 域 ケ ア 会 議 ・

地 域 間 比 較

関 係 者 と の 議 論 を

踏 ま え た 計 画 の 策 定

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査

反
映

ど
の
よ
う
な
保
険
料
水

準
で
ど
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
水
準
を
目
指
す
の

か
の
判
断
と
合
意
形

成
、
認
識
の
共
有

将
来
推
計
（
素
案
）

在
宅
生
活
継
続
す
る
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
把
握
、
退
所

し
た
者
の
行
先
等
の
把
握
な
ど

地
域
ケ
ア
会
議

反
映

自
然
体
推
計
の
算
出

他
地
域
や
全
国
の
給
付
状
況
、

サ
ー
ビ
ス
の
バ
ラ
ン
ス
等
と
の
比
較

反
映

現
状
分
析

機
能

将
来
推
計

機
能

地
域
診
断
支

援
情
報
送
信

ソ
フ
ト

施 策 反 映

反
映

在
宅
介
護
実
態
調
査

ビ
ジ
ョ
ン
を
達
成
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制

を
検
討
す
る
た
め
の
各
種
実
態
把
握

反
映

反
映

各
種
調
査
結
果

反
映

都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・介
護
担
当
者
等
の

関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

反
映

参
考
資
料
４
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地
域
包
括
ケ
ア
「見
え
る
化
」シ
ス
テ
ム
8.
0次
リリ
ー
ス
（
20
20
年
7月
31
日
予
定
）
に
つ
い
て

○
8.
0次
リリ
ー
ス
に
お
い
て
第
8期
介
護
保
険
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
向
け
た
将
来
推
計
機
能
の
リリ
ー
ス
を行
う予
定
。

N
o.

機
能
分
類

実
現
機
能
概
要

1
推
計
対
象
年
度
の
追
加

•
中
期
推
計
とし
て
、令
和
7年
度
に
加
え
て
、新
た
に
令
和
12
・1
7・
22
年
度
を

サ
ー
ビス
見
込
み
量
の
推
計
の
対
象
とす
る

2
地
域
支
援
事
業
費
の
見
込
み
量
推
計
機
能

•
訪
問
型
・通
所
型
サ
ー
ビス
の
利
用
者
数
/事
業
費
の
実
績
値
及
び
計
画
値
を

入
力
で
き
る
よ
うに
す
る

•
訪
問
型
・通
所
型
サ
ー
ビス
の
利
用
者
数
/事
業
費
の
令
和
7・
12
・1
7・
22
年

度
の
自
然
体
推
計
値
を
算
出
で
き
る
よ
うに
す
る

3
地
域
分
析
・検
討
結
果
記
入
シ
ー
トの
デ
ー
タ

出
力
機
能

•
地
域
分
析
・検
討
結
果
記
入
シ
ー
トの
各
項
目
に
つ
い
て
「自
保
険
者
」「
都
道

府
県
平
均
」「
全
国
平
均
」の
指
標
値
を
出
力
した
シ
ー
トを
ダウ
ンロ
ー
ドで
きる

よ
うに
す
る

4
広
域
連
合
の
保
険
者
向
け
将
来
推
計
機
能

•
広
域
連
合
の
保
険
者
が
、構
成
市
町
村
ご
とに
サ
ー
ビス
見
込
み
量
及
び
保
険

料
額
の
算
定
が
で
き
る
よ
うに
す
る

5
制
度
改
正
へ
の
対
応

•
介
護
給
付
費
財
政
調
整
交
付
金
の
算
定
式
の
見
直
しに
対
し、
推
計
ロジ
ック

の
対
応
を
行
う

•
「特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビス
費
等
給
付
額
」「
高
額
介
護
サ
ー
ビス
費
等
給
付

額
」に
つ
い
て
、見
直
しに
伴
う財
政
影
響
額
を
調
整
した
給
付
額
を
用
い
て
保

険
料
額
の
算
定
が
で
き
る
よ
うに
す
る

参
考
資
料
５
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地
域
包
括
ケ
ア
「見
え
る
化
」シ
ス
テ
ム
8.
5次
リリ
ー
ス
（
20
20
年
9月
下
旬
予
定
）
に
つ
い
て

○
8.
0次
リリ
ー
ス
の
推
計
ツー
ル
の
更
な
る
機
能
拡
充
を
行
う予
定
。

N
o.

機
能
分
類

実
現
機
能
概
要

1
都
道
府
県
の
将
来
推
計
機
能

（
都
道
府
県
機
能
）

•
都
道
府
県
ア
カウ
ント
で
管
内
保
険
者
の
将
来
推
計
を
支
援
可
能
とす
る

•
任
意
の
時
点
で
管
内
保
険
者
の
推
計
デ
ー
タを
集
計
し、
都
道
府
県
の
総
括
表

を
作
成
で
き
る
よ
うに
す
る

2
地
域
分
析
・検
討
結
果
記
入
シ
ー
トの
共
有

機
能

（
都
道
府
県
機
能
）

•
保
険
者
が
記
入
した
地
域
分
析
・検
討
結
果
記
入
シ
ー
トを
都
道
府
県
へ
共
有

で
き
る
よ
うに
す
る

3
介
護
人
材
推
計
の
支
援
機
能

（
都
道
府
県
機
能
）

•
介
護
人
材
推
計
の
ワ
ー
クシ
ー
トに
必
要
な
サ
ー
ビス
利
用
者
数
の
情
報
を
出
力

で
き
る
よ
うに
す
る

•
都
道
府
県
担
当
者
間
の
情
報
共
有
促
進
の
た
め
、介
護
人
材
推
計
の
ワー
ク

シ
ー
トを
登
録
で
き
る
よう
に
す
る

参
考
資
料
６
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令
和
２
年
度
か
らの
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
施
設
等
の
整
備
分
）
の
メ
ニ
ュー
の
充
実

介
護
離
職
ゼ
ロ５
０
万
人
受
け
皿
整
備
と老
朽
化
した
特
養
等
の
広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
を同
時
に
進
め
る
た
め
、介
護
施
設
等
の
整
備
（
創
設
）
を行
う

際
に
あ
わ
せ
て
行
う、
定
員
３
０
名
以
上
の
広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
・耐
震
化
に
つ
い
て
補
助
す
る
。
※
令
和
５
年
度
まで
の
実
施
。

介
護
施
設
等
の
整
備
に
あ
わ
せ
て
行
う広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
・耐
震
化
整
備
（
新
規
）

高
齢
者
向
け
住
ま
い
が
都
市
部
を中
心
に
多
様
な
介
護
ニー
ズ
の
受
け
皿
とな
って
い
る
状
況
を踏
まえ
、「
介
護
離
職
ゼ
ロ」
に
向
け
て
、介
護
サ
ー
ビス
基
盤
とし
て
介

護
付
き
ホ
ー
ム
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
も
含
め
て
、そ
の
整
備
促
進
して
い
くこ
とが
適
当
で
あ
る
こと
か
ら、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を受
け
る

介
護
付
き
ホ
ー
ム
も
補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

介
護
付
き
ホ
ー
ム
の
整
備
促
進
（
拡
充
）

外
国
人
を
含
む
介
護
人
材
を確
保
す
る
た
め
、介
護
施
設
等
の
事
業
者
が
介
護
職
員
用
の
宿
舎
を整
備
す
る
費
用
の
一
部
を補
助
す
る
こと
に
よっ
て
、介
護
職
員
が

働
きや
す
い
環
境
を整
備
す
る
。
※
令
和
５
年
度
まで
の
実
施
。

介
護
職
員
の
宿
舎
施
設
整
備
（
新
規
）

居
住
環
境
の
質
を
向
上
させ
る
た
め
に
行
う多
床
室
の
プラ
イバ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
改
修
に
つ
い
て
、こ
れ
まで
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
加
え
て
、併
設
され
る
シ
ョー

トス
テ
イ用
居
室
を
補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

特
養
併
設
の
シ
ョー
トス
テ
イ
多
床
室
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
改
修
支
援
（
拡
充
）

介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
を
推
進
す
る
た
め
、介
護
施
設
等
の
大
規
模
修
繕
の
際
に
あ
わ
せ
て
行
うロ
ボ
ット
・セ
ンサ
ー
、I
CT
の
導
入
を補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

※
令
和
５
年
度
ま
で
の
実
施
。

施
設
の
大
規
模
修
繕
の
際
に
あ
わ
せ
て
行
うロ
ボ
ット
・セ
ン
サ
ー
、I
CT
の
導
入
支
援
（
拡
充
）

介
護
施
設
等
に
お
け
る
看
取
りに
対
応
で
き
る
環
境
を整
備
す
る
観
点
か
ら、
看
取
り及
び
家
族
等
の
宿
泊
の
た
め
の
個
室
の
確
保
を目
的
とし
て
行
う施
設
の
改
修
費

に
つ
い
て
補
助
す
る
。

介
護
施
設
等
に
お
け
る
看
取
り環
境
の
整
備
推
進
（
新
規
）

平
成
29
年
度
の
介
護
保
険
法
等
の
改
正
に
よ
り新
た
に
位
置
付
け
られ
た
共
生
型
サ
ー
ビス
事
業
所
の
整
備
を推
進
す
る
た
め
、介
護
保
険
事
業
所
に
お
い
て
、障
害

児
・者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
・設
備
に
つ
い
て
補
助
す
る
。

共
生
型
サ
ー
ビス
事
業
所
の
整
備
推
進
（
新
規
）

介 護 サ ー ビ ス の 質 の 向 上介 護 離 職 ゼ ロ の た め の 量 的 拡 充

市
町
村
が
地
域
住
民
の
健
康
づ
くり
と防
災
の
意
識
啓
発
を連
携
して
取
り組
む
こと
が
で
きる
地
域
の
場
を設
置
す
る
た
め
、介
護
予
防
拠
点
（
通
い
の
場
等
）
に
お
け

る
地
域
住
民
の
健
康
づ
くり
と防
災
の
意
識
啓
発
の
た
め
の
取
組
を補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

介
護
予
防
拠
点
（
通
い
の
場
等
）
に
お
け
る
健
康
づ
くり
と防
災
の
意
識
啓
発
の
取
組
支
援
（
拡
充
）

参
考
資
料
７
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介
護
離
職
ゼ
ロ５
０
万
人
受
け
皿
整
備
と老
朽
化
した
特
養
等
の
広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
を
同
時
に
進
め
る
た
め
、介
護
施

設
等
の
整
備
（
創
設
）
を
行
う際
に
あ
わ
せ
て
行
う、
定
員
３
０
名
以
上
の
広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
・耐
震
化
に
つ
い
て
補

助
す
る
。

介
護
施
設
等
の
整
備
に
あ
わ
せ
て
行
う広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
・耐
震
化
整
備
（
新
規
）

介
護
施
設
等
の
整
備
（
創
設
）
と広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
等
に
係
る
１
年
か
ら４
年
程
度
を
期
間
とす
る
整
備
計
画
を

定
め
る
こと
。

令
和
５
年
度
ま
で
の
実
施
。

（
整
備
（
創
設
）
を
行
う介
護
施
設
等
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を
受
け
る
ケ
ア
ハ
ウス

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を
受
け
る
介
護
付
き

ホ
ー
ム

※
い
ず
れ
も
定
員
規
模
及
び
助
成
を
受
け
て
い
る
か
は
問
わ
な
い
。

（
大
規
模
修
繕
・耐
震
化
を
行
う広
域
型
施
設
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

ケ
ア
ハ
ウス

（
最
大
補
助
単
価
）

１
定
員
あ
た
り

１
１
２
.８
万
円

（
補
助
要
件
）
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現
行
支
援
対
象
施
設

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を

受
け
る
介
護
付
き
ホ
ー
ム

※
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
は
、小
規
模
（
定
員

２
９
名
以
下
）
の
施
設
に
限
る
。

※
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、ケ
ア
ハ
ウス
は
現
行
も
支

援
対
象
。

高
齢
者
向
け
住
ま
い
が
都
市
部
を
中
心
に
多
様
な
介
護
ニー
ズ
の
受
け
皿
とな
って
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、「
介
護
離
職
ゼ
ロ」
に
向
け

て
、介
護
サ
ー
ビス
基
盤
とし
て
介
護
付
き
ホ
ー
ム
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
も
含
め
て
、そ
の
整
備
促
進
して
い
くこ
とが
適

当
で
あ
る
こと
か
ら、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
指
定
を
受
け
る
介
護
付
き
ホ
ー
ム
も
補
助
対
象
に
追
加
す
る
。

介
護
付
き
ホ
ー
ム
の
整
備
促
進
（
拡
充
）

開
設
準
備
経
費
に
つ
い
て
は
、全
国
的
に
施
設
整
備
の
ネ
ック
とな
って
い
る
人
材
確
保
の
観
点
か
ら、
全
国
で
実
施
。

施
設
整
備
費
及
び
定
期
借
地
権
設
定
の
た
め
の
一
時
金
支
援
は
、介
護
需
要
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
北
海
道
、茨
城
県
、埼

玉
県
、千
葉
県
、東
京
都
、神
奈
川
県
、静
岡
県
、愛
知
県
、京
都
府
、大
阪
府
、兵
庫
県
、福
岡
県
に
限
定
して
実
施
。

（
拡
充
後
の
補
助
対
象
施
設
）

（
最
大
補
助
単
価
）

施
設
整
備
費

１
定
員
あ
た
り
４
４
８
万
円

開
設
準
備
経
費

１
定
員
あ
た
り
８
３
.９
万
円

定
期
借
地
権
設
定
の
た
め
の
一
時
金
支
援

路
線
価
額
の
１
／
４

（
補
助
要
件
）
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第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
時

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
（
案
）

地
域
医
療
構
想
を
反
映
し
た
慢
性
期

医
療
ニ
ー
ズ

第
７
期
計
画
（
2
0
1
8
～
2
0
20
年
）
第
８
期
計
画
（
2
0
2
1
～
2
0
23
年
）

第
９
期
計
画
（
2
0
2
4
～
2
0
26
年
）

Ⅲ ⅠⅡ

約 3
0
万 人 分 の 追 加 需 要 ⇒ Ａ 町 3
0
人

自 然 増

約 1
0 万 人 分 ⇒ Ａ 町 1
0 人

2
0
2
5
年

地
域
医
療
構
想
を
反
映
し
た
慢
性
期

医
療
ニ
ー
ズ※

第
７
期
計
画
（
2
0
1
8
～
2
0
20
年
）
第
８
期
計
画
（
2
0
2
1
～
2
0
23
年
）
第
９
期
計
画
（
2
0
2
4
～
2
0
26
年
）

介
護
医
療
院
へ
転
換

2
0
2
5
年

○
第
７
期
の
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
際
、
地
域
医
療
構
想

に
伴
う
介
護
ニ
ー
ズ
等
増
分
に
つ
い
て
は
、

20
25
年
度
に
お
け
る
追

加
的
需
要
の
増
約

30
万
人
分
を
第
７
期
末
時
点
（

20
20
年
）
に
割
り

返
し
、
各
市
町
村
に
割
当
数
（
機
械
的
試
算
）
を
示
し
て
い
た
。

○
各
市
町
村
は
、
介
護
医
療
院
へ
の
転
換
意
向
調
査
の
数
値
を
下
限

と
し
て
割
当
数
を
勘
案
し
て
計
画
に
介
護
施
設
等
の
サ
ー
ビ
ス
量
を

計
上
し
て
い
た
。

〇
第
７
期
と
同
様
に
、
転
換
意
向
調
査
に
基
づ
き
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、

高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
意
向

調
査
に
よ
り
把
握
し
た
令
和
５
年
度
末
時
点
の
見
込
量
を
下
限
と
し
、
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
で
把
握
し
た
医
療
保
険
適
用
病
床
へ

の
転
換
予
定
を
除
く
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
つ
つ
、
見
込
む
こ
と

と
す
る
。
（
①
）

下
図
の
例
：
８
期
意
向
調
査
２
人
（
①
）

〇
さ
ら
に
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25
年
の
療
養
病
床
の
減
少
数
か
ら
、
令
和

５
年
度
末
の
数
値
を
比
例
的
に
逆
算
し
て
推
計
し
た
減
少
数
に
相
当
す
る
追
加
需

要
に
満
た
な
い
部
分
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協

議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
②
）

下
図
の
例
：

A町
５
人
ｰ
７
期
転
換
済
２
人
ｰ
８
期
意
向
調
査
２
人
（
①
）
＝

1人
（
②
）

○
そ
の
他
の
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
つ
い
て
は
、
第
７
期
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
７
期
の
傾
向
を
第
８
期
に

伸
ば
す
こ
と
で
計
上
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
際
、
在
宅
医
療
等
の
数
値
も
参

考
と
す
る
こ
と
。
（
③
）

地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
介
護
ニ
ー
ズ
の
推
計
方
法
に
つ
い
て

Ⅳ

介
護
医
療
院
等
へ
転
換

約 ７ 万 人 分 の 療 養 病 床 削 減 ⇒ Ａ 町 ７ 人

約 ５ 万 分

⇓

Ａ 町 ５ 人

転 換 意 向 調 査 ⇒ Ａ 町 ２ 人

①③

②

※
左
記
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
の
う
ち
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績

２ 人

２ 人
１ 人

Ⅳ
 外

来
が

受
け

皿
Ⅲ

 在
宅

医
療

及
び

介
護

サ
ー

ビ
ス

（
在

宅
サ

ー
ビ

ス
・
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

）
が

受
け

皿
Ⅱ

 老
人

保
健

施
設

又
は

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

が
受

け
皿

Ⅰ
既

存
の

介
護

療
養

型
医

療
施

設
や

医
療

療
養

病
床

か
ら

介
護

医
療

院
等

へ
移

行

参
考
資
料
８
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○
「
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合
性
の
確
保
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
 

旧
 

医
政
地
発
○
第
○
号
 

老
 介

 発
○
第
○
号
 

保
 連

 発
○
第
○
号
 

令
和
２
年
○
月
○
日
   

 
 
 
 
 
 
衛
生
主
管
部
（
局
）
長
 

各
都
道
府
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
介
護
保
険
主
管
部
（
局
）
長
 

厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
 

厚
生
労
働
省
老
健
局
介
護
保
険
計
画
課
長
 

厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
長
 

（
 公

 印
 省

 略
 ）

 

 

  
 

医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
 

整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合
性
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
 

医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
5
号
）
第

30
条
の
４
第
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
（
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

12
3
号
）
第

11
7 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介

護
保
険
事
業
計
画
（
以
下
「
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
い
う
。）

及
び
同
法
第

11
8 
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」
と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
い

て
は
、
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
よ
る
効
率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
並
び
に
在
宅
医
療
・
介

護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
一
体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
  

今
般
、
第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
見
直
し
に
お
け
る
在
宅
医
療
等
の
整
備
目
標
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画

に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
整
合
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
た
の
で
、
ご
了
知

の
上
、
医
療
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
に
係
る
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
貴
管
内
市
区
町
村

へ
周
知
願
い
た
い
。
 

  

記
  

        

医
政
地
発
 0
81
0 
第
１
号
 

老
 介

 発
 0
81
0 
第
１
号
 

保
 連

 発
 0
81
0 
第
１
号
 

平
成
 2
9 
年
８
月
 1
0 
日
    

 
 
 
 
 
 
衛
生
主
管
部
（
局
）
長
 

各
都
道
府
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
介
護
保
険
主
管
部
（
局
）
長
 

厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
 

厚
生
労
働
省
老
健
局
介
護
保
険
計
画
課
長
 

厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
長
 

（
 公

 印
 省

 略
 ）

 

  
 

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
 

整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合
性
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
 

平
成

29
年
度
は
、
第
７
次
医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
5
号
）
第

30
条
の
４
第

12
号
に
規
定
す
る

医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
（
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

12
3
号
）

第
11
7 
条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
（
以
下
「
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
い
う
。）

及
び
同

法
第

11
8 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」

と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

が
同
時
に
策
定
さ
れ
る
年
で
あ
り
、
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
よ
る
効

率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
並
び
に
在
宅
医
療
・
介
護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
一

体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

今
般
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
等
の
整
備
目
標
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
整
合
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
た
の
で
、
ご
了
知
の
上
、
医
療
計
画

及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
に
係
る
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
貴
管
内
市
区
町
村
へ
周
知
願
い
た

い
。
 

  

記
  

        

参
考
資
料
９
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新
 

旧
 

１
 
基
本
的
な
方
針
  

医
療
計
画
に
お
い
て
は
、
必
要
な
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
を
定
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
期
間
と
合
わ
せ

て
そ
の
半
期
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
は
、
20
25

年
に
お
け
る
医
療
機
能
ご
と

の
医
療
需
要
に
基
づ
く
病
床
の
必
要
量
、
慢
性
期
機
能
か
ら
の
転
換
分
を
含
め
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
（
介
護
保

険
施
設
（
介
護
医
療
院
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
共
同
生
活
介
護
、
そ
の
他
介
護
サ
ー
ビ
ス
、

在
宅
医
療
及
び
外
来
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
追
加
的
需
要
等
を
推
計
し
、
平
成

28
年
度
末
ま
で
に
地
域
医
療

構
想
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２
項
第
７
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
策
定
し
た
。
一

方
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は

20
25

年
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
推
計
値
を
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
  

 20
25

年
に
向
け
て
、
地
域
医
療
構
想
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
慢
性
期
機
能
か
ら
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
の

転
換
を
含
め
た
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
受
け
皿
の
整
備
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
踏
ま
え
た
在
宅
医
療
の

整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
間
で
整
合
的
に
、
か
つ
受
け
皿
整

備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
計
画
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
の
推
計
値
に
お
い
て
も
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と

す
る
必
要
が
あ
る
。
  

  
 

２
 
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
へ
の
対
応
の
考
え
方
に
つ
い
て
  

(1
) 
 追

加
的
需
要
の
範
囲
  

追
加
的
需
要
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２

項
第
７
号
に
規
定
す
る
構
想
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お
け
る

医
療
の
必
要
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。
  

①
 
慢
性
期
入
院
患
者
（
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
、
療
養
病
棟
特
別
入
院
基
本
料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
当

該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
医
療
区
分
１
で
あ
る
患
者
の
数
の

70
％
に
相
当
す
る
数
。
  

②
 
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
入
院
受
療
率
の
地
域
差
を
解
消

し
て
い
く
こ
と
で
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
と
し
て
推
計
す
る
患
者
の
数
（
①
に
掲
げ
る
数
を
除
く
）。

  

③
 
一
般
病
床
の
入
院
患
者
（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
除
く
。）

の

う
ち
、
医
療
資
源
投
入
量
（
※
）
が

22
5
点
未
満
の
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
当
該
構
想
区
域
に
住
所

を
有
す
る
者
の
数
か
ら
、
当
該
数
の
う
ち
（
イ
）
在
宅
復
帰
に
向
け
て
調
整
を
要
す
る
者
（
医
療
資
源
投
入
量

17
5
点
以
上

22
5
点
未
満
）、
（
ロ
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
を
加
え
た
医
療
資
源
投
入
量
が

17
5
点
以
上
と
な
る
医
療
を
受
け
る
者
の
数
を
控
除
し
て
得
た
数
。
  
 

※
 「

医
療
資
源
投
入
量
」
と
は
、
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

1
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
(入

院
基
本
料
相
当
分
及

び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
除
く
。
)の

出
来
高
点
数
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
  

   

１
 
基
本
的
な
方
針
  

医
療
計
画
に
お
い
て
は
、
第
７
次
の
計
画
期
間
（
平
成

30
年
度
か
ら
平
成

35
年
度
ま
で
）
に
お
け
る
必
要
な
在
宅

医
療
の
整
備
目
標
を
定
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
期
間
と
合
わ
せ
て
そ
の
半
期
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
は
、
20
25

年
に
お
け
る
医
療
機
能
ご
と
の
医
療
需
要
に
基
づ
く
病
床
の
必
要
量
、

慢
性
期
機
能
か
ら
の
転
換
分
を
含
め
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
（
介
護
保
険
施
設
（
介
護
医
療
院
、
介
護
老
人
保
健

施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
共
同
生
活
介
護
、
そ
の
他
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
在
宅
医
療
及
び
外
来
医
療
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）

の
追
加
的
需
要
等
を
推
計
し
、
昨
年
度
末
ま
で
に
地
域
医
療
構
想
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２
項
第
７
号
に
規

定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
策
定
し
た
。
一
方
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
第
７
期
（
平
成

30
年
度
か
ら
平
成

32
年
度
ま
で
）
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の

種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は

20
25

年
に
お
け
る
サ

ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
推
計
値
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

20
25

年
に
向
け
て
、
地
域
医
療
構
想
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
慢
性
期
機
能
か
ら
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
の

転
換
を
含
め
た
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
受
け
皿
の
整
備
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
踏
ま
え

た
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
間
で
整
合
的
に
、

か
つ
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
計
画
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業

計
画
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
の
推
計
値
に
お
い
て
も
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
盛
り

込
ん
だ
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
  

  
 

２
 
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
へ
の
対
応
の
考
え
方
に
つ
い
て
  

(1
) 
 追

加
的
需
要
の
範
囲
  

追
加
的
需
要
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２

項
第
７
号
に
規
定
す
る
構
想
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お
け
る

医
療
の
必
要
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。
  

①
 
慢
性
期
入
院
患
者
（
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
、
療
養
病
棟
特
別
入
院
基
本
料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
当

該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
医
療
区
分
１
で
あ
る
患
者
の
数
の

70
％
に
相
当
す
る
数
。
  

②
 
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
入
院
受
療
率
の
地
域
差
を
解
消

し
て
い
く
こ
と
で
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
と
し
て
推
計
す
る
患
者
の
数
（
①
に
掲
げ
る
数
を
除
く
）。

  

③
 
一
般
病
床
の
入
院
患
者
（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
除
く
。）

の

う
ち
、
医
療
資
源
投
入
量
（
※
）
が

22
5
点
未
満
の
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
当
該
構
想
区
域
に
住
所

を
有
す
る
者
の
数
か
ら
、
当
該
数
の
う
ち
（
イ
）
在
宅
復
帰
に
向
け
て
調
整
を
要
す
る
者
（
医
療
資
源
投
入
量

17
5
点
以
上

22
5
点
未
満
）、
（
ロ
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
を
加
え
た
医
療
資
源
投
入
量
が

17
5
点
以
上
と
な
る
医
療
を
受
け
る
者
の
数
を
控
除
し
て
得
た
数
。
  
 

※
 「

医
療
資
源
投
入
量
」
と
は
、
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

1
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
(入

院
基
本
料
相
当
分
及

び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
除
く
。
)の

出
来
高
点
数
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
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新
 

旧
 

(2
) 
 市

町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
推
計
の
考
え
方
  

以
下
の
方
法
に
よ
り
、
(1
)の

①
か
ら
③
ま
で
ご
と
に
、
市
町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
値
を
推
計
す
る
。
  

ア
 
各
構
想
区
域
に
お
け
る
追
加
的
需
要
を
、
20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
で
按
分
す

る
。
  

20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
に
つ
い
て
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究

「
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
平
成

25
年
（
20
13

年
）
３
月
中
位
推
計
）」

を
用
い
る
。
  

イ
 
上
記
ア
で
得
た
令
和
７
年
（
20
25

年
）
時
点
の
市
町
村
別
の
値
か
ら
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計

画
の
終
了
時
点
と
な
る
令
和
２
年
度
末
及
び
第
７
次
医
療
計
画
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
終

了
時
点
と
な
る
令
和
５
年
度
末
ま
で
に
生
じ
る
値
を
、
比
例
的
に
推
計
す
る
。
  

具
体
的
に
は
、
追
加
的
需
要
が
、
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
開
始
年

度
と
な
る
平
成

30
年
度
か
ら
生
じ
、
令
和
７
年
度
末
ま
で
の
８
年
間
に
わ
た
っ
て
、
毎
年
度
同
じ
量
ず
つ
増

加
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
比
例
的
に
逆
算
し
て
推
計
す
る
。
  

ウ
 
上
記
ア
及
び
イ
で
得
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
値
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
、
市
町
村
間
で
増
減
の
調
整
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
地

域
医
療
構
想
の
構
想
区
域
ご
と
の
推
計
と
、
当
該
構
想
区
域
内
の
市
町
村
別
の
推
計
の
合
計
値
と
の
整
合
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
間
の
調
整
を
行
う
こ
と
。
  

  ３
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
つ
い
て
 

(1
) 
整
備
目
標
を
設
定
す
る
時
点
に
つ
い
て
  

  
 
第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
見
直
し
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
期
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
令
和
５
年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
  

    (2
) 
追
加
的
需
要
に
対
す
る
在
宅
医
療
の
考
え
方
  

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
基
本
的
に
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

29
年
法
律
第

52
号
。
以
下
、

「
改
正
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
令
和
５
年
度
末
と
さ
れ
、

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
分
と
し
て
は
、
ま
ず

は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
介
護
医
療
院
等
の
介
護
保
険
施
設
へ
の
移
行
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
意
向
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
転
換
意
向
調
査
」

と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
の
下
で
把
握
す
る
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
の
意
向
を
踏
ま

え
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
令
和
５
年
度
末
時
点
の

見
込
み
量
を
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
に
つ
い
て
は
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
  

   

(2
) 
 市

町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
推
計
の
考
え
方
  

以
下
の
方
法
に
よ
り
、
(1
)の

①
か
ら
③
ま
で
ご
と
に
、
市
町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
値
を
推
計
す
る
。
  

ア
 
各
構
想
区
域
に
お
け
る
追
加
的
需
要
を
、
20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
で
按
分
す

る
。
  

20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
に
つ
い
て
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究

「
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
平
成

25
年
（
20
13

年
）
３
月
中
位
推
計
）」

を
用
い
る
。
  

イ
 
上
記
ア
で
得
た
平
成

37
年
（
20
25

年
）
時
点
の
市
町
村
別
の
値
か
ら
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）

計
画
の
終
了
時
点
と
な
る
平
成

32
年
度
末
及
び
第
７
次
医
療
計
画
の
終
了
時
点
と
な
る
平
成

35
年
度
末
ま
で

に
生
じ
る
値
を
、
比
例
的
に
推
計
す
る
。
  

具
体
的
に
は
、
追
加
的
需
要
が
、
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
開
始
年

度
と
な
る
平
成

30
年
度
か
ら
生
じ
、
平
成

37
年
度
末
ま
で
の
８
年
間
に
わ
た
っ
て
、
毎
年
度
同
じ
量
ず
つ
増

加
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
比
例
的
に
逆
算
し
て
推
計
す
る
。
  

ウ
 
上
記
ア
及
び
イ
で
得
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
値
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
、
市
町
村
間
で
増
減
の
調
整
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
地

域
医
療
構
想
の
構
想
区
域
ご
と
の
推
計
と
、
当
該
構
想
区
域
内
の
市
町
村
別
の
推
計
の
合
計
値
と
の
整
合
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
間
の
調
整
を
行
う
こ
と
。
  

  ３
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
つ
い
て
 

(1
) 
整
備
目
標
を
設
定
す
る
時
点
に
つ
い
て
  

  
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
と
整

合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
平
成

32
年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
医
療
計
画
の
中
間
年
（
３

年
目
）
で
の
見
直
し
に
お
い
て
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
平
成

35
 

年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
 

  (2
) 
追
加
的
需
要
に
対
す
る
在
宅
医
療
の
考
え
方
  

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
基
本
的
に
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

29
年
法
律
第

52
号
。
以
下
、

「
改
正
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
平
成

35
年
度
末
と
さ

れ
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
分
と
し
て
は
、

ま
ず
は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
介
護
医
療
院
等
の
介
護
保
険
施
設
へ
の
移
行
を
念

頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、「

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係

る
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
意
向
の
把
握
に
つ
い
て
」（

平
成

29

年
８
月

10
日
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
・
老
健
局
介
護
保
険
計
画
課
事
務
連
絡
。
以
下
「
転
換
意
向
調

査
事
務
連
絡
」
と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
の
下
で
把
握
す
る
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行

の
意
向
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
平
成

32

年
度
末
、
平
成

35
年
度
末
時
点
の
見
込
み
量
を
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
す
る
こ
と

と
し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
平
成

32
年
度
末
時
点
の
見
込
み
量
を

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
（
平
成

35
年
度
末
時
点
に
お
い
て
は
指
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
て
設
定
）
す
る
こ
と
。
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20
25

年
の
推
計
に
お
け
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

へ
の
移
行
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、
こ
れ
ま
で
の
在
宅

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・

推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
在
宅
医
療
と
介
護
保
険
施
設

と
の
間
で
そ
の
対
応
す
る
分
を
按
分
し
た
上
で
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
際
、
都
道
府
県

と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現
状
の

退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

ア
 
患
者
調
査
や
病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の
訪

問
診
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用
し

て
、
必
要
な
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に

お
け
る
医
療
の
必
要
量
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
在
宅
医
療
の
追
加
的
需
要
に
加
え
、
足
下
の
訪
問
診
療

患
者
の
受
療
率
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た
需
要
（
※
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の

需
要
と
追
加
的
需
要
を
合
算
し
た
値
に
対
応
す
る
訪
問
診
療
の
提
供
体
制
に
係
る
整
備
目
標
を
検
討
す
る
こ
と
。
  

※
 
足
下
の
訪
問
診
療
患
者
の
受
療
率
に
基
づ
き
推
計
し
た

20
25

年
の
需
要
か
ら
、
令
和
５
年
度
末
の
数
値
を
比
例

的
に
推
計
し
て
活
用
す
る
こ
と
。
  

な
お
、
２
(2
)に

よ
り
得
た
値
の
う
ち
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
（
(1
)の

③
に
相
当
す
る
部
分
を
い

う
。）

に
つ
い
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
退
院
す
る
患
者
の
多
く
が
、
退
院
後
に
通
院
（
外
来
医
療
）
に
よ
り
医
療
を
受

け
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
外
来
医
療
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
在
宅
医
療
の
受
け
皿
整
備
の
対

象
と
は
み
な
さ
な
い
。
  

  ４
 
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

(1
) 
基
本
的
な
考
え
方
  

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
の
状
況
や
人
口
動
態
を
踏
ま
え
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
各
自
治
体
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
各
種
施
策

を
反
映
し
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
20
25

年
度
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見

込
み
の
推
計
と
、
各
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
の
策
定
の
両
方
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
推
計
・
策
定

過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
踏
ま
え
る
と

と
も
に
、
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
  

  (2
) 
20
25

年
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
 

地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
足
下
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
受
療
動
向
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
で

は
な
く
、
足
下
の
需
要
と
し
て
は
療
養
病
床
や
一
般
病
床
で
対
応
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
介
護
施
設
・
在
宅
医
療

20
25

年
の
推
計
に
お
け
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

へ
の
移
行
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、
こ
れ
ま
で
の
在
宅

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・

推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
在
宅
医
療
と
介
護
保
険
施
設

と
の
間
で
そ
の
対
応
す
る
分
を
按
分
し
た
上
で
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
際
、
都
道
府
県

と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現
状
の

退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

ア
 
患
者
調
査
や
病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の
訪

問
診
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用
し

て
、
必
要
な
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お

け
る
医
療
の
必
要
量
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
在
宅
医
療
の
追
加
的
需
要
に
加
え
、
足
下
の
訪
問
診
療
患

者
の
受
療
率
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た
需
要
（
※
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
需

要
と
追
加
的
需
要
を
合
算
し
た
値
に
対
応
す
る
訪
問
診
療
の
提
供
体
制
に
係
る
整
備
目
標
を
検
討
す
る
こ
と
。
  

※
 
足
下
の
訪
問
診
療
患
者
の
受
療
率
に
基
づ
き
推
計
し
た

20
25

年
の
需
要
か
ら
、
平
成

32
年
度
末
、
平
成

35
年

度
末
の
数
値
を
比
例
的
に
推
計
し
て
活
用
す
る
こ
と
。
  

な
お
、
２
(2
)に

よ
り
得
た
値
の
う
ち
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
（
(1
)の

③
に
相
当
す
る
部
分
を
い

う
。）

に
つ
い
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
退
院
す
る
患
者
の
多
く
が
、
退
院
後
に
通
院
（
外
来
医
療
）
に
よ
り
医
療
を
受

け
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
外
来
医
療
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
在
宅
医
療
の
受
け
皿
整
備
の
対

象
と
は
み
な
さ
な
い
。
  

  ４
 
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

(1
) 
基
本
的
な
考
え
方
  

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
の
状
況
や
人
口
動
態
を
踏
ま
え
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
各
自
治
体
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
各
種
施
策

を
反
映
し
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
20
25

年
度
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見

込
み
の
推
計
と
、
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
の
策
定
の
両
方
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
推
計
・
策

定
過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
  

  (2
) 
20
25

年
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
 

地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
足
下
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
受
療
動
向
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
で

は
な
く
、
足
下
の
需
要
と
し
て
は
療
養
病
床
や
一
般
病
床
で
対
応
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
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新
 

旧
 

等
で
対
応
す
る
よ
う
推
計
さ
れ
た
追
加
的
な
需
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
は
、
人
口
推
計
を
基
に

し
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
分
（
在
宅
医
療
の
利
用
者
が
利
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
。）

が
増
加
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
  

２
で
示
さ
れ
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
、
実
際
に
、
20
25

年
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
推
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、

こ
れ
ま
で
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
記
載
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
お
い
て
、
こ
の

追
加
的
需
要
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
に
つ
い
て
、
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

○
 
ま
ず
、
こ
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
前
述
の
と
お
り
、
基
本
的
に
療
養
病
床
の
需
要
が
移

行
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
介
護
保
険
法
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
令
和
５
年
度
末

と
さ
れ
た
こ
と
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
転
換

意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
把
握
さ
れ
た
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医

療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
転
換
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
転
換
せ
ず
に
在
宅
へ
移

行
す
る
場
合
も
含
む
。）

の
意
向
等
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
  

   ○
 
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
と

も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
取
組
に
よ
り
医
療
か
ら
介
護
へ
の
移
行
が
進
め
ら
れ
て
き
て

い
る
が
、
年
齢
階
級
別
の
受
給
率
は
、
近
年
、
概
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
構
成
の
変
化
に
加
え
、
過
去
の
利
用
実
績
の
傾
向
や
特
養
待
機
者
等
の

現
状
も
踏
ま
え
つ
つ
、
推
計
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
中
で
既
に
病
床
か
ら
在
宅
医

療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
勘
案
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
、
自
然
体
推
計
に
追
加
し
て
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
療
養
病
床
か
ら

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
移
行
す
る
場
合
の
患
者
像
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
像
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
３
(2
)と

同
様
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
当
該
地
域
の
実
情

に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
か
も
踏
ま
え
つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス
種
類
ご
と
に

按
分
し
た
上
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
推
計
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
医
療
構
想
の
進
捗
や
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
考
え
方
と
の
整
合
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
、
現
状
の
退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

 

等
で
対
応
す
る
よ
う
推
計
さ
れ
た
追
加
的
な
需
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
は
、
人
口
推
計
を
基
に

し
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
分
（
在
宅
医
療
の
利
用
者
が
利
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
。）

が
増
加
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
  

２
で
示
さ
れ
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
、
実
際
に
、
20
25

年
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
推
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、

こ
れ
ま
で
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
記
載
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
お
い
て
、
こ
の

追
加
的
需
要
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
に
つ
い
て
、
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

○
 
ま
ず
、
こ
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
前
述
の
と
お
り
、
基
本
的
に
療
養
病
床
の
需
要
が
移

行
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
介
護
保
険
法
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
平
成

35
年
度

末
と
さ
れ
た
こ
と
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
（
推
計
ツ
ー
ル
に
お
い
て
は
、

20
25

年
に
お
け
る
介
護
医
療
院
の
見
込
み
量
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
と
一
体
的
に
算
定
す
る
こ
と
と
な
っ

て
お
り
、
介
護
医
療
院
の
う
ち
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
分
と
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
併
せ

て
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。）
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
転
換
意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
把
握
さ

れ
た
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
転
換
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
転
換
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行
す
る
場
合
も
含
む
。）

の
意
向
等
を
反

映
さ
せ
る
こ
と
。
  

○
 
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
と

も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
取
組
に
よ
り
医
療
か
ら
介
護
へ
の
移
行
が
進
め
ら
れ
て
き
て

い
る
が
、
年
齢
階
級
別
の
受
給
率
は
、
近
年
、
概
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
構
成
の
変
化
に
加
え
、
過
去
の
利
用
実
績
の
傾
向
や
特
養
待
機
者
等
の

現
状
も
踏
ま
え
つ
つ
、
推
計
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
中
で
既
に
病
床
か
ら
在
宅
医

療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
勘
案
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
、
自
然
体
推
計
に
追
加
し
て
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
療
養
病
床
か
ら

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
移
行
す
る
場
合
の
患
者
像
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
像
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
３
(2
)と

同
様
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
当
該
地
域
の
実
情

に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
か
も
踏
ま
え
つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス
種
類
ご
と
に

按
分
し
た
上
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
推
計
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
医
療
構
想
の
進
捗
や
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
考
え
方
と
の
整
合
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
、
現
状
の
退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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新
 

旧
 

ア
 
患
者
調
査
に
お
け
る
一
般
病
床
や
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
て
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

  
 
○
 
な
お
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
疾
病
の
状
況
、
介
護
の
必
要
度
等
が
明
ら
か
で
は
な

く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
増
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
、
定
量
的
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
推
計
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
策
定
に
当
た

っ
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
外
来
で
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い

る
。
 

 

（
3）

 
第
７
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

  
  

地
域
医
療
構
想
が

20
25

年
時
点
の
医
療
需
要
の
推
計
で
あ
る
こ
と
、
20
25

年
に
追
加
的
に
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
医
療
需
要
が
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
る
部
分
の
大
部
分
は
、
療
養
病
床
の
需
要
が
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

の
需
要
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
、
転
換
意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
、
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医

療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
移
行
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行

す
る
場
合
も
含
む
。）

に
つ
い
て
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
を
下
限
と
し
つ
つ
、
見
込
む
こ
と

と
す
る
。
  

さ
ら
に
、
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在

宅
医
療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
地
域
の
病
床
機
能
を
ど
の
よ
う
に
分
化
・
連
携
さ
せ
て
い
く
の
か
等
を
検
討
す
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
の
検
討
状
況
や
各
医
療
機
関
の
動
向
、（

2）
に
示
す
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
状
況
や
今
後
の
人
口
の
推
移
・
高
齢
化
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
３
(2
)に

お
い
て
示

し
た
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間

の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
７
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
８
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

 （
4）

 
第
８
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
８
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
７

期
と
同
様
に
、
転
換
意
向
調
査
に
基
づ
き
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養

病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は

意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
令
和
５
年
度
末
時
点
の
介
護
保
険
対
象
サ
ー
ビ
ス
へ
の
転
換
等
の
見
込
量
を
下
限
と

ア
 
患
者
調
査
に
お
け
る
一
般
病
床
や
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
て
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

  
 
○
 
な
お
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
疾
病
の
状
況
、
介
護
の
必
要
度
等
が
明
ら
か
で
は
な

く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
増
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
、
定
量
的
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
推
計
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
策
定
に
当
た

っ
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
外
来
で
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い

る
。
 

 

（
3）

 
第
７
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

  
  

地
域
医
療
構
想
が

20
25

年
時
点
の
医
療
需
要
の
推
計
で
あ
る
こ
と
、
20
25

年
に
追
加
的
に
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
医
療
需
要
が
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
る
部
分
の
大
部
分
は
、
療
養
病
床
の
需
要
が
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

の
需
要
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
、
転
換
意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
、
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医

療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
移
行
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行

す
る
場
合
も
含
む
。）

に
つ
い
て
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
を
下
限
と
し
つ
つ
、
見
込
む
こ
と

と
す
る
。
  

さ
ら
に
、
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在

宅
医
療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
地
域
の
病
床
機
能
を
ど
の
よ
う
に
分
化
・
連
携
さ
せ
て
い
く
の
か
等
を
検
討
す
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
の
検
討
状
況
や
各
医
療
機
関
の
動
向
、（

2）
に
示
す
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
状
況
や
今
後
の
人
口
の
推
移
・
高
齢
化
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
３
(2
)に

お
い
て
示

し
た
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間

の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
７
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
８
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
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し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
医
療
保
険
適
用
病
床
へ
の
転
換
予
定
を

除
く
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
て
見
込
む
こ
と
と
す
る
。
 

さ
ら
に
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
療
養
病
床
の
減
少
数
か
ら
、
令
和
５
年
度
末
の
数
値
を
比
例
的
に

逆
算
し
て
推
計
し
た
減
少
数
に
相
当
す
る
追
加
需
要
に
満
た
な
い
部
分
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

そ
の
他
の
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
つ
い
て
は
、
第
７
期
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
に
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
第
７
期
の
傾
向
を
第
８
期
に
伸
ば
す
こ
と
で
計
上
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
際
、
３
(2
)の

数

値
も
参
考
と
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
８
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
９
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

 

(5
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
力
に
つ
い
て
  

20
25

年
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
の
重
要
性
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の
介
護
保
険
主
管
部
局
に
お
い
て
は
、
医
療
計

画
主
管
部
局
と
密
接
に
連
携
し
つ
つ
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

  ５
 
医
療
及
び
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て
  
 

(1
) 
位
置
付
け
  

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」（

平
成
 2
6 
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
 3
54
 号

）
に
お
い
て
は
、
医
療
計
画
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
を
一
体
的
に
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
計
画

の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

協
議
の
場
は
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
都
道
府
県
医
療
審
議
会
や
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
け
る
議
論
に
資
す
る
よ
う
、
事
前
に
、
関
係
自
治
体
が
地
域
医
師
会
等
の
有

識
者
を
交
え
て
、
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
な
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
協
議
を
行
う
場
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
３

及
び
４
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
の
整
合
性
の
確
保
に
当
た

っ
て
は
、
協
議
の
場
に
お
い
て
十
分
に
協
議
を
行
う
こ
と
。
  

各
計
画
の
最
終
的
な
議
論
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
。
  

 

(2
) 
設
置
区
域
  

協
議
の
場
は
、
二
次
医
療
圏
（
医
療
法
第
 3
0
条
の
４
第
２
項
第
 1
4
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

単
位
で
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
医
療
圏
と
老
人
福
祉
圏
域
（
介
護
保
険
法
第
 
11
8 

条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。）

が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
等
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
開
催
が
適
当
で

な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
区
域
で
の
設
置
も
可
能
と
す
る
。
  

ま
た
、
二
次
医
療
圏
は
構
想
区
域
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
地

域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
医
療
法
第

30
条
の

14
第
１
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
枠
組
を

活
用
し
、
同
会
議
の
下
に
関
係
者
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
形
式
で
設
置
す
る
等
、
柔
軟
な
運
用
を
可
能
と
す

る
。
  

      

  

   (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
力
に
つ
い
て
  

20
25

年
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
の
重
要
性
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の
介
護
保
険
主
管
部
局
に
お
い
て
は
、
医
療
計

画
主
管
部
局
と
密
接
に
連
携
し
つ
つ
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

  ５
 
医
療
及
び
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て
  
 

(1
) 
位
置
付
け
  

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」（

平
成
 2
6 
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
 3
54
 号

）
に
お
い
て
は
、
医
療
計
画
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
を
一
体
的
に
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
計
画

の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

協
議
の
場
は
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
都
道
府
県
医
療
審
議
会
や
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
け
る
議
論
に
資
す
る
よ
う
、
事
前
に
、
関
係
自
治
体
が
地
域
医
師
会
等
の
有

識
者
を
交
え
て
、
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
な
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
協
議
を
行
う
場
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
３

及
び
４
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
の
整
合
性
の
確
保
に
当
た

っ
て
は
、
協
議
の
場
に
お
い
て
十
分
に
協
議
を
行
う
こ
と
。
  

各
計
画
の
最
終
的
な
議
論
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
。
  

 

(2
) 
設
置
区
域
  

協
議
の
場
は
、
二
次
医
療
圏
（
医
療
法
第
 3
0
条
の
４
第
２
項
第
 1
2
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

単
位
で
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
医
療
圏
と
老
人
福
祉
圏
域
（
介
護
保
険
法
第
 
11
8 

条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。）

が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
等
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
開
催
が
適
当
で

な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
区
域
で
の
設
置
も
可
能
と
す
る
。
  

ま
た
、
二
次
医
療
圏
は
構
想
区
域
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
地

域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
医
療
法
第

30
条
の

14
第
１
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
枠
組
を

活
用
し
、
同
会
議
の
下
に
関
係
者
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
形
式
で
設
置
す
る
等
、
柔
軟
な
運
用
を
可
能
と
す

る
。
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   (3
) 
協
議
事
項
  

協
議
の
場
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

①
 介

護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
  

療
養
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
対
応
す
る
部
分
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
い

て
対
応
す
る
部
分
の
按
分
に
関
す
る
調
整
・
協
議
を
行
う
。
  

②
 具

体
的
な
見
込
み
量
及
び
整
備
目
標
の
在
り
方
に
つ
い
て
  

①
を
踏
ま
え
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
都
道
府
県
で
の
役
割
分
担
に
関
す
る
協
議
も
行
う
。
例
え
ば
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
地
域
偏
在
等
に
よ
り
、
市
町
村
を
越
え
た
広
域
的
な
整
備
目
標
の
調
整
が
必
要
な
場
合
は
、
都

道
府
県
が
積
極
的
に
調
整
を
支
援
す
る
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
。
  

③
 目

標
の
達
成
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
 

医
療
計
画
の
見
直
し
と
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
向
け
、
両
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目

標
の
達
成
状
況
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
を
共
有
す
る
。
  

  (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
  

協
議
の
場
で
の
協
議
に
先
立
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
医
療
計
画
、
介
護
保
険
主
管
部
局
間
に
お
い
て
、
事
前

に
、
協
議
事
項
に
関
す
る
十
分
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
前
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
追
加
的
需
要
に

対
す
る
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
勘
案
し
、
可
能
な
限
り
早
急
に
調
整
を
開
始
す
る
こ
と
。
  

以
上
 

   (3
) 
協
議
事
項
  

協
議
の
場
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

①
 介

護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
  

療
養
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
対
応
す
る
部
分
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

対
応
す
る
部
分
の
按
分
に
関
す
る
調
整
・
協
議
を
行
う
。
  

②
 具

体
的
な
見
込
み
量
及
び
整
備
目
標
の
在
り
方
に
つ
い
て
  

①
を
踏
ま
え
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
都
道
府
県
で
の
役
割
分
担
に
関
す
る
協
議
も
行
う
。
例
え
ば
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
地
域
偏
在
等
に
よ
り
、
市
町
村
を
越
え
た
広
域
的
な
整
備
目
標
の
調
整
が
必
要
な
場
合
は
、
都

道
府
県
が
積
極
的
に
調
整
を
支
援
す
る
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
。
  

③
 目

標
の
達
成
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
 

第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
年
に
お
け
る
見
直
し
と
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
向
け
、
両
計

画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
達
成
状
況
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
を
共
有
す
る
。
  

  (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
  

協
議
の
場
で
の
協
議
に
先
立
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
医
療
計
画
、
介
護
保
険
主
管
部
局
間
に
お
い
て
、
事
前

に
、
協
議
事
項
に
関
す
る
十
分
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
前
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
追
加
的
需
要
に

対
す
る
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
勘
案
し
、
可
能
な
限
り
早
急
に
調
整
を
開
始
す
る
こ
と
。
  

以
上
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社
会
保
障
審
議
会

介
護
保
険
部
会
（
第
9
1
回
）

資
料
３

令
和
２
年
７
月
2
7
日

「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
を
踏
ま
え
た

医
療
療
養
病
床
等
か
ら
介
護
医
療
院
等
へ
の
移
行
の
扱
い
に
つ
い
て

令
和
２
年
７
月
2
7
日

厚
生
労
働
省
老
健
局

参
考

資
料

１
０

143



○
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
、
介
護
医
療
院
等
の
介
護
保
険
施
設
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を

除
く
。
）
、
地
域
密
着
特
養
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
へ
の
移
行
を
促
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
総
量
規
制
の
対
象
外
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

※
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
は
、
介
護
医
療
院
へ
の
移
行
の
場
合
、
総
量
規
制
の
対
象
外
。

○
第
7
期
計
画
策
定
時
に
は
介
護
医
療
院
の
具
体
的
な
報
酬
が
未
定
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
調
査
時
に
意
向
が
示
さ
れ
ず
、
結
果
と
し

て
第
7
期
計
画
で
見
込
ん
で
い
な
か
っ
た
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。

1

医
療
療
養
病
床
等
か
ら
介
護
医
療
院
等
へ
の
移
行
に
つ
い
て
①

現
状
・
課
題
①

○
事
業
計
画
に
お
け
る
見
込
み
を
上
回
る
給
付
に
よ
り
介
護
保
険
特
別
会
計
に
不
足
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
対
応
す
る
仕
組
み

と
し
て
、
財
政
安
定
化
基
金
が
あ
る
。
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
財
政
安
定
化
基
金
が
所
要
額
を
貸
し
付
け
、
保
険
者
は
次
期
計
画
期
間

に
第
１
号
保
険
料
を
財
源
と
し
て
償
還
す
る
。

○
た
だ
し
、
想
定
外
の
介
護
医
療
院
へ
の
移
行
等
の
急
激
な
給
付
費
増
な
ど
に
よ
り
借
り
入
れ
た
場
合
、
貸
付
金
の
償
還
期
限
が
次
の
計

画
期
間
の
最
終
年
度
の
末
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
期
計
画
期
間
の
保
険
料
額
の
大
幅
な
増
加
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
状
・
課
題
②

事
前
に
見
込
ま
れ
て
い
な
い
医
療
療
養
病
床
か
ら
の

移
行
に
よ
り
各
保
険
者
の
介
護
保
険
財
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ
と
介
護
保
険
財
政
へ
の
影
響
を
把
握
し
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策

定
段
階
か
ら
介
護
医
療
院
の
サ
ー
ビ
ス
量
を
適
切
に
見
込
む
た
め
の
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
移

行
に
つ
い
て
は
、
必
要
入
所
（
利
用
）
定
員
総
数
の
設
定
の
取
扱
い
を
含
め
て
医
療
計
画
と
の
整
合
を
図
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な

お
、
医
療
療
養
病
床
か
ら
介
護
医
療
院
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
各
保
険
者
の
介
護
保
険
財
政
、
ひ
い
て
は
被
保
険
者
の
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
保
険
者
へ
の
財
政
支
援
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

介
護
保
険
部
会
「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
（
抜
粋
）
〔
令
和
元
年
1
2
月
2
7
日
〕
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2

医
療
療
養
病
床
等
か
ら
介
護
医
療
院
等
へ
の
移
行
に
つ
い
て
②

○
保
険
者
へ
の
財
政
支
援
と
し
て
、
基
金
へ
の
返
済
期
間
を
３
期
計
画
期
間
と
し
て
は
ど
う
か
。
ま
た
、
貸
付
対
象
期
間
は
、
地
域
医
療

構
想
の
目
標
が
2
0
2
5
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
８
期
（
2
0
2
1
～
2
0
2
3
年
度
）
と
第
９
期
（
2
0
2
4
～
2
0
2
6
年
度
）
の
み
の
時
限
措
置
と

し
て
は
ど
う
か
。
【
政
令
改
正
事
項
】

※
時
限
措
置
の
対
象
額
、
貸
付
額
は
、
転
換
意
向
調
査
（
8
月
）
の
結
果
を
踏
ま
え
、
国
か
ら
都
道
府
県
条
例
案
と
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

論
点
②

○
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
等
か
ら
介
護
医
療
院
等
へ
の
円
滑
な
移
行
を
促
す
た
め
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
医
療
療
養
病
床

及
び
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
か
ら
介
護
医
療
院
等
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
第
7
期
計
画
期
間
と
同
じ
く
第
8
期
計
画
期
間
に
つ
い
て

も
引
き
続
き
総
量
規
制
の
対
象
外
と
し
て
は
ど
う
か
。

論
点
①

①
現

行
（基

金
活

用
な

し
）

８
期

の
保

険
料

が
激

増
②

現
行

（
基

金
活

用
）

９
期

の
保

険
料

が
激

増
③

改
正

（基
金

活
用

）
保

険
料

増
の

平
準

化
が

可
能

転
換

増

自
然

増

1
1
期

1
0
期

９
期

８
期

借
入

保
険

料 …

…

…

…

転
換

増

第
８

期
計

画
期

間
（

2
0

2
1
～

2
0

2
3
年

）
第

９
期

計
画

期
間

（
2

0
2

4
～

2
0

2
6
年

）
第

1
0
期

計
画

期
間

（
2

0
2

7
～

2
0

2
9
年

）
第

1
1
期

計
画

期
間

（
2

0
3

0
～

2
0

3
2
年

）
第

1
2
期

計
画

期
間

（
2

0
3

3
～

2
0

3
5
年

）

貸
付

貸
付

返
済

返
済

返
済

返
済

返
済

返
済

返
済

1
1
期

1
0
期

９
期

転
換

増

自
然

増

1
1
期

1
0
期

９
期

８
期

借
入

保
険

料 …

…

…

…

転
換

増
転

換
増

自
然

増
８

期

保
険

料 …

…

…

…

転
換

増
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保
険

料
未

納

給
付

費
増

↑

（
平

均
）
2
3
%

↓ ↑ 2
7
%

（
支

払
基

金
か

ら
交

付
）

↓
市

 町
 村

　
１

２
．

５
％

　 都
道

府
県

　
居

宅
　

  
１

２
．

５
％

施
設

等
 １

７
．

５
％

国
居

宅
　

  
２

５
％

　
施

設
等

 ２
０

％

第
１

号
保

険
料

第
２

号
保

険
料

保
険

料
の

見
込

違
い

等
に

よ
る

財
政

不
足

に
つ

い
て

基
金

よ
り

必
要

な
資

金
を

交
付

・
貸

付

国 庫 負 担 等 の 負 担 金 ・

交 付 金 に つ い て は 実 績

ベ | ス で 精 算

財
政

安
定

化
基

金

国
都

道
府

県
市

町
村

（
保

険
料

）

○
国

、
都

道
府

県
、

市
町

村
が

１
／

３
ず

つ
拠

出

精 算 交 付
公 費

3

○
事
業
計
画
に
お
け
る
見
込
み
を
上
回
る
給
付
に
よ
り
介
護
保
険
特
別
会
計
に
不
足
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
に

設
置
さ
れ
た
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
り
所
要
額
を
貸
し
付
け
、
次
期
計
画
期
間
に
お
い
て
償
還
す
る
仕
組
み
。

○
市
町
村
の
介
護
保
険
特
別
会
計
に
不
足
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
、
一
般
財
源
か
ら
財
政
補
填
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
、
市
町

村
に
対
し
て
資
金
の
交
付
・
貸
付
を
行
う
も
の
。

○
調
整
交
付
金
の
交
付
割
合
に
よ
っ
て
、
各
市
町
村
に
お
け
る
第
1
号
保
険
料
の
負
担
割
合
も
変
動
す
る
。

交
付
：
計
画
期
間
（
３
年
）
を
単
位
と
し
た
保
険
料
収
納
率
低
下
に
よ
る
財
源
不
足
に
つ
い
て
３
年
度
目
に
、
原
則
と
し
て
収
納
不
足

額
の
１
／
２
を
交
付
。

貸
付
：
年
度
を
単
位
と
し
た
保
険
料
収
納
率
の
低
下
と
給
付
費
増
に
よ
る
財
政
不
足
（
交
付
が
あ
る
と
き
に
は
交
付
額
を
除
い
た
額
）

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
貸
付
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
計
画
期
間
に
、
第
１
号
保
険
料
を
財
源
と
し
て
償
還
す
る
。

【
概

念
図

】

貸
付

交
付

貸
　

　
付

支
　

　
　

　
出

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
収

　
　

　
入

※
平

成
２

４
年

度
に

限
り

、
介

護
保

険
法

附
則

第
１

０
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

財
政

安
定

化
基

金
の

取
り

崩
し

が
特

例
的

に
行

わ
れ

、
５

４
５

億
円

が
国

庫
に

納
付

さ
れ

た
。

現
行

制
度

の
概

要

＜
参
考
＞
財
政
安
定
化
基
金
の
概
要
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＜
参
考
＞
都
道
府
県
別
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
・交

付
等
の
状
況
（平

成
3
0
年
度
末
現
在
）

4

都
道

府
県

名
貸

付
金

額
交

付
金

額
貸

付
・
交

付
合

計
（
Ａ

）
既

償
還

金
額

（
Ｂ

）
実

支
出

額
(C
)=
(A
)-
(B
)

積
立

総
額

（
D

）
積

立
残

額
(E

)=
(D

)-
（
C

）
北

海
道

4
,4

4
4
 

7
6
7
 

5
,2

1
1
 

4
,3

1
7
 

8
9
3
 

5
,1

3
8
 

4
,2

4
4
 

青
森

県
5
,4

8
5
 

2
3
0
 

5
,7

1
5
 

5
,4

2
9
 

2
8
7
 

2
,2

8
7
 

2
,0

0
0
 

岩
手

県
4
6
2
 

1
0
4
 

5
6
7
 

4
4
8
 

1
1
9
 

1
,2

4
6
 

1
,1

2
7
 

宮
城

県
4
0
1
 

0
 

4
0
1
 

4
0
1
 

0
 

1
,3

6
2
 

1
,3

6
2
 

秋
田

県
1
,0

3
5
 

8
1
 

1
,1

1
7
 

1
,0

3
5
 

8
1
 

1
,2

4
1
 

1
,1

6
0
 

山
形

県
1
,5

3
4
 

1
 

1
,5

3
5
 

1
,5

3
4
 

1
 

1
,3

6
2
 

1
,3

6
1
 

福
島

県
2
,1

3
4
 

1
6
 

2
,1

5
0
 

2
,1

2
4
 

2
6
 

3
,4

9
4
 

3
,4

6
7
 

茨
城

県
7
8
7
 

2
5
 

8
1
2
 

7
8
7
 

2
5
 

1
,6

9
9
 

1
,6

7
4
 

栃
木

県
1
9
4
 

1
2
 

2
0
7
 

1
9
4
 

1
2
 

1
,0

6
9
 

1
,0

5
7
 

群
馬

県
1
,4

3
5
 

5
8
 

1
,4

9
4
 

1
,4

3
5
 

5
8
 

1
,7

7
7
 

1
,7

1
9
 

埼
玉

県
6
4
2
 

3
3
 

6
7
4
 

6
4
2
 

3
3
 

2
,1

9
5
 

2
,1

6
2
 

千
葉

県
8
5
2
 

1
3
0
 

9
8
2
 

8
2
6
 

1
5
5
 

3
,2

9
1
 

3
,1

3
5
 

東
京

都
2
,4

3
5
 

4
7
6
 

2
,9

1
1
 

2
,4

3
5
 

4
7
6
 

3
,1

5
8
 

2
,6

8
2
 

神
奈

川
県

9
5
2
 

3
7
 

9
8
8
 

9
5
2
 

3
7
 

4
,5

1
6
 

4
,4

7
9
 

新
潟

県
6
,6

1
0
 

3
3
 

6
,6

4
3
 

6
,5

9
3
 

5
0
 

5
,8

7
2
 

5
,8

2
3
 

富
山

県
2
,0

6
8
 

3
0
9
 

2
,3

7
7
 

2
,0

6
8
 

3
0
9
 

2
,6

5
0
 

2
,3

4
1
 

石
川

県
1
,6

7
9
 

1
7
 

1
,6

9
6
 

1
,6

7
9
 

1
7
 

1
,8

7
1
 

1
,8

5
4
 

福
井

県
9
9
 

1
 

1
0
0
 

9
9
 

1
 

1
,2

0
2
 

1
,2

0
1
 

山
梨

県
1
,0

0
5
 

1
6
 

1
,0

2
0
 

8
5
9
 

1
6
2
 

9
9
6
 

8
3
4
 

長
野

県
3
,2

3
3
 

5
8
 

3
,2

9
1
 

3
,2

1
4
 

7
7
 

3
,2

9
7
 

3
,2

2
0
 

岐
阜

県
6
7
8
 

1
8
 

6
9
7
 

6
7
8
 

1
8
 

1
,2

0
2
 

1
,1

8
4
 

静
岡

県
1
3
8
 

0
 

1
3
8
 

1
3
8
 

0
 

1
,6

4
2
 

1
,6

4
2
 

愛
知

県
2
,0

3
7
 

7
3
7
 

2
,7

7
4
 

2
,0

3
7
 

7
3
7
 

5
,8

0
0
 

5
,0

6
3
 

三
重

県
1
,5

1
6
 

7
 

1
,5

2
4
 

1
,4

9
4
 

3
0
 

2
,3

7
7
 

2
,3

4
7
 

滋
賀

県
6
6
7
 

0
 

6
6
7
 

6
6
0
 

8
 

7
1
4
 

7
0
6
 

京
都

府
4
,0

6
7
 

4
6
9
 

4
,5

3
6
 

4
,0

6
7
 

4
6
9
 

3
,5

5
3
 

3
,0

8
5
 

大
阪

府
8
,6

0
0
 

4
8
1
 

9
,0

8
1
 

8
,6

0
0
 

4
8
1
 

9
,0

4
5
 

8
,5

6
4
 

兵
庫

県
4
,3

3
4
 

5
8
4
 

4
,9

1
8
 

4
,3

3
4
 

5
8
4
 

5
,5

3
8
 

4
,9

5
4
 

奈
良

県
3
1
7
 

1
9
 

3
3
7
 

3
1
7
 

1
9
 

8
2
7
 

8
0
8
 

和
歌

山
県

2
,0

2
4
 

2
4
5
 

2
,2

6
9
 

1
,9

9
0
 

2
7
8
 

1
,6

2
6
 

1
,3

4
8
 

鳥
取

県
1
,5

7
5
 

4
4
 

1
,6

1
9
 

1
,5

7
1
 

4
8
 

6
0
1
 

5
5
3
 

島
根

県
4
2
5
 

1
4
 

4
3
9
 

4
2
5
 

1
4
 

9
8
0
 

9
6
6
 

岡
山

県
1
,1

0
1
 

2
4
 

1
,1

2
5
 

1
,0

8
8
 

3
7
 

2
,0

3
1
 

1
,9

9
4
 

広
島

県
2
,8

3
5
 

1
1
7
 

2
,9

5
2
 

2
,8

3
5
 

1
1
7
 

3
,6

5
2
 

3
,5

3
5
 

山
口

県
2
,5

1
4
 

1
5
1
 

2
,6

6
5
 

2
,5

1
4
 

1
5
1
 

2
,7

8
7
 

2
,6

3
6
 

徳
島

県
2
,4

7
9
 

5
9
 

2
,5

3
8
 

2
,3

0
0
 

2
3
8
 

1
,8

4
9
 

1
,6

1
1
 

香
川

県
5
5
8
 

6
 

5
6
5
 

5
4
0
 

2
4
 

1
,0

0
1
 

9
7
6
 

愛
媛

県
2
,0

1
2
 

8
6
 

2
,0

9
8
 

2
,0

1
2
 

8
6
 

2
,1

6
9
 

2
,0

8
3
 

高
知

県
1
,8

4
4
 

3
1
 

1
,8

7
5
 

1
,8

4
2
 

3
3
 

8
6
6
 

8
3
3
 

福
岡

県
1
0
,1

7
0 

7
2
5
 

1
0
,8

9
5 

1
0
,1

7
0 

7
2
5
 

8
,4

4
7
 

7
,7

2
2
 

佐
賀

県
1
,0

7
2
 

0
 

1
,0

7
2
 

1
,0

7
2
 

0
 

1
,0

7
7
 

1
,0

7
7
 

長
崎

県
4
,3

3
0
 

1
5
7
 

4
,4

8
8
 

4
,3

3
0
 

1
5
7
 

2
,5

9
1
 

2
,4

3
4
 

熊
本

県
2
,9

7
5
 

1
5
9
 

3
,1

3
4
 

2
,9

3
5
 

1
9
8
 

2
,0

4
1
 

1
,8

4
2
 

大
分

県
8
4
0
 

2
4
 

8
6
4
 

8
4
0
 

2
4
 

1
,2

4
6
 

1
,2

2
2
 

宮
崎

県
8
9
9
 

1
1
 

9
1
0
 

8
9
9
 

1
1
 

1
,7

2
9
 

1
,7

1
9
 

鹿
児

島
県

2
,5

4
4
 

1
6
2
 

2
,7

0
6
 

2
,5

4
4
 

1
6
2
 

2
,5

4
1
 

2
,3

7
9
 

沖
縄

県
6
,3

1
6
 

2
1
4
 

6
,5

3
0
 

6
,3

1
6
 

2
1
4
 

3
,7

3
9
 

3
,5

2
5
 

合
計

1
0
6
,3

56
 

6
,9

4
8
 

1
1
3
,3

04
 

1
0
5
,6

20
 

7
,6

8
4
 

1
2
1
,3

95
 

1
1
3
,7

11
 

※
各

数
値

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

都
道

府
県

毎
に

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
合

計
に

お
い

て
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

り
得

る
。

※
「

3
0
年

度
末

現
在

基
金

積
立

総
額

」は
、

国
・都

道
府

県
・市

町
村

の
拠

出
に

よ
り

基
金

に
繰

り
入

れ
た

額
か

ら
、

介
護

保
険

法
附

則
第

10
条

に
基

づ
く
取

崩
額

を
除

い
た

額
を

計
上

し
て

お
り

、
基

金
運

用
収

益
を

含
ん

で
い

な
い

。

（百
万

円
）
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介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
（
抄
）

（
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
る
貸
付
事
業
）

第
七
条

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
貸
付
金
（
以
下
「基

金
事
業
貸
付
金
」と
い
う
。
）
の
貸
付
け
は
、

計
画
期
間
の
各
年
度
（
最
終
年
度
を
除
く。
）
に
お
い
て
は
単
年
度
基
金
事
業
対
象
収
入
額
が
単
年
度
基
金
事
業
対
象
費
用
額
に

不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
に
対
し
、
計
画
期
間
の
最
終
年
度
に
お
い
て
は
基
金
事
業
対
象
収
入
額
が
基
金
事
業
対
象
費
用
額

に
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

６
基
金
事
業
貸
付
金
の
据
置
期
間
は
当
該
貸
付
け
を
受
け
た
計
画
期
間
の
最
終
年
度
の
末
日
ま
で
と
し
、
償
還
期
限
は
当
該
計
画
期

間
の
次
の
計
画
期
間
の
最
終
年
度
の
末
日
と
す
る
。

７
（
略
）

附
則

（
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
基
金
事
業
貸
付
金
の
償
還
期
限
の
特
例
）

第
二
条

平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
事
業
運
営
期
間
に
お
け
る
基
金
事
業
貸
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
付

金
」
と
い
う
。
）
の
償
還
期
限
は
、
当
該
償
還
に
よ
っ
て
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
の
事
業
運
営
期
間
に
お
け
る
保
険
料

の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
度
の
末
日
と
す
る
。

２
貸
付
金
の
償
還
期
限
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
も
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
の
事
業
運
営
期
間
に
お
け
る
保
険
料

の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

六
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
度
の
末
日
と
す
る
。

＜
参
考
＞
参
照
条
文

5
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介
護
医
療
院
等
（
開
設
状
況
）
に
つ
い
て

○
令

和
2
年

3
月

末
時

点
で

の
介

護
医

療
院

開
設

数
は

、
3

4
3
施

設
・

2
1

,7
3

8
療

養
床

で
あ

っ
た

。

1
3

3
5

6
8

9
2

1
4

6
1

6
6

2
0

1
2

3
0

8

2
6

4
3

5
5

7
5

8
0

9
8

1
1

0

2

2

3

2
2

2

3

2
1

6
3

1
1

3
1

5
0

2
2

3
2

4
8

3
0

1
3

4
3

H
3

0
.6

H
3

0.
9

H
3

0.
1

2
H

3
1.

3
R

1
.6

R
1

.9
R

1
.1

2
R

2
.3

施
設

数
の

推
移

Ⅰ
型

の
み

の
施

設
Ⅱ

型
の

み
の

施
設

Ⅰ
型
Ⅱ

型
混

合
の

施
設

7
8

1
 

2
,5

2
4

 
4

,6
7

2
 

6
,8

5
8

 1
0

,3
4

6
 1

1
,4

9
5

 1
3

,5
5

2
 1

5
,7

7
0

 

6
1

9
 

2
,0

5
9

 

2
,7

4
2

 

3
,1

7
0

 4
,0

9
8

 
4

,5
6

6
 

5
,3

7
9

 

5
,9

6
8

 

1
,4

0
0

 

4
,5

8
3

 7
,4

1
4

 1
0

,0
2

8
 1
4

,4
4

4
 

1
6

,0
6

1
 

1
8

,9
3

1
 

2
1

,7
3

8
 

療
養

床
数

の
推

移

Ⅰ
型

療
養

床
Ⅱ

型
療

養
床

転
換

元
の

病
床

割
合

（
令

和
2
年

3
月

末
時

点
）

6
8

.4
%

1
3

.9
%1
7

.0
%

0
.7

%

介
護

療
養

病
床

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設

医
療

療
養

病
床

そ
の
他

9
4

0 2
1

3
1

4
0

1
3

5
1

8

3
3

4

8
7

5
6

3
9

35
2

85
8

2 5
1

0 3
3

85
0

91
1

5
8 4

6
6 2

3
2 1

1
42

9
5

9
81

0
2

5 7
5

7

4
8

1
6

01
7

9
5 3

3
67

8
2 5

3
8 1

6
73

3
94

2
84

5
81

0
3

9 9
7

7 4
1

5 1
3

02
3

86
7

42
0

7
4 2

7
1 2

5
97

4
5 2

1
1

1
2

7
1

9 1
2

1

0
2

0
0

4
0

0
6

0
0

8
0

0
10

0
0

12
0

0
14

0
0

16
0

0
18

0
0

20
00

22
0

0

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

令
和

2
年

3
月
末
時
点
で
の
都
道
府
県
別
の
療
養
床
数

（
床

）

出
典

：
介

護
医

療
院

開
設

移
行

状
況

把
握

及
び

研
修

等
事

業
（
令

和
2
年

3
月

3
1日

時
点

）

<
参
考
>
介
護
医
療
院
等
（開

設
状
況
）に
つ
い
て
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1 
 

当該都道府県の評価点数 

各都道府県の評価点数の合計 
推進交付金 

の予算額（注） 

事 務 連 絡  

令和２年５月 21 日  

 

各都道府県介護保険担当課（室） 御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課   

 

 

 

令和２年度における保険者機能強化推進交付金及び介護保険 

保険者努力支援交付金の配分額算定等について 

 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上

げます。 

令和２年度においては、引き続き、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の

取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施・推進できるよう、保険者機能強化

推進交付金として令和元年度と同額の 200億円を計上するとともに、新たに予防・健康づ

くりに資する取組に重点化した介護保険保険者努力支援交付金を創設し、同額の 200億円

を計上しているところです。 

この２つの交付金に係る交付要件等について、下記のとおりとなっていますのでご了知

いただくとともに、管内保険者への周知に特段のご配慮をお願いいたします。 

 また、現時点での算定通知（別紙１－１、１－２）、実施要綱（別紙２－１，２－２）

及び交付要綱（別紙３－１、３－２）の一部改正案を併せてお示しいたします。 

なお、正式な通知については、厚生労働省において組織的な決裁手続きを経た上、後日

発送する予定です。そのため、通知内容が変更となる場合もありますので、ご了承くださ

い。 

 

記 

 

Ⅰ 都道府県分 

 

第１ 基準額の算定方法 

（１）保険者機能強化推進交付金（以下「推進交付金」という。）【算定通知１-（１）】 

ア 推進交付金の基準額の算定方法は、「当該都道府県の評価点数」を基準として、

「各都道府県の評価点数の合計」に占める割合に応じて、予算の範囲内で交付する。 

 

基準額 ＝           × 
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当該都道府県の評価点数 

各都道府県の評価点数の合計 
支援交付金 

の予算額（注） 

（注）市町村分と都道府県分の合計で200億円であるが、都道府県分は約10億円程

度となることを想定している。 

 

イ 当該都道府県の対象経費支出予定額がアで算出した基準額を下回る場合には、対

象経費支出予定額を基準額とする。 

 

ウ イの結果、都道府県全体の基準額が予算額を下回る場合には、予算額の範囲内に

おいて、各都道府県の対象経費支出予定額から基準額を差し引いた額を上限に、ア

で算出した割合に応じて補正をした額を基準額とする。その際、イに該当する都道

府県は除外して補正する。 

 

  エ ウの結果、都道府県全体の対象経費支出予定額が予算額を下回る場合には、予算 

額から都道府県全体の対象経費支出予定額を差し引いた額を上限に、市町村に配分 

する。 

  

（２）介護保険保険者努力支援交付金（以下「支援交付金」という。）【算定通知１-（２）】 

ア 支援交付金の基準額の算定方法は、評価指標の交付金区分に「支援」とある指標

に係る「当該都道府県の評価点数」を基準として、評価指標の交付金区分に「支援」

とある指標に係る「各都道府県の評価点数の合計」に占める割合に応じて、予算の

範囲内で交付する。 

 

基準額 ＝           × 

 

 

（注）市町村分と都道府県分の合計で200億円であるが、都道府県分は約10億円程

度となることを想定している。 

 

イ 当該都道府県の対象経費支出予定額がアで算出した基準額を下回る場合には、対

象経費支出予定額を基準額とする。 

 

ウ イの結果、都道府県全体の基準額が予算額を下回る場合には、予算額の範囲内に

おいて、各都道府県の対象経費支出予定額から基準額を差し引いた額を上限に、ア

で算出した割合に応じて補正をした額を基準額とする。その際、イに該当する都道

府県は除外して補正する。 

 

  エ ウの結果、都道府県全体の対象経費支出予定額が予算額を下回る場合には、予算 

額から都道府県全体の対象経費支出予定額を差し引いた額を上限に、市町村に配 

分する。 
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第２ 交付金の使途等 

（１）推進交付金【実施要綱５-（２）】 

推進交付金の使途については、従前どおり、次の市町村に対する支援とする。 

ア 総括的事業 

イ 現状分析、実情把握、地域課題分析、実績評価支援事業 

ウ 自立支援・重度化防止等に向けた地域ケア会議、介護予防に関する市町村支援事業 

エ 生活支援体制整備の推進事業 

オ リハビリテーション専門職等の活用支援事業 

カ 介護給付適正化事業の推進支援事業 

キ その他市町村のニーズに応じた支援事業 

 

（２）支援交付金【実施要綱５-（３）】 

支援交付金の使途については、市町村が行う 

・介護予防・日常生活支援総合事業 

・包括的支援事業のうち包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援体制整備事業 

認知症総合支援事業 

に係る取組を支援するものに限る。 

なお、推進交付金を活用した支援のうち、上記に該当する支援に係る経費に対

し、支援交付金を活用することは可能であるが、支援交付金と推進交付金とで経費

を重複することはできず、また、上記に該当しない経費に支援交付金を活用するこ

とはできない。 

 

（３）その他【交付要綱６、実施要綱６及び算定通知４】 

・ 支援交付金についても、推進交付金と同様、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和 30年法律第 179号）の適用を受けるものとなる。 

・ 支援交付金についても、推進交付金と同様、①施設整備関係、②介護給付費・地

域支援事業・所得の低い方への第一号保険料の軽減強化・財政安定化基金に係る都

道府県負担分や地域医療介護総合確保基金に係る都道府県負担分など、介護保険制

度において負担することとされている経費等には、交付金を充当できない。 

・ 推進交付金と支援交付金の間における経費の配分変更は認めない。 

・ 推進交付金及び支援交付金の評価指標による自己評価結果に係る誤謬については、

これまで同様、交付基準額の算定において調整する。 
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当該市町村の評価点数 ×  

当該市町村の第一号被保険者数 

（各市町村の評価点数 × 各市町村の

第一号被保険者数）の規模別合計 

第一号被保険者 

規模別配分額 

Ⅱ 市町村分 

 

第１ 保険者規模別配分額の算定【算定通知１】 

各市町村の第一号被保険者数について、規模別（注１）の合計人数が全国計に占める 

割合に応じて予算額（注２）を按分し、第一号被保険者規模別配分額を算定（原則とし 

て、千円未満切り捨て）する。 

 

 

     ＝             × 

  

 

（注１）規模別とは次の区分による（以下同じ）。 

  ・区分１：第一号被保険者数が３千人未満 

・区分２：第一号被保険者数が３千人以上１万人未満 

  ・区分３：第一号被保険者数が１万人以上５万人未満 

  ・区分４：第一号被保険者数が５万人以上１０万人未満 

   ・区分５：第一号被保険者数が１０万人以上 

 

（注２）推進交付金について、市町村分と都道府県分の合計で２００億円であるが、都

道府県分は、約１０億円程度とすることを想定しているため、市町村分は、２

００億円からこの額を控除した額とする（支援交付金も同じ）。 

 

 

第２ 基準額の算定方法 

（１）推進交付金【算定通知２-（１）】 

各市町村の「当該市町村の評価点数×当該市町村の第一号被保険者数」により算出 

した点数を基準として、「各市町村の評価点数×各市町村の第一号被保険者数」の規模 

別の合計に占める割合に応じて、第一号被保険者規模別配分額の範囲内で交付する。 

なお、広域連合の点数については、（広域連合の各構成市町村の点数×広域連合の各 

構成市町村の第一号被保険者数の合計）をもって算出する。ただし、評価指標のうち 

広域連合単位で評価するべきものについては、各構成市町村同一の点数とすることと 

する。 

 

 

基準額＝           × 

 

 

 

 

推進交付金・支援交付金の予算額 

当該規模別の第一号 

被保険者数の合計 

全国の第一号被保険 

保 険 者 数 の 合 計 

第一号被保険者 

規模別配分額 
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当該市町村の評価点数× 

当該市町村の第一号被保険者数×調整係数 

（各市町村の評価点数×各市町村の第一号被保

険者数×調整係数）の規模別合計 

第一号被保険者 

規模別配分額 

（２）支援交付金【算定通知２-（２）-ア】 

評価指標の交付金区分に「支援」とある指標に係る「当該市町村の評価点数×当該 

市町村の第一号被保険者数」により算出した点数を基準として、「各市町村の評価点数 

×各市町村の第一号被保険者数」の規模別の合計に占める割合に応じて、第一号被保 

険者規模別配分額の範囲内で交付する。 

なお、広域連合の点数については、（広域連合の各構成市町村の点数×広域連合の各 

構成市町村の第一号被保険者数の合計）をもって算出する。ただし、評価指標のうち 

広域連合単位で評価するべきものについては、各構成市町村同一の点数とすることと 

する。 

 

 

基準額＝        × 

 

 

 

第３ 交付金の使途等 

（１）推進交付金 

ア 交付対象【実施要綱３-（１）】 

推進交付金については、国、都道府県、市町村及び第二号保険料の法定負担割合

に加えて、介護保険特別会計に推進交付金を充当し、市町村特別給付、地域支援事

業及び保健福祉事業等を充実して行う高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止、

給付費適正化に必要な取組及びそれらの実施に必要な人材の確保、又は、市町村が

介護保険特別会計に充当した推進交付金を一般会計に繰り出して行う高齢者の自

立支援、介護予防・重度化防止、介護給付適正化に資する取組に活用できるものと

する。 

 

イ 交付要件 

アの一般会計に繰り出して行う取組については、推進交付金が、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第１２２条の３第１項に基づき交付されるものであること

に鑑み、当該目的に合致しない取組は交付の対象としない。 

 

（２）支援交付金 

ア 交付対象【実施要綱３-（２）】 

支援交付金については、国、都道府県、市町村及び第二号保険料の法定負担割合

に加えて、介護保険特別会計に支援交付金を充当して、市町村が地域支援事業を充

実して行う高齢者の介護予防・健康づくりに必要な取組のうち、介護予防・日常生

活支援総合事業及び包括的支援事業のうち包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業に

係る取組に活用するものとする。 
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なお、推進交付金を充当した取組のうち、上記に該当する取組に係る経費に対し、

支援交付金を充当することは可能であるが、支援交付金と推進交付金とで、対象経

費を重複することはできず、また、上記に該当しない経費に支援交付金を充当する

ことはできない。 

 

イ 交付要件【算定通知２-（２）-イ-（ア）、（イ）】 

（ア）市町村のアの交付対象事業について、令和２年度予算額が令和元年度決算見込

額（地域支援事業に係る変更交付申請額）及び当初予算額よりも下回っている場

合にあっては、当該市町村に対して支援交付金を交付しない。 

 

（イ）既に地域支援事業の上限まで達していることにより､令和２年度予算額が令和

元年度決算見込額及び当初予算額より下回っている場合にあっては、市町村が行

う保健福祉事業及び介護保険特別会計から一般会計に推進交付金を繰り出しし

て行う介護予防・健康づくりに資する取組を令和２年度予算額と令和元年度決算

見込額及び当初予算額に加えて比較することとする。 

 

（ウ）（ア）の結果、不交付となった市町村において、平成３１年３月末から令和２年

３月末までの第一号被保険者数が減少している場合は、当該減少率が（ア）の減

少率を上回る場合に限り、支援交付金を交付する。 

 

（エ）（ア）～（ウ）の結果、不交付となった市町村であって、令和２年度において（１） 

及びアに掲げるいずれかの取組について、新規に実施する場合又は既存の事業を 

拡充する場合にあっては、支援交付金を交付する。 

なお、この場合、令和２年度補正予算で新規事業を計上又は既存の事業を拡充

する場合であっても対象とするが、当該取組が実施されなかった場合にあっては、

実績報告の際にその理由を国に報告し、その理由がやむを得ないものと認められ

ない場合には、令和４年度の支援交付金配分において調整することとする。 

 

ウ 再配分【算定通知２-（２）-イ-（ウ）】 

イの結果、市町村全体の基準額が予算額を下回る場合には、第一号被保険者規模

別配分額の範囲内において、第２（２）において算出した割合に応じて補正をした

額を基準額とする。 

その際、イにより不交付の対象となった市町村は除外して補正する。 

 

（３）その他【交付要綱６、実施要綱５及び算定通知５】 

・ 支援交付金についても、推進交付金と同様、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和 30年法律第 179号）の適用を受けるものとなる。 

・ 推進交付金と支援交付金の間における経費の配分変更は認めない。 

・ 推進交付金及び支援交付金は、①施設整備関係、②介護給付費・地域支援事業・
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所得の低い方への第１号保険料の軽減強化等に係る市町村負担分、③一般財源化等

の結果、地方財政措置がされている事業にかかる経費等には、交付金を充当できな

い。 

・ 評価指標による自己評価結果に係る誤謬については、これまで同様、交付基準額

の算定において調整する。 

 

【担当者連絡先】 
 交付金審査・交付係 吉川、村瀬 
TEL：03-5253-1111（内線 2165） 

03-3595-2890（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
FAX：03-3503-2167 
Mail:kaigo-koufukin@mhlw.go.jp 
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事 務 連 絡 

    令 和 ２ 年 ７ 月 ７ 日 

 

 

 

 各都道府県介護保険担当課（室） 御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

介護給付費財政調整交付金の第８期計画期間における措置等について 

 

 

介護保険制度の円滑な推進について、御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

令和元年 12月 27日付けで社会保障審議会介護保険部会においてとりまとめられた「介

護保険制度の見直しに関する意見」において、介護給付費財政調整交付金における後期

高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、現行の要介護認定率により重み付けを行う

方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図ることが

適当であること、見直しの実施にあたっては、平成 30 年度の見直し（交付基準の年齢区

分の細分化）の際の対応を踏まえながら、所要の激変緩和措置を講ずることが適当であ

ること、さらに、今回の見直しにより調整交付金の交付額が増加する保険者においては、

見直しによる調整の範囲内で保険者として果たすべき役割に照らし個々の保険者に一定

の取組を求めることが考えられることとの意見が示されました。 

この度、第８期計画期間における交付割合について、下記のとおり算定することとし

ましたので、内容を御了知の上、貴管内市町村において適切な取扱い及び給付費適正化

主要５事業の実施に向けた取組みがなされるよう御配慮をお願いいたします。 

なお、本通知の内容については、関係法令の改正が前提となり、具体的な改正法令に

ついては、追って公布する予定であることを申し添えます。 
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記 

 
 
第一 第８期計画期間における交付割合の算定式及び算定方法について 

 

（交付割合算定式） 

交付割合 ＝（55％－第２号被保険者負担率） 

－{（50％－第２号被保険者負担率） 

×所得段階別加入割合補正係数×後期高齢者加入割合補正係数} 

 上記、介護給付費財政調整交付金の算定式のうち、後期高齢者加入割合補正係数につい

て、現行の要介護認定率により重み付けを行う算定式と、新たに介護給付費により重み付

けを行う算定式の２つの算定式により算出されたそれぞれの係数の合計を２で除して得

た数値を第８期計画期間における後期高齢者加入割合補正係数とする（令和３年度から令

和５年度までの激変緩和措置）。 

 

① 要介護認定率により重み付けを行う後期高齢者加入割合補正係数の算定式（現行） 
 
後期高齢者加入割合補正係数＝ 全国平均の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の要介護・要支援認定率  

＋全国平均の75～84歳後期高齢者割合×全国平均の75～84歳の要介護・要支援認定率 

＋全国平均の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の要介護・要支援認定率 

当該保険者の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の要介護・要支援認定率 

＋当該保険者の75～84歳後期高齢者割合×全国平均の75～84歳の要介護・要支援認定率

＋当該保険者の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の要介護・要支援認定率  

 

② 介護給付費により重み付けを行う後期高齢者加入割合補正係数の算定式 

 
後期高齢者加入割合補正係数＝ 全国平均の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の一人当たり給付費  

＋全国平均の75～84歳後期高齢者割合×全国平均の75～84歳の一人当たり給付費  

＋全国平均の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の一人当たり給付費  

当該保険者の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の一人当たり給付費 

＋当該保険者の75～84歳後期高齢者割合×全国平均の75～84歳の一人当たり給付費

＋当該保険者の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の一人当たり給付費 

 

一人当たり給付費＝ 介護給付・予防給付費 
           第一号被保険者数 
 

第８期計画期間における後期高齢者加入割合補正係数の算定式 

（ ① ＋ ② ）÷２ 
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③ 所得段階別加入割合補正係数（※第７期計画期間から変更無し） 

 

所得段階別加入割合補正係数＝ 

1 -｛0.5×（当該市町村の第１段階被保険者割合－全国平均の第１段階被保険者割合） 

+ 0.25×（当該市町村の第２段階被保険者割合－全国平均の第２段階被保険者割合） 

+ 0.25×（当該市町村の第３段階被保険者割合－全国平均の第３段階被保険者割合） 

+ 0.1 ×（当該市町村の第４段階被保険者割合－全国平均の第４段階被保険者割合） 

- 0.2 ×（当該市町村の第６段階被保険者割合－全国平均の第６段階被保険者割合） 

- 0.3 ×（当該市町村の第７段階被保険者割合－全国平均の第７段階被保険者割合） 

- 0.5 ×（当該市町村の第８段階被保険者割合－全国平均の第８段階被保険者割合） 

- 0.7 ×（当該市町村の第９段階被保険者割合－全国平均の第９段階被保険者割合）} 

 

 

第二 第８期計画期間における諸係数の推計式 

 

第一の第８期計画期間における介護給付費財政調整交付金の算定式について、平成31年

３月から令和２年２月までのサービス提供分の現物給付費により算出した全国平均の一

人当たり給付費等を仮置きした場合の、諸係数の推計式は以下のとおりとなる。 

※ 諸係数について、さらに最新の数値に時点更新したものを本年 11 月に公表予定の地

域包括ケア「見える化」システムの将来推計機能に反映させる予定。 

※ 実際の令和３年度交付の際に用いられる係数は、令和２年９月から令和３年８月まで

のサービス提供分の現物給付費等のデータを用いて算出する。 

 

① 要介護認定率により重み付けを行う後期高齢者加入割合補正係数の算定式 
 

後期高齢者加入割合補正係数 ＝  0.4895×0.0424 

＋0.3486×0.1903 

＋0.1619×0.5978 

当該保険者の前期高齢者割合×0.0424 

＋当該保険者の75～84歳後期高齢者割合×0.1903 

＋当該保険者の85歳以上後期高齢者割合×0.5978 

 

② 介護給付費により重み付けを行う後期高齢者加入割合補正係数の算定式 

 

後期高齢者加入割合補正係数 ＝  0.4895×3,976 

＋0.3486×18,373 

＋0.1619×81,867 

当該保険者の前期高齢者割合×3,976 

＋当該保険者の75～84歳後期高齢者割合×18,373 

＋当該保険者の85歳以上後期高齢者割合×81,867 

 

第８期計画期間における後期高齢者加入割合補正係数の算定式 

（ ① ＋ ② ）÷２ 
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③ 所得段階別加入割合補正係数 

 

所得段階別加入割合補正係数＝ 

1 -｛0.5 ×（ 当該市町村の第１段階被保険者割合－0.178 ） 

+ 0.25 ×（ 当該市町村の第２段階被保険者割合－0.084 ） 

+ 0.25 ×（ 当該市町村の第３段階被保険者割合－0.077 ） 

+ 0.1  ×（ 当該市町村の第４段階被保険者割合－0.126 ） 

- 0.2  ×（ 当該市町村の第６段階被保険者割合－0.141 ） 

- 0.3  ×（ 当該市町村の第７段階被保険者割合－0.128 ） 

- 0.5  ×（ 当該市町村の第８段階被保険者割合－0.062 ） 

- 0.7  ×（ 当該市町村の第９段階被保険者割合－0.067 ）} 
 

【出典】 

・ 前期高齢者、75～84歳、85歳以上の被保険者割合及び要介護・要支援認定率は、令和元年度介護給付費財政調整交付金の交付の際

に用いた数値 

・ 前期高齢者、75～84歳、85歳以上の介護給付・予防給付費は、平成31年３月から令和２年２月までのサービス提供分の現物給付費 

・ 保険料の所得段階別被保険者割合は、令和元年度の介護給付費財政調整交付金の交付の際に用いた数値 

 

 

第三 保険者に求める「一定の取組」について 

 

年齢構成が若い保険者に平成 30 年度の見直し（交付基準の年齢区分の細分化）と今回

の見直しによる影響が重なることを勘案し、以下２つの観点から「一定の取組」を求め

る。 

 

○ 給付費適正化主要５事業 

 ・給付費適正化主要５事業（要介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修・福祉

用具実態調査、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）の実施（※１、２、

３）を求める。 

・令和２年度以降の実績において３事業以上実施していない保険者については、令和

３年度以降の交付金について、今般の見直しによる増加分の５％を減額（※４）す

る。 

 

○ 一人当たり給付費の外れ値 

・令和３年３月から令和４年２月までのデータを用いて、一人当たり給付費の外れ値

（平均値＋２×標準偏差）に該当する保険者を特定する。 

・原発被災地、小規模保険者（被保険者数 3,000 人未満）を除く保険者については、

第８期中に主要５事業のうち「ケアプラン点検」と「医療情報との突合・縦覧点検」

を含む３事業以上の実施（※１、２、３）を求める。 

・令和５年 12 月時点の実績において達成されなかった場合は、上記「給付費適正化

主要５事業」の基準に該当しない場合であっても、第８期の最終年度に、今般の見

直しによる増加分の５％を減額（※４）する。 

 

（※１）「要介護認定の適正化」については、新規、変更及び更新の認定調査の全てを

市町村職員が行っている場合は、実施しているものと見なす。 
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（※２）「医療情報との突合・縦覧点検」及び「介護給付費通知」については、国保連

に委託することで実施可能。 

（※３）対象被保険者がいないため実施していない場合は、実施しているものと見な

す。 

（※４）今回の見直しにより交付額が増加しない保険者に対しては、減額は行わない

が同様に給付費適正化の取組を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】 

    厚生労働省 老健局  

介護保険計画課 財政第二係 廣島 

       TEL 03-5253-1111(内線2263） 

       ﾒｰﾙ  hiroshima-takumi@mhlw.go.jp 
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（参考） 

【給付費適正化主要５事業】 

○ 要介護認定の適正化 

  ・指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援専門員が実施した変更認定又は更新認

定に係る認定調査の内容を市町村職員等が訪問又は書面等の審査により点検する。 

  （なお、新規、変更及び更新の認定調査の全てを市町村職員が行っている場合は、

実施しているものと見なす。） 

 

○ ケアプラン点検 

  ・介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内

容を、事業者からの提出又は事業所への訪問調査等により、市町村職員等の第三者が

その内容等の点検及び指導を行う。 

 

○ 住宅改修・福祉用具実態調査 

  ・居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認又は工事見

積書の点検を行ったり、竣工後に訪問調査等により施工状況の点検を行う。 

  ・福祉用具利用者に対する訪問調査等により、福祉用具の必要性や利用状況等を点検

する。 

 

○ 医療情報との突合・縦覧点検 

  ・後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合

し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行う。 

  ・受給者ごとに複数月にまたがる支払情報（請求明細書の内容）を確認し、提供され

たサービスの整合性の点検を行う。 

  （国保連に委託することで実施可能） 

 

○ 介護給付費通知 

  ・利用者本人（又は家族）に対して、サービスの請求状況及び費用等について通知

する。 

  （国保連に委託することで実施可能） 

 

※対象被保険者がいないため実施していない場合は、実施しているものと見なす。 
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（案）

老介発××××第×号

令和２年×月××日

各都道府県介護保険担当部（局）長 殿

厚生労働省老健局介護保険計画課長

介護給付適正化の計画策定に関する指針について

介護給付適正化については、平成20年度からこれまで四期にわたり、

各都道府県において、「介護給付適正化計画」を策定し、都道府県と保

険者が一体となり、その推進に取り組んでいただいたところである。

また、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」（平成29年法律第52号）により、介護保険法（平成９年

法律第123号）の一部が改正され、同法第117条第２項第３号及び第４号

の規定により市町村介護保険事業計画においては、介護給付等に要する

費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその

目標を定めるものとされ、同法第118条第２項第２号及び第３号の規定

により都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等に要する

費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施

策に関する事項及びその目標を定めるものとされたところである。

ついては、市町村介護保険事業計画のうち介護給付等に要する費用の

適正化に関する部分（以下「市町村介護給付適正化計画」という。）及

び都道府県介護保険事業支援計画のうち介護給付等に要する費用の適正

化に関する部分（以下「都道府県介護給付適正化計画」という。）（以

下、「市町村介護給付適正化計画」及び「都道府県介護給付適正化計

画」をあわせて「第５期介護給付適正化計画」という。）の策定に資す

るよう、後日制定する予定の厚生労働省告示「介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下、「基本指

針」という。）に加え、「「介護給付適正化計画」に関する指針」を別
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紙のとおり定めたので、貴管内市町村に周知を図るとともに、これらの

指針の趣旨を踏まえ、各保険者において介護給付の適正化への取組が不

断に、かつ、着実に推進されるよう、介護給付適正化の計画の策定を進

め、関係者一体となった実効ある取組の実現に向け、引き続きご協力を

お願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４

第１項に規定する技術的な助言にあたるものである。

165



（ 別 紙 ）

「介護給付適正化計画」に関する指針

第一 第５期介護給付適正化計画の基本的考え方

１．ねらい

(1) 基本的な考え方

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認

定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が

適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその

結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、

持続可能な介護保険制度の構築に資するものである。

介護給付の適正化のために保険者が行う適正化事業は、高齢者等が、

可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにするとともに、限られた資源を効率的・

効果的に活用するために、保険者が本来発揮するべき保険者機能の一

環として自ら積極的に取り組むべきものであり、各保険者において自

らの課題認識の下に取組を進めていくことが重要である。

(2) 適正化事業の推進

一方で、保険者の体制等にも差があり、また保険者単独では効率

的・効果的に実施することが難しい取組もあることから、適正化事

業については、都道府県が介護保険事業の健全かつ円滑な事業運営

を図るために必要な助言・援助を行うべき立場にあることを踏まえ、

これまで四期にわたり、各都道府県において介護給付適正化計画を

策定し、都道府県と保険者が一体となって適正化に向けた戦略的な

取組を推進し、全国的な展開を図ってきた。

平成２９年には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５２号）により、介

護保険法(平成９年法律第１２３号)の一部が改正され、市町村介護

保険事業計画には介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村

が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされ、

都道府県介護保険事業支援計画には、介護給付等に要する費用の適

正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に

関する事項及びその目標を定めるものとされたところである。
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このように、市町村介護保険事業計画に介護給付等に要する費用

の適正化に関する事項を、都道府県介護保険事業支援計画に介護給

付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関する事項を定

めるものとして法律上に位置づけられたことから、これまで以上に

人員体制を確保するなどし、今後、いわゆる団塊世代すべてが７５

歳以上となる２０２５年、さらにはいわゆる団塊ジュニア世代が６

５歳以上となる２０４０年に向けて、地域実情にあわせた地域包括

ケアシステムを深化・推進していくためには、必要な給付を適切に

提供するための適正化事業をさらに推進していくことが必要である。

このため、引き続き「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点

検」、「住宅改修等の点検」、「医療情報との突合・縦覧点検」、

「介護給付費通知」の主要５事業を柱としつつ、第４期適正化計画の

検証結果等も踏まえ、より具体性・実効性のある構成・内容に見直し

を行うことにより、介護給付の適正化を一層推進する必要がある。

２．第５期の取組の基本的な方向

第４期までの取組状況を踏まえ、第５期は次の基本的方向をもって取

組を進めるべきである。

(1) 保険者の主体的取組の推進

介護給付の適正化のために行う適正化事業の実施主体は保険者であ

り、保険者が本来発揮するべき保険者機能の一環として自ら主体的・

積極的に取り組むべきものである。

主体的な取組による創意工夫こそ、事業が効果を上げる近道である

ことから、適正化事業の推進に当たっては、保険者が被保険者・住民

に対して責任を果たすという観点などを入れながら、保険者機能を高

めるべく、目標と計画性をもって、重点や手段・方法を工夫しながら

取組を進める。

(2) 都道府県・保険者・国保連の連携

適正化事業の実施主体は保険者であるが、適正化事業の推進に当た

っては、広域的視点から保険者を支援する都道府県、国保連介護給付

適正化システム（以下「適正化システム」という。）などにより適正

化事業の取組を支える都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保

連」という。）と密接かつ一体的な関係にあることから、相互の主体

性を尊重しつつ、現状認識を共有し、それぞれの特長を活かしながら、

必要な協力を行い、一体的に取り組むことができるよう十分に連携を
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図る。

(3) 保険者における実施阻害要因への対応

適正化事業の実施が低調な保険者からは、介護給付の適正化の実施

の必要性や重要性を認識しつつも、人員や予算の制約などにより着手

できないという意見が多い。これらは実施が低調な一つの理由ではあ

るが、その背景にある様々な実施の阻害要因を分析・把握し、それぞ

れに応じた方策を講じながら取り組んでいく。

(4) 事業内容の把握と改善

適正化事業の推進に当たっては、事業を実施すること自体が目的で

はなく、事業を行った結果、介護給付の適正化に着実につなげること

が必要である。そのためには、単に実施率の向上を図るだけでなく、

実施している事業の具体的な実施状況や実施内容にも着目し、評価を

行いながら、各事業の内容の改善に取り組んでいく。

３．市町村介護保険事業計画との関係

介護保険法第１１７条第２項第３号及び第４号の規定により、市町村

介護保険事業計画において、介護給付等に要する費用の適正化に関し、

市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとさ

れている。

このため、市町村介護給付適正化計画は、基本指針及び本指針を踏ま

え第８期介護保険事業計画（以下「第８期事業計画」という。）におい

て、定めるものとする。

なお、市町村介護給付適正化計画は、第８期事業計画とは別に定めて

も差し支えないが、この場合、第８期事業計画と整合の図られたものと

すること。

４．都道府県介護保険事業支援計画との関係

介護保険法第１１８条第２項第２号及び第３号の規定により、都道府

県介護保険事業支援計画において、介護給付等に要する費用の適正化に

関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項

及びその目標を定めるものとされている。

このため、都道府県介護給付適正化計画は、基本指針及び本指針を踏

まえ、第８期介護保険事業支援計画（以下「第８期事業支援計画」とい

う。）において、定めるものとする。
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なお、都道府県介護給付適正化計画は、第８期事業支援計画とは別に

定めても差し支えないが、この場合、第８期事業支援計画と整合の図ら

れたものとすること。

５．計画期間

市町村介護給付適正化計画及び都道府県介護給付適正化計画は、それ

ぞれ、第８期事業計画及び第８期事業支援計画に定める事項とされたこ

とから、令和３年度から令和５年度までの期間とする。

第二 保険者による適正化事業の推進

(1) 市町村介護給付適正化計画の実施目標

（保険者における実施目標の設定）

保険者において適正化事業を推進するに当たり、各保険者は第５

期において実施する具体的な事業の内容及びその実施方法とその目

標を実施目標として定めることとする。その際、保険者は主体的か

つ可能な限り具体的に設定するとともに、都道府県介護給付適正化

計画において各保険者に対して標準的に期待する第５期の目標等を

勘案して設定する。

また、適正化事業の取組の更なる促進を図る観点から、保険者は

実施する適正化事業ごとに令和３年度から令和５年度までの毎年度

ごとの目標を設定することとし、都道府県に報告し、必要に応じて

調整を行う。

（留意点）

保険者において適正化事業の目標を設定するに当たっては、事業を

実施すること自体を目的化するのではなく、介護給付の適正化へつな

げることを常に留意しながらそれぞれの事業を実施する基本的考え方

を整理し、実施方法や事業実施の効果・目標を具体的に検討する。そ

の際には、単に実施したか否かのプロセス（過程）だけではなく、ア

ウトプット（結果）、アウトカム（効果）も評価することができるよ

うにすることも重要である。

(2) 第５期において取り組むべき事業

保険者は、第４期に引き続き、以下の主要５事業等を着実に実施す

ることとし、それぞれの趣旨・実施方法等を踏まえ、より具体性・実

効性のある構成・内容に見直しながら取り組むこととする。

① 主要５事業の取扱
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1) 要介護認定の適正化

（事業の趣旨）

本事業は、要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査

の内容について市町村職員等が訪問又は書面等の審査を通じて点

検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図るため

に行う。

（実施方法）

指定居宅介護支援事業所等に委託している区分変更申請及び

更新申請にかかる認定調査の結果について、保険者による点検

等を実施する。

その際には、要介護認定調査の平準化を図るために、認定調

査を保険者が直営で行っている場合も含めて、適切に認定調査

が行われるよう実態を把握することが望ましい。

（要介護認定の適正化に向けた取組）

一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域差及び保険者内の

合議体間の差等について分析を行い、また、認定調査項目別の選

択状況について、全国の保険者と比較した分析等を行い、要介護

認定調査の平準化に向けた取組を実施する。

2) ケアプランの点検

（事業の趣旨）

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防

サービス計画の記載内容について、事業者に資料提出を求め又

は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行

うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保

するとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善

する。

（実施方法）

基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証しながら、

介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資す

るケアマネジメント」の実践に向けた取組の支援を目指して、

①保険者によるチェックシート等を活用したケアプランの内容

確認、②明らかになった改善すべき事項の介護支援専門員への

伝達、③自己点検シートによる介護支援専門員による自己チェ

ック及び保険者による評価、を行うとともに、④介護支援専門

員への講習会の開催などを一体的に実施する。
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その際には、過誤申立だけでなく、ケアプランの改善状況を

把握することにより、ケアプランの点検を実施したことによる

効果を把握することが望ましい。

また、継続的にケアプランの質の向上を図るとともに点検割

合についても増加することが望ましいことから、国が作成した

「ケアプラン点検支援マニュアル」及び同マニュアルの附属資

料である「ケアプラン点検の基礎知識～これからケアプラン点

検に臨む保険者職員の参考書～」の積極的活用を進めるととも

に、点検に携わる職員のケアマネジメントに関する都道府県が

主催する研修会等への参加を促し、点検内容を充実する。

さらに、毎月漫然と同様のケアプランを作成している介護支

援専門員や居宅介護支援事業所が存在する場合もあることから、

適正化システムの活用等により地域の個々の介護支援専門員の

ケアプラン作成傾向を分析し、受給者の自立支援に資する適切

なケアプランになっているかという観点から対象事業所を絞り

込んで点検することを検討する。

加えて、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の高

齢者向け住まいの入居者に焦点を当てたケアプランの点検等も実

施されることが望ましい。

なお、ケアプラン点検の手法については、保険者がケアプラン

の点検を実施するだけではなく、地域の介護支援専門員同士、あ

るいは主任介護支援専門員や介護支援専門員の職能団体によるケ

アプランの点検の機会を保険者として設けることや、職能団体に

点検を委託することも有効である。

3) 住宅改修等の点検

ⅰ．住宅改修の点検

（事業の趣旨）

保険者が改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事

見積書の点検、竣工時の訪問調査等を行って施行状況を点検す

ることにより、受給者の状態にそぐわない不適切又は不要な住

宅改修を排除する。

（実施方法）

保険者への居宅介護住宅改修費の申請を受け、改修工事を施

工する前に受給者宅の実態確認又は工事見積書の点検を行うと

ともに、施工後に訪問して又は竣工写真等により、住宅改修の
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施工状況等を点検する。

施工前の点検の際には、改修費が高額と考えられるもの、改

修規模が大きく複雑であるもの、提出書類や写真からは現状が

分かりにくいケース等に特に留意しながら、必要に応じ、理学

療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職種等の協力

を得て、点検を推進する。

また、住宅改修の点検の結果を把握するとともに、住宅改修

の点検を実施したことによる効果を把握することが望ましい。

さらに、住宅改修の点検を委託する場合には、住宅供給公社

等の点検担当者が専門的な視点により点検しているかの実態を

確認するため、点検担当者の職種（建築士（技師）等の有資格

者等）を把握することが適当である。

ⅱ．福祉用具購入・貸与調査

（事業の趣旨）

保険者が福祉用具利用者等に対し訪問調査等を行って、福祉

用具の必要性や利用状況等について点検することにより、不適

切又は不要な福祉用具購入・貸与を排除し、受給者の身体の状

態に応じて必要な福祉用具の利用を進める。

（実施方法）

保険者が福祉用具利用者等に対する訪問調査等を行い、福祉

用具の必要性や利用状況等を確認する。

また、福祉用具購入・貸与調査の結果を把握することにより、

福祉用具購入・貸与調査を実施したことによる効果の実態を把

握することが望ましい。点検を委託する場合には、点検担当者

の職種（介護支援専門員等の有資格者等）及び人数の実態を把

握することが望ましい。

4) 縦覧点検・医療情報との突合

（事業の趣旨）

ⅰ．縦覧点検

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明

細書内容）を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数

・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見し

て適切な処置を行う。

ⅱ．医療情報との突合
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医療担当部署との更なる連携体制の構築を図りつつ、受給者

の後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付

情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検

を行い、医療と介護の重複請求の排除等を図る。

（実施方法）

縦覧点検及び医療情報との突合は費用対効果が最も期待でき

ることから、本事業を未実施の保険者においては優先的に実施

するとともに、効率的な実施を図るため、国保連への委託や保

険者の活用頻度の高い帳票を対象とした点検を行う。

すでに縦覧点検及び医療情報との突合を実施している保険者

においては、国保連への委託等により、実施月数の拡大を図る。

＊ 縦覧点検、医療情報との突合については、保険者から国保連

に対して、事業者への照会・確認から過誤申立書の作成・過誤

処理までを委託することが可能。

＊ 縦覧点検において有効性が高い帳票

・重複請求縦覧チェック一覧表

・算定期間回数制限チェック一覧表

・居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表

5) 介護給付費通知

（事業の趣旨）

保険者から受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの

介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知することによ

り、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及

啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認し、適

正な請求に向けた抑制効果をあげる。

（実施方法）

保険者は、サービスに要する費用を受給者に通知する際、①通

知の範囲を効果の期待できる対象者・対象サービスにしぼりこむ

工夫、②サービスを見直す節目となる認定の更新・変更の時期な

ど受給者の理解を求めやすい適切な送付時期の工夫、③説明文書

やＱ＆Ａの同封、自己点検リストの同封、居宅介護支援事業所の

介護支援専門員による説明など受け取った受給者が通知内容を理

解できるようにするための工夫、④ケアプランや提供されている

サービスが受給者の状況に照らして妥当か評価するための工夫、

⑤事業者や事業者団体への周知など事業者の協力と理解を求める
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ための工夫を行い、単に通知を送付するだけでなく、効果が上が

る実施方法を検討する。

② 積極的な実施が望まれる取組

①の主要５事業以外に、国保連の適正化システムによって出力さ

れる給付実績の活用として提供されたデータを積極的に分析・評価

することが期待される。

（事業の趣旨）

国保連で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用

して、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護

費用の効率化、事業者の指導育成を図る。

（実施方法）

国保連の適正化システムにおいて被保険者や事業者ごとの給付の

実績を通して把握できる範囲で、各種指標の偏りを基に不適切な可

能性のある事業者等を抽出する。給付実績は、小規模保険者におい

ても実施し易いよう、確認が必要と思われる事項には赤色表示、注

意すべき事項には黄色表示等、強調表示等の工夫した仕組みが取り

入れられていることから、これを活用して抽出された事業者等への

確認を集中的に行い、過誤調整や事業者等への指導を実施する。

この他、国保連では保険者の依頼に応じて統一的な抽出条件を設

定することにより、①認定調査状況と利用サービスが不一致となっ

ている被保険者情報の出力、②支給限度額の一定割合を超える事業

者の情報の出力が可能であり、さらに、これらの情報を複数の分析

指標と全国・都道府県・圏域の平均との比較により視覚的に把握で

きるよう加工して提供できるので、積極的に活用する。

＊ 給付実績の活用において活用頻度が高い帳票

・認定調査状況と利用サービス不一致一覧表

・支給限度額一定割合超一覧表

・適正化等による申立件数・効果額

・給付急増被保険者一覧表

③ 事業の優先度

保険者は、適正化事業の具体的な目標の策定に当たっては、地

域の状況を十分に踏まえた上で、効果的と思われる取組を優先し

て実施目標（具体的な事業の内容及び実施方法等）として設定す

るものとする。
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その際には、地域ごとの懸案事項について情報収集し、分析・評

価することによって、課題を明確に整理し、地域の実情に基づいて

保険者が主体的に課題の解決に向けた実施目標を設定・実行すると

ともに、保険者として何故その事業を優先的に実施することにした

のか住民に説明できるようにすることが求められる。

また、事業年度終了時点で目標達成状況等の結果を公表するこ

とにより、更なる目標達成水準の向上を図る。

本来は保険者においてすべての事業を実施することが望ましいが、

すべての事業を均等に拡充して実施していくことが難しい場合は、

今期は費用の適正化の観点から、即効的な効果が最も見込まれる

「縦覧点検・医療情報との突合」、介護保険制度の要である介護支

援専門員を支援する「ケアプランの点検」及び介護給付の適正化を

進める上で効果的と考える適正化事業の３事業を優先的に実施し、

その具体的な実施方法について検討する。

また、確実に成果が見込まれる事業を中心に、点検の実施率、月

数、回数等を増やすべく、より工夫を凝らした内容を検討する。

④ 介護給付費財政調整交付金の算定について

介護給付費財政調整交付金の第８期計画期間（令和３年度か

ら）の算定に当たっては、①の主要５事業の取組状況を勘案するこ

ととしたところである。

(3) 事業の推進方策

① 指導監督との連携

1) 指導監督との情報共有

指導監督事務においては、苦情・告発等により提供された情

報等に基づき、対象となる個々の事業者に対する指導や不正請

求等に対する監査を実施することになるが、合わせて、積極的

に適正化システムの情報を活用し、保険者における効率的な指

導監督体制の更なる充実を図る。

その際に、指導監督事務において対象となった事業者及び適正

化事業において抽出された事業者の情報については、保険者内に

おいて相互に情報共有を図る。

2) 苦情・告発・通報情報の適切な把握及び分析

介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情も含めて、保

険者、都道府県又は国保連に寄せられた事業者に関する不適切な
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サービス提供、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の

適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指導監督を実施する。

3) 不当請求あるいは誤請求の多い事業者等への重点的な指導

国保連の審査において、返戻及び減額等の請求が多い事業者に

対して、保険者による重点的な指導監督を実施する。

また、適正化システムにおいて出力されたデータの状況分析等

を実施し、重点的な指導監督を実施する。

4) 受給者等から提供された情報の活用

適正化事業を進める中で、受給者等から寄せられた架空請求、

過剰請求等の不正請求等の情報に基づき、都道府県と合同又は保

険者自ら監査を実施する。

② 国保連の積極的な活用

（適正化システムの研修）

適正化事業の推進に当たっては、国保連の活用が必要不可欠で

ある。このため、都道府県の支援を受けつつ、国保連と積極的な

連携を図り、適正化システムを活用するための研修などに積極的

に参加する。

（保険者からの委託業務）

国保連に委託できる業務としては、主として縦覧点検、医療情

報との突合、介護給付費通知が見込まれるが、これらの業務の国

保連への委託は、費用対効果を高めるとともに、保険者の事務負

担の軽減につながる。国保連においては、保険者への具体的な実

地支援などを進める準備があることから、委託を実施していない

業務があれば委託を検討し、既に委託している業務については、

月数、回数等の増加について調整する。

その際、保険者ごとに国保連への委託内容が異なることから、類

似の委託を行っている他の保険者における国保連への委託に向けた

調整方法等も参考にして、委託に向けた調整を進める。

③ 適正化の推進に役立つツールの活用

（地域包括ケア「見える化」システム）

国が提供する地域包括ケア「見える化」システムは、全国平均、

都道府県平均、他保険者等との比較や時系列比較を行い、保険者自

身が自己分析を行うことで、重点的に取り組むべき分野等が指標デ

ータにより明確になることから、この指標データを活用して適正化
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事業の実施目標を設定することを検討するべきである。

（適正化システム）

国保連の適正化システムについては、適正化に特化したシステム

として活用次第で非常に効果的に用いることができることから、保

険者としては、優先度が高く、また、活用しやすい帳票から順次活

用すべきである。

なお、出力されるデータの中には、頻繁に確認を要する事業者

等が出力される可能性があるため、このような場合には、定期的

な確認を行い、事業者等のサービス内容等について点検すること

が有効である。

また、単に事業者の不正請求等を発見し、是正するだけではな

く、事業者の実情を理解するという意味でも出力されるデータの

活用は重要である。

（地域ケア会議）

地域ケア会議は、介護支援専門員が抱える支援困難なケース等

について、地域包括支援センターが中心となって医療・介護の多

職種が協働してケアマネジメント支援を行っていることから、地

域における自立支援に向けた適正なケアプランの作成の推進が期

待できる。

なお、保険者職員が、利用者の自立支援・重度化防止や地域資

源の有効活用等の観点から、ケアマネジメント支援を目的として、

地域ケア個別会議等を活用し、多職種の視点からケアプランにつ

いて議論を行う際の参考として作成した「「多職種によるケアプ

ランに係る議論の手引き」について」（平成30年10月９日振興課

事務連絡）についても参考とされたい。また、適正化事業により

実施されるケアプラン点検の結果を分析する中で浮かび上がった

地域課題について地域ケア会議で議論し、政策立案につなげてい

く等の連携も考えられる。

(4) 計画的取組の推進

① 都道府県介護給付適正化計画との連携

保険者においては、都道府県介護給付適正化計画において示され

た都道府県全体の現状や課題認識を共有する。

また、具体的な事業実施の目標設定に当たっては、都道府県介護

給付適正化計画に掲げられた目標との連携を意識しつつ、都道府県

の行う支援措置を積極的に活用する。

177



② 体制の整備

適正化事業については、本来、保険者がその保険者機能を発揮す

る一環として自発的に取り組むべきものであり、また、第一の１⑴

の基本的な考え方に掲げた介護給付の適正化の目的を踏まえれば、

各保険者が適正化事業に取り組むことは保険者として果たすべき基

本的な役割の一つである。

従って、保険者としては適正化事業を推進する上で、十分な職員

体制を整えるとともに、適正化事業を進める上で必要な予算を確保

することが必要である。

その際には、地域支援事業交付金や後記第三の⑵②で示される都

道府県による保険者への支援も積極的に活用することを検討する。

③ 事業の効果の把握とＰＤＣＡサイクルの展開

各保険者は適正化事業の内容を具体的に把握する実施状況調査結

果及び見える化システム等を基に、保険者及び全国の保険者の適正

化事業の実施状況及び取組状況等を把握・分析し、各地域において

適正化事業の一層の推進を図るための基礎データとする。

この基礎データに基づき適正化事業の実施目標を策定し、適正化

事業を実施し、事業実施後に検証するとともに、この検証結果に基

づき適正化事業の評価・見直しを行うことなどにより、保険者の適

正化事業においてＰＤＣＡサイクルを取り入れることとする。

これにより、保険者が策定した目標とその目標の達成状況を確認

する。

※ 適正化事業へのＰＤＣＡサイクルについては、目標設定、目標

に向けた取組の実行、実施結果の検証・評価に基づく課題等の洗

い出し、課題の解決に向けた取組は連環するものであることから、

保険者の適正化事業へのＰＤＣＡサイクルについては、ＰＤＣＡ

を意識した定量的な実施目標の設定を導入することを推奨する。

④ 受給者の理解の促進

介護給付の適正化は、受給者にとって真に必要なサービスを事業

者から適切に提供されるようにすることをねらいとするものである

ことから、保険者は適正化事業を通じ、介護給付の適正化を進める

目的について、受給者はもとより、受給者を支える家族や介護者等

も含めて理解を深めるように努める。
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⑤ 事業者等との目的の共有と協働

介護給付の適正化は、むしろ受給者に対して真に必要とする過不

足のないサービスを実施することを通じて、事業者への受給者や地

域からの信頼を高め、ひいては継続的な活動の基盤を強化し、事業

者自身の健全な発展を推進するものでもあることから、保険者は、

様々な機会を通じて事業者と適正化事業の目的を共有し、その実現

に向けて協働して取り組むよう事業者や事業者団体に対して働きか

けることが必要である。その際には、事業者に従事する専門職にも

目的の共有を働きかけていくことも重要である。

(5) 市町村介護給付適正化計画の記載事項

前述のとおり、改正後の介護保険法では、第８期事業計画において、

介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策

に関する事項及びその目標を定めることとされているが、市町村介護

給付適正化計画においては、より具体的に次の①～③に掲げる事項に

ついて提示することが望ましい。

① 第４期の検証

都道府県による第４期適正化計画の策定に当たって、都道府県と

の間で共有した課題、設定した目標、目標達成のための施策につい

て、最終年度の前年度又は直近の情報等に基づき評価を行う。

② 現状と課題

市町村介護給付適正化計画の策定に当たっては、各保険者におい

て、現状と課題を把握することが重要である。このため、適正化事

業の実施体制、認定者数やサービスの利用状況、適正化事業のこれ

までの実施状況、事業者の状況、取り巻く環境などについて、現状

把握と分析を行い課題を整理する。

③ 今期の取組方針と目標

現状と課題を踏まえ、第５期計画期間中において実施する具体的

な事業の内容及びその実施方法とその目標を実施目標として定める。

第三 都道府県による適正化事業の推進

(1) 都道府県介護給付適正化計画策定の基本的考え方

① 計画の目的

前記第一の１⑴の基本的な目的に沿った都道府県介護給付適正化
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計画の目的を定めることとする。

② ＰＤＣＡサイクルの展開

都道府県介護給付適正化計画を実効性の高いものとしていくた

めには、関係者との議論を通じた合意形成を図りながら、データ

を十分に活用して現状と課題を把握し、介護保険制度の理念を念

頭に置きつつ、必要な方策や支援を検討して目標を立て、着実に

計画を実行し、適切な指標を用いて施策の達成状況を進捗評価し、

計画や実施状況を不断に見直すというＰＤＣＡサイクルを有効に

機能させることが必要不可欠である。

次のような手順を参考にして実施することが望ましい。

1) 前期計画の検証

2) 現状の把握、課題の抽出を踏まえた計画の策定

3) 計画を踏まえた事業の実施

4) 課題ごとの進捗状況の評価

5) 計画の修正・発展、実施方法の改善

6) 公表、保険者へのフィードバック

③ 計画作成に向けた取組

都道府県介護給付適正化計画の策定に当たって計画の検討、立案、

推進について関係者間の意思疎通を十分に図ることは必要不可欠で

あり、適正化事業の推進に向けた重要な過程である。

このため、都道府県介護給付適正化計画の策定に当たっては、次

のような過程を経ることが望ましい。

1) 管内の保険者等の状況、取り巻く環境などについて現状把握

と分析を行い、地域としての課題を整理する。

2) 保険者との意見交換を行った上で相互に意識を共有した内容

の都道府県介護給付適正化計画を策定する。

3) 適正化システムを運用する国保連は適正化事業を進める上で、

重要な役割を果たすことから、都道府県介護給付適正化計画の

策定に当たっても、あらかじめ意見交換を行った上で相互に意

識を共有する。

4) 都道府県による進捗管理と保険者からの適切な報告の推進に

より、単に実施結果だけに着目するのではなく、実施の過程も

重要視することで都道府県と保険者の相互の信頼関係が構築で

きるよう、都道府県と保険者が一体的に取り組む。
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5) 都道府県においては、前記の各事項が円滑かつ確実に実施でき

る体制を整備・確保するよう努める。

④ 都道府県・保険者・国保連の連携

都道府県は、適正化事業の推進に当たって保険者が必要とする支

援について把握するとともに、国保連が提供可能な協力内容を把握

し、両者の間に立って積極的に調整を行い、一体的に取り組むこと

ができるよう十分な連携を図る。

(2) 都道府県介護給付適正化計画の記載事項

前述のとおり、改正後の介護保険法では、第８期事業支援計画にお

いて、介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、

都道府県が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めること

とされているが、都道府県介護給付適正化計画においては、より具体

的に次の①～③に掲げる事項について提示することが望ましい。

① 適正化事業の推進

1) 第４期の検証

第４期適正化計画の策定に当たって抽出した課題、設定した目

標、目標達成のための施策について最終年度の前年度又は直近の

情報等に基づき評価を行う。

2) 現状と課題

都道府県介護給付適正化計画の策定に当たっては、まずは各都

道府県における現状と課題を把握することが重要である。

保険者ごとに事情が異なることから、個別に実態を聞きながら、

認識を共有し、保険者自ら課題認識を持つことができるような環

境を整える。

このため、管内の保険者の実施体制、認定者数やサービスの利

用状況、適正化事業のこれまでの実施状況、事業者の状況、取り

巻く環境などについて現状把握と分析を行い、最終的には都道府

県の課題として整理する。

なお、現状と課題を把握する過程においては、単にデータなど

の数値だけで判断するのではなく、保険者との意見交換を行った

上で、相互に意識を共有することに留意する。

さらに、適正化事業の推進に当たって重要な役割を担う国保連

ともあらかじめ意見交換を行い、関係者が相互に意識を共有する
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ことも重要である。

3) 第５期の取組方針と目標

都道府県と保険者の間において相互に現状と課題を共有した上

で、都道府県介護給付適正化計画期間中において都道府県として

必要と考える適正化事業の取組のテーマや基本的な取組の考え方、

保険者に対し重点的に取り組むことを望む事項、保険者の事業実

施において求める水準など具体的な取組の考え方を示す。

また、地域の実情や保険者の自主性・主体性などに配慮しつつ

も、成果を上げるためには目標がなければ、実現に向けた推進力

は生まれないことから、前記の考え方等を踏まえつつ、都道府県

介護給付適正化計画における目標を設定するとともに、各年度終

了時点における達成目標も示す。

その際には、単に保険者の取組の合算ではなく、都道府県とし

てどのように保険者の支援、保険者との協働を行っていくかとい

う観点から検討する。

4) 都道府県内の進捗状況の管理

都道府県は、効果の低い取組の漫然とした継続を避け、保険者

の実施状況や現状を把握しながら、適正化事業の進捗管理を行う。

このため、保険者に対し、都道府県として期待する事業の具体的

な実施方法、具体的な効果の把握方法等を提示する。

5) 公表・保険者へのフィードバック

サービスを受ける住民が、適正化事業の取組を理解し、適正な

サービスを受けるためには、計画の評価や客観性・透明性を高め

ることが必要であることから、住民に対してわかりやすく公表す

る手法（ホームページ、広報誌等）について提示する。

なお、計画の評価については、保険者にフィードバックして情

報共有を図る。

② 保険者への支援方針

1) 保険者の規模等状況に応じた適正化の支援

保険者の適正化事業への支援に当たっては、保険者が行う事業

の具体的な手法・手順、実績に着目した上で、実施が低調な保険

者の背景にある様々な実施の阻害要因を把握・分析し、保険者が
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主体的に取り組むために必要な対応方策を講じていくことを基本

とした方針を提示することが望ましい。

ⅰ．都道府県内の保険者の取組状況の把握・分析

適正化事業の取組が良好な保険者、取組が低調な保険者がど

のような状況であるか、都道府県内の各々の保険者の地域特性、

規模、実施体制などを詳細に把握・分析する。

ⅱ．分析結果を踏まえた保険者への支援・指導

取組が低調な保険者を明らかにし、低調となっている原因の

調査・分析結果を踏まえ、個別に指導・助言や国保連への委託

の推進の調整、働きかけなど具体的かつ有効な対策について助

言を行う。

また、保険者自身の主体的取組を前提として保険者への必要

な支援等を実施する。

小規模保険者や適正化事業の取組が低調な保険者に対しては、

ケアプラン点検を実施するための主任介護支援専門員、住宅改

修の調査を行う建築技師、福祉用具に係る専門相談員などが所

属する団体との連携を図り、人的支援を重点的に実施すること

が望ましい。

2) 都道府県内ブロック会議・研修会等の実施方針

国が開催する介護給付適正化ブロック研修会（以下「ブロック

別研修会」という。）において提供される全国における保険者の

適正化事業の取組の好事例や都道府県が収集した都道府県内保険

者の適正化事業の取組の好事例などについて都道府県内ブロック

会議や研修会を通じて紹介することは、適正化事業の取組に当た

ってのきっかけや気づきとなることが期待される。

このため、都道府県は管内の保険者に対し、積極的に情報を提

供し、相互に情報の共有化を図ることに留意しながら、次のよう

な会議・研修会等の実施方針を提示することが望ましい。

ⅰ．都道府県内ブロック会議

保険者の担当者の対応能力を高め、適正化事業への理解を深

めるため、初任者向け、担当者のスキルアップ、好事例の共有、

関係する仕組みの理解・伝達など、対象者や目的に応じて、保

険者と協力し合って都道府県内ブロック会議や研修会を開催す

ることが望まれる。

こうした会議等の開催には、知識の習得の他、保険者間のネ
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ットワークづくりにも寄与する効果も期待できる。

ⅱ．ブロック別研修会の伝達研修

国が開催するブロック別研修会の受講内容を踏まえ、都道府

県内において国保連の協力を得ながら、保険者と協力し合って

伝達研修を開催する。

その際、都道府県内の身近な適正化事業の取組の好事例を収

集し、当該保険者の担当者を講師とした実体験に基づく意見交

換を行うなどの研修形態は、地域特性に即した他の保険者の共

感が得られやすく有益な研修になることが期待できる。

ⅲ．適正化システムの実践的研修

適正化システムを実際に操作する内容を含む実践的研修プロ

グラムは、適正化システムへの知識や理解が深まり、有効に活

用するきっかけとなることが期待できるため、国保連との協力

による研修実施について検討し、推進する。

3) 国保連との連携強化の方針

適正化事業を効率的・効果的に実施するためには国保連と連携

を強化することは有効である。

国保連への適正化事業の委託は、保険者の事務負担を軽減し、

他の事業への注力を可能とすることから、都道府県は保険者が必

要とする協力事項、国保連が提供可能な協力事項について現状認

識を共有した上で、国保連と意見交換、調整を図りながら、その

連携の方針について提示することが望ましい。

また、国保連への委託を進めるに当たって、国保連の受託体制

が整備されていないため委託が進まない場合もあることから、状

況に応じて受託の阻害要因となっている問題の解消に向けて、都

道府県から国保連に積極的に働きかけ等の対応方針を提示するこ

とが望ましい。

③ 都道府県が行う適正化事業

都道府県は、事業者の指定権者であることから、指導監督体制の

充実等の方針、事業者に対する指導・啓発の推進方針等について提

示することが望ましい。

1) 指導監督体制の充実

適正化事業と指導監督についてはアプローチは異なるものの、

不正請求・不適切なサービス提供を是正するという目的では共通
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する部分があることから、相互に情報共有し、積極的に連携を図

るとともに、都道府県の指導監督体制の充実を図る。

2) 事業者に対する指導・啓発

事業者等に対して、制度内容等を説明するとともに、介護報酬

を適切に請求するための指導を行う。

また、指導監査の一環として行われる事業者等への集団指導な

どの機会を活用して、介護給付の適正化に向けた指導、啓発を図

る。

3) 苦情・通報情報等の把握、分析及び共有

保険者が実施している介護給付費通知を受け取った受給者等か

らの苦情、事業者職員等からの通報情報及び国保連が対応してい

る苦情処理の内容を吟味することは、不正請求・不適切なサービ

ス提供の発見につながる有効な一手法と考えられる。これらの情

報の的確な把握・分析を保険者が行い、関係各所との情報交換の

場を設けることにより情報の共有を図り、必要と認めた場合には

都道府県は保険者と連携してこれらの情報に基づく指導・監査を

実施する。

第四 国による適正化事業への支援

① 全国の保険者の取組状況の把握と分析

全国の保険者を対象とした実施状況調査を実施し、取組が低調な

保険者について、その原因を調査・分析し、管内に抱える都道府県

に対して具体的な対応案を提供するなど、調査結果を効果的に活用

しながら適正化事業の推進を図る。

② 都道府県に対する支援・助言

ブロック別研修会や都道府県・保険者への訪問調査において、適

正化事業の円滑な実施に向けた技術的助言を行う。

また、適正化事業の取組が低調な都道府県に対しては、現状や課

題を把握し、都道府県と協力して対応策を検討する等、必要な支援、

助言を行う。

なお、適正化事業の実施に当たっては、都道府県とともに地域支

援事業交付金の効果的な活用方法を検討し、保険者へ積極的な活用

を働きかける。
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③ ブロック別研修会の実施

全国を６ブロックに区分し、都道府県と国保連を対象とした適正

化事業の研修会を国民健康保険中央会（以下「国保中央会」とい

う。）と共同して継続的に開催する。

研修会においては、適正化事業の好事例の紹介、実機を使用した

適正化システムの操作・活用方法の実践、小グループ単位での意見

交換等、実効性のある研修を実施し、適正化事業への取組意識を高

める。

また、都道府県と国保連が合同参加することにより、取組意識の

共有や連携強化へ繋げていく。

④ 訪問調査と参考事例の配布等

実施状況調査の結果、適正化事業の取組が良好又は低調な都道府

県・保険者への訪問調査を実施し、意見交換や資料収集を行う。ま

た、国保連に対する委託状況のアンケート調査により、取組が良好

な国保連への訪問調査を実施し、意見交換や資料収集を行う。

都道府県、保険者、国保連それぞれから収集した情報や資料の整

理、分析、評価を行い、好事例については「介護給付適正化事例

集」としてとりまとめ、都道府県・保険者へ継続的に情報提供し、

その充実を図っていく。

また、適正化システムについては、操作・活用方法の研修会を実

施するとともに、参加者の意見を聴取し、特に小規模保険者の利用

が促進されるよう操作マニュアルを難易度に応じた使いやすい内容

に改善する。

⑤ 国保中央会との連携

都道府県、保険者、国保連が一体となって適正化事業を推進して

いくため、国保連のとりまとめが可能である国保中央会と緊密な連

携を図る。

当面は、保険者から国保連への委託を進めるに当たって、縦覧点

検や医療情報との突合がすべての国保連において受託可能となるよ

う、国保中央会と連携し、各国保連の体制の整備に向けた助言や協

力を行う。

また、都道府県や保険者からの要請に応じて、国保連職員が適正

化システムの研修等を柔軟に行えるよう、国保中央会と協力して各

国保連職員を対象とした研修を実施する。
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このほか、国保連から意見収集、状況把握を行いつつ、保険者や

都道府県への支援につながる事業を国保連が進めるよう国保中央会

と連携しながら推進する。

第五 都道府県介護給付適正化計画の事務手続き

各都道府県においては、第８期事業支援計画とは別に都道府県介護給

付適正化計画を策定した場合は、これを令和３年３月末までに厚生労働

省に提出いただくようお願いする。
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